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序

｢ ハ ン ガ リ
ー

で は い ま ま で ､ 都市史 は 歴 史叙述の 中心 に な っ た こ と が 一

切 なか っ た+ と ､

1 9 9 3 年 に 開催 され た 都 市史 シ ン ポ ジ ウム で ､
ハ ン ガ リ

ー

の 代表 的な都市史研 究者 バ
ー チ

ユ カ イ ･ ヴ ェ ラ は言 明 して い る1 ｡ バ
ー

チ ュ カ イ の ｢ ハ ン ガ リ ー

都 市研 究の 現状 と課 題+

と 題 され た 基調 報告 ほ ､ ハ ン ガ リ ー

にお け る都市史 あ る い は都 市発 展 史研究の 傾向 を 2 つ

に ま と め て い る o まず ､ 西欧 中世 を典型 と し た都市 を ハ ン ガリ ∵ に見出 そ うと して 否定 的

な結論 に至 る も の ､ 次 に ､ ハ ン ガ リ ー 特有の 都市形態 を都市 と村落の 中 間と して の 市場 町

( m e z 6 v a r o s) に見 出 そうと す るも の で あ る
2

｡ これ ら 2 つ に共通 して い る の は ､ 農業的な

性 格を強 く持 ち ､ 工 業化 ある い は近代化 の 担 い 手 と なり 得な.か っ た ハ ン ガ リ ー の 都市を い

か に 捉える か を 問題 と し て い る こ と で あ る o こ れ に加 え て ､ 1 9 8 0 年代 か ら･は ハ ン ガ リ ー

の 近 代化 過程 - の 関心 か ら ､ ブ ダ ペ シ ュ トを中心と した 都 市社会史 の 研 究が盛 ん に行 われ

る よ うに な っ た ｡ ハ ン ガ リ ー

に お ける こ う した都市史研 究の 傾 向は ､ 問題関心 を 1 7 世紀

ま で の 市蓉町 の 発 展 と 1 9 世紀後半以 降の 近 代 工業都 市 の 形成 に集 中 させ る結果 と な っ た
3

o

こ の 2 つ の 焦 点 ､ す なわち ､ 農業都市 と 近 代都市の 間 の 関係 は ､ 層 史学 の 問題 と して 直接

的 に取 り 上 げ られ る こ と が まれ で あ っ た o こ れ は 1 8 世 紀 - 1 9 世 紀前 半の 都 市 に 関心が 向

け られ なか っ た こ と を意 味 して い る ｡

ハ ン ガ リ
ー

史研 究 に お い て ､ 1 8 世紀と 1 9 世紀前 半の 時期 ､
･ す なわち オ ス マ ン 帝国の 後

退 と ハ ン ガ リ ー 王 国全域 ( な らび に トラ ン シ ル ヴァ ニ ア 侯 国) の ハ ブ ス ブ ル ク化 か ら 1 8 4 8

年革命ま で の 時期 は ､ 都市が否 定的 な文脈 で 語 られ る時期 ヤあ る o こ の 1 世 紀 半は ､ 都 市

史 の 観 点か ら見 る と ､ 1 6 世紀 か ら 1 7
.

世紀 の オ ス マ ン 支 配 下 で の 特 に ハ ン ガ リ ー 大平原 に .

お ける 市場町 の 発 展 の 時期 と 1 9 世紀 後半 ､ 特 に, 1 8 6 7 年 の 妥協 ( k i e g y e z 6 s , An s g l ei ch) 徳

の ブ ダ ペ シ ュ トを中心 とす る ｢ 近代的都市+ 化す なわち 工 業都 市化 の 進展 の 時期 には さ ま

れて い る ｡

1 8 世紀か ら 1 9 世 紀前 半の ハ ン ガ リ ー の 都市 に 対す るイ メ ｢ ,

ジ は ､ 戦 間期 の 代表的 な歴

史家セ ク フ ユ
ー

･ ジ ュ ラが 1 9 3 0 年 に 初版 が 出 された 主著 『三 世代』 の 中で 書 い た次 の よ

うな文句 に典 型 的 に表 現 され て い る o ｢ こ れ らの [ ハ ン ガ リ ー の - 引用者] 巨大 な農 民都

市の 居住者 た ちは ､ 保 守的な群れ をな し ､ 不 毛 な岩 の よ う に ､ 自由主義 の 芽 に背 を向 け ､

閉 じ こ も っ て い る よ うで あ っ た
4
｡ + こ の 時期 の 都 市に 対す る こ の よ うな否定 的な見解は ､

近 年 の 研 究に も 強く 受 け継がれ て い る
5

｡ す な わち ､ 1 7 世 紀末 か らの 通 商構 造の 変化 に伴

う都 市の 商業機 能 の 衰退 と農業を基調 と した社会構造 - の 収欽 ､ そ れ に 並行 し た 市政の 硬

直化 ､ 寡頭制化 の 進行 ､ そ して 1 9 世紀前 半 の 改革 と革命 を担 っ た 中小 貴族層 と の 対比 に

お い て の そ の 保 守 的な性格 と い う枠 組 み が 強調 され る の で ある6 o こ れ は ､ それ 以前の ｢ ハ

ン ガ リ ー 的 な都 市発展+ か らの 退化 で あ っ た と とも に ､ 近 代化 の 担 い 手 と なる こ と を拒否

した 都市 と 市民 と い う 二 重 の 否 定性 をお び て い る の で あ る ｡

こ う し た否 定 的な認 識枠組 み を推 持 し つ つ も ､ 1 9
■

8 0 年 代か らの 地 方史研 究 の 高揚 に伴

つ て ､ 都 市史 に 関す る 個別 研究 お よび 総合研 究が 次第に 蓄積され てき て い る ｡ 個 々 の 都市

に 関す る 研 究 は ､ ブ ダ ペ シ ュ ト ､ デ ブ レ ツ ェ ン ､ セ ゲ ドの 三 大都市 を は じ めと して 現在 の

ハ ン ガ リ ー の 主 要都 市 に 関す るも の が 集積 され ､ 比 較研 究 の 基礎 は準備 されて きて い る
7

｡

ま た ､ 都 市
-

般 の 総合 を目 指 した 研 究も現 れ て い る o 例 え ば ､ カ ー

ライ ･ イ シ ュ ト ゲァ



- ン は ､ セ
- ケ シ ュ フ ェ -

-

ル ヴ ア ー ル を 中心 と しなが らも ､ 1 8 世紀中期 の 都 市財敢構

造 ､
1 8 世 紀か ら 1 9 世紀前半 の 都市行政機 構 の

一

般的性格を明 らか に して い る
8

o
バ ー チ

ュ カ イ ･ ヴ ュ ラ らは ､ 1 8 2 8 年 の 国 勢調査 を用 い て ､ 都 市 市場 圏 の 構 造 ､ 都市居住 者 の 社

会構 造 の 詳細 な 分析 を行 っ て い る
9

o た だ ､ こ れ らの 研 究 は ､ こ の 時期 の 都 市 と 居住 者 の

実態 ､ 社会構造 に つ い て の 具 体的 な像 を提 供す る こ と に は成 功 して い る が ､ そ の 変化 の 動

態 に つ い て ､ 特 に近代 化 と の 関係 に つ い て 税明す る こ と 時なく ､ そ れ ゆ え に ハ ン ガ リ
ー の

歴 史叙 述 にお け る都 市 の 否 定性 を変化 させ る に は 至 っ て い な い
.
0

本研 究 で扱うデ ブ レ ツ ェ ン は ､ こ の よ う な都市史研 究 の 特徴 を典型 的 に映 し出 して い る

と い え る ｡ こ の 都 市に 関する歴 史研 究は ､ 戦前 の ゾ ル タ イ
･

ラ ヨ シ ュ ､ 戦後 に は バ ロ グ ･

イ シ ュ トヴァ
- ン

､
コ モ ロ

- ツ イ
･ ジ ェ ル ジ ュ ､ ラ

- ツ ･ イ シ ュ ト ヴァ
- ン らを中心 に ､

ブダ ペ シ ュ ト に 関す るも の に 匹敵する研 究 の 蓄積 が 行 われて い る ｡

バ ロ グは ､ ドイ ツ 系居住者 が 多数を占 め た西 ハ ン ガ リ
ー の 諸都市 に 対 して ハ ン ガリ

+
罪

居住者 が 支配 的 で あ っ たデ ブ レ ツ ェ ン を典型 的な ハ ン ガ リ
ー 都市 と規 定 し ､ こ の 都市 を研

究す る こ と に ､ ハ ン ガ リ ー 人 の 都市性 を明 らか す る と い う 意義を見 出 した
10

｡ し か し ､ 彼

に と っ て の 1 8 世紀 の デ ブ レ
'

y
.

ェ ン は ､ 1 7 世紀 ま で の 通 商の 拠 点と して ｢ 進 歩的 か つ リ ベ

ラ ル+ で あ っ た市 民 が ､ 農 業都市化 と 平行 して保 守化 し て い く過程 に他 な らず ､ 都市 の 自

立性 の 強調 は ､ 王 国 の 介入 の 深化 - の 抵 抗 と い う文 脈 に収赦され ､ こ の 時期 の デブ レ ツ ヒ

ン 社 会 の 内的 な変化 の 動 態 を捉 え よう と し て い ない
1 1
｡
コ モ ロ - ツ イ と ラ

ー

ツ は ､ デ ブ レ

ツ ェ ン 行 政文書 の 重 厚 な収集 に基 づ い て ､ 都 市行 政機構 ､ 都市財政構 造 ､ 居住者 の 財産構

造な ど多角 的 な研 究 を行 っ て い る
12

o 彼 ら の 研 究を含 め ､ 1 8 世紀か ら 1 9 世 紀前 半の デブ

レ ツ ェ ン 史研 究 は ､ 繭後 の 時期す なわ ち市場 町 と して の 発 展 の 時期 と近 代化 の 時期 と の 関

係 ､ そ の 構造 変化 を追 及 す
･

る に は 至 っ て い な い ｡

こ の ような研 究動 向を踏ま え ､ 本研究 は 1 8 世紀 か ら 1 9 世紀前 半の デ ブ レ ツ ェ ン の 葡 萄

酒販売権 問題 を焦点 と し て ､ 都市 の 社会構 造 と身分 と して の 市民 か ら主 体と して の ｢ 市民+

意識 の 形成の 関係 を分析 す る こ と に よ り ､ 当該期 の 都 市 の 動態 的 な様 相 を捉 え ､ 1 9 世 紀

後半 の 近 代化 - の 関わ り - の 展 望
,

を模索す るも の で あ る ｡

1 8 世紀か ら 1 9 世 叔前 半の 都 市 と居住 者の 問題 を扱 う上 で ､ 葡萄酒願 売権問題 に 焦点を

当 て るの は ､ 以下 の 3 つ の 理 由 に よ る ｡ ま ず ､ こ の 問題 が ､ 当該期 の デ ブ レ ツ ェ ン に お い

て 継続 的 に中 心 的 な政 治 的問題 の ひ と つ で あ っ た と い う こ と ｡ こ れ と密 接 に 関わ っ て 次 に ､

こ の 間題 が ､ デ ブ レ ツ ェ ン にお け る政治 的諸 主体 全 て に 重要性 を共有 された 問題 で あり ､

これ ら政治的諸 主体 の 配 置 関係 と そ の 変化 の 分析 の 格好 の 題材 とな る と い う こ と で ある ｡

最後 に ､ これ が ､ デ ブ レ ツ ェ ン の 社会経 済構造と政治 的主体と して の ｢ 市民+ の 意識 の 形

成の 関係 を明確 に表 して い る こ と で ある ｡

第 1 点に 関 して は ､ 1 7 世紀 末に ハ プ ス ブ ル ク の 支配 を受 け入れ て か ら 1 8 4 8 年 の 革命蕊

で ､ デブ レ ツ ェ ン で 政治 的問題 と して 存在 した 主 な 主題 は ､ 葡 萄酒版売 権以外 に ､ カ ル ヴ

ァ ン 派 中心 の こ の 都 市 の カ トリ ッ ク化 ､ 首席 判事お よ び 参事 の 任免権 ､ 財政健全化 ､ 市外

域 居住 ､ 法整 備 ､ そ して 都 市再 開発 な どが ある ｡ しか し ､ こ れ らは ､ 問題 と して 現 れ て い

た 期間 が 限定的 で あ る か ､ ある い は ､ 問題 が 主 に都 市支配層 と 王 国の 間 の 対立 に 限定 され ､

居 住者
一

般 に 関わ る こ と が まれ で あ っ た o そ れ に対 して ､ 葡萄酒販売権 は ､ 市 に よ る 専売

制 が 1 8 3 0 年 代 ま で 維持 され ､ か つ 都 市財政 の 基盤 を成 して い た た め ､ 都 市支配層 と 王 国



にと っ て は ､ 都 市特権の 主要素と して ､ 都市自治 の 防衛と そ の 解体 と い う 両方向 の 企 図 の

対立軸 を成 した だけ で なく ､ 居住者 に と っ て は ､ 市 を介 して の み 葡萄酒 をデ ブ レ ツ ェ ン 市

場 に供 給す る こ と が で き た こ の 制 度 に対 す る 闘争が ､
｢ 市民+ と し て 主体化す る契機と な

っ た の で ある o

そ れ に 関連 して 第 2 に ､ こ の 問題 は ､ デ ブ レ ツ ェ ン の 2 つ の 支野機構 すなわ ち 参事会と

市会 の 権 限争 い にお い て 1 8 世紀初頭 か ら常 に 主題 と な っ キだ け で なく ､ 1 8 世 紀後半 に王

国の 介入 が 国 王 委員 の 恒常 的派遣 と い う形 で 本格化 し､ ま た ､ 居住者 が ｢ 市民+ と い う痛

の も と に 王 国 - の 嘆願 を介 して 主体と して デ ブ レ ツ ェ ン の 政治 空間 に 出現 し て く る 際の 中

心 的 な主題 と な っ た ｡ そ の た め ､ 1 8 3 3 年 に ､ 葡 萄酒 専売制 が廃止 され ､ 市 民 に よ る 自由

販売制 が導入 され る ま で の 政治過 程 は ､ こ れ らの 政治 的諸 主体 の 配置 関係 とそ の 変化を如

実 に表 して い る の で ある o

最後 に ､ ( 耕 地 保 有 や納税 な どで は なく) 葡 萄酒販 売権が ､ なぜ ｢ 市 民+ を含 め た諸 主

体に と っ て の 重要 な主題 と なり 得た か を 追求 して い く 上 で ､ 土地保有
･ 所有構造 をは じめ

とする デブ レ ツ ェ ㌣の 社会構 造 と政治 問題 の 関係 を考察す る適 当 な題材
と な る の で あ る o

本輪 文 の 構成 は ､ 以 下の よう に なる ｡

第 1 章 は ､ ヂプ レ ツ ェ ン の 人 口 ･ 支配構造 に つ い て の 概 観 を した 上 で ､ 居 住者 の 階層 ･

職業構 造 を 明 らか にす る o

第 2 章 と 第 3 章 は ､ なぜ葡萄酒願 売権 問題 が ｢ 市民+ 形成 の 主題 と な っ た の か と い う問

題 に 対 して ､ 土 地 保有 ･ 所有構造 と葡 萄酒販 売制 度 の 分析 か ら説 明す る も の で ある ｡ 第 2

章は ､ 耕地保 有 と 葡萄 畑所有 を ､ そ の 制度 的側面 串 よび 階層 ､ 職業 ､ そ して 市民 権 の 有無

と 保有 ･ 所有 と の 関係 を分析 す る こ と に よ り ､ 葡 萄畑所有が ､ 耕地 と 比 較 して 階層 ､ 職 業 ､

市民権有無 の 差 異 に対 して よ り横 断的 で あ っ た こ と を明 ら か に した い ｡ 第 3 衰で は ､ 葡萄

酒 の 販売 制度お よ び 買 い 上 げ制 度 とそ の 運用 を分 析す る こ と に より ､ 都市財 政に と っ て の

葡 萄酒販 売の 重 要性 を明 らか に す る と とも に ､ デ ブ レ ツ ェ ン 居住葡 萄酒 生産 者 に と っ て の

葡 萄酒 の 市場供 給可 能性が い か に専売制 に よ っ て 制 限され て い た か を明らか にす る ｡ これ

ら 2 章 を通 じて ､ 市民 権保持者 の 権利 が 市民 権 を持 た な い 住民 を含 め た ｢ 市民+ と い う範

噂 で 主体化 して い く 土 台を 明らか に した い ｡

それ を踏ま え て ､ 第 4 章 で は ､
1 8 世紀か ら 1 9 世 紀前半 にか けて の デブ レ ツ ェ ン で の 政

治 的諸 主体 ､ す なわ ち ､ 参事会 ､ 市会 ､ 王 国 ( 国王 委員) ､ そ して ｢ 市碍+ の 主 体と して

の 出現 と そ の 配 置 関係 を 明らか に し ､ 1 8 世 紀後 半に 王 国 と ｢ 市 民+ が都 市政治 の 主 体と

して 出現 した こ と の 意 味 と そ の 背 景 ､ ま た ､ 1 9 世紀前 半 に市会 が参事会 か ら自立 したも

の と し て 自 ら を規定す る よう に なる こ と に よ る政治 構造の 変化 に つ い て 考察す る ｡

第 5 章で は ､ 1 8 世紀後 半に 現れ る こ と に な る ｢ 市民+ と い う主体 が 包摂 した範噂と排

除 した 範 噂 に つ い て 考 察す る ｡ ｢ 市民+ の 主 体化 は ､ 都 市 と ｢ 市民 + を概 念的 に 分離す る

こ と を伴 っ て い た o ｢ 市民+ は ､ 都市 か ら差異化 され た 範噂 と して 自 己 を 定義す る こ と に

ょ り ､ 特権 の 主体 と して 権 利 を主 張す る こ と が 可 能 と な り ､ ま た そ れ は ､ 1 8 世紀末 か ら

支配 の 正統性 が ｢ 市 民+ を い か に代表 する か と い う 問題 に集 中され て い く こ
-

t を帰結 した o

た だ ､ こ の ｢ 市 民+ の 範癖は ､ 葡 萄酒販売 権 問題 を焦点 とす る こ と に よ っ て ､ 市 民 権の 有

無 と い う身 分 上 の 差異 ､ 階層 ･ 職 業 の 差異 を除 去 し て い く 志向性 を持 っ て い た が ､ そ れは

同 時 に ､ 他者 と して の 市外域 民 ､ ユ ダヤ 人 ､
そ して ロ マ 人 を包摂す る こ と は なか っ た ｡ こ



の よ うな ｢ 市民 + の 概 念 の も つ 開放性 あ る い は 差異 の相対化志 向性 と ､ 同 時 に存在 した 排

除の 構 造 を明 らか に した い ｡ こ の ｢ 市民 + の 範噂は ､ 1 8 4 8 年革 命を 経 る こ と に よ り ､ 身

分 に よ る 差異化 と い う問題 圏を失う が ､ か え っ て 階層 と性別 に よ る 差異化 が 問題 化する ｡

こ う した ､ 1 9 世紀後 半の ｢ 市 民+ の 範噂の 問題 に 対す る展望 を最後 に提 示 した い ｡

本研尭で 中 心 的 に扱う の は ､ ハ イ ド ゥ - - ビ ハ ル 県文 書館 ( = aj d血- B阜h a r
'

T e g y ei l e v
ilt れ

以 下 H B M L と 略記) に所蔵 され て い る デ ブ レ ツ ェ ン 関係 文書で あ る ｡ 第 1 章お よび 第 2

牽 で は ､ 各 年の 人 口 統計 ( 文書館 番号 H B M L . ⅠV A . 1 0 1 1 /t .) お よび 住 民財産 統計 (1 0 1 1/ v .)

を主に 用 い る が ､ 特 に 1 7 7 0 年 に ヴ ニ
ー チ ェ イ ･ ヨ

- ジ ェ フ 国王 委員 の 命 令 に よ っ て行 わ

れ た調肇記録 を中心 的 に用 い る
13

｡ これ は ､ 居住者全体 に関 して ､ 税額
■

の み ならず ､ 職業､

屋敷 地 ､ 耕地 ､ 葡萄 畑 ､ そ して 家畜所 有数ま で を記録 して お り ､ さま ざま な観 点 か らの 比

較 が 可 能 なも の で あ り ､ こ れ に 匹敵す る統 計 は ､ デ ブ レ ツ ェ ン で は こ の 他 に は残･されて い

ない 1 4 o ま た ､ 市財 政 関係文 事 ( H B M L .
I V

.
A . 1 0 1 2 .) は ､ 市

一

般会計 報告 を は じめ ､ 葡萄

酒販 売 を中心 と す る会計報告が ､ 欠落を伴 い つ つ も保 存されて お り ､ こ れ を通 じて ､ 葡萄

酒販 売 の 実態を 明 らか にす る こ と が で き る ｡

市 の 行政 関係 文 書は ､ 参 事会議 事録 ( H B M L . I V . A . 1 0 1 1 / a .) お よ び 市会議事鏡 ( H B M L .

I V . A .
1 0 1 0 .) と と も に ､ 1 7 7 0 年代 か らは 国王 委員文 書 (H B M L . I V . A . 1 0 0 1 か ら 1 0 0 8) を

中心 的 に用 い る ｡ 国王 委 員文書 の 記載 内容 は ､ 特に 1 9 世 紀 にな る と ､ 参事 金蔵事 録 ､ 市

会議事録 と 重複 す る こ と が 多く な り ､ 王 国 と参事会 お よ び 市会 の 関係 性 を 浮 かび 上 が らせ

る の に適 して い る た め ､ 内容 的 に重複す る 場合 は ､ こ れを優先 的に使 用 した ｡
･

なお ､ 本文 中 で 用 い る ｢ + な しの 市民 は ､ 史料 の 引用を 除 い て 市民 権 保持者 を持 し ､ ｢ 市

氏+ は ､ 市民 権保 持者 に限定 され な い 主体 と して 自 己表明す る範 癖 を指す も の と す る ｡

ま た ､ 本研究 で 用 い る貨幣 単位 と度量 衡 は 以下 に 記す ｡

フ ォ リ ン ト ( f o ri n t) - 6 0 ク ラ イ ツ ァ
ー ル ( k r aj cまr)

エ ル ( 61) : 約 1 .
8 9 7 m

平方 エ ル ( □61) : 約 3 . 5 9 9 6 rd

ホ ル ド ( k at a s z t e ri h ol d) : 約 o .
5 7 5 h a . - 1 6 0 0 平方 エ / レ

ニ ラ シ ュ ( n y il a s) : 1 7 7 0 年 ま で 約 1 . 7 2 8 h a , 1 7 7 4 年 か ら約 3 ･ 2 4 h a

カ バ
ー シ ュ (k ap a s) : 1 8 2 8 年 まで 約 0 .

0 8 1 h a ､ そ の 後約 0 ･1 0 8 h a

ボ グヤ ( b o g ly a) : 約 o . 9 6 か ら約 1 .4 4 b a 採 草地面積

ポ ジ ョ ニ ･ メ
-

レ
- ( p o z s o n yi m 6 r 6)

ポ ジ ョ ニ ･ メ
-

レ
- ( p o z s o n yi m i r 6)

チ ェ ベ ル ( c s e b e r) : 約 4 2 . 2 リ ッ ト ル

カ ン タ ( k a n t a) : 約 0 .2 チ ェ べ / レ

イ ッ ツ ェ (i c c e) : 約 0 . 0 2 チ ェ ベ ル

耕地 面 積

庭葡 萄畑 面積

約 o .2 1 6 h a 耕地 ･ 屋敷地 面 積

約 6 5 .
5 リ ッ トル 穀物容積

葡 萄酒容積

葡萄酒容 積

葡 萄酒 ･ 蒸留酒容積



第 1 章 デ ブ レツ ェ ン と その 居 住者

第 1 節 人 口 と居 住

デブ レ ツ ェ ン は ､ 1 7 世 紀末以降 1 9 世紀初頭 ま で ､
ハ ン ガ リ

ー

王 国と トラ ン シ ル ヴ ァ ニ

ア侯由を含む カ ル パ テ ィ ア 盆地 で 最大 の 人 口 を有す る都市 で あ っ た o コ ヴ ア ー

チ ュ
･ ゾ ル

タ
ー ン に よ る推 計 で は ､ 1 8 世紀初頭 に約 1 9 , 0 0 0 か ら 2 3 , 0 0 0 人 ､ 1 7 4 0 年代 には 約 2 2 , 0 0 0

人か ら 2 4 ,0 0 0 人 ､ 1 7 7 0 年代 は 2 7 , 0 0 0 か ら 2 9 , 0 0 0 人 と漸増 し ､ そ の 後 1 7 9 0 年代 に 3 3 , 0 0 0

か ら 3 5 , 0 0 0 人 ､ 1 8 2 0 年代 に は 4 4 , 0 0 0 か ら 4 6 , 0 0 0 人 ､ 1 8 5 0 年頃 に は 4 8 ,0 0 0 か ら 5 1 , 0 0 0 人

- と 増加 して い っ た
1 5
｡

こ の 人 口規模 は ､ ハ ン ガ リ
ー

最初 の 全国規模の 国勢調査 が行 われ た 1 7 8 4
-

8 5 年 の 数値

で 比 較す る と ､ 王 国 ､ 侯 国を含 め て 最大 の 集住で あ っ た o こ の 調 査で ､ デ ブ レ ツ ェ ン は 2 8 ,5 5 1

人 の 居住者が数え 上 げられ た が ､ これ は ､ ポ ジ ョ ニ .( プ ラ テ ィ ス ラ グァ) の 2 6 , 4 6 2 人 ､

プダの 2 2 ,5 3 8 人 ､ ケ チ エ ケメ
ー トの 2 1

,
9 6 3 人な ど を上 回り ､ 1 9 世紀に 急速 に 発展 す る ペ

シ ュ ト の 1 9 ,1 7 1 人 を大き く 上 回 っ て い た
16
o

公 式 の 人 口調 査 ( 1 7 7 0 年 ､ お よ び 1 8 1 7 年か ら 1 8 4 8 年) の 数 値 を用 い て 作成 した の が

グ ラ フ 1 -

1 . で ある o こ の 数値 は ､ コ ヴ ア
ー

チ ュ に よ る 推計値 よ り 2 0 % か ら 4 0 % 軽少 な

い が ､ 人 口 の 増加 傾 向 を表 して い る o 1 8 3 1 - 3 2 年 の 人 口 の 激減 は コ レ ラ 流行 の 影響 であ

る ｡

こ の 人 口 を収 容 して い た 居住 空 間は ､ 堀 で 囲ま れた 約 2 6 5 か ら 2 8 8 - ク タ ー ル の 市内域

(b el s 6 v a r o s) と ､ そ の 外側 に 堀 に 沿 っ て 形成され た 市外域 (k 且I s 6 v a r o s , h 6 s t at) か らな

っ て い た
17
｡ 市 内域 を 取 り 巻く 市堀 は 全 長約 7 .5 k m に及 び ､ 1 8 5 0 年 に 埋 め 立 て ら れ る ま で

市内域 と 市外域 の 可 視 的 な境界 をな して い た
1B

o 市 堀 に 沿 っ て 設 け られ た 柵 に は市 内 の 主

要 な通 り か ら伸 び る 7 つ の 門 (k a p u) と 5 つ 中小 戸 ( k i s aj t6) が あ り ､ 関税徴 収が 行わ れ

る 場 で あ っ た ｡ 市 内域 は ､ 南 北 ､ 東西 と も に約 1 .
2 k m の ほ ぼ円形 を な し ､ デブ レ ツ ェ ン

最 初の 地 図が 作成 され た 1 7 5 0 年 か ら市堀 が埋 め 立 て られる ま で ほ ぼ変化 が な い
1 ,

0 1 8 4 0
>

年 の 市 の 地 図 ( 地 図 1 .) で 見 られ る よ う に ､ 市の 中心 に ある ピ ア ツ 通 り ( P i a c u t c a) を中

心 に ､ 北 に ペ
-

テ ル フ ィ ア 通り ( p 6 t e rfi a u t c a) ､ 東 - チ ャ ボ
一 通 り ( C s ap 6 n t c a) ､ ツ ェ グ

レ
ー

ド通り ( C e gl i d u t c a) ､ ア ン ナ 通 り ( A n n a u t c a) ､ 南 - ヴ ァ
-

ラ ド通 り ( V a r a d u t c a) ､

酉 - ミク ロ - シ ュ 通 り ( M ik 16 s u t c a) ､ ネ
-

メ ト通 り ( N 6 m et u t c a) ､ ハ ト ヴァ ン 通 り ( H a t v a n

u t c a) ､ メ シ ュ テ ル 通 り ( M e st e r u t c a) の 主要 通 りが 延び て い る o 週 市が 開か れ る ピ ア ツ通

り の 北端 の 広場 に 面 して カ ル ヴ ァ ン 派 の

ど南の ツ ェ グ レ ー ド通 り と の 角 に市庁 舎

さな教会 ( K i s t e m p l o m ) + ､ ア ン ナ 通り に は

A n n a t e m p l o m ) が あ っ た ｡ ｢ 大き な教会+

｢ 大き な教会 ( N a g y t e m pl o m ) + が あり ､ 3 0 0 m ほ

( v a r o s h a z a) ､ そ の 斜向 か い に カ ル ヴァ ン 派の ｢ 小

1 8 世紀初頭 に建 築された カ トリ ッ ク教 会 ( s z e n t

の 北側 に は ､ カ ル ヴァ ン 派神 学校 ( K o 11 6 gi u m )

があり ､ これ は デ ブ レ ツ ェ ン の み な らず東部 ハ ン ガ リ
ー 全域 の 教育の 拠 点 で あ っ た

2 0

｡

市内域 は ､ 6 本 の 主 要通 り に そ っ て 6 の 街 区 (ロt c a)
､

に分 けられ ､ そ れら が さらに それ

ぞ れ 5 の 地区 ( T i l e d) に分 けられ て い た . 各街 区 に は街 区組織 ( u t c a k a pi ta n y s a g) が 置

か れ ､ 都 市支配 と市 民 権行使 の 末端 組織と して 機 能 した
21
｡ 街 区 は ､ ピ ア ツ 街 区 ､ ツ ェ グ

レ
ー

ド街 区 ､ ヴ ァ ル ガ ( ア ン ナ) 街 区 ､ ハ ト ヴァ ン 街 区 ､ ペ
- テ ル フ ィ ア 街 区 ､ チ ャ ボ 一

街 区か ら なる o 1 7 世紀 末ま で 前 3 街 区が下 地 区( A I s 6 J A r 丘s) ､ 後 3 地 区が 上 地 区( F e ls 6 J a ra s)



と呼 ばれ行政 区画 と し て機 能 して い た が ､ 1 6 9 3 年 以降 ､ 便宜上 の 地 理 的 区 分 と して めみ

用 い られ る よ うに な っ た ｡

市堀 の 外側 の 市外域 には ､ 非合 法な 居住 が 1 6 世 紀中頃か ら始 ま り ､ 1 7 7 4 年 に居住 の 合

法化 と住居 区画整備 が行 われた こ と に よ っ て そ の 後急激 に 増加 す る こ と に なる
22

o 1 7 7 0 年

の 調査 で 6 5 区画 1 1 6 家長で あ っ た の が ､ 1 8 4 0 年 には 9 1 1 区画 1 6 1 0 家長 十 と ､ そ れ ぞれ 1 4

倍前後 に 拡大 した
23

o こ の 増加 は ､ 市外域 居住合 法化 直後 に顕 著 に 見 られ た と 思われ ､
-

トヴァ ン 街 区 の 市外域は ､ 1 7 7 0 年か ら 1 7 9 2 年の 間 に ､ 住居 区画 時 1 2 か ら. 1 0 1 - ( 8 . 4 2

倍) ､ 家長 は 2 4 人 か ら 2 5 3 人 ( 1 0 .
5 4 倍) に な っ て い る

24

o 市内域と 異なり 市外域 の 住居

区画 は ､ 所有権 が市 に 属 し ､ 市外域 民 ( h 6 s ta ti) は 市 民権を獲得す る資 格 がな か っ た だけ

で なく ､ 市 内域居住 者に 与 え られ た諸 種 の 権利 ( こ れ に つ い では 後述 の 各論 で 詳細 に述 べ

て い く) が 与 えられず ､ 区 画あ た り 年間 2 フ ォ リ ン トの 税 を課 され た
25
｡

1 7 7 0 年 の 市外域を含 め た各街 区 ･

地 区 の 区 画数お･よ び家長 数 は表 1
- 1 . に 示 した ｡ ピア

ツ街 区の 区 画 数 が若 干 少 なく ､
ハ ト ヴァ ン 街 区 が 区画 ､ 家長と も に若 干 多い が ､ 全体的 に

各街 区 ､ 地 区 に均 等 な か た ち で 区分 されて い る こ と が分 か る ｡ 市全域 に対す る 市外域の 比

率は ､ 1 7 7 0 年 に 区画数が 2 ･ 3 0 % ､ 家長数 は 2 ･3 8 % で あ っ た の が ､ I 7 9 2 年 の ハ ト ヴァ ン街

区 で は そ れ ぞれ 1 6 . 9 7 % ､ 2 3 .
5 3 % を占め る よ う にな っ た o

宗教 ･ 宗派 別 の 分布 を見 る と ､ カ ル ヴァ ン 派都 市 で あ っ たデ ブ レ ツ ェ ン - の 他 宗派 の 居

住が 1 7 世紀末 に許可 された が ､ 1 タ 世紀 に 至 る ま で ､ 居住者 の 圧 倒 的多数がカ ル ヴァ ン 撫

で あ っ た o 1 7 7 0 年 に は 1 .0 9 % の カ トリ ッ ク ( 5 3 家長) を除く 9 8 . 9 1 % が カ ル ヴァ ン 派 が

占め た
26

o 1 9 世紀 に な っ て カ トリ ッ ク以 外 の 居住者 が 現れ る も の の ､ 1 8 1 6 年 で カ ル ヴ ァ

ン 派 9 7 .3 8 % ､ カ トリ ッ ク 1 . 9 3 % ､ ル タ + 派 o . 5 4 % ､ 正 教 o .2 2 % と 大勢に変化 は 見 られな

い 27
o デ ブ レ ツ ェ ン で ユ ダヤ 教徒 の 居住が 許 可 された の は 1 8 4 0 年か ら で ､ 1 8 4 8 年 の 宗派

別 比 率 は ､ カ ル ヴァ ン 派 9 5 .1 8 % ､ カ トリ ッ ク 3 . 4 2 % ､ ル タ ー 派 o . 7 9 % ､ 正 教 o .1 9 % ､ ユ

ダヤ 教 o . 4 2 % と な っ た
2 8

o

第 2 節 市 民権 と支 配

都 市居住者 は ､ 権利 的側面 か ら市民 ( p ol g a r , ci v i s) ､ ( 市内域) 住民 (l ak o s , i n c o li s , h o sp e s) ､

市外域民 に 区分 され る o 市 民 は ､ 市民 権 ( p ol g a ri j o g) を保持 した 者 で あ る o 市民 権は ､

市 内域 に屋敷 地 を所 有 し ､ 市に 対す る 運搬 役 ､ 兵士 宿営な どの 負 担 を行 う,家長が ､ 参事会

の 許 可 と ､
一 定 額 の 新市民 税 ( p o l ga r dij) の 納付 ､ 宣誓を - て 獲 得す る こ と が で き た o 市

民権 は ､ 後 に 個 々 詳 述す る よ う に ､ 耕地 用益 ､ 葡 衛酒買 い 上 げ ､ 薪分配 な どにあ た っ て ､

市 民権 を保 持 し ない 住 民 ､ 市外域 民 に 対 し て特 権的 な立 場 を有 して い た
29

o ま た ､ 形式的

なも の に と ど ま っ た が
一 定の 参政権も有 し て い た ｡

デブ レ ツ ェ ン の 市民 権 を保 持 して い た の は ､ 1 7 8 4 - 8 5 年 に 2 , 8 2 6 人 ､ 1 8 1 7 年 に 2 ,6 8 4

人 ､ 1 8 4 8 年 に 2 , 6 0 0 人 で ､ 人 口 の 増加 に 関わ らず ほ とん ど変化 しなか っ た ( グ ラ フ 卜 1 .

参 照) o 全 家長 に 占め る 市民 の 比 率 は ､ 1 8 1 7 年 に 4 4 .
0

'

8 % ､ 1 8 4 S 年 に 4 0 . 6 9 % と漸 減 して

い る ｡ 本稿 の 対象 時期 を通 じて 市 民権 を持 た な い 家長が 過 半数 を 占め ､
全 人 口 比 で は 9 割

前後 をな して い た ｡

ラ
ー ツ ･

イ シ ュ ト ヴ ァ - ン の 研 究に よ る と ､
1 7 3 3 年 か ら 1 8 4 8 年 ま で の 1 1 5 年間 に市民

権 を得 た 者 は ､ 計 8 , 7 3 4 人 で ､ 1 年 あた り 7 6 人 の 新 た な市 民 が 生ま れ て い た こ と になる o



市民権 は世襲され ず､ 男 の 家長 が 死 去 した 場合 に寡婦 に継 承 され る の み で ､ 子 は 参事会 か

ら新た に獲 得 し なけれ ばならな か っ た ｡ そ の た め ､ 新た な市民 権 取得者 の 7 5 .1 3 % がデ ブ

レ ツ ェ ン 出身者で 占め られて い た30 ｡

市 の 支配 組 織は ､ 1 名 の 首席判 事 (f 6 b ir 6;j tld e x) を頂 点と して ､ 参 事 ( s z e n at o r; s e n a t o r)

に よ っ て構 成され る 参事会 ( T a n 丘c s; S e n a t u s) に 権限が 集 中 し ､ 市民 の 参政権 を基盤 と し

た 市会員 ( e s k ti d t; j u r attlS) に よ っ て 構成され る市 会 ( v al a s z t o､tt
H it e s K 6 z 6 n s i g ; E l e c t a J u r at a

C o m m u n it a s) ､ 市 会 の 長 で あ る護 民官 ( N i p s z 6 s z61 6 , N i p T rib u n , T rib un tl S P l e b i s , F 伽 m e n d e r)

に よ っ て構成 された ｡

1 6 9 4 年 に成立 した市会 は ､ そ れ ま で 大参 事会 ( N a g y t a n 丘c s) ある い は 外参事会 ( K tils 6

t a n a c s) と 呼ばれ て い た 組織が改編 され た も の で ある o こ の 改編 に は ､ そ れ ま で 参事 会に

よ っ て 指希さ れ て い た構成 員が ､ 市内 6 街 区 に お ける 選 挙 に よ っ て 選 出 され るこ と にな っ

た こ と に 大き な変化が あ る ｡ しか し ､ そ の 後も候補者が参事会 に よ っ て 指名 され る な ど ､

参事会 の 強 い 影 響力 の もと に あ っ た
31

｡ ま た ､ 市会 員 は慣 習的 に 終身制 で あり ､ 選 出壮欠

員補充 と い う形 で 行 わ れた ｡ 定員 は 若干 の 変動 が ある が ､ 1 7 0 1 年 選 挙 時は 5 1 人 ､ 1 7 4 1 年

5 6 人 ､ 1 8 2 2 年 5 1 人 と ほ ぼ 5 0 人強 で 推移 して い る
3 2

o 市会 の 改編に あた っ て ､ そ の 長と

して 新 た に護 民 官が 設 け られ た ｡ こ れ は参 事会 が指名 した 候補か ら ､ 市 会 に よ っ て 選出さ

れ た
3 3
o

参事 と 首席判 事 壮市 会 に よ っ て 選 出 され た が ､ そ の 候補も参事 会が 指冬した た め ､ む し

ろ参事 に よ る 互 選 と い う色彩 の 濃 い も の で あ っ た
3 4
o 参 事会 は ､ 1 世紀 半 の 間ほ ぼ常に 定

員 1 3 人 で あ っ た ｡ 参 事 は轟年 末 に全員 が 改選 され て い た が ､ 1 7 2 0 年 に セ ペ シ 財務局( S z ep e si

K a m a r a) の 通 達 に よ り 終身化 され た o を の た め ､ そ の 後 の 改選 手 続 き ( ti s z tAj ita s) は 実

質 的に 欠員補充 と な っ た
35
o

市 の 立 法 ･ 行 政 ･ 司 法権 は ､ 首席判事 と 参事会 に 集 中 し ､ 市会お よ び 護 民官 の 権 限は ほ

ぼ無に 等 しか っ た o 1 8 世紀前 半に は市会 の 独 自会 合 ( m a g a n o s g y 6 1 i s) は ほ ぼま っ た く 開

か れず ､ まれ に 参事会 と の 合 同 会合 (k 6 z g y 色Ii s) に 召集 され る の み で あ っ た
3 6

o 独自会 合

が 恒常化 し､ 市会 が参 事会 と は 独立 した組 織 と して 機能す る よ う に な る の は ､ 第 4 章 で 見

て い く よう に 1 9 世紀前 半 に な っ て か らの こ と で あ る ｡

立 法 ､ 司法権 の 参 事会 - の 集 中 接 ､ 1 8 4 8 年 革命 ま で ま っ た く 変化 しな い が ､ 財 政関係

の 行 政権は ､ 1 8 世紀 中頃 に ､ 各 種管轄役 人 が そ れ ま で 参事 か ら任命 され て い た わが 市会

負 か ら任 命 され る よ う に な る こ と で ､ 若 干 拡散 され た ｡ ｡ 管轄 役 人 は ､ 葡 萄酒 監督官

(b o rb i r 6) ､ 蒸 留酒 監督官 (6 g e t tb o r i n s p e c t o r) ､ ビ
ー ル 監 督官 ( s e r i n s p e c t o r) 建築 お よ び

年市監督官 (6 p it t et 6 i n s p e c t o r) ､ 過市監督官 ( v a sえ;b i r d) ､ 放牧地監督 官 ( m e z 6 i n sp e c t o r) ､

直営地 監督官 ( v a r o s g a z d a) な ど で ､ 1 8 世 紀中頃 に は 1 4 種 の 監督官 が そ れぞ れ の 財政部

門を担 当 した
37
.

支配 の 末端 と して 機 能 した 街 区組織は ､ 各街 区 に 2 名 の 街 区長 ( u t c a k a p it丘n y) が これ

を代表 し ､ 2 各 の 地 区長 ( ti z e d e s) が 禰佐 した ｡- 各街 区 を構成す る 5 地 区 に は ､ それ ぞれ

十人組 長 ( ti z h且z g a z d a) が 置 か れ た o 街 区組 織は ､ 徴税 ､ 運搬役 の 割 り 当 てな ど を担 っ た

ほか ､ 独 自の 財 政をも ち ､ 居住者 の 相互 扶助 の 単位 と もな っ て い た
38

0



第 3 節 階層分 化 と職業

1 ∴ 税 線色担基 準

居住者 の 階層分化 と 職菓に つ い て 見 て い こ う ｡ 階層分化 を分析す る 最も 明確 な基 準は ､

納税額 で あ る o デ ブ レ ツ ェ ン の 居住者 に課 せ られ た税 は ､ 軍税 ( 国税 c o n t rib u ti o , h ad i a d 6)

と街 区税 ( u t c a s z e r) があ る が ､ 後者は前者 を基準 に算出され た た め ､ 羊 こ で 用 い る の は ､

軍税で あ る o こ れ は ､ 若干数の 免税者を除い て
一 定の 算出基準 に基 づ い て

一

律 に 負担額を

決 め られ て い る ｡ 基準 は ､ 職種 とそ の 階級 ､ 家畜所 有数 ､ 不動産所 有面 積 に した が っ て 細

か く 規 定 され て い た ｡ そ の 全体像 を知 る こ と の で き る もの は少 な い が ､ 1 7 5 6 年 に 作成さ

れ たも の は表 1 - 2 . の 通りで あ る
39
o

職種 と そ の 階級 cl a s si s ご と に 設定され た基 準 に基 づ い て 徴収 され た 税 は ∴全 体 (3 1 , 2 7 4

フ ォ リ ン ト 1 9 ク ラ イ ツ ァ
ー ル) の うち 3 9 .

9 4 % ( 1 2 , 4 9 1 フ ォ リ ン ト 3 0 ク ラ イ ツ ア
ー ル)

を 占め た o 同職組合 を なす 3 1 の 職種 と牛皮収集 人や 日雇 い な ど計 3 8 の 職種 ごと に 階級別

の 税額 が 規定さ れて い る
40
o 階級 は ､ 経営規模 な ど に基 づ い て 決 め られ た の だ が ､ そ の 基

準 は 明 ら か で は ない
4l

o 手 工 業職人で は ､ それぞ れ 3 か ら 5 階級 ､ 遠 隔地商人 は 8 階級 に

分 けられ て い る ｡ 例 外 的で あ る の が屠殺職 人 で ､ こ れ は 特に零 細 な 6 人 を除 い て 6 0 人が

同
一

階級 に分叛 され て い る o 階級 ごと の課 税額 は 職種 ごと に 異 なり ､ も っ と も税 額負担 の

大き い 第 1 階級 に課 せ られ た 税額 は ､ 速隔地 商 人 の 7 5 フ ォ リ ン ト ､ 牛皮 収集人 の 6 0 フ ォ

リ ン ト か ら ､ 製 油職 人 ､ ボ タ ン 工 お よび櫛 職 人 の 3 .
5 フ ォ リ ン ト ､ 日雇 い の 2 . 5 フ ォ リ ン

ト ､ 煉 瓦 工 日雇 い の 1 .5 フ ォ リ ン ト ま で の 格差 が ある o 最低 階級 で は ､ 床屋 ( 外科 医) の

5 フ ォ リ ン ト ､ 活字職 人 ､ 車輪職人 ､
ボ タ ン 縫 い 職人 の 4 フ ォ リ ン ト か ら ､ 日雇 い の 1 フ

ォ リ ン トま で に格 差 が締 ま る ｡ 第 1 階級 で 課税 額 の 大きか っ た遠 隔地 商 人 と牛皮 収集人 の

最低階級 で は ､ そ れ ぞ れ 2 フ ォ リ ン ト ( 第 8 階級) ､ 4 フ ォ リ ン ト ( 第 7 階級) と 規定さ

れ て い る ｡

課税 額 基準 の 2 つ 目 は ､ 所有家畜頭 数 で ある ｡ こ の 基準に基 づく税 は ､ 全 体 の 2 4 .
0 3 %

( 7 ,5 1 6 フ ォ リ ン ト 2 3 ク ラ イ ツ ア
ー ル) で あ っ た ｡ 役畜 で は ､ 馬 が 1 頭 2 0 ク ラ イ ツ ァ

ー

ル ､ 牛 が 3 0 ク ラ イ ツ ァ ー ル ､ そ の 他 乳牛 が 3 0 ク ラ イ ツ ア
ー ル ､ 肉牛 2 4 ク ラ イ ツ ァ

ー

ル ､

羊が 3 ク ラ イ ツ ア ー ル な どと な っ て い る ｡

課税基 準 の 最 後で あ る不動 産所有に基 づ く も の は ､ 全 体 の 3 6 .
0 2 % を占 め ､ 屋 敷 地 1 平

方 エ ル に つ き 4 分 の 3 ク ラ イ ツ ァ
ー ル ､ 借 家 ･ 借店舗 の 賃 料 1 フ ォ リ ン トに つ き 2 .

5 ク ラ

イ ツ ァ
ー ル ､ 風 車 2 フ ォ リ ン トな どと な っ て い る ｡

これ を 1 7 7 0 / 7 1 年 の 基準
42

( こ れ に は 職種 ご と の 算 出基 準 は ､ 日 雇 い を除 い て 記 され

て い な い) と 比 較 して み る と ､ 屋敷 地 の 税 額 が 4 分 の 3 タ ラ イ ツ ァ
ー ル か ら 5 0 ク ラ イ ツ

ァ
ー ル -

､ 賃料 が 2 .
5 ク ラ イ ツ ァ

ー

ル か ら 4 0 ク ラ イ ツ ア ー ル - と 大きく 増加 して い る よ

う に 市域 内の 不 動 産 に対 す る負担 が大 きく な っ た
一 方で ､ 耕 地 ( 家属 地 の み

4 3) が ､ 1 ニ

ラ シ ュ に つ き 1 5 ク ラ イ ツ ァ
ー ル か ら 1 6 .5 ク ラ イ ツ ア

ー ル -
､ 庭葡 萄畑 が 1 5 ク ラ イ ツ ア

ー ル の ま ま と ､ ほ と ん ど変 化 しな か っ た ｡

2 . 納税 縫分布

こ の よ うな算出基準 に した が っ て そ れ ぞ れ の 居住 者 ( 家長) に課 せ られ た 税額 か ら ､ デ

ブ レ ツ ェ ン の 階層 分化 に つ い て 1 7 7 0 年 の 統計 か ら見 て い き た い
4 4

｡ 全家長 4 ,8 7 3 人 の うち ､



国や 県の 役 人 ､ 市 の 下級役 人 ( 森番 ､ 耕 地番 な ど) な どの 税負担 を免 除 された 者 2 5 9 人 を

除 い た 4 , 6 1 4 人 の 平均 税負担 額 は ､ 8 フ ォ リ ン ト 7 ク ラ イ ツ ァ
ー ル で あ る o これ を 納税額

の 分布 に した が っ て 作成 した の が ､ グラ フ 1 - 2 . で あ る o 最頻値 は 4 フ ォ リ ン ト以上 5 フ

ォ リ ン ト未満 で ､ こ の 層だけ で 1 8 . 4 7 % ( 8 5 2 人) を占め て い る ｡ 納税額 が 1 フ ォ リ ン ト

に満 た な い 最 貧層 は 2 . 9 3 % ( 1 3 5 人) ､ 1 フ ォ リ ン ト以 上 2 フ ォ リ ン ト未満 で は 4 . 3 3 % ( 2 0 0

人) ､ 逆 に 4 1 フ ォ リ ン ト以上 の 納税者 は 0 . 7 6 % ( 3 5 人) で ある ｡ 平均値未満 の 層 (8 フ

ォ リ ン ト未満) で 6 4 . 2 6 % ､ 1 1 フ ォ リ ン ト未 満で 8 0 . 3 0 % を占 めて い る ｡

市内 6 街 区 で の 平 均値を比 較 して み る と ､ ピア ツ街 区 が 9 .
6 9 フ ォ リ ン ト ､ 他 の 5 街区

で 7 . 4 7 フ ォ リ ン トか ら 7 . 9 2 フ ォ リ ン トと ､ ピ ア ツ 街 区の み が際立 っ て い る o しか し ､ ピ

ア ツ 街 区 の 平 均 値 の 高 さ の 少 な く と も
一

部 ほ ､ 4 1 フ ォ リ ン ト以 上 納 税 者 の 数 が 1 1 人

( 1 .4 6 % ) と多く ､ こ の 層 の 納税 額が 総納 税額 の 1 1 . 0 5 % を 古め て い る こ と に由 来 して い

る ｡ ( 他 の 街 区の 4 1 フ ォ リ ン ト以上納税 者は ､ 4 か ら 6 人 ､ 数で 0 . 5 か ら o . 8 % ､ 納 税額

で 3 .7 6 % か ら 5 . 0 5 % にと どま っ て い る o ま た ､ 市全体で は 数で 0 . 7 6
0/. ､ 額 で 5 . 6 7 % で あ

る ｡) い ずれ の 街 区 で も最頻 値の 4 フ ォ リ ン ト以上 5 フ ォ リ ン ト未満 を頂 点 に 同様 の 傾向

を示 して い る o しか し ､ そ れ ぞ れ の 街 区 の 税 負担額 の 構成比 ( グ ラ フ 1
- 3 .) で 見 る と ､

ピ ア ツ 街 区 が も っ と も 下 方集 中 の 度合 い が 低 い こ と が わか る ｡ そ れ に対 し て ハ ト ヴ ァ ン 街

区が 際立 っ て 下 方集 中 の 度 合 い が 高く ､ 平 均値 以下 の 層 ( 8 フ ォ リ ン ト未 満) が 7 0 ･3 9 %
'

を占め ､ ピ ア ツ街 区 の 5 4 . 7 1 % と大き な差 が ある o そ の 他 の 4 街 区 は ､ 呼ぼ平均値 と類似

した 分布 を示 して い る ｡

第 1 節 で 触れ た 市 内域と市外 域 の 格差 も確羅 して お か な けれ ばな ら な い o 1 7 7 0 年 の 段

階 で は 市 外 域 - の 居 住 は 公 式 の も の で は な く ､ 統 計 に記 され た 家長 は 1 1 6 人 と 全 体 の

2 .3 8 % を 占め る の み で あ っ た が ､ 免 除者 を除い た 1 1 0 人 の 納税負担 平均額 は 3 ･ 3 7 フ ォ リ

ン トと ､ 市内 域 の 平均 の 7 . 7 9 フ ォ リ ン ト の 半分 に満 た な い ｡ 最頻値 は 市 内域 と 同様 に 4

フ ォ リ ン ト以 上 5 フ ォ リ ン ト未 満で あ る が ､ 最高値 は 1 3 フ ォ リ ン ト 1 4 ク ラ イ ツ ァ
ー ル で ､

こ の l 人 を除 い た 9 9 ,
0 9 % が ､ 市内全域 の 平均値 を 下回 る 8 フ ォ リ ン ト未 満 の 層 に属 して

い る ｡ 市外 域居 住 が 本格化 した 後 の 1 7 9 2 年 の ハ ト ヴァ ン 街 区の 数値 を 見 て み る と ､ 街 区

全体 の 2 3 . 5 3 % を 占め る よう に な っ た 市外域居住者 の 平均税負担額 は 2 ･ 0 7 フ ォ リ ン トで ､

街 区全体 の 平均 値 5 .
2 4 フ ォ リ ン ト ､ 市 内域 の 平均 値 6 .2 1 フ ォ リ ン ト を大き く 下 回 っ て い

る
45

｡

3 . 職業分 布

次 に ､ 居住者 の 職 業分布 を見 て い きた い ｡ バ ロ
ー

グ ･ イ シ ュ トヴ ァ - ン に よ る と ､ 統計 に

記 された 職業を 工
･ 農 ･ 商の 3 分野 に 分類 した 場合 の 割合は ､ 1 7 1 4 年

4 6
で 工 5 1 % ､ 農 3 1 % ､

商 1 8 % ､
1 $ 4 9 年

4 7
で 工 4 7 % ､ 農 3 4 % ､ 商 1 2 % ､ そ の 他

･

不 明 7 % と約 1 世 紀半 の 間に ほ

と ん ど変化 して い な い ｡

1 7 7 0 年 の 統計 を用 い て 職業分 布を詳細 に 分析 して い きた い ｡ こ の 統計 で は ､ 全 体 ( 4 , 8 7 3

人) の う ち 2 4 .
7 % ( 1 , 2 0 2 人) の 家長 に 関 して 職業 が 記載され て い な

い
o 職業が 不 明 な も

の の 一 部 は ､･ ｢ 貧 民 ( mi s e r a bili s) + と 記載 され て い る も の や ､ 寡婦 な ども 含 ま れ る が ､ 特

に役職者 に 関 し て ､ 不 明な場 合 が多 い ｡ こ の 数値 を ､ 日雇 い
･ 下僕 と 牧畜 業 を独 自の 範噂

と して 集 計 し全 体お よ び街 区 ご と で 示 した の が グ ラ フ 1
- 4 ･ で ある ｡ 居 住者 全員 の 職 業別



の 割合 は ､ 手 工 莱 3 8 . 7 % ､ 農業 1 2 . S % ､ 商業 5 . 6 % ､ 牧 畜業 1 . 6 % ､ 日雇 い ･ 下僕 1 5 .
5 % ､

そ の 他 ･

不 明 が 2 5 .･9 % と なる D い ずれ の 街 区 に お い て も ､ 手 工 業従事者 が 最大 の 割 合を

占 め て い る . 特徴 的で あ る の は ､ ハ ト ヴァ ン街 区の 日雇 い ･ 下 僕 の 占め る 割合で ､ 2 臥9 %

を占め て い る ｡ 街 区 ご と に異 なる 職業不 明者の 割合を踏ま え ､ そ の 他
･ 不明の 範噴を除外

して 作成 した の が グラ フ ユ∵ 5 . で ある ( 家長 数 3 , 6 1 1 人) ｡ こ れ に よ っ て 街 区 ご との 偏差が

より 明確 に なる ｡ こ こ か ら明らか に な る の は ､ ペ
-

テ ル フ ィ ア 街 区 と チ ャ ボ
一

街 区 の 手 工

業の 割 合が若干 高く ､
ペ -

テ ル フ ィ ア街 区 の 農業の 割合
.
が低 い こ と を除 く ば ､ ハ トヴァ ン

街 区以 外の 5 街 区は ､ お お むね全体 の 傾 向 と の 格差が少ない ｡ ハ トヴァ ン 街 区は ､ 商業が

少 なく ､ 日雇 い ･ 下僕 が多く ､ そ れ に伴 い 手 工 業の 占め る位置 が相 対的 に 低 い ｡

職準則構 成の 最大 の 部分 を占め る 手 工 業に つ い て ､ より詳細 に そ の 構成を見て み る と ､

市全域で ､ 皮 工 業 ( 長靴職人 ､ 皮細 工 職 人 ､ 靴職人 ､ 皮 なめ し職人 な ど) が 4 0 . 2 % ( 7 5 8

人) と 最も多く ､ 繊椎 ･ 衣類 工 業 ( 仕 立職人 ､ 布団職人 ､ ボタ ン 職人 な ど) が 1 5 . 1 % ( 2 $ 5

人) ､ 食 品加 工 業 ( 屠殺職 人 ､ 製粉職人 ､ メ
- ゼ シ ュ カ ラ

ー

チ ュ 職人 な ど) が 1 4 .
4 % ( 2 7 2

人) ､ 木 工 業 ( 樽職人 ､ 車輪職人 ､ 指物職人) が 1 4 .
3 % ( 2 6 9 人) ､ 金属加 工 業 ( 鍛 冶職人 ､

錠前職 人 ､ 金細 工 職 人な ど) が 6 . 3 % ( 1 1 8 人) ､ 建築業 ( 大 工 ､･ 石 工 な ど) が 1 .6 % ( 3 0

人) ､ そ の 他 ( 陶工 ､ 石 鹸職人 ､ 床鹿な ど) が 8 , 1 % ( 1 5 2 人) と な る ( グラ フ 1 - 6 .) ｡

職業別構 成員 の 絶対 数で 比 較す る と ､ 多 い 順 に ､ 日雇 い
･

下僕 7 5 5 人 ､ 自作農 4 7 7 人 ､

長靴職人 3 8 0 人 ､ 樽職 人 1 8 0 人 ､ 仕立 職 人 1 7 8 人 ､ 屠殺職人 1 5 5 人 ､ 遠 距離商人 1 5 1 人 ､

皮細 工 職人 1 3 8 人 ､ 靴 職人 1 2 3 人 ､ 家畜 商人 7 7 人 ､ タ ン ピ 皮な め し職 人 7 6 人 ､ 陶工 7 4

人 ､ 鍛 冶職 人 6 9 人 ､ 車輪職 人 6 1 人 ､ 石 鹸職 人 5 8
'

人 な ど とな っ て い る o

職種 ･ 職業別 の 居 住 街 区の 偏 差 は ､ グラ フ 1
- 4 . ､ 1

- 5 . ､ 1
1 6 . か らも 見 る こ と が で き

る が ､ 偏差 が 大 き い 職 業 を抽出 す る と ( グ ラ フ 1
- 7

.) ､ 靴 職人 の 6 9 .1 % が ヴ ァ ル ガ街 区

に ､
′
陶工 の 6 0 . 8 % ､ 石 鹸職 人 の

｢

5 0 .0 % が チ ャ ボ 一 街 区 に 居住 して い る ｡ 自作農 は ､ 各街

区 に ほ ぼ均質 に 居住 して い る o

4 . 職業 と階層

次 に ､ 職種 ･ 職業 と 階層分化 と の 関 わり を見て い きた い ｡ 1 7 7 0 年 の 職 種別 の 平均 納税

額 は ､ 手 工 業 8 . 7 6 フ ォ リ ン ト ､ 農業 1 l .
7 2 フ ォ リ ン ト ､ 商業 1 2 .3 1 フ ォ リ ン ト ､ 牧 畜業 7 .

0 8

フ ォ リ ン ト､ 日雇 い 4 .5 0 フ ォ リ ン トで あ る D 人 口 構成比 が 最 も高 い 手 工漠 従事者が ､ 全

居住者 の 平均 8 フ ォ リ ン ト 7 タ ラ イ ツ ァ
ー ル に よ り近 く ､ 農業お よ び 商業従事者が そ れ を

大きく 上 回 っ て い る ｡ 日雇 い 層 は ､ 全居住者 の 最頻値 に ほ ぼ等 し い ｡

職業別 に よ り 詳細 に 見て い く と ､ 平均 納 税額が 多 い 順 に以 下の よ う に な る ｡ 家畜商人

1 9 .
8 3 フ ォ リ ン ト ､ 床 屋 1 9 . 4 0 フ ォ リ ン ト ､ 鉄商人 1 7 .1 0 フ ォ リ ン ト ､ ガ ラ ス 職人 1 3 . 7 9 フ

ォ リ ン ト ､ 自作 農 1 3 . 2 1 フ ォ リ ン ト ､ 石 鹸職 人 1 2 .6 9 フ ォ リ ン ト､ 靴職 人 1 1 .
5 4 フ ォ リ ン

ト ､ 屠殺 職人 1 1 . 1 5 フ ォ リ ン ト､ メ - ゼ シ ュ カ ラ
ー チ ュ 職人 1 0 . 2 8 フ ォ リ ン ト､ 錠前職人

1 0 . 2 6 フ ォ リ ン ト ､ 活字 職人 1 0 . 0 9 フ ォ リ ン ト ､ 仕 立 職人 9 . 8 7 フ ォ リ ン ト ､ 指 物職 人 9 . 7 4

フ ォ リ ン ト､ 塩 商人 9 .7 1 フ ォ リ ン ト､ 馬 具職 人 9 .
5 6 フ ォ リ ン ト ､ 布 団職 人 9 . 4 9 フ ォ リ ン

ト ､ 遠 隔地商 人 8 . 7 3 フ ォ リ ン トな ど と な っ て い る . 逆 に ､ 平均値 が 最 も低 い の は ､ 糸紡

ぎ女 の 1 . 8 3 フ ォ リ ン ト ､ 日雇 い の 4 . 5 0 フ ォ リ ン ト ､ 陶 工 6 .
2 5 フ ォ リ ン トと な っ て い る o

同
一

職業 内 で の 階層 分化 を 見 て い く と ( グ ラ フ 1
- S .) ､ 最頻値 が も っ と も 高い の が ､

1 0



鉄商人の 1 0 フ ォ リ ン ト以 上 1 2 フ ォ リ ン ト未満 ､ つ ぎに 8 フ ォ リ ン ト以 上 1 0 フ オ
〉

リ ン ト

未満 を最 頻値 と す る の が ､ 自作農 ､
石鹸職 人 ､ 靴職人 ､ 屠殺職人 ､ 塩 売 人 ､ 最頻値 6 フ ォ

リ ン ト以上 8 フ ォ リ ン ト未満 で ある の が ､ 家畜商人 ､ 床屋 ､ 長靴職 人 ､ 陶工 で ある ｡ そ の

他 ､ 平均納税 額が 最 も低 い 糸紡 ぎ女 の 2 フ ォ リ ン ト 以上 4 フ ォ リ ン ト未 満 を除い て ､ 4 フ

ふリ ン ト以上 6 フ ォ リ ン ト未満 を 最頻値と して い る o 平均納税額 が 最
.

も 高 い 家畜商人 は ､

4 0 フ ォ リ ン ト以 上 納税者が 7 . 7 9 % を占め て い る が ､ 逆 に全 体平均納 税額 を 下 回る 8 フ ォ

リ ン ト未 満納 税者層 が 4 1 .
5 6 % を占 め ､ 4 フ ォ リ ン ト未 満 の賓困層 も 5 . 1 9 % を占め ､ 職業

内 の 分化 が大 き い o 逆 に ､
､
自作農 は 8 フ ォ リ ン ト未 満納税者層 が 2 2 .

1 1 % を 占め る だ けで

あ る ほ か ､ 4 フ ォ リ ン ト未 満の 貧 困層 は 0 . 4 2 % の み と 中間層 お よ び 上 層 へ に集 中する 傾向

が ある o

高額納 税者の 職業を 見て い こ う o l 1 8 フ ォ リ ン ト 1 9 ク ラ イ ツ ァ ー ル の セ レ ム レ イ
･ シ

ヤ
ー ム エ ル を筆頭 に 1 0 0 フ ォ リ ン ト以上 を納税 .した 3 人 はす べ て 遠 隔地 商人 で あり ､ 5 0

フ ォ リ ン ト以 上 を納 税 した 2 1 人で は ､ 自作農 6 人 ､ 家畜 商 5 人 ､ 遠 隔地 商人 と 屠殺職人

が 各 3 人 ､ 鉄 商人 と布 団職人 が 各 1 人 ､ 不 明 が 2 人 と顕る . 納税額 の 上 位 1 0 0 人 ( 2 6 フ

ォ リ ン ト 4 8 ク ラ イ ツ ァ
ー ル 以上 納税 者) で は ､ 自作農が 3 3 人と 最も多く ､ 屠殺 職人 と家

畜商人 の 8 人な どと な っ て い る ( 表 1
- 3

.) o 手 工 業 従事者 は 3 0 人 ､ 商業従事者 1 4 人 ､

農業従事者 3 5 人 と ､ 人 口比 に対 して 手 工 業従事者 の 占め る割合 が 大 き く蹴 り ､ 農業従
､

事

者の 割合が大 きく な っ て い る ｡

5 . 市 民権 と 役職

デ ブ レ ツ ェ ン に お け る 階層分化 の 概観 の 最後 と して ､ そ の 市民権 と 役職 と の 関係 を見て

お き た い ｡ グ ラ フ 1
一

夕. は ､ ペ
-

テ ル フ ィ ア 街 区 に 関 して ､ 1 7 7 4 年 の 市 民 権保持者 と 1 7 7 0

年 の 全家長 の 納税 額分 布 を比 較 した も の で あ る D 1 7 7 0 年 の 住 民 調査 で は 市 民 権の 有 無が

記載 され て お らず ､
1 7 7 4 年 の 調査 は 市民 権保 持者 に 限定され た も の で あ っ た た め ､ 4 年間

の ず れが ある も の の ､ こ れ ら 2 つ の 数値を用 い る こ と にす る ｡

す で に 見 た よ う に 1 7 7 0 年 の 全家長 の 平均納税額 は ､ 8 フ ォ リ ン ト 7 ク ラ イ ツ ァ
ー ル であ

っ た が ､ 1 7 7 4 年 の 市 民 の 平均納税 額 は 1 0 フ ォ リ ン ト 3 0 ク ラ イ ツ ァ
ー ル と約 1 . 3 倍 とな

っ て い る o ま た ､ 最頻 値は 全家長 で 4 フ ォ リ ン ト以上 5 フ ォ
ーL) ン ト未満 の 層 で あ っ た の に

対 し ､ 市民 は 9 フ ォ リ ン ト以上 1 0 フ ォ リ ン ト未満 の 層で あ る o

市 民 の 職 業を 1 7 7 4 年 の 調 査が 残 っ て い る ツ ェ グ レ
ー ド ､ ヴァ ル ガ ､ チ ャ ボ

-

､
ペ -

チ

ル フ ィ ア の 4 街 区 に つ い て 見 る と ､ グラ フ 1
- 1 0 . が 得 られ る ｡ 職業不 明 を除 い た 1 7 7 0 年

の 全 家長 の 職 業構 成 で は 2 0 . 9 % を 占め て い た 日雇 い が ､ 1 7 7 4 年 の 市 民 で は 1 . 4 0/. と わずか

な割 合 を占め る に と どま り ､ 逆 に 手 工 業が 7 0 .7 % と圧 倒 的な 部分 を占め ､ 農業 が 2 2 .5 % ､

商業 4 . 8 % と な る ｡

市の 役職者 ( 首席判 事 ､ 参事 ､ 市会員 ､ 護民 官 ､ 書記) お よ び そ の 寡 婦計 7 6 人 の 階層

お よび 職 業を 見 て い く と ､ 平均納 税額 が 2 1 .
8 0 フ * リ ン ト と家長全 体 お よ び 市民 の 平均を

大き く上 回 っ て い る ｡ 参事 と そ の 寡婦 1 3 人お よび 市会員 とそ の 寡 婦 5 8 人 の 平均納税額 は ､

そ れ ぞ れ 2 0 . 9 0 フ ォ リ ン ト ､ 2 0 .
9 7 フ ォ リ ン トと ほ ぼ

-

致する o た だ ､ 家長 全 体 の 平均納

税額 8 フ ォ リ ン トを下 回 る 者が ､ 参 事で 3 人 ( 2 3 .
0 8 % ) ､ 市会員 で 9 人 ( 1 5 .5 2 % ) 見ら

れ る ｡ 参事 セ レ ム レ イ ･ シ ヤ
ー ム エ ル が 1 1 8 フ ォ リ ン ト の 税 を負 担 して い た の に対 して ､

l l



参事テ ィ マ - リ ･ ジ ェ ル ジ ュ は 3 フ ォ リ ン ト の 納税 にと ど ま っ て い る ｡
■

役職者 の 職業 は表 1 - 4 . に 示 した が ､ 7 6 人 の うち 3 分 の 2 ほ どの 職 業が 不明で ､ 明 らか

にな る 2 7 人 は ､ 1 人 の 参事 ( 遠 隔地 商人) の ほ か は全 て 市会 見 で あ る ｡ 職 業が 判明す る

草 27 人 の うち ､ 手 工 業従事者が 1 7 人 ( 6 2 ･9 7 % ) と最 も多く ､ こ れ が 市民 権保 持者 に 占

め る比 率 に近 い o ま た ､ 商業従 事者が 9 人 ( 3 3 .
3 3 % ) と大きく そ の 比 率 を増や した

一 方 ､

農業従事 者 は 1 人 ( 3 . 7 0 % ) の み と な る ｡ こ れ は ､ 上 述 した高額 納税 者 にお い て農業従事

者が 占め る割 合 の 高 さと対 称 的で ある o デブ レ ツ ェ ン の 支配層 は ､ 階層分 化 と 必 ずしも
一

致せ ず､ 手 工 業従 事者 ､ 商業従事者 を中心 と して 構成され て い た ｡

1 2



第 2 章 土 地 と 居住 者

第 1 節 土 地共 同 体

1 . 市 域 q

土 地所 有権 ･ 用益形 態

デ ブ レ ツ ェ ン の 市域 ( v a r o s h at a r) は ､ そ の 権利 上 の 性格 に 従う と ､ 大きく 二 分す る こ

とが で き る o 第
-

に ､ 国王 に よる 譲与 ある い は 購入 に よ っ て 市 に そ の 所有権 が属 す る世襲

地 (6 r 6 k 6 s h at a r) ､ 第 ニ に ､ 質権 の 行使 と して 国王 や 諸領主 か ら保 有
･ 用益を静 め られた

土地 す なわち質地 ( z al o g o s p u s zt a k) で あ る ( 地 図 2 .) o こ の 権利 関係 上 の 区分 は ､ 1 6 世

紀末 に は 明確 に静 織 され て い た
48

o 中世 に形成 され た 市 象 町
49
と して の デ ブ レ ツ ェ ン の 世

襲地 は 約 5 0 , 0 0 0 h a の 広が り を有 し ､ そ れ に 1 6 世紀か ら 1 7 世紀末 にか けて 無人化も しく

は人 口 が激減 した結 果デ ブ レ ツ ェ ン の 用益 下に 組み 入 れ られた 周辺 の 1 6 ･ の プ ス タ は あわ

せ て 約 4 7 ,1 5 0 h a に の ぼ り ､ 両者を 併せ て 1 7. 世紀 末 に 市
の 管理 下 に お か れ た 土 地 は約

9 7
,
1 5 0 h a と な っ て い た 5 0 o こ の 市域の 広 さは ､ ハ ン ガ リ

ー 王 国の 自由都市 の なか で は サ バ

トカ と 並ん で ぬき ん で た も の で あり ､ 小 規模の 県の 領域をゆう に し の ぐもの で も あ っ た ｡

これ は ､ そ の 後 若干 の 変 動 を伴 い つ つ も ､ 1 9 世紀中頃に も約 9 7 ,5 8 1 h a ( 1 6 9 ,7 0 7 k .h .) を

維持 して い た
51
o

世襲 地 の 中核は ､ 1 9 世紀 中頃 に 2 6 5 か ら 2 8 811 a ( 4 6 0 ･ 5 0 0 k .h .) と推計 され る 市内域で あ

り ､ こ れ は 市域 全体 の 約 0 . 2 % を成 す の み で あ っ た
5 2

D そ の 他 ､ 主 な も の を列 挙すれ ば ､

ペ シ ュ ト街道 を西 に 向か っ て オ ン ド - ド ( O n d 6 d) ､ フ ェ ジ グ ェ ル ネ ク ( F e g y v e rn e k) ､ ツ

ー ツ ァ ( C 血c a) ､ そ し て ホ ル ト バ
ー ジ ュ. 州 周 辺 に ヤ

ー タ ( M at a) ､ 市 域 北 の ｢ 大き な森

( N a g y e r d 6) + ､ ア パ フ ア の 森 ( A p a f a) な どが あ っ た
5 3
｡

一 方 ､ 質地 は 市 内域か ら北 に向か う トカ イ 街道 と 酉に 向か うペ シ ュ ト街道 の 間 に マ チ エ

( M a c s) ､ ゼ レ メ
ー ル ( Z el e m i r) ､ ヨ - ジ ャ

･ セ ン ト ･ ジ ェ ル ジ ュ ( J 6 z s a S 乞e n t G y 6 r g y)

ペ シ ュ ト街 道 の オ ン ド - ド と マ
一

夕 の 間 に - ジ ェ シ ュ ( H e g y e s) お よ び エ レ プ ( E l ep ) ､

マ 一

夕 の 北 西テ ィ サ川 の 東岸 に オ ハ ト ( O h a t) + マ
ー ク の 南西 に ザ - ム ( Z a m ) 市域 の 南

臥 農 奴村 ソ ヴア
ー トと の 間 に セ ペ シ ュ ( S z e p e s) と エ

ペ シ i ( E b e s) ､ 市域南 に バ ツ ( P a c) ､

東 に 森林兼採 草地 と して フ ア ン チ カ ( F an c si k a) ､ バ
ー ン ク ( B a n k) ､ ハ ラ ー プ ( H alap ) ､

市域 の 北東農奴村 シ ヤ
ー ム シ ョ ン の 束 に グ

ー

ト ( G d t) な どが あ っ た ｡ これらの 土 地 の 保

有に 関 して ､ 市 に は十 分の
-

税支 払 い の 義務が あ っ た ほ か ､ 質契約更新 ､ 質権を め ぐる 裁

判な ど の 経費 を必 要 と した
54
｡ 質権更新 は ､ 領 主 ､ 期 間が さま ざま な契約 に 基づ く た め ､

市財 政 に と っ て
一 時的 に 多額の 出費を 強 い る こ とも あ っ た ｡ た と え ば ､ 1 7 4 5 年 に は ､ オ

ハ ト ､ ザ - ム ､ バ
ー ン ク ､ - ジ ェ シ ュ の 質権更新の た め に ､ 領 主 で ある 国王 ( 王 国財務局)

に 3 0 , 0 0 0 フ ォ リ ン トを
55
､ 1 7 4 7 年 か ら翌年 に か けて は ､ ヘ ジ ェ シ ュ

､
エ ペ シ ュ ､

バ ツ ､

フ ア ン チ カ ､ セ ペ シ ュ を維持 す る た め に ､ 所有 権を有す る 7 人 の 大 貴族 に対 して 計 2 5 , 6 3 0

フ ォ リ ン トを支払 っ て い る
5 6
o こ の 金額 は ､ こ れ らの 年 の 都市歳出総額 の そ れ ぞれ 4 5 ･

0 2 % ､

2 6
.
7 5 % を 占め て い る o しか し ､ こ う し た 大親 衛な質権 更新 は む し ろ ま れ で あ り ､ 通 常は

小 規模 の 土地の 質権更新 に よ り歳 出の 数 % を占め る の み で あ っ た ｡

1 8 1 8 年 の 各質 地 の 面 積 を示 し た の が 表 2
-

1 . で あ る ｡ こ の 時期 の 質 地 の 合計 面積 は

4 9
,
0 0 0 . 3 5 h a ( 8 5 , 2 1 8 k . h .) ､ 用益 目 的別 に分類 す る と ､ 耕地 1 4 ,5 0 3 ･ 8 0 h a ( 2 5 , 2 2 4 k ･

h
･
2 9

･
6 o % ) ､

放牧 地 1 4 6 7 5 . 7 3 h a ( 2 5 ,5 2 3 k . h . 2 9 . 9 5 % ) ､ 森林 お よび 採草 地 1 9 , 8 2 0 ･
8 3 h a ( 3 4 , 4 7 1 k ･h ･ 4 0 ･ 4 5 % )
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と な っ て い る ｡ た だ ､ こ れ らの 土地全体が使用 され た わ け で は なく ､ 特 に耕地 の 蓉合 に は

実際に分 配 され た 面 積 と の 間 に大き な差が 生 じ る こ と に な っ た ｡

市 域 の 用 益 形 態 に 注 目 し て み る と ､ 市 内 域 の 周 囲 に は ､ l l , 5 0 0 h a か ら 1 4 , 3 7 5 b a

( 2 0 ,0 0 0 ･ 2 5
,
0 0 0 k .A .) の 内放牧 地 (b els 6 1 e g e18) と 点在す る葡萄畑

･ 野 菜 畑が あり ､ 市内

域の 北 に は ､ ｢ 大き な森 ( N a g y e r d 6) + が 広が る o 市域の 東部 には ､ 森林
｡ 採 草地 が あり ､

西部 に は ､ ま ず耕地 が あり ､ ケ シ ュ
ー

イ 川 の 西側 に は 外放牧地 ( k til s6 l e g e1 6) が あ っ た ｡

耕地 は ､ 世 襲地 内に 見出され る家属地 耕 地 ( h a z u t a n v a16 fol d) と ､ 質地 に あ る質地耕

地 あ る い は支 払 い 耕地 ( b i r e s f 61 d) に分 か れ ､ 家属 地耕地 は ､ ツ
ー ツ ア ､ オ ン ド

- ドに

見出され ､ 質地耕 地 は ､ 主 に エ ペ シ ュ ､ セ ペ シ ュ ､
エ レ プ ､ マ チ ュ ､ ケ シ ェ

-

イ セ グの 各

プ ス タ に 属 した o こ れ らは ､ そ の 所有権関係 の 差異 に基づ き ､ 用益権の あり 方も相違 した

が ､ とも に ､ 1 8 世紀末 に 至 る ま で ､ 市参事会 に よ っ て 管 理 され る 土 地共 同体 の も と で 割

替 え の 対 象で あ っ た o こ の 詳 細に つ い て は次項 で 見 て い き た い o

1 9 世 紀初頭 に は ､ 市内域周 辺 に ｢ 庭園 (k e r t) + と 呼 ばれ る 土地 が 1 8 見出 され る が ( 地

図 3 .) ､ そ の うち ､ ペ
-

テ ル フ ィ ア通 り門 の 北側 に ある リ バ ケ ル ト ( L ib a k e rt) が 主 に菜園

と して 用 い られ た 以外 は ､ ほ ぼす べ て が葡萄畑 で あ っ た
57
｡ こ れ ら市 内域の 周 辺 に ある葡

萄畑 は ､ 磨 葡萄畑 ( k e rti s z 61 6) と呼 ばれ ､ 市 内域 の 屋 敷地 と並ん で 私 有 が認 め られ る土

地で あ っ た ｡ デブ レ ツ ェ ン の 居住者に よ っ て 栽培 され る葡萄畑 は ､ 庭葡萄畑 の ほ か に山葡

萄畑 ( h e g y i s z 61 6) と 呼 ばれ るも の があ っ た o こ れ は ､ 主 にデ ブ レ ツ ェ ン か ら南東 に 5 0
-

6 0 k m に位 置す る ビ ハ ル 県 の 山岳 部 エ
ー ル メ ッ レ

ー ク 地 方 に 見出され る が ､ こ れ らはデ ブ

レ ツ ェ ン の 市域 に は 属 さず ､ さ ま ざま な村 の 村域q) 葡 萄畑 の 用益権 を ､ デ ブ レ ツ ェ ン の 個々

の 居 住者が購 入 した も の で ある ｡ そ の た め ､ そ の 用 益権 の 行使 や課 税 に 関 して は ､ そ れ ぞ

れ の 村落 ､ 葡 萄 畑 共 同 体 ､ 領 主が 単位 とな っ た た め ､ デ ブ レ ツ ェ ン 居住者 が保 有 した 山葡

萄畑 の 全 体像 は 明 らか に な らな い
5 8

o そ の た め ､ 以 下 で 分析 して い く 土 地 所有 関係 と して

の 葡萄畑 の 問題 は ､ 庭 葡萄畑 に 限定す る こ と に な る ｡ た だ ､ 山葡萄畑 で 生産 され た 葡萄酒

に関 して は ､ 庭葡萄酒 と並 ん で 第 3 章 で 分析 して い く こ と に なる ｡

土地 共 同体の 3 番 目 の 範噂と して 放牧地 をあ げる こ と が でき る o 前 述 の よ うに 内外 2
1

種

の 放牧 地 が あ っ た が ､ 1 8 1 8 年 ま で ､ これ ら の 用益 はデ ブ レ ツ ェ ン の 居 住者す
べ て に対 し

て 自由で あ っ た
5 9
｡ た だ し ､ 内放 牧地 は ､ 原則 的 に 舎飼 い の 共同所 有 ( 街 区や 同職 組合所

有 な ど) の 家畜 に 限定 され て い た
60

o 1 8 1 8 年 か ら ( 実質 的に は 1 8.
2 0 年串ゝら) は ､ タ ニ ヤ

ある い は質 地 耕地 を保有 す る市 民 には 自由用益 が静 め られ た 以外 には ､ 市 民権の 有 無 ､ 市

に対 す る運搬 役 の 遂行 の 有無 に した が っ て 3 段階 の 放牧料 (1 e g e16 b 6 r) 支払 い が 義務付 け

られ る こ と に な る
` 1

｡

最 後 に ､ 採 草地 ( k a s z a1 6) の 用益 に つ い て 見 てみ よう o こ れ は ､ 市南東
の フ ア ン チ カ ､

ハ ラ
ー プ ､ バ

ー ン ク ､ チ ェ レ な どの 森林 で 分配 され た ｡ こ こ で も割 替え が行 われ て い た が ､

1 8 1 8 年 以前 の 割 替 え の 詳細 は 不 明で あり ､ い か な る者 が 採草地 を得る こ とが で き た の か ､

割替 え が 何年 ご と に行 われ た か な どに つ い て は 不 明 で あ る o 用益権者 は 保有 単位 面積 (
ボ

グヤ b o g ly a
- 0 . 9 6 - 1

･
4 4 h a) に した が っ て 採 草料 (k a s z a1 6 b i r) を市 に支払 う義 務を負 っ た o

採草料 は 森林 に よ っ て 異な り ､ た と えば 1 7 6 7 年 で は ､ 単位 あた り ダ
ー

ト で 7 ク ラ イ ツ ア

ー ル ､ ナ ジチ ェ レ で 5 ク ラ イ ツ ア
ー ル ､ ハ ラ

ー プ で 4 ク ラ イ ツ ア
ー ル な どと な っ て い る

62

o

1 8 1 8 年 に後 述 の 質地 耕地 改革 が 行 わ れる と ､ そ れ に伴 い 採草地 も再 割替 え が 実質 的 に廃
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止 され ､ 恒常的保 有 ( 当初 は 3 2 年間) が導入 され た ｡ 保有権 は ､ 3 2 年 間 で 単位面積 あた

り 1 2 フ ォ リ ン ト で 得 る こ と が で き た 63 o

2 . 耕地 用益権

次古土､ 土地 共 同体 の 中心 で ある耕 地 の 用 益 に つ い て ､ よ り詳細 に見 て い き た い o 1 8 世

紀 以降の デ ブ レ ツ ェ ン の 耕地 用益 は ､ 第 -

に 1 7 7 4 年 ､ 次 に 1革1 8 年 に大 き く変容 して い る

た め ､ そ れ ぞれ に つ い て 概観 して い きた い o

a
. 1 7 7 4 年 まで .

デブ レ ツ ェ ン の 耕地 割替 えは ､ 史料で確 認 で き る 限り で は家属地 に 関 して 1 5 7 1 年 か ら

行 わ れて い た ｡ こ の 際 の 規定 で は ､ 分配 を受 け る の は屋敷地 を所有す る者 に 限定され ､ 耕

地の 面積は 屋敷 地 の 面積 お よ び 納税額 に した が っ て 欽定された
64
o こ れ は ､ 明示 的で は な

い が ､ 市 民 権を有さ な い 住民 で あ っ て も ､ 屋 敷地 を所有 し ､ か つ 納税 し て い る者 を ､ 家属

地 分配か ら排除 し て い ない こ と を 意味 し て い る ｡ しか し ､ 1 7 1 4 年 の 法 令 に よ る と ､ ｢ 住民

(1 a k o s o k ) に は 与 え ら れ ない + こ と が 明記 され ､ 市 民 権 と 家属地用 益 権 と の 結び つ き が

明確 に な っ て い る
6 5

｡ こ の 変化が い つ 生 じた の か は 明 白 で は ない が ､ 1 7 4 4 年 の 家属地剖替

え に 関す る法令 で は ､ 再 び 市民権 と 用益 権の 直結が 消滅 し ､ 小 屋住 み ( v i s k 6 s) や市外域

住 民 ( h 6 s ta ti) に対 して も ､ 納税 と運 搬役 遂行 を条件 と して 分配が 行 われ る こ と にな る o

こ の 際 の 分 配面 積 は 納 税額 に よ っ て 決 め られ る こ と
■
と され た

66

.

家属地 割 替 え の 周期 ほ ､ 1 8 世紀初頭 に は 1 年 ､ そ の 後 ､
+ 3 年 ､ 7 年 周期 と な っ た o 耕地

割 替 え の 単位 は ､ ニ ラ シ ュ ( n yil as) と よば れ る 帯状 の 区画 で あ っ た ｡ そ の 実質 的な 面 積

は 時期 に よ っ て 変 化 し ､ 1 7 世紀末 の 推計 で は 1 ニ ラ シ i 約 2 . 2 4 h a ( 3 . 9 k . h .) ､ 1 7 7 0 年代中

頃ま で は約 1 . 7 2 5 h a ( 3 k . h .) ､ そ の 後約 3 . 2 2 h a ( 5 . 6 k .h .) と な っ て い る
6 7
｡ 区画 は 帯状で ､

1 8 世紀末 か らは 3 0 - 3 0 0 エ ル 四方 ( 約 5 7 - 5 7 0 メ ー トル 四 方) と され た
6S
o

1 7 3 8 年 の 分配面積 基 準 に よ る と ､ 納税額 2 8 フ ォ リ ン ト以上 は
一 律 に 4 チ ラ シ ュ ､ 1 5 か

ら 2 4( ママ) フ ォ リ ン ト 3 ニ ラ シ ュ ､ 1 2 か ら 1 5 フ ォ リ ン ト 2 ニ ラ シ ュ ､ 7 か ら 9 フ ォ リ ン ト

1 ニ ラ シ ュ と なり ､ 7 フ ォ リ ン ト未満 の 者 に は 4 分 の 1 フ ォ リ ン ト ご と に 2 4 分 の 1 ニ ラ シ

ュ の 分配 を受 け る こ と が規定 されて い る
69

o 1 7 5 8 年 の 法令 にお い て は ､ 基準 と な る納税額

が若 干 変 わり ､ 2 0 フ ォ リ ン ト以上 が 4 ニ ラ シ ュ ､ 1 5 か ら 2 0 フ ォ リ ン トで 3 ､ 1 0 か ら 1 5

フ ォ リ ン トで 2 ､ 4 か ら 1 0 フ ォ リ ン トで は 1 ニ ラ シ ュ ､ 4 フ ォ リ ン ト未満 の 場合 は 1 フ ォ

リ ン トに つ き 4 分 の 1 ニ ラ シ ュ の 割 り当 て を受 けた
7 0
｡ こ れ か らも知 る こ と が で き る よ う

に ､ 家属 地 の 分 配で は 4 ニ ラ シ ュ が 上 限と され ､ 市島 ､ 住民 の よ り広 い 層 - の 分配 を可能

にす る こ と が 目 指され て い た こ と が わか る
71

｡

家属地 の用 益 は ､ 無 償 で あ っ た
72
o ま た ､ 家属 地 の 用益権は ､ そ の 名 が あ らわす よう に ､

屋 敷地 の 所 有 と 密接 に 関連 付け られ ､ 屋敷 地 の 売買 に伴 っ て そ れ に付 随 して保 有者を移す

こ-と に な っ た o

次 に ､ 質地 耕 地 の 用益 に つ い て 見て み た い ｡ 市の 世襲地 を分配 した た め ､ 市 に対 して は

無償 で 個 人が 用 益権 を認 め られた 家属地に 対 して ､ 市 の 所有権 下 に な い 質 地の 用益 に は ､

耕 地 料 ( f 61 d b i r) の 納 付 を伴 っ た o
l ニ ラ シ ュ あ た り の 耕地 料 は ､ 1 7 6 7 年 に は 1 5 ク ラ イ

ツ ァ
ー ル ( 0 . 2 5 フ ォ リ ン ト)

7 3

､ 1 7 8 8 年 に は 1 . 2 5 フ ォ リ ン ト で あ っ た
74
｡ 耕 地料 の 目的は ､
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前述 した よ う に 質権更新 に 際 して 生 じ る費用 を捻 出する こ と に あ っ た と 見 られ
75

､ そ の 総

額 椎 ､ 1 8 世 紀 を通 じて 7 0 0 か ら 1 ,0 0 0 フ ォ リ ン ト程度 にす ぎず ､ 市歳入 に 占 め る割合も 2

か ら 3 % で 推移 して い る
7 6
o

質地耕地 は ､ 耕地料徴収 を担う た め に任 命され た耕 地監督官 ( m e z 6i n
.
s p e c t o r) に よ っ て

管痩され た o 監督官 は ､ 上 地 区 ( f e ls 6 j 丘r a s) す なわ ち マ チ ュ ､ キ シ ュ
･ - ジ ェ シ ュ と下

地 区 ( al s 6 ja r丘s) す なわ ちセ ペ シ ュ ､
エ ペ シ ュ ､ ジ ュ ラ イ

･ - ジ ェ シ ュ を そ れぞ れ担当す

る 2 痛 が任命 され た o 1 7 6 7 年 の 各質地耕地 の 面積 と そ こ か ら市庫に 入 っ た 税収 は表 2
- 2 .

の 通 り で ある ｡

質地耕地 の 分配条 件お よ び 基準 に つ い て は ､ 1 7 7 4 年 以前 に 関 して は ほ とん ど明 ら か に

ならな い ｡ モ
ー デ ィ ･ ジ ェ ル ジ の 指摘に よ る と ､ そ の 用益権は 市民 権 に 結び付 け られず ､

市 民 権 を持た な い 住 民 も分 配 を受 け る こ と が で きた よう で ある
7 7

｡ 分 配面 積 の 上 限も明確

J
に は な か っ た と み られ ､ 次節 で 分 析する よう に 1 7 70 年 に は 最大 2 7 ニ ラ シ ュ の 分配 を 受け

た 市民 が 見出 され る o そ の た め ､ こ の 時期 ま で の 耕地集積 は質地 耕 地を中 心 に行 わ れ え た

と言 え る が ､ こ の 点 に つ い て も次 節で 分析 して い きた い ｡

b . 1 7 7 4 年 の 土 地改 革

1 7 7 4 年 の 土 地 改革は ､ デブ レ ツ ェ ン の 土 地 制度史 の なか で ､ 土地 共 同体 の 解体 の 第
一

段 階と して 位置 づ ける こ と が で き る ｡ こ の 際 の 改革は ､ 第 4 章 で 降詳述す る こ と にな る が ､

デ ブ レ ツ ェ ン で初 め て 恒常的 に設 けられた 国王 委員 ( k ir aly i b i z t o s) の 主導 の も と で の 王

国の 介入 が本 格化 した こ と に伴 っ て遂行 され た . こ
.

O 土 地 改革は ､ 1 7 7 0 年 か ら 派遣 され

た ヴ ニ チ エ イ ･ ヨ
- ジ ェ フ 国王 委員 に よ っ て 着手 され ､ 後任 の フ ォ ル ガ

-

チ ュ
･ ミク ロ ー

シ ュ に よ っ て 1 7 7 4 年 に法令化 され た ｡ こ の 際 に大 き な変化 が 生 じた の は 家属 地耕 地 で あ

るが ､ 質地 耕 地 に つ い て も用壬削こ つ い て の 体系 的な規定が設 け られた o

1 7ウ4 年 3 月 に 発 せ られ た法令 の 家属地 耕地 に 関す る 要点は 以下 の 諸点 で あ る
7 S
｡

1) 家属地耕地 は ､ 恒常的 か つ 世襲的 に分配 され る ｡ 2) 分配面 積 の 基 準 は納税 額 で は な

く ､ 屋 敷地 の 面 積と す る . 3) 各人 の 家属地耕 地 はひ と ま と ま り
q
と な る べ き こ と ｡ 4) 家属

地耕地 と屋敷 地 は 不可 分 の も の で ある こ と ｡ 5) 家属地耕 地 は売冥
･ 譲渡 で き な い こ と ｡ 6)

家属 地耕地 に 建造物 を設 け ､ 仔牛 ､ 豚を飼 育で き る こ と ｡

こ れ ら諸 点 の 中で 最 も重 要 で ある の は 第
一 点目 の 分配 の 恒常化 ･ 世襲化 と い う点で ある ｡

こ れ に よ り ､ 定期 的 な耕 地割替え は ､ 家属 地耕 地 に 関 して は廃止 され た ｡ ま た ､ そ れ ま で

存在 した 4 ニ ラ シ ュ の 上 限も撤廃 され ､ 3 点目 に も見られる よう に ､ 耕地 の 分散 を回避 す

る こ と に よ っ て も ､ 効 率的 な農業 の 基礎 が 与え られ た と い え る ｡ しか し､ 屋 敷地 と の 不 可

分性 が 強調 され ､ 売 買や譲渡 が禁止 され る な ど ､ 耕地 の 流 動化 には厳 格 な歯止 め が設 けら

れ て い る o 6 点 目 に あ る建 造物 の 設置の 容認 は ､ 大平原 の 農 業の 基本風景 を成す よ う にな

る タ ニ ヤ の 形成 に 関 し て大き な意 味を持 っ た ｡ ラ
ー

ツ ･ イ シ ュ トヴァ - ン の 研 究に よ る と ､

デ ブ レ ツ ェ ン の タ ニ ヤ は ､ 1 7 7 0 年 の 1 9 9 か ら 1 8 4 8 年 に は 6 6 9 と 3 . 3 6 倍 に増加 して い る

が7 9 ､ そ の うち家属地 耕地 に お ける も の は ､ 1 6 か ら 1 9 1
- と 1 1 .9 3 倍 の 伸 び を示 して い る

( 全体 の 比 率 で 比 較 す る と 8 . 3 7 % か ら 2 8 . 5 5 % - 増加)
8 0

0

土 地 共 同体 の 解体 の 方向性 が こ の 時点 で 明確 に され た 家属地 耕 地と異 な り ､ 質 地耕 地 に

関す る 制度 は ､ 土 地 共 同体 の 原理 が原 則的 に維 持され ､ ( それ 以前 の 規定 が 明確 で な い た
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め
一

概 には 断 定 で き な い が) む し ろ制度 的 に厳格化 されて い っ た o

上 記 の 法令 の 質 地耕地 に つ い て の 規定 は 以下 の よ う なも の で ある ｡

1) 市民 の み に 与 え られ る o 2) 耕作 ､ 牧 畜に従事 し､ 市 に対す る運搬役 を担 う者 に 限 ら

れ る ｡ 3) 納税額 に基 づ き分配 され る ｡ 4) 分配 は 恒常的で は なく ､ 7 年 ご と に 割替 え が行

わ れ る o 5) 必 要最小 限 の 建 造物の み 設置で き る o

質地耕地 は こ こ で 初 め て 明確に 市 民権 と 結び 付け られ る こ と に な っ た が ､ こ の 法令 の 1

ヶ 月 後 に 出され た分 配 の 詳 細規定 で は ､ さ らに そ れが ｢ 屋敷地 を有す る 市 民 の み+ に 限 定

され た
81

o ま た ､ 農牧 畜業 に従事す る者 と い う規 定が 設 け られる こ とで ､ 耕地 集中化 - の

方 向性 も内包 されて い る ｡ も っ と も こ の 規定 は ､ 主 な生業に よ る選 抜を意 図 した も の で は

なく ､ 分配 面積 の 基準 で役 畜の 所有 が 重視 されて い る こ と か ら明 らか な よ う に ､
一 種 度の

規模の 農業を展 開で き る能力 を有す る者 に 土地が 与 え られ る こ と を目 指 した も の で ある ｡

しか し ､ 分 配 が 恒常的で ない こ と が 強調 され ､ 7 年 ご
'

と の 剖替え が行 われ る と と も に ､ 建

造物 に 関 し て も 限定 的 に しか設 置 を静 め て い な い o 割 替え は ､ 7 年 の 期 間を経 ずと も ､ 保

有者が相続 人 なき ま ま 死 亡 した場 合 ､ 市か ら転 出 した場 合 ､ 運 搬役 を行 わ な い 場 合 ､ 質地

耕地 を 売却 ある い は 質入 した 場合 ､ 没収 され た う えで新た な保有者 に託 され る こ と に な っ

た
82
o

質 地耕地 の 分配基 準 は ､ 納税額 に基づ く も の と所有 家畜 に基づ く も の に分 け る こ と がで
､

き る o 納税額 に基 づ い て は ､ 4 0 フ ォ リ ン ト以 上 納税者 は 5 ニ ラ シ ュ ､ 3 0 か ら 4 0 フ ォ リ ン

トが 4 ､ 2 0 か ら 3 0 フ ォ リ ン トが 3 ､ 1 5 か ら 2 0 フ ォ リ ン トが 2 ､ 1 0 か ら 1 5 フ ォ リ ン トで

1 ニ ラ シ ュ が 与 え られ ､ 1 0 フ ォ リ ン ト未満 の 納税者 は ､ 役 牛を 6 頭 持 つ 場 合 に 1 .5 ニ ラ シ

ュ ､ 2 頭 か ら 4 頭 の 場合 は 1 ニ ラ シ ュ J 役 畜 を 持 た な い 場合 は分配 を 受 けられ ない と され

た ｡ 1 0 フ ォ リ ン ト以 上 納 税者 の 壕合 ､ 役畜 1 対 に つ き 6 対 ま で さ らに√1 ニ ラ シ ュ が 与 え

られた D 放 牧地飼 い 肉牛 ある い
,

は馬 を所有 す る 場合 ､ 8 頭 に つ き 1 ニ ラ シ ュ ､ 乳牛所有者

は ､ 乳牛 1 頭 を 放牧地飼 い 牛馬 2 頭 と して 換算 され た
8 3

o

1 7 7 4 年 の こ れ らの 法令 に は耕 地料 の 規 定 は記 されて い な い が ､ 上 述 の よ う に ､ 1 7 8 8 年

に は 1 ニ ラ シ ュ 1 . 2 5 フ ォ リ ン トが課 せ られ ､ 1 7 6 7 年 の 0 .2 5 か ら 5 倍 に な っ て い る ｡

こ の よう に ､ 1 7 7 4 年 の 土地改革 は ､ 家属 地耕地 の 割替えの 廃止 す なわ ち保 有 の 恒 常化

を導入 し ､ 保有 面積 の 上 限 を撤廃 し､
一 方 で 質地耕地の 割 替え を維 持 した . しかし ､ 次章

で見 る よう に ､ そ れ 以前 に お い て も耕地 集中 の 対象 で あ っ た質 地耕 地が ､ 分配基 準 の 詳細

化 と耕地 料 の 増額 を通 して ､ よ り 農業効率化 と耕地集中
- の指向性 を増 して い っ た と い う

こ と が で き る で あろ う ｡

c
.
1 8 1 8 年の 土 地 改革

デ ブ レ ツ ェ ン の 土 地 共同 体 の解体過程 の 第 二 段階と して 据 える こ と が で き る の は ､ 1 8 1 8

年 の 土 地改革 で あ る ｡ こ れ は 1 7 7 4 年 に割 替え制 度が維 持 された 質地 耕 地 に 関 して 遂行 さ

れ る o

1 8 1 8 年 の 改革 の 直接 の 契機 と な っ た の は ､ ハ ン ガ リ
ー 財務局 か ら保 有 を ゆだ ね ら れ た

質地 の 質権契約 が 1 8 0 8 年 に満 了 した こ と で ある
8 4

｡ 上 で す で に述 べ た よ う に ､ 質 地 全体

の 5 7 . 0 3 % を 占め る財務 局 直轄領 の 質地 は ､ 1 7 4 5 年 に 3 0 ,0 0 0 フ ォ リ ン ト で 契約更新 され

て い た が ､ そ の 後も 市 は そ れ ま で に 6 5 ,7 5 9 フ ォ リ ン トの 追加負担 を行 っ て い た ｡ 1 8 1 8 年
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2 月 に 出 され た通 達 で ､ 財務局 は 契約更新に あた っ て 6 3 5 , 3 8 5 フ ォ リ ン ト の 支払 い を要求

した 占 こ れ に よ っ て 1 8 0 8 年か らさら に 3 2 年 間の 用益 を市に認 め争と い うも の で あ っ た ｡

市 は ､ こ れ らの 質 地 を維持す る た め に ､ 当 面 3 分 の 1 の 1 4 6 , 0 3 6 フ ォ リ ン ト を捻出す る 必

要 に 迫 られ た の で あ る ｡

デ ブ レ ツ ェ ン で は ､ 1 8 0 8 年 の 契約満 了か ら 1 8 1 8 年の 契約更新条件提示 ま で の 時期 に ､

質 地 の 保有 と 用益 形態を めぐ っ て ､ 王 国と 市 の 間で す で に議論 が 展 開され て い た ｡ こ の 中

で 浮 か び 上 が る の は ､ 王 国が 土地 共 同体の 維持 と耕地 の より均等な分配 を求 め る の に対 し

て ､ 市 は耕作 の 効率性 と 耕地 の 農業主従事者 - の 集 中を追及す る と い う構図 である o

1 8 1 1 年 か ら 1 8 1 3 年 に か けて ､ 財 務局 とイ プ ラ
- ニ ･ フ ァ ル カ シ ュ 国王 委員 ( 彼自 身財

務局 か ら派遣 され て い た) は ､ 数回に わた っ て 市 に対 して 質地 の 用益 形態 に 対 して 提言 を

行 っ て い る ｡ そ の 中 で 市 と の 間 で 論争 の 主 な焦点と な っ た の は以 下 の 諸点 で あ る
85
｡

1) 1 ニ ラ シ ュ を 1 2 0 0 平方 エ ル ( 4 ,3 2 0 平 方メ
ー ト ル - 1 ハ ン ガ リ ー ･ ホ ル ド) と し､

三 園制 で 運用す る こ と o 2) 屋 敷地所 有者 は ､ 兵 士宿 営義務の 対価 と して ､
一 律 3 ニ ラ シ

ュ が 与 えられ る こ と ｡ 3) 放 牧地 飼 い 家畜 は ､ 市 に 対す る役 に供 され ない た め ､ そ れ に 基

づ い た 分配 は なされ な い こ と ｡ 4) こ れ らを通 じて ､ 市 に 居住す る現 状 よ り幅 広 い 市 民 お

よ び 住民 に質 地が 分 配 され る こ と ｡

市 は ､ こ れ らの 提 言 に対す る反 論 の 冒頭 に ､ デ ブ レ ツ ェ ン に と っ て の 質地 の 意 義と そ れ

の 維 持 - の 意 志 を 強調 して い る ｡ す なわち ､ 近 隣に 山川 が な い デブ レ ツ ェ ン の 立 地 か ら､

手 工 業 の 技術 を も た な い 居住者 は ､ そ の 生計 の た め に農耕 ある い は 牧 畜 に従事す る 必 要 が

あり ､ そ の 帝 要 を満 た す た め に ｢ 市は 質地 な しでは十 分 に立 ち 行か な い + ｡ そ の た め ､ 質

地 の 維持 の た め に は ､ 私 領主 の み な らず ､ 財務 局 に 対 して も訴 訟 を辞 さ な い と い う の で あ

る
86

o

提言 の 内容 に つ い て の 市の 反論 は 以 下の よ うな も の で ある ｡ 1) 現在 の ニ ラ シ ュ よ り格

段 に小 さ い 単位 (1 5 分 の 2) に 細分化 した 上 で 三 国制 を導入 す る こ と は ､ 経営の 柔軟 性を

損な い ､ 生 産性 の 低 下 を招き ､ 現在 の 用益看 た ち に大き な損害を与 え る こ と ｡ また ､ 分配

単位 をホ ル ドと す る こ と は ､ 農奴 - の 分与 地 と同 じ原理 を導入す る こ と で あり ､ 市 の 居住

者 を農奴 と して 扱う こ と に なり ､ 受 け入 れ られ な い こ と ｡ 2) 兵士 宿営義 務を負 う市 民 の

す べ て が 役畜 を所有 す る わけで は なく ､ 農耕 の 技術 を有す る わけで も な い こ と ｡ ま た ､ 役

畜を持 た な い 市民 の 運搬役は ､ 役 畜 を持 つ 主 に農業主従事者 に よ っ て 肩代わ り され て い る

た め ､ 兵 士 宿 営 に基 づ く 土地 分配 は 受け入 れ られ ない こ と ｡ 3) 放 牧 地飼 い 家畜 ほ ､ そ の

所有 に基づ い て 国 - の 納税 義務を負 っ て お り ､ そ の 対価 と して 土地 が 与 え られ る こ と に 問

題 は ない こ と ｡ 4) 以上 か ら ､ 屋 敷地 を有 して い る あらゆ る職業 ､
い か な る財 産 の 市 民 と

市 民権 を持 た な い 住民 に 対 して 均 等に耕地 を分 配す る こ と は 有害か つ 危険 で ある こ と
S 7

o

1 8 1 8 年 を前 に した 王 国と の 議論 を通 じて 明 らか に なる の は ､ 市が ､ 質地耕 地 の 農 業主

従事 者 - の 集積 を志 向 し て い た と い う こ と で あ る ｡ こ れは ､ 質権更新契約 の 条件提示 を受

けて 行 われ た 改革 に よ っ て 現実化 す る こ と に な る占

1 8 1 8 年 に 決定 され ､ 1 8 1 9 年 か ら翌年 にか けて 遂行された 土地 改 革 の 要点 は 以下 の 通 り

で ある ｡

1) 質 地 の 現在 の 保有 者は ､ 質地耕 地 は ニ ラ シ ュ あた り 2 5 フ ォ リ
ン ト ､ 採草地 は ボ グヤ

あ た り 7 フ ォ リ ン ト で 2 2 年 間の 保 有権 を得 る こ と が で き る ｡ 2) 保有者 は ､ 上 記 の 金 額で

1 8



屋 敷地所 有市 民に 自由 に 権利 を 売却す る こ と が で き ､ そ の 際隣接す る質 地保 有者 に購入 の

優 先権が生 じる ｡ 3) 3 ニ ラ シ ュ 以 上 の保有者は タ ニ ヤ を建設 す る こ とが で きる･ ｡ 4) 市が

当該 の 質地 の 質権を喪失 した 場合 ､ 市は当該 の 保 有者 に対 し上 記金額 を支払う か ､ 代替地

を与 え る ｡ 5) 質 地耕地 の 保 有上 限 は 1 6 ニ ラ シ ュ と す る
88

o

こ れ に よ っ て 1 7 7 4 年 に家属地耕 地 に続い て ､ 質地 耕地 に お い て ･もそ れ ま で 7 年 ごと に

行わ れ て い た 割替えが 廃止 された o 1 6 ニ ラ シ ュ と され た 上 限は 実行力 を持 たず ､ 2 2 年 間

と設 定され たた め 1 糾0 年 に満了 す る こ と に な っ て い た保 有期 間も ､ 特 に更新 され る こ と

も なく 革命後ま で 実質的 に延 長 されて い っ た ｡ こ れ に よ っ て ､ 保 有の 恒常性 と ､ 売買の 自

由化 に伴 う流動性 が とも に確 保 され ､ 耕地集積に向けて の 制度 的基盤 が 準備 され た の で あ

る ｡

3 . 土 地 共同 体の 解体と耕地集積

1 7 7 4 年 と 1 8 1 8 年 の ニ 段階に わ た っ て遂行 されたデ ブ レ ツ ェ ン の 土地 改革は ､ 定期的割

替え と居 住者 - の 幅広 い 分配 と い う土 地 共同体 の 機能 を廃す る こ と に よ っ て 耕地 集積の 基

盤 を つ く り出 した の で あ るが ､J
こ れ らの 土 地 の 私有化 が行 われ る 甲は 1 8 4 8 年革 命後 の こ

と で ある ｡

1 8 4 8 年 1 2 月 に 決定され た 住民 と 旧 市外域 民をも対象 に した家属地耕地 の 分配 が ､ 戦争

の 激化 に 伴 い 流産 した の ち ､ 1 8 5 4 年 に質地耕地 が 1 ニ ラ シ ュ あた り 3 0 0 フ ォ リ ン トで保

有者 に 払 い 下 げ られ た ｡ 1 8 7 6 年 に は 家属地 耕 地 と屋敷 地 の 不 可 分性 が 撤廃 され ､ 自由 な

売寛 が静 め られた ｡ 家属 地耕 地 に 関す る規制 は 最終 的に 1 7 9 3 年 に全廃 された o ま た ､ 1 8 7 6

年 に は 内牧 草地 が ､ 1 ホ / レ ドあ た り 8 0
･

フ ォ リ ン トで ､ 屋 敷地 の 面積 に比 例 して ( 旧 市外

域 は 旧市 内域 の 半 分で 換算) 払 い 下げられ ､ 1 8 5 4 年 に保有す る 1 ボ グヤ ( 当 時 3 6 0 0 平方

ェ ル - 1 .3 0 h a) あた り 4 0 フ ォ リ ン トで 暫定的 な払 い 下げが行 わ れ た採 草地 に 関 して は ､ 1 8 9 6

年 か ら翌 年 に か けて ボ グ ヤ あた り 4 3 フ ォ リ ン トの 追加納 入 で完全七 私 有化 さ れ た
89

o こ

の よ う に世 紀転換 期を 目前 に して ､ デ ブ レ ツ ェ ン の 土 地 共同体 接岸質 的 に清算され た の で

あ る
90

.

こ の よ うな 1 7 7 4 年 か らの 土 地 共同体 の 解体過程 と平行 して進 ん だ耕地集積の 過 程を数

倍 に よ っ て確 認 して お き た い ( 表 2
-

3 .) Q こ の 表 か ら明 らか に なる の は ､ 家 属地 耕 地保

有が ほ と ん ど変容 しな か っ た の に 対 し ､
■

質地耕地は 1 7 7 4 年 ､ 1 $ 1 8 年 の 土 地 改革の 影響を

大き く受 けて い る と い う こ と で あ る ｡ 質地耕地の 総面積は ､ 1 7 7 4 年 の 改革 をは さん だ 1 7 7 0

年 と 1 7 7 5 年の 間 に 2 .
6 7 倍 に増加 し そ の 後安定 して い る ｡ 保有者 数が 1 8 1 8 年 の 改 革前後

ま で 大き く 変動 しなか っ た た め ､ 保有者あた り の 車均保 有面 積も 1 7 7 0 年 と 1 8 1 4 年 で 3 ･
1 4

倍 に な っ て い る . 1 8 1 8 年改革の 影 響は 1 8 2 0 年 の 改革舞了 時 に は明瞭 に は見 られな い が ､

1 8 5 4 年 の 私 有化 前夜ま で に は 保有者が 半減 し､ 平均保有 面積 は 2 8 ･
1 7 h a と 1 ･ 7 3 倍 にな っ

て い る ｡

こ う した 耕地集積 の 全体 的な傾 向は ､ 質地 耕地 私有化後 に 明確 に 出現 して く る デ
ブ レ ツ

ェ ン の 大 土 地 所有 と 平行 して い る o オ ロ ス
･ イ シ ュ トヴ ァ - ン の 研 究 に よ る と ､ 1 8 5 6 年

の デ ブ レ ツ ェ ン の 私 有地所 有上 位 1 0 0 人の も と にあ る 土地 は ､ 私有 地全 体
の 3 9 ･ 9 8 % で ､

1 0 0 人 の 平均 は I 1 7 .
7 5 h a に 上 り ､ 最大 の 土 地所有者 で は 1 ,2 1 3 ･ 2 5 h a を成す よ うに なる

別

o

こ れ を 1 7 7 0 年 の 上 位 1 0 0 人 の 平均保有耕 地が 2 4 .
7 2 h a ､ 最大 の 耕 地 保有者 が 5 7 ･ 0 2 h a を保
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有 して い た こ と と 比 較す る と ､ こ の 8 6 年 間の 変化 が 明確 に な る
? 2
o こ の よ うに ､

1 8 世紀

後 半 か ら 1 9 世紀中頃ま で段 階的 に進 ん だ 土地改革 の 結果 ､ 土 地集積 ､ 大 土地 所有の 出 現

が 生 じる の で ある o こ の こ と は 同時に ､ 質地耕地 の 所有者 数 の 減少 ､ す な わ ち ､ 土 地保 有

が 家属地 に 限定 され る層 の 拡大 を伴 っ た の で ある o

以上 ､ デ ブ レ ツ ェ ン に お け る 土 地共同体お よ び そ の 解体 と土 地集嘩の 過 程 に つ い て ､ 主

に制度 的な側 面 に 関 して 概観 して き た ｡ こ こ で ､ 再 び 土地改革 開始前 で あり ､ か つ ､ 序論

で 触れ ､ 第 4 牽 で 詳述 す る こ と に なる主 体 と して の ｢ 市民+ 形成 の 画期 で あ っ た 1 7 7 0 年

に戻 っ て ､ 次節か ら ､ 耕地お よび 葡萄畑所保有構造 に つ い て 詳細 に分析 し ､ そ れ ぞ れ の 待

つ た 社会 的意 味を明 らか にす る作業に移 .
り た い ｡

第 2 節 耕地保有構造

1
. 耕 地 保有 面 積構造

a . 家属地 耕地保 有面 積

前節で 見た よ うに ､ 家 属地 耕 地は ､ 市の 世襲 地の 領域内 で ､ 屋敷地 あ る い は 納税 額 に基

づ い て 1 年 か ら 7 年 ごと に居住者 に分配 され ､ 軍税 ( 国税) の 算出基準 に含 まれ た 以外 に

は
､ 質 地耕 地 と異 なり耕 地 料 な どは 生 じな か っ た o ま た ､ 4 ニ ラ シ ュ の 分 配上 限も ､ 基本

的 に は維持 され た ｡

1 7 3 0 年 の ペ - テ ル フ ィ ア街 区 の 保有 面積分布 を見て み よう
93

. 家長 6 4 6 人 の う ち ､ 家属

地 耕 地 の 分 配 を受 けた の は ､ 2 6 6 人 ( 4 1 . 1 8 % ) で ､ 4
■土 ラ シ ュ 以 上 の 分配 を受 けた の は 1

人 ( 7 ニ ラ シ ュ ) で ､ 3 以 上 4 未満 3 人 ( 0 . 4 6 % ) ､ 2 以 上 3 未滞 i o 人 ( 3 .
1 0 % ) ､ 1 以 上

.

2

未 満 1 1 3 人 ( 1 7 . 4 9 % ) ､ ト未 怖が 1 2 9 人 ( 1 9 .
7 2 % ) で あ る o 保有者の な か で の 比 率は ､ そ

れぞ れ 0 .
37 ､ I .

1 3 ､ 7 ･ 5 2 ､ 4 2 ･ 4 8 ､ 4 8 ･5 0 % ､ 稔面 積 2 4 1 ･5 ニ ラ シ ュ ( 4 1 7 ･ 3 1 h a) に 対す る保

有面積比 は ､ 2 . 9 0 ､ 3 .
7 3 ､ 1 6 .

5 6
､
5 0

.
1 0 ､ 2 6 . 7 1 % と な る o 街 区居住者全 体 の 平 均保有 面積

は 0 . 3 8 ニ ラシ ュ (P .
6 6 h a) ､ 保有者の 平均 で は 0 ･ 9 1 ニ ラ シ ュ ( l ･ 5 7 h a) で ある .

4 0 年後 の 1 7 7 0 年 で は ､ 市全 域 で 2 5 1 8 人 ( 5 1 .
6 7 0/.) の 保 有者 が い た ( グ ラ フ 2 - 1 .)

1 9 4
‥

6 ニ ラ シ ュ 保有者 が 1 人 ､ 5 ニ ラ シ ュ 保有者が 4 人 ( あわせ て 0 . 1 % ) ほか は ､ 上 限の 4

ニ ラ シ ュ 以下 の 保 有者 で ､ 4 ニ ラ シ ュ 保 有者が 1 4 9 人( 3 .0 6 % ) ､ 3 以上 4 未 満 1 4 6 人( 3 .
0 0 % ) ､

2 以上 3 未満 5 0 1 人 ( 1 0 . 2 8 % ) ､ l 以上 2 未満 1 3 6 7 人 ( 2 8 .0 5 % ) ､ 1 未 満 3 5 0 人 ( 7 . 1 8 % )

で ある ｡ 保 有者 の な か で の 比 率 と 総面積 4 ,2 6 9 . 8 2 ニ ラ シ ュ ( 7 ,3 7 8 . 2 5 b a) に 対す る比 率は ､

そ れ ぞ れ 0 .2 0 ､ 5 . 9 2 ､ 5 .
8 0 ､ 1 9 .

9 0 ､ 5 4 . 2 9 ､ 1 3 .9 0 % ､ お よ び ､ 0 .
6 1 ､ 1 3 .

8 6 ､ l l .
0 6 ､ 2 6 . 4 6 ､

4 2 . 5 3 ､ 5 .3 8 % と なり ､ 居 住者全 体の 平均 保有面積 は 0 .
8 8 ニ ラ シ ュ ( 1 .

5 2 h a) ､ 保有者 の 平

均 は 1 . 7 0 ニ ラ シ ュ ( 2 .
9 4 h a) とな る .

こ の 年 に 関 して は街 区間の 差異 に つ い て も見る こ と が で き る が ､ ピ ア ツ 街 区 の 全体平均

が o . 9 9 ､ 保 有者平 均 が 1 .
9 4 ニ ラ シ ュ と最大 で ､ ハ トヴァ ン 街 区 の そ れ ぞ れ 0 . 8 0 ､ 1 . 5 9 が

最小 と な り ､ こ れ は ､ 前 章 で 分析 した 納税額 の 街 区別 差異 と対応 して い る ｡

こ の 4 0 年間で の 変化 は ､ ペ
- テ ル フ ィ ア 街 区 に 限定する と ､ 家長 が 6 4 6 人 か ら 8 3 1 人

- 1 . 2 9 倍に ､ 保 有者 数 が 2 6 6 人か ら 4 2 5 人 - 1 .6 0 倍 に増加 した の に対 して ､ 家属地 耕地

の 総 面積 は 2 4 1 . 5 ニ ラ シ ュ か ら 7 0 2 . 9 ニ ラ シ ュ ( 1 2 1 4 . 6 1 b a) - 2 .9 1 倍 - 増加 し た ｡ それ

に伴 い ､ 平均保 有 面積 も ､ 0 .3 8 ニ ラ シ ュ か ら 0 . 8 5 ニ ラ シ ュ ( 0 . 4 9 h a) - ( 2 . 2 3 倍) ､ 保有
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者 平均も 0 . 9 1 ニ ラ シ ュ か ら 1 . 6 5 ニ ラ シ ュ ( 2 .
8 5 h a) - ( 1 . 8 1 倍) 増加 した が ､ 保有 面積

分布Ej:
'

､ 上 方 にずれ つ つ も大きく 変化 しな い ( グ ラ フ 2 -L2 .) o

1 8 2 8 年 の ペ - テ ル フ ィ ア街 区 市内域の 数 値は ､ ニ ラ シ ュ 単位 で は なく ポ ジ ョ ニ ･ メ -

レ - ( P M : 1 P M - 0 . 2 1 6 h a) 単位 で 記 載され て い る o た だ ､ 分 配 の 単位 そ の も の が 変 化 し

た か は示明で あ る o ま た ､ 家属地耕地 の 総面積 が 2 2 , 8 8 7 .
3 5 P M ( 4 9 4 3 .

6 7 h a) ､ ペ
-

テ ル フ

ィ ア 街 区だ けで は 3 , 8 3 6 .
8 9 P M ( 8 2 8 . 7 7 h a) と少 なく ､ 家属地耕地 の 保 有全 体 を正 確 に記載

した と は考 え にく い
9 5
｡ た だ ､ 保有面積の 分布 を見 る 上 で は用 い る羊とrが で き る と 思われ

る た め ､ グ ラ フ 2 - 2 . に 併記 した o

b . 質地耕地 保有構造

次 に質地 耕地 の 保有構 造 に つ い て 見 て い きた い ｡ こ れ に つ い て ほ ､ 家長 ご と の 数 値が

1 7 7 0 年 に 関 して の み 残 っ て い る た め ､ こ の 年 に 限 定 して 分析 す る こ と に な る
96
o

1 7 7 0 年 の 質地耕 地保 有者 は ､ 市全域で 1 , 0 6 1 人と 全家長 の 2 1 . 7 7 % で ある o こ れ は ､ 同

年 の 家属地耕地保 有者 2 ,5 1 8 人 (5 1 . 6 7 % ) の 4 割強 に留 ま る o 総面積 3 ,3 2 8 . 1 3 ニ ラ シ ュ

( 5 ,7 5 1 .0 1 h a) と家属地 耕地 に 比 して 9 4 1 . 6 9 ニ ラ㌢ ユ (1 , 6 2 7 . 2 411 a) 少 な い o r そ れ に伴 い ､

居 住者全体 の 平均保 有 面積は 0 .
6 8 ニ ラ シ ュ ( 1 .1 8 Il a) と減 少す るが ､ 保 有者 平均 は ､ 3 .

1 4

ニ ラ シ ュ ( 5 .4 2 h a) と ､ 家属地 耕地 の 1 . 8 5 倍に な る o

前節で見 た よ う に ､ 質地耕地 に は明確な分配 上 限 が なか っ た と 思 われ る たや､ 最大 の 保

有 者 は 2 7 ニ ラ シ ュ ( 4 6 . 6 6 h a) を得て い る ｡ そ の 他 1 0 ニ ラ シ ュ 以 上 を保 有す る者 が 4 5 人

で 保有者 の 4 . 2 4 % を成 し ､ こ の 層 で 質地 耕地 面 積の 1 8 .
9 1 % を 占 め ､ 5 ニ ラ シ ュ 以上 保有

者 1 8 3 人 ( 1 7 . 2 5 % ) で 4 5 .4 0 % を保有 して い る o ま た ､ 最頻値 ほ 家属地 耕 地 ､ 質地 耕 地 と

も に 1 ニ ラ シ ュ 以上 2 ニ ラ シ ュ 未 満 の 層で ある ( グ ラ フ 2
- 3) o

c . 耕地 全 体 の 保有構造

家属地 耕 地 と質 地耕地 の 保有樺造 を比 較 した 上 で ､ 新地 金体 の 構 造 を確認 レて お こ う o

家属地耕地 ､ 質地耕地 と耕地 全体の 保有者 に 関 して ､ 人数お よ び保 有面 積の 構成比 をあら

わ した の が グ ラ フ 2 - 3 . で あ る o

こ こ か ら明 らか に なる の は ､ 耕 地 の 上 方 の 分 化を質地耕地 が ､ 下 方の 分化 を家属地 耕地が

に な っ て い る こ と で あ る ｡ こ れ を家属地耕地と 質地耕地 の 重複保 有 に 関 して 数値 で裏付け

て み る ｡ 耕 地保 有者 2 , 5 8 7 人 の うち ､ 質地耕地 の み を保有 して い る の は 6 8 人 ( 2 . 6 3 % )

で ある の に対 して ､ 家属 地耕地 の み を保有 して い る の は 1 5 2 5 人 ( 5 8 .9 5 % ) ､ 双方 と も保

有 して い る の は 9 9 3 人 ( 3 8 .
3 8 % ) で あ る o ま た ､ 耕地 1 ニ ラ シ ュ 未満保 有者 3 3 5 人 の う

ち ､ 質地耕地 の み 保有す る者 が 4 人 ( 1 .1 9 % ) ､ 両方保有する 者が 1 人 ( 0 . 3 0 % ) で ある

の に対 し ､ 家属地 耕地 の み 保有す る 者が 3 3 0 人 ( 9 8 . 5 1 % ) を 占め ､ ま た ､ l ニ ラ シ ュ 以

上 2 ニ ラ シ ュ 未 満保 有者 1 , 0 1 6 人で は ､ 質地耕地 の み が 2 8 人 ( 2 ･ 7 6 % ) ､ 両方保 有が 1 2

人 ( 1 . 1 8 % ) で あ る
一 方 ､ 家属地 耕地 の み で は 9 7 6 人

■

( 9 6 . 0 6 % ) と な っ て い る ｡ こ の 2

っ の 層 ( 耕地 2 ニ ラ シ ュ 未満保 有) で ､ 家属 地耕地 の み 保有者 は ､ 保 有者 の 9 6 . 6 7 % を占

め る と と も に ､ 家属地 の み 保有者 の 8 5 .6 4 % を成 して い る o

こ う した 家属地耕地 と 質地耕 地 の保 有構 造 の 差異 は ､ 前者にお け る保 有面 積上 限の 存在

と そ れ に伴 う保有者 数 の 多さ ､ ま た ､ 後者 にお ける 上 限 の 不在 と耕地 料 負抱義務 の 存在 に

2 1



起 因す るも の と い え る で あろ う｡ 家属地 と質 地 と い うデ ブ レ ツ ェ ン の 土 地 共 同体 の 二 重制

は ､
･

幅広 い 居 住者層 - の 耕地 の 分配 と い う側 面 と･
一

定魔 の 耕地 集積 と い う 二 つ の 要求 に対

応す る こ と を可 能 に し て い た と い え る ｡

2 . 耕地保 有 と階層

次 に ､ 納税 額 を基準 と した 居住 者 の 階層 分化 と耕地 保 有 の 関係 を見 て い き た い ｡ グラ

フ 2
- 4

･ ､ 2
-

5 ･ ､ 2
- 6 ･ ほ ､ そ れ ぞ れ家属 地耕地 ､ 質地 耕 地 ､ そ

.
して 耕地 全体と 納 税額 の

関 係 を 相 関 図 化 し た も の で あ る o そ れ ぞ れ の
-

次 回 帰 式 は ､ Y - 2 . 6 7 7 ＋5 . 1 6 8 Ⅹ ､

Y = 5 . 5 5 8 ＋2 . 3 5 8 X ､ Y - 4 . 0 7 4 ＋1
.
9 9 6 X ､ ま た ､ そ れぞ れ の 相関係数 は 0 . 7 4 9 5 ､ 0 . 6 0 7 5 ､ 0 .

7 2 7 6

と なり ､ 家属地耕地が 最 も納税額と の 相関 関係 が輝く ､ 耕地全 体で は若 干 それ が 弱 ま り ､

質 地 耕地 が最も 弱く な っ て い る ｡

1 8 2 8 年 の ペ -

テ ル フ ィ ア街 区 に 関 して は ､ 納 税額 の 数値 が 不 明 なた め ､ 屋 敷地 面 積と

の 相 関を見て み る と ､ グ ラ フ 2 - 7 . を得る ｡ 相 関係数 は 0 .
9 3 1 3 と 非常に強 い 相関 を示 して

お り ､ 1 7 7 4 年 の 土地 改革に よ り 家属 地耕地分 配基 準が屋 敷 地 面積 と され た こ と を ､ 半世

紀以上 後 に お い て も如 実 に反 映 して お り ､ そ の 点 で ､ 家属地耕 地 に基 づ く耕地集 積 が生 じ

なか っ た こ と を 示 して い る ｡

3 . 耕 地 保有 と職 菓

次 に ､ 耕地保 有と職 業 の 関係 をみ て い こ う ｡ グ ラ フ 2
- S . は ､ 3 0 の 職業を抽出-し ( こ れ

らの 職 業の 従事者 壮 3 ,2 5 9 人 で ､ 全 家長の 6 6 . 8 8 % ､ . 職業 が明らか な 家長 の 8 8 . 7 8 % に あた

る) ､ そ れ ぞれ の 耕 地保 有面積構 成比 を棒 で ､ 平均 保有面 積 ､ 保有者 の み の 平 均保 有面 積

を折れ線 で 示 した もの で ある ｡ ま た ､ 職業別 の保 有率 も記 した ｡ 職業 は ､ 平均保有 面 積 の

高 い 順 に 並 べ て あり ､ ま た保有 率 も併記 した ｡ 職業 ごと の 母数 は ､ 日雇 い の 7 5 5 人 ､ 自作

農 の 4 7 5 人 ､ 長靴職人 の 3 8 0 人か ら ､ 床屋 の 9 人 ､ ガ ラ ス 職人 の 3 人 と 大 き な ば らつ きが

あり ､ ま た 煩 雑 で は あ る が ､ 農 業 ､ 商業と い っ た職種 の 分 類で は ､ そ の 中 の 差異 が激 し い

た め ( た と え ば商 人の う ち鉄商人 と遠 隔地商人 の 差異) こ の 方法 をと っ た ｡ 職業名 の 前 の

数字 は ､ 前 章 で 扱 っ た 職業別 納税額 の 序列 ( グラ フ い S .) で あ る ｡

全 家長 の 平均保 有面 積 1 . 5 6 ニ ラ シ ュ を上 回 る の は ､ 指物職人 以上 の 1 6 の 職 業 で ､ 最大

値 は 鉄商人 の 6 . 2 5 ニ ラ シ ュ ､ 最小 値 は糸紡 ぎ女 の 0 .1 6 ニ ラ シ ュ で ある ｡ 保有 率 に 注 目す

る と ､ 全 家長 平均 の 5 3 . 0 9 % を 2 2 の 職業が 上 回 り ､ 母 数が 極 め て 少 な い 床 屋 と ガ ラ ス 職

人 の 1 0 0 % を除け ば ､ 自作農 の 9 3 . 7 1 % が最大 と な り ､ 鉄職人 の 8 5 . 7 1 % ､ 塩 売人 の 8 1 .8 2 %

と続く ｡ 保 有率 が 平均 を下 回 る の は ､ 平均保有 面痛が 1 7 番目 の 布 団職 人を 除けば 下方に

集中 し､ ま た ､ 2 ニ ラ シ ュ 未満保 有者が保有者全 体の 半分を上 回る の は ､ 1 8 番 目 の 長靴職

人 以下で あ る ｡ 平均納税 額の 序列 と比 較す る と ､ 若干 の ぶ れ を伴 い つ つ も大き な変 動は み

られ ない ｡

1 0 ニ ラ シ ュ 以 上 の 耕地保 有者 1 1 6 人 ( 家長全体 の
1 2 . 3 8 % ､ 保有者全体 の 4 ･ 4 8 % ) の 職

業 に注 目す る と ､ 自作 農が 2 3 人と 最も多く ､ そ の 他 手 工 業従事者 が 計 2 8 人 ､ 商業従事者

が 1 5 人 と な
･

る ( 表 2 - 4 .) o 市 の 疲職者 お よび そ の 寡婦 は 3 7 人 ､ 特 に 2 0 ニ ラ シ ュ 以上保

有者 1 5 人 の う ち 1 2 人 を占め て い る ｡
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4 . 耕地保有と市 民権 ､ 屋 敷地

耕 地保 有棉造 の 分析 の 最後に ､ 耕地･と市 民権 の 関わり に つ い て 見て お き た い ｡ す で に触

れ た よう に ､ 耕地全体 の 各人単位 の 数値 を得 る こ と が で き る 1 7 7 0 年の 史料 に は市民 権 の

有無 に関す る記 述 は なく ､ 市民と 住 民の 識別 が 可 能 な 1 73 0 年 ､ 1 8 2革 年 の ペ
- テ ル フ ィ ア

街 区の 数値は 家属地 耕 地 に 限 られ て い る ｡ そ の た め ､ 屋敷地 の 有無 に も 注 目 して 分析 して

い く ｡ こ れ ら 3 カ 年 の 数値 は表 2 - 5 . ､ ユ
ー 6 . ､ 2

-

7 . に 示 した o

保 有率 に注 目 して こ れ らの 表を 見る と 明 らか な の は ､ 耕地 の 保有 が 市 民 権で は なく ､ む

しろ屋 敷地 の 所有 に依存 して い る こ と で あ る o 1 7 7 0 年 で は ､ 家持ち の 9 0 % 以上 が耕地 を
も

保有 して い た
一 方 ､ 家な し で 時 6 % に留 ま っ て い 亭 o そ れ に伴 い 家長全体 で の 平均保 有面

積は 家持 ちの 2 . 7 0 ニ ラ シ ュ に 対 し ､ 家な しは 0 .
1 3 ニ ラ シ ュ と大きな差 を見 せ る が ､ 保有

者の 平均で は そ れ ぞ れ 2 . 9 8 ニ ラ シ ュ ､ 2 . 2 1 ニ ラ シ ュ とな る ｡

こ の 傾 向は ､ 家属 地 耕地に 限定 される 数値 だ が ､ 1 7 3 0 年と 1 8 2 8 年 の 数値に も見 出せ る ‥

市 民 お よ び 住民の 家持 ち の 保 有率 は ､ 1 7 3 0 年 で は そ れ ぞれ 7 8 .
6 1 % ､ 6 0 % ､ 1 8 2 8 年 で は

と も に 9 8 % 以上 と な り ､ 家 な しの 0 ない し 1 % 未 満の 保有率 と対照 を な して い る ｡ ま た ､

平 均保有面積 に 関 して も ､ 市民権 の 有無 で は なく ､ 屋敷地 の 有無が 差異化 の 軸 と な っ て い

る ｡

こ の よ う に ､ 本 節で 分析 してき た こ と か ら ､ 耕 地保有 の構 造 に つ い て 以 下の こ とが 言 え

る で あろう ｡ す な わち ､ 家属 地耕 地と 質地 耕地 が ､ 耕地 保有の 均質化 と集 中化 と い う 2 つ

の 相反す る 要求 に そ れ ぞ れ に対応 した もの で あ っ た こ と ､ また ､ 耕地 保 有 の 階層性が ､ 納

税 額 に基 づ く 階層 に 強く 対応 して い た と い う こ と で ある o 後者 に つ い て は ､ 本節第 3 項 お

よび 第 4 項 で扱 っ た職業と屋敷 地 ･ 市民 権 と耕地 保有 の 関係が ､ 第 2 項 で 分析 した納税額

と 耕地 の 関係 と の 間に 大 き なずれ を示 して い な い こ と か ら指摘す る こ と が で きる で あろう ｡

こ う した耕 地保 有構造 の 特徴 をふ ま えて ､ 次節 で 庭葡萄畑 の 所有構造 を分析 する こ と に よ

り ､ 本稿 の 主 な関 心 で ある葡萄酒 の 社会的役 割を明 らか にす
_
る こ と が で き るで あ ろ う o

第 3 節 庭葡萄畑 所有構造

1 . 庭葡萄 畑と 山葡萄 畑

デ ブ レ ツ ェ ン 居住者 の 所有 ･ 保有す る葡 萄畑 が ､ デブ レ ツ ェ ン市 内域周 辺 の 世襲地 にあ

る庭葡 萄畑 と ビ ハ ル 県 山岳部を中心 と した 市域外 に 見出され る 山葡 萄畑 に 区分す る こ とが

で き る と い う こ と は ､ す で に本章第 1 飾第 1 項 で す で に触れた と お り で あ る ｡ デ ブ レ ツ ェ

ン 居住者 の 保 有す る 山葡萄畑保有構造 の 全 体像 は ､ 統
一 的な史 料と研 究 蓄積 の 欠 如か ら明

らか に する こ と が 困難 なた め ､ 本稿で は ､ 庭 葡萄畑 と 山葡萄畑 の 所 有
･ 保 有 の 関係 性 ( 重

複 ･ 非重複) に 限定 し て 分析 した い ｡

1 7 3 0 年 の ペ - テ ル フ ィ ア 街 区で ､ 庭葡萄畑 を 所有す る者と 山葡 萄畑 を保 有す る者 の 数

は ､ そ れ ぞれ 1 3 1 人 と 3 8 人 で ある o そ の うち ､ 庭葡萄畑 の み所有す る の が 1 1 4 人 ､ 山葡

萄畑 の み 保 有す る の が 2 1 人 ､ 両 方と も持 つ 者 が 1 7 人 とな り ､ 計 1 5 2 人 の 葡萄畑所有
･ 保

有者 の 比 率 は ､ 7 5 % ､ 1 4 % ､ 1 1 % で ある
97

o 1 7 5 7 年 の ツ ェ グ レ
ー

ド街 区 に 関 して は第 1 ､

2 ､ 3 地 区 に 関 して の み 史料 が残され て い る が ､ こ の 場 合 ､ 庭葡 萄畑 の み が 1 0 9 人 ､ 山葡

萄畑 の み が 3 1 人 ､ 両 方 が 4 1 人 ､ す なわ ち所保有者 の 比 率は 6 0 % ､ 1 7 % ､ 2 3 % で あ る
9 g

o
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なお ､ こ れ ら の 史料 に は ､ 山葡 萄畑 に 関 して は 面積 ､ 場所 は記 されず ､ 生 産 量の み が記 さ

れ て い る o ラ ー ツ ･ イ シ ュ ト ヴァ - ン が 1 8 2 5 年か ら 1 8 4 8 年 ま で の 遺言 書 5 0 2 通 を 分析 し

て算出 した も の で は ､ そ れ ぞれ 1 1 8 人 ､ 1 3 人 ､ 1 8 人 ､ 比 率は 7 9 % ､
9 % ､ 1 2 % と な っ て

い る
99
o 家長 に対す る庭葡萄畑 の 所有率 は ､ 1 7 3 0 年 ペ

-

テ ル フ ィ ア街 区 2 0 . 2 8 % ､ 1 7 5 7 年

ツ 立 グ レ ー

ド街 区第 l - 3 地 区 2 7 . 7 8 % ､ ･ 1 8 2 5 - 1 8 4 8 年遺言者 2 7 . 0 9 % で あ る の に 対 して ､

山葡 萄畑 の 保 有率 は 5 .
8 8 % ､ 1 3 .

3 3 % ､
7

.
9 7 % で あ る ｡ 磨葡萄 畑 の 所有率 に 関 し て は後節

で 再 度触れ て い く た め ､ こ こ で は 庭葡 萄畑 に 比 して 山葡萄畑 の 保有が よ り 限定され たも の

で あ っ た こ と を確 認 して お く こ と に と ど め て おく o なお ､ ツ ユ ダ レ
-

ド街 区第 I
- S 地 匝

の 山葡萄畑保 有率が高い の は ､ こ れ らの 地 区が 市 内で 最 も 富裕 で あ っ た こ と と関係 ある で

あろ う ( 第 1 牽参 照) 0

山葡萄畑 に 関 して は ､ 次章 の 葡萄 酒供給 に つ い て の 分析 で 扱 う こ と に な るが ､ こ こ で は

所 有構造 を明 らか に す る こ と の で き る庭葡萄畑 に 限定 して ､ 葡 萄畑所 有 の 特徴を分析 して

い き た い ｡

2 . 庭葡萄畑共同体

1 9 世 紀初頭 に 市 内域周辺 に 見 出す こ と の で き る 1 7 の 葡萄 畑 ( k e rt) は ､ 早い も の は 1 6

世紀 に現れ た ト
- ツ オ ー シ ュ ケ ル ト ( T 6 c 6 s k e r t) を は じ めと して そ の 大部分 は I S 世紀中

頃 ま で に は形 成され た ｡ 本稿の 対象 時期 で ､ 最も遅 い も の で は 1 8 1 1 年 に つ く られ た
ペ ー

テ ル フ ィ ア イ
･ ケル ト ( P i t e rfi ai k e rt の ち に シ ュ シ ュ タ ケ ル ト S e s t ak e rt と シ ェ

一

夕 ケル ト

s 6 t ak e rt に分 割) で あ る
1 0 0
o デ ブ レ ツ ェ ン の 庭 葡 萄畑 の 所有

･ 運 営は ､ 畑 面積 の 拡大 な ど

も 含 め て ､ こ れ ら の 葡 萄 畑 の 枠 組 み の 中 で 展 開 され た o そ の た め ､ こ の 葡 萄 畑 共 同体

( k e rt s i g) に つ い て ､ 最初 に確 認 して お か な けれ ば な らな い o

1 7 5 7 年か ら残 され て い る ｢ メ シ ュ テ ル 通 り 小 声前葡萄畑 ( M e st e r tlt t z ai K i s aj t6 e1 6t t l i v 6

k e rt) + ( 別名 チゲ ケ ル ト C si g e k e rt) の 運 営規定 を見 て い こう
1 01
｡ 他 の 葡萄畑 に つ い て の こ

の よ うな規 定を知 る こ と の で き る史料 は発 見され て い ない が ､ お そ らく 同様 の 規定 が そ れ

ぞ れ に存在 したも の と 思 われ る
1 0 2

o こ こ に は ､ 1 7 ケ 粂 に わ た
え

っ て 諸種 の 規 則 が 列記 され

て い る ( 詳 細 は 史料 3 .) ｡ 内容 を大き く分 け る と ､ 以 下 の よう にま と め る こ と がで き る o

( I) 葡 萄畑 の 管理 ､ 防犯 に つ い て の 所 有者 の 義 凱 ( 2) 各 人 の 畑地 の 所 凱 (3) 葡萄 畑

共 同体 の 運 営 と葡萄畑 管理 人 お よ び葡萄畑 番 の 任務 ､ お よ び そ れらの 市参 事会 と
の 関係 o
一

条項 の 大部 分 は､( I) の 葡萄畑 の 管 理 ､ 防犯 に 関す る も の で ある o 葡萄 畑 の 外延 に は 共

同 の 門が設 けられ ､ 出入 り 時以外 の 閉門が義務づ け られ て い た ( 1 1 条) o ま た ､ 各所 有者

は ､ 必 要に 応 じて 自 ら の 畑 地 に 生 垣 や溝を め ぐらせ ､ 施錠 の で き る戸 を設 けなけれ ばなら

ず (1 ､ 2 条) ､ 他 者の 畑地 の 横斬お よ び侵 入 ( 4 条) ､ ま た 生 垣 の 間か らの 通 行 が禁 じられ

た ( 8 条) ｡ こ れ ら は ､ 盗 人 の 侵 入 な ど に よ る ｢ 公 共の 害+ を未 然 に防 ぐた め
で あり ､ ま

た 各 所有者 の 所 有権 を守 る (｢ 他 の 者 の 畑地 に許 可 なく 出入 り し ､ そ こ を踏み 固 め ､ 共 同

の 道 に して し まう こ と を禁 じる+) た め で あ る o

最 後 の 点 は ( 2) の 点 と 重複 して く る 問題 で あ る ｡ 各所 有者 の 所有権 に つ
い て ､ こ の 規

則 は 多く を語 っ て い ない o 各 人 の 畑 地 の 周 縁部 に
一 定の 空き 地 を設 け る こ と に よ り ､ 他者

の 畑 地と の 区分 を 明確 に し､ 葡 萄 の 徒長 に よ る混 乱を 予 防す る 措置が 故 られ ( 9 条) ､ ま

た ､ 共 同 の あ ぜ道 - の 不 法 な私 物化 も厳 し い 罰 則 をも っ て 禁 じ られて い る ( 1 0 条) o 葡萄
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畑 の 入 手 方渡 に つ い て は 直接 的 な言及 は な い が ､ 競売 ( 1 2 粂) や ｢ 所 有権 あ る い は 相続

棉+ (1 ･ 粂)
･

に つ い て の 言及 か ら ､ 参事 会 お よ び 葡萄 畑共 同体の 介 在 の 上 で ､ 私個人 に よ

つ て 購入 ､ 相続 され て い た こ と が 確 羅で き る o

( 3) の 葡萄畑 共 同体 の 運 営に つ い て は ､ 全所 有者 に出席 が 義務付 けられ た 所有者全体

集 会 (k 6 z 6ふs 6 g e s g y 色1 6 s) が 行 われ て い た こ と が確認 で き るが ､ そ こ で 何 が 読諭 され ､ い

か な る権限が あ っ た の か は明 らか で は ない ｡ 権 限に つ い て 若干 知 る こ と が で き る の は ､ 複

数 人 か ら な る葡 萄畑 管 理 人 ( K e rモ G a z d a k) で ある o 彼 らの 任命が い か に 行 われ た の か 按

分 か らな い が ､ 各所有者 に 畑地 の 管理 ､ 清掃等 を指 示 し ､ 不法 な植 え つ けを 除去 す る な ど ､

所有 権の 練 合 的な管 理 を担 っ て い た o そ れ と と も に ､ 所有者集会欠席か ら ､ 生垣 や 戸な ど

の 管理 不行 き届き ､ さ らに は 不 法侵 入や窃盗 な どま で の 制裁 ･ 処罰 権を有 して い た o
,

こ の

葡 衛酒 管 理 人 ある い は彼 ら が 代表す る 葡萄畑 共同体 と 市参事会 の 司法権と の 関係 を表 して

い る の が ､ 4 条で 触れ られ て い る .
｢ 判 事 は葡萄畑 に権 限を及 ぼ し得な い ( a k e r c s 6 g b e rL n e B ir 6

n e m l e h e t) + と い う
一

節 で ある o 葡 萄畑 共 同体 は ､ そ の 域 内で の 一 定 の 下 級 司法権を有 し

て い た と見 る こ と がで き る ｡ た だ ､ 被害 の 程度 に応 じて 参事会 - の 報告義 務も定 め られ て

い る ( 4 ､ 1 1 粂) 0 日常的 に葡 萄畑 の 管 理 に あた っ た の は葡 萄畑番 ( c s 6 s z) で ある o 彼 の

給 与 は 所有者 全員 か ら支払 われ (1 3 粂) ､ 防犯 や ( 4 条) ､ 畑 地の 管理 違反 に 対す る補填 ( 2

条) を行 っ た o 1 6 粂で 触れ られ て い る監視台 (且I1 6) に 常駐 した の もお そ らく こ の 葡 萄畑

番で あ ろう ｡

こ の よう に ､ ( そ れ ぞれ の) 葡 萄畑 は 市参事会 か ら 一 定 の 自立 性 を確保 しつ つ ､ 所 有者

集 会 ､ 葡 萄畑 管理 人 を 通 じた 自治 機 能を有 して い た と結論 する こ と が で き る ｡

3 . 庭葡萄 畑所有 面 積構 造

次 に庭葡萄 畑 の 所有 面積構造 を 見 て い こ う o 表 2 - S . は 1 7 世紀末 か ら 1 9 世 紀半 ばま で

の 庭葡 萄畑 の 線画積を記 して ある ｡ こ こ か ら 1 8 世 紀半 ば ま で に庭葡萄畑 の 急速 な拡 大 が

行 われ ( 1 7羊0 年 か ら の 5 0 年 間で 2 .4 倍 に 拡大) ､ そ の 後 は 漸増 して い る こ と が ( 1 7 7 0 年

か らの 4 9 年 間で 1 . 1 9 倍) わか る o

ま た ､ そ れ ぞ れ の 庭葡萄畑 の 面 積に つ い て の 数値 は表 2
-

9 . に 示 した 通 り で あ る o こ れ

ら面積の 大小 に 大き な格差 の あ る葡萄畑 は ､ そ れぞ れ ､ 前 項で メ シ ュ テ ル 通り前 葡萄畑,( チ

ゲケ ル ト) に つ い て 確認 した よう な自給組織 に よ っ て 運営され て い た と 思 われ る o .

個 々 の 庭葡萄 畑 に お け る所 有は ､ 1 8 1 1 年 か らペ
-

テ ル フ ィ ア 通 り門 と ｢ 大き な森+ の

間の ｢ 流砂 か らな る平 坦 で な い 丘 と 沢か らな る不 毛 の 土地
10 3

+ に新た に造成 された 葡萄畑

( ペ - テ ル フ ィ ア イ ･ ケ ル ト) に つ い て 見て い く こ と が セき る ｡ 造成 時 の 総 面 積 1 9 . 6 2 h a

は ､ 2 4 2 . 2 5 カ バ ー シ ュ ( 史料 に は ニ ラ シ ュ と 記載) に分 け られ ､ そ れ を計 1 & 1 人 が カ バ

ー シ ュ あた り 2 0 フ ォ リ ン トで購入 した ( ｢ 大き な森+ の 森番 が共同名 義 で購入 して い る が

こ れ は 1 人と して 計算 した) ｡ 具 体的な配置 は 不 明だ が ､ 葡 萄畑 は 内部で 4 つ の 区画 ある

い は あぜ 道 ( d(i1 6) に分 けられ て い た o そ の 内訳 は ､ 表 2
- 1 0

. に記 した よう に ､ 面積お よ

び 所 有者 ､ 所有者 の 平均 所有面積 と も に ほ ぼ均 質で ある ｡

こ の 葡萄 畑 に お ける 所 有面 積 分布 をあ らわ した の が グラ フ 2 - 9 . で あ る o こ の よう に圧

倒 的多数が 1 カ バ ー シ ュ 所有者 で 全 体の 7 0 % 以 上 を占 め て い る ｡ 3 カ バ
ー

シ ュ 以 上 の 所有

者 は 1 0 人 で 5 % を 占め る に過 ぎ ない D カ バ
ー シ ュ で の 平均所有 面積 は 1 .

3 4 カ バ
ー シ ュ で
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ある ｡ こ の 葡 萄畑 に 見 られ る 所有 面 積の 均 質性 は ､ 新た に造成 され た 葡 萄畑 で ある こ とか

ら の 例外的 なも の で あ る とも 考え られ る o 1 7 5 7 年 に は ､ ツ ェ グ レ ー

ド街 区 居住者の 間に ､

ト
-

ツ オ
ー

シ ュ ケ ル ト に 1 4 カ パ
ー シ ュ

､ 1 3 カ バ
ー

シ ュ ､ ボ ル ドダフ ア ル ヴィ ･ ケ ル トに

は 1 4 カ バ
ー

シ ュ ､ 1 0 カ パ
ー シ ュ な ど ､ ひ と つ の 葡萄畑 に広 い 土地を所 有 して い る 者を見

出す こ とが で き る
104
o こ の こ と か ら ､ 庭葡 衛畑 所有 の 集 積は ､ 造成後の 売 買等 に よ っ て 進

ん だ と 推測す る こ と が で き る ｡

次 に ､ 庭葡 萄畑 全体 の 所 有分布 を見て い き た い ｡ グ ラ フ 2 - 1 0 . は ､ 1 7 3 0 年 の ペ - テ ル

フ ィ ア街 区 ､ 1 7 7 0 年 の 市全 域と ペ - テ ル フ ィ ア街 区､ 1 8 2 8 年 の ペ - テ ル フ ィ ア 街 区市内

域お よ び ピ ア ツ 街 区 の 市外 域 に つ い て 所有 面積構成 比 をあらわ して い る o 1 8 世紀前 半か

ら 1 9 世紀前 半に か けて ､ 所 有面積が 上 方 に分 解す る と とも に ､ 最頻値が 1 カ バ ー

シ ュ 以

上 2 カ バ
ー シ ュ 未 満か ら ､ 2 カ バ ー シ ュ 以上 3 カ バ ー

シ ュ 未満､ さら に 3 カ バ ー シ ュ 以上

4 カ バ
ー シ ュ 未満 に移 っ て い る ｡ 1 7 3 0 年 に 4 カ バ ー シ ネ (0 . 3 2 h a) で あ っ た 最大所有面積

は ､ 1 7 7 0 年 に は 2 5 カ バ ー シ ュ ( 2 . 0 3 h a) と な っ た後 ､ 1 8 2 8 年 の ペ -

テ ル フ ィ ア 街 区で は

5 9 カ バ
ー シ ュ ( 4 . 7 8 h a) が 最 大と な っ て い る o 保 有率が 1 7 3 0 年 の 2 0 . 2 8 % か ら ､ 1 7 7 0 年

に 2 7 ,
0 7 0/o と増 えた の に 対 し ､ 1 8 2 8 年 には 2 8 . 2 8 % と漸増 した に留 ま っ て い る o ま た ､ 所

有者 の 平均所 有 面積 は 1 .
3 8 カ バ

ー シ ュ ( 0 . l l h a) か ら 3 . 6 4 カ バ ー シ ュ ( 0 . 3 0 h a) ､ 6 . 7 3 カ

バ ー シ ュ ( 0 . 5 5 h a) と 拡大 して い る o こ こ か ら ､ 1 8 世紀中 頃ま で の 葡萄 畑造成 に よ る総面

横の 拡大 は ､ 所有者層 の 拡大 を伴 っ た の に 対 し ､ 1 9 世 紀初頭 の 造成は ､ 既存の 所有 者層

の 中で の 葡萄 畑集積に 吸収 され て い っ た と み る こ と が で き る o

再び 1 8 1 卜 1 2 年 の ペ
-

テ ル フ ィ ア イ
･

ケ ル ト に注 臥して 所有者の 居住街 区 ご と の 分布

を見る と ､ グ ラ フ ユ ー 1 1 . を得 る ｡ 所有者 の 大 部 分 は ､ ニ の 葡萄畑 に最 も 近 い ペ - テ ル フ ィ

ア 街 区 に居住 し ､ 最も遠 い ヴァ ル ガ 街 区居 住者 が最 も 少な い ｡ こ の 居住 街 区 近 く の 葡 萄畑

に畑 地を購入 す る傾 向 は ､ 1 7 5 7 年 の ツ ェ グ レ
ー

ド街 区第 1
-

3 地 区 の 庭葡 萄畑所 有者 延 べ

1 5 8 人 ( 1 5 0 人) の 所有す る葡萄 畑 の 位置 を分析 す る こ と に よ っ て も確認 でき る ( グ ラ フ

2 - 1 2 .) ｡ ツ ェ グ レ ー ド街 区 は 市 内域の 東側 に あ っ た が ､ 各 葡萄畑 の う ち ､ 市 の 束 か ら南

に か けて 点在 す る 3 つ の 葡 萄畑 ( チ ャ ボ -

ケ ル ト ､ ホ モ ク ケ ル ト ､ ボ ル ドダ フ ア ル ヴィ ･

ケ ル ト) に ､ 所 有者 ､ 所有面積 と も に 半分 以上 が 見出 され る o なお ､ こ の 所有者 1 5 0 人の

う ち ､ 8 人 が 2 ケ 所 の 葡 萄畑 に 畑地 を所 有 して い る ｡

4 . 庭葡萄 畑所有と 階層

次 に ､ 耕地 と 同様 に ､ 庭葡萄畑 所有と納税額 に基 づ く階層 と の 関係 に つ い て 見 て い く D

グラ フ ユ ー

1 3 . は ､ 1 7 7 0 年 の 市全 域の 庭 葡萄畑 所有面積と納税 額の 関係 を相 関図 と して 表

した も の で あ る ｡

相関係 数は 0 . 4 9 3 4 5 7 で ､ グラ フ か らも 明 らか な よ う に ､ 庭葡萄 畑 と納 税額 の 相 関は 非常

に 緩や か で あ る o 前節 第 2 項 で 確認 した 耕地 と納税 額の 関係 ( グ ラ フ 2 -

6 . ､ 相 関係 数

0 . 7 2 7 6) と比 較す る と ､ 庭葡 萄畑所有 の 拡 散性 あ る い は 階層横断性が 見 て 取れ る の で あ る B

た だ ､ 庭葡萄畑所 有 面積上 位 1 0 0 人 ( 7 . 5 カ バ ー シ ュ 《0 . 6 1 b a》 以上 所 有者) の 平均納税

額は 2 4 . 4 3 フ ォ リ･ ン トと な り ､ 前節 で見 た耕 地 の 上位 1 1 6 人の 平均納税額 2 7 . 2 5 フ ォ リ ン

トと 同様 に 非常 に高 い ｡

1 8 2 8 年 の ペ -

テ ル フ ィ ア 街 区市内域の 資料 で は ､ す で に触れ た よう に納税 額が 記 載 さ

2 6



れ て い な い た め ､ 屋 敷 地所 有 面積 と の 関係 を見 る と ､ グ ラ フ 2 - 1 4 . が 得 られ る o こ こ で

も ､ 相 関係 数は 0 . 3 8 4 0 8 2 と ､ 非 常 に ゆる い 関係 しか 認 め られ な い o こ れ は ､ 同 年 の 家属

地 耕 地 と 屋敷 地 面 積の 相 関の 強さ ( グラ フ 2 - 7 . ､ 相関係 数 o . 9 3 1 3 4 5 1) と 比 較す る と そ

の 特徴 が 明ら か で あ る ｡

5
. 庭葡 萄畑 所有 と職 業

庭葡 萄 畑所 有と 職 業 の 関係 に つ い て 次 に 見 て い く o グラ フ 2 -

.
1 5 ･ は ､ す で に 納税 額と

耕地 に つ い て 分析 の 対 象 と して き た 3 0 の 職 業の 庭葡 萄畑所有面積構成比 と 全 体平均所有

面積お よ び所 有者平均 所有面積を表 したも の で ある o 平均所有 面積 の 序列 に
■
並 び 替え ､ 職

業各 の 前 に は 平均 納税額の 序 列数値が記 し て あ る ｡ 全家長 の 所有率 2 7 . 0 7 % を下 回 る の は ､

8 人す べ て が 庭葡萄畑 を所有 しない 石 工 な ど 9 の 職業で ､ 平均所有面積で 全家長 の 数値 を

下 回る の は 1 0 の 職業で ある o

職 業 と の 関係 を ､ 前 節 で 見 た耕 地 の 場合 と比 較する と ､ 次 の こ と が言 え る ｡ 母数が 1 0

以 下 の 職業を除外 す る と ､ ､ 耕地 で は ､ 保有率が最 低 2 3 . 5 3 % ､ 最高 9 3 .7 1 0/. ､ 平均保有面

積 が最 小 0 . 1 6 ニ ラ シ ュ ､ 最大 6 .
2 5 ニ ラ シ ュ で ある の に対 して ､ 庫葡萄畑 で は ､ 所有 率が

l l . 1 1 % か ら 6 4 . 2 9 % ､ 平均所 有面積 o . 2 4 カ バ
ー シ ュ か ら 4 カ バ ー シ ュ と なり ､ 庭葡萄畑

所有の 職 業間格差が耕地 と比 較 し て 小 さい と い う こ と が言 える ｡ こ の こ と は ､ グ ラ フ か ら

も ､ 平 均所有面 積の 二 つ の 曲線 が よ りなだ ら か で あ る こ と か らも 見て 取 る こ と が で き るで

あ ろ う｡

ま た ､ 平均納税 鋳 で の 序列 と庭 葡 萄畑平均 所有 面積の 間 の ゆれ が ､ ( 例 え ば納 税額序 列

5 位 の 自作農 が 庭葡 萄畑 で は 1 9 位 に ､ 逆 に 2 3 位 の 皮細 工 職人 が 9 位 に な っ て い る よ うに)

特 に耕地 と比 較 して 大き い こ と も ､ 前項 で 見 た庭葡萄畑所有 と 階層 の 関係性 の 靖 さを裏 付

け て い る と い え る ｡

庭葡萄畑所 有面積 上 位 1 0 0 人 ( 全 家長 の 2 . 0 5 % ､ 庭葡 萄畑所有者 の 7 . 5 8 % ) の 職 業に

注目す る と ､ 表 2 - l l . の よう にな る o 自作農 が 最も多い の は耕地保有 上 位 1 1 6 人の 分析 ( 義

2 -

4 .) と 同様で あ る が ､ そ の 占め る割合 は 低く な る o そ の 他 ､ 手 工 業従事者 が 3 9 人 ､ 商

業従事者が 1 1 人 と な る が ､ 特徴 的で ある の が ､ 日雇 い が 2 人 ( そ れ ぞ れ 1 0 ､ 9 カ バ
ー

シ

ュ 所有) 見 出せ る こ と で あ る ｡ こ の 上位 1 0 0 人 の うち役職者と そ の 寡婦 は 2 名 人 ( 2 S % )

を古め る ｡

6
. 庭葡 萄 畑所有と市 民権 ･ 屋敷 地

最 後 に ､ 市 民権あ る い は屋敷 地所有 と の 関係 に づ い て 見 て い こ う D こ こ で も ､ 耕地 に 関

す る前節 で 分析 した よ う に ､ 1 7 3 0 年 の ペ
-

テ ル フ ィ ア街 区 ､ 1 7 7 0 年 市全域 ､ 1 8 2 8 年 ペ -

テ ル フ ィ ア街 区市 内域 に加 え て ､
1 8 2 8 年の ピ ア ツ 街 区市外 域 に つ い て ､ 市 民 と住民 ､ 家

持 ち と家な しに 可 能 な限り分類 し た表 を用 い て分析 して い く ( 表 2
-

1 2 ､ 1 3 ､ 1 4 ､ 1 5) Q

ま ず ､ 市民権 に 注目す る と ､ 保有率で は ､ 1 7 3 0 年 の ペ
-

テ ル フ ィ ア 街 区 で 市民 は 3 3 . 6 1 % ,

住 民は 1 2 . 3 5 % ､ 1 8 2 8 年 の ペ
-

テ ル フ ィ ア街 区市 内域で は市 民が 5 1 .
7 6 % ､ 住民 が 1 3 .

3 9 %

と な る ｡ 1 0 0 年 の 間 に ､ 市民 権 を 持 たな い 市 内域 住民 の 庭葡萄畑所有傾 向が 鈍 い 上 昇を示

した だ け で ある の に 対 し､ 市 民 の 間 で はそ の 傾 向を顕著に見 て と る こ と が で き る ｡ そ れ に

加 え て ､ 1 8 世紀 末 か ら拡 大 した 市外域の 居住 者 で は ､ 1 8 2 8 年 の ピ ア ツ街 区市外域 で 3 4 .7 8 %
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と 市内域 の 住 民 を上 回 る保 有 率を示 して い る ｡

俳 所有者 を含 め た 全 体 の 平 均所 有面積 を見 て みる と ､ 1 7 3 0 年 で 市 民 が o .o 5 h a ､ 住民 が

0 . 0 1 h a ､ 1 8 2 8 年 で は 市民 0 .2 8 h a ､ 住民 0 .0 7 h a と なり ､ 市民 ､ 住 民 と も に 5 か ら 6 倍以上

の 伸 び を示 して い る o こ こ で も ､ 1 8 2 8 年 の 市外 域 民は 0 .1 0 h a と住 民 を上 回る 数値を得 て

い
■

る ｡

次 に 屋敷 地所有 の 有無 を基準 に して み る と ､ 次 の よ うな こ と が言 え る ｡ 保有率 は ､ 1 7 3 0

年 に は 家持 ち と家な しは そ れ ぞれ 3 0 .6 3 % ､ 5 . 3 0 % ､ 1 7 7 0 年で 4 1 . 0 6 % ､ 9 . 5 6 % ､ 1 8 2 8 年

4 2 . 7 9 % ､ 4 . 9 8 % と 市 民権 の 有無 を基 準 と した 場 合 以上 の 格差が 見 られ る o そ の こ と は ､

全体平均所有面 積で も ､ 1 7 3 0 年に 0 .
3 5 h a と o . o o 4 h a ､ 1 7 7 0 年に 0 .1 3 h a と.o . o 2 h a ､ 1 8 2 8 年

に 0 .
2 4 h a と o .

o 3 血a と い う よう に 大き な違 い が あ る ｡

た だ ､ こ こ で 確常 して お か なけれ ばなら ない の は ､ 所有者 の 平均所 有面積 で は ､ 市民権

の 有 無 ､ 屋 敷 地 の 有 無 に よ る格差 が ほ ぼ な く な る
.
こ と で ある ｡ 1 7 3 0 年 の ペ - テ ル フ ィ ア

街 区 で は ､ 庭 葡萄 畑 を所有 す る 市 民の 家持 ち の 平 均 が o .1 2 h a で ある の に対 し て ､ 住 民 の

家な し で も平 均 o .
o 8 h a で ある o 1 8 2 8 年 に な る と そ の 格差 は さ らに締ま り それぞ れ 0 . 5 5 h a ､

0 . 5 1 h a と な る ｡ 唯
一

､ 所 有者 平均 で 差異 を見 出す こ と が で き るの は 市外 域民 で ､ 1 $ 2 8 年

の 所有者平均 o . 2 9 b a と な っ て い る ｡ それ で も家持ち市民 の 平均 の 2 分 の 1 以 上 を成 して

い る ｡

こ れ らの 数値 を前節第 4 項 で 分 析 した耕地 保有と 比 較す る こ と に よ っ て ､ さ らに鷹 葡萄

畑 所有 の 特徴 を明 らか に して い こ う o 確認 した よ うに ､ 保 有率 ､ 全体 平均保有 面積に 関 し

て ､ 耕地保 有 に お い て 格差 を示 す の は 市民 権 の 有解 で は なく ､ 屋敷 地 の 有無 で あ っ た ｡ 特

に 保有率 で は ､ 最も 差 の 小 さい 1 7 3 0
･

年 の 数億 で も 家持 ち と 家な し で は 6 9 . 1 1 % と 0 .7 6 %

と い う よ う に 大き な格 差 が あ っ た ( 表 2 - 5 .) o そ の 点 で ､ 庭葡 萄畑 所 有 で は 上 で 見た よ

うに 明 白な 格差 は 存在す る も の の ､ 耕 地 と 比 較 して 最大値 が 低 下す る の と 同時 に最低値 が

上 昇す る こ と に よ り ､ そ の 差は 明 らか に小 さく なる ｡ 同様 の こ と は ､ 全 体平均保 有 面積に
＼

関 して も 当て は ま る o

以上 の 分析 を踏 ま え ､ デ ブ レ ツ ェ ン の 庭葡 萄畑所有 の 意 味を ､ 耕地保有 と比 較 す る こ と

に よ っ て ､ よ り 明確 に捉 える こ と ができ る と 考 え られ る ｡ そ れ は ､ 以下 の よう に ま と め る

こ と が で き る で あ ろ う｡ す なわち ､ 庭葡 萄畑 は ､ 所有者が耕地保有者 と 比 べ 少数で は ある

が ､ 納税 額 ､ 職業 ､ そ して 市 民権 お よ び屋 敷 地所有の 有無 ､ さ らに は 市 内域 ･ 市 外域居住

に基 づ く 格差が 少 なく ､ 特 に 所有者 の 間で の 平均所有面積の 差異 は最小 限の も の で あ っ た

と い う こ と で ある ｡ 言 い か え る な らば ､ 列挙 した社会的 な差異間 に横断的 に庭 葡萄畑経営

が 行 われ て い た と い う こ と で あ る ｡

第 4 節 土 地 の 役割 : 耕地 と葡萄 畑と市場

1 . 穀物 と市場

本 章の 最後 と して ､ 土地 か らの 生産物 の 市場 と の ･関係 に つ い て 分析 して い く ｡

まず ､ 耕地 で 生 産さ れ る作 物 に つ い て 見て い こ･う o 表 2
-

1 6 . は 1 7 8 8 年 の ピア ツ 街 区 と

1 8 4 9 年 の 市全域 の 耕 地生 産 物 の 収 穣量 を表 して い る ( 単位 は ポ ジ ョ ニ ･ メ
-

レ
-

: P M ) o

1 8 4 8 年 以前 の 史 料で は ､ 小 麦 ､ ラ イ 麦 ､ 大 麦 ､ 燕麦以 外 の 作物 に 関 して 全 体像 を知る こ
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と は で き ない o 特 に 1 8 4 9 年 に小 麦の 2 倍 以上 の 収穣 畳を見せ て い る と うも ろ こ しの 生産
･が 1 9 世紀前半 に以 下 に 拡大 した か に つ い て は ､ 別個 の研 究が 必 要 で あ ろ う ｡

表 2 - 1 7 ･ は ､ 1 7 7 1 年以 降断片 的に 残 され て い る 街 区 ご と の 各種穀 物 生 産 量調 査 に基づ

い て 小 麦 の 生産 量 と 消費量 ､ お よ び 市場供 給量 な ど に 関 して 作成 した も の で ある ｡ なお ､

1 7 8 4 年 ペ - テ ル フ ィ ア 街 区以降に つ い て は 家長 ご と の 数値 も得られる ｡ た だ ､ 供 給量 ､

自家消費量と も に 年 に よ っ て 大き な揺れ が あ る た め ､ こ れ らの 数値の 信 潰性 に は
一

定 の 留

保 が 必 要で あ り ､ 詳細 な分析 に 絶え得 る も の と は 思 われ ない た め ､ あ く ま で 全体 的な傾向

と して捉 えて お き た い ｡

こ の 表 か ら明 らか に な る の は ､ 自給 能力 の 歴然 と した欠如 で ある o c u の 自給率 ( 街 区内

の 消費志 向畳 (b) に対す る生産 量 ( a) の 比) を見 る と ､ 1 8 1 0 ⊥ 1 1 年 ピ ア ツ街 区 の 9 8 . 0 5 %

を 例外 と して ､ 各 年各 街 区 と も 5 0 % に満た な い こ と が大半 であ る ｡ さ らに ､ 市場 の 役割

を明確 にす る た め に ､ 生 産 量か ら売却量 ( a) を引 い た 自 家供給 自家消 費量 ㈹ が 消費志

向急 に対 して 占め る割合 ( g) を見 て い く と ､ 最高値で も 1 8 3 5 - 3 6 年 の 4 5 % に 留ま っ て

お り ､ 最低 で は 1 7 7 1 年 の ハ トヴ ァ ン 街 区 の 5 . 6 % と な っ て い る o こ の こ と は ､ 消費され

る小 変 の 5 5 % か ら 9 4 % ( 1 3 件全 体で の 平均 で は 約 8 0 % ) が市場を介 して供 給 され て い た

と い う こ と を意 味 して い る (也) ｡

生産 者に 注目 して い く と ､ 生産者 の 小麦 消費量 の 市 場経由 率は 最大 で も 5 0 % と ､ 全体

と 比 較す る と 大幅 に 市 場 へ の 依存度 は 低く な る (1) ｡ しか し ､ 生産者 の 間で も 完全 自給 が

可 能 な者 の 率 は 9 件 の 平均 で 5 7 . 5 0 % と な り ､ 多く の 年 ､ 街 区で 生産者 の 過 半数が 小 麦の

供 給 の 少 なく と も
-

部 を市場 に依存 しなけれ ばならな か っ た と い う こ と が 分 か る ( o) o

さ ら に ､ 生 産量 が 自家供給 自家 消費 量 を 上 回 り ､ 余剰生 産物 を市鎗 に 売却す る こ とがで

き る者 の 割 合 は ､ 平均 で 生 産者 の 3 0 % 弱 ､ 家長全体 で は 6 . 5 5 % に しか 過 ぎな い ( q ､ ∫) 0

小 麦 に 見 られ る こ れ ら の 傾 向 は ､ ライ 麦や燕 麦 な ど他 の 穀物 に も 同様 に ( む しろ より強

く) 見 られ る ｡ 例 え ば ラ イ 麦 で は ､ 自給率 は 平均 で 1 0 % に満 た ず ､ 消費 志 向量 の 市場経

由率 は 9 0 % 以上 と な っ て い る o これ らか ら ､
･

耕地 の 生産 物 ( 穀 物) の 消 費 ､ 市場 と の 関

係 をま と め る と以 下 の よう な こ と が言 え る ｡ す な わ ち ､ 穀 物自給率 が 低く ､ そ れ に伴 い 自

家消費穀 物 の 市場 - の 依 存が 極 め て 高 い こ と ､ そ して 逆に 市場 - の 供給 可 能 性が 低 い こ と

で ある o そ の こ と は ､ デ ブ レ ツ ェ ン の 穀物亨肖費が 市外 か らの 供給 に多く を依存 して い た こ

と を意 味 して い る の だ が ､ さらに ､ デブ レ ツ ェ ン の 居住者 に と っ て の 耕 地保有の 意 味と い

う観点か らす る と 以下 の こ と が言 える で あろう ｡ す なわ ち ､ 耕地保有 は ､ 生産 物 の 市蕩 -

の 供給を志 向 した も の で は なく ､ ま た 自家消費全 体 を満 たす もの で も なく ､ そ れ ゆえ ､ 自

家鞘費 を補完す る役 割 しか 持た なか っ た と い う こ と で ある ｡

2 . 葡 萄酒 と 市場

次 に ､ こ れ ま で も耕地 と 対比 す る こ と で そ の 特徴 を明 らか に して き た 葡萄畑 の 意 味を ､

同様 に生 産物 と 市場 の 関係 に注 目 して 分析 して い き た い ｡ た だ ､ 葡萄酒 販 売 に つ い て は次

章 で あらた め て扱 う た め ､ こ こ で は あく ま で 生産 量と 市蓉供給量 に 限定 した 分析 に と どめ

る ｡

ラ
ー ツ ･ イ シ ュ ト ゲァ

- ン が 1 8 世紀末 か ら 1 9 世 紀初頭 ま で の 標本 を用 い て 算出 したデ

ブ レ ツ ェ ン の 庭葡 萄畑 の 葡 萄酒 生 産性 は ､ 平均庭 葡萄畑 1 カ バ
ー シ ュ あ た り葡 萄酒 1 3 . 8
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チ ェ ベ ル ( 5 7 9 ･1 2 リ ッ ト ル) ､ す なわち 1 h a あた り 4 6 .
9 1 リ ッ ト ル で あ っ た

1 0 5
o こ の 数値

を用い る と ､ す で に繰 り 返 し扱 っ て き た 1 7 7 0 年 の 調査か ら得 られ た 1 7 7 0 年 の 庭 葡萄畑総

面積 4 , 8 0 6 ･
5 0 カ バ

ー

シ ュ か ら は ､ 6 6 ,3 2 9 . 7 0 チ ェ ベ ル ( 2 ,7 8 3 ,8 5 7 .
5 1 リ ッ トル) の 葡萄酒が

生 産され得 た こ と に な る ｡

デブ レ ツ ェ ン 市 内 に お ける葡 萄 酒販 売 は ､ 次 章で 詳細す る よ う に ､
.
1 8 3 5 年 ま で 市 に よ

る 専売の 枠内で行 われ て い た ｡ そ の た め ､ 葡萄酒 生産者 ( 生産者 市民) に と っ て ､ 生産 し

た 葡 萄酒 は 市 に買 い 上 げられ る こ と で 居酒屋 ( 市場) に供給す る こ と が で きた
ユ0 6
o そ の た

め ､ 市居酒屋 - の 塵葡萄畑 で 生産 され た葡 萄酒 ( 庭葡萄酒 k e r ti b o r) の 畳 を用 い て ､ ( 土

地所有に 関す る と 同様 に ､ 少 なく と も) 庭葡 萄酒 に 限定 して ､ 葡萄酒生 産量 と 市場 ､ 自家

消費 ( 非市場供給) の 関係 に つ い て分析 す る こ と がで き る o

市営居酒 屋 の 帳簿 に 基づ い て デ ブ レ ツ ェ ン で 生産 された 庭葡萄酒 の 市場供給 量 を算出す

る こ と は ､ ふ た つ の 不確 定性 を含 ん で い る ｡ ひ と つ は ､ 1 7 7 0 年前後 の 市 に よ る葡萄酒 買

い 上 げ帳簿 が凍 されて い な い こ と ｡ 次 に 用 い る こ と が でき る の は ､ 市営居酒 屋会 計報 告審

で あ るが ､ こ れ
J

は 1 7 8 0 年代 ま で 価格帯 に よ る葡萄酒 の 区分は 用 い て い る が ､ 庭 葡萄酒 と

山葡 萄酒 と い う産 地 の 区 分を 明記 して お らず ､ 庭葡萄酒 の 居酒 屋 - の 供給 量 を確 定す る こ

と が 困難 で あ る と い う こ と で あ る o しか し ､ ひ と つ に ､ ( こ れも次 章 で 詳述 す る が) 1 7 7 4

年 の 葡 萄酒 買 い 上 げ規則 に よ り ､ 庭葡萄酒 の 買 い 上 げは 4 月 ま で しか 行 わな い と い う規定

が ある こ と を根拠 に す る と ､ 4 月 以前 に居酒 屋 主が 代 わ っ た こ と に よ り会計 報告 蓉に記載

され て い ない 種板 (価 格帯) の 葡 萄酒 ( そ れ ま で に買 い 上 げられ な か っ た 葡 萄酒) は 山葡

萄酒 で あ る と 判断 で き る こ と ､ 次 に ､ 1 7 8 0 年代以 降の 葡萄酒 買 い 上 げ帳簿お よ び 居 酒屋

会計報 告春 の 記述 に よ る と ､ 庭葡萄酒 は 市営 居酒屋 で 販売 され た も の の 最低 価格 と 2 番目

の 葡萄酒 で あ っ た と い う こ と な どを根 拠 と して ､ 庭葡 萄酒 の 市場供 給 量 を算出す る こ と が

で き る ｡ こ れ らの 根拠 をも と に算出 した 1 7 7 0 年か ら 1 7 7 2 年 と ､ 葡萄酒 買 い 上 げ帳簿 をも

と に確 定で き る 1 7 8 1 年 か ら 1 7 8 3 年
1 0 7
ま で の 庭 葡萄酒 市場供 給量 と ､

'

上 で 推計 した 1 7 7 0

年 の 庭葡萄酒 生産量 を基準 に 作成 した の が表 2
-

1 8 . で あ る 10 8 o

こ こ で 明 らか に なる の 壮 ､ 生産量 に た い す る 市の 買い 上 げ量 ( デ ブ レ ツ ェ ン 市場 - の 合

法的 な供 給量) が ､ 1 0 % 前後 に と どま っ て い る と い う こ と で あ る ｡ 自家消 費量 を算出す る

こ と が 不 可能 で あ り ､ 市外 - の 販 売 量も算定 で きず ､ ま た ､ こ の 時期 以降 にも庭葡萄畑 が

拡 大 して い る こ と な どか ら ､ これ をも っ て 供 給過剰 と判 断す る こ と は で き な い が ､ 庭葡萄

酒 は デブ レ ツ ェ ン 市場 - の 供給 の 余力 をか なり 有 して い た と考 え る こ と が で き る ｡ 穀物 と

葡 萄酒 の 生 産 とデ ブ レ ツ ェ ン 市費 の 関係 に 関 して ま と め る と ､ 穀物が 自由市 場 にお い て 需

要過 多､ 葡 萄酒 が 市専売 制を背景 と して供 給過 多で あ
■
る と い う図式 で あ る ｡

本 章の 分析 を踏ま え て ､ デ ブ レ ツ ェ ン 居住者 にと っ て の 土 地保 有 ･ 所 有 の 意 味は ､ 耕地

と葡萄畑 の 比 較を通 じて ､ 以下 の よう に ま と め る こ と が でき る ｡ 耕地 は ､ 土地所 有権 お よ

び 管理 権が 都 市 - の 帰属 ､ 数年 ご と の 割 り替えを基軸とす る 土 地 共同体 的用益形 態 が 1 7 7 0

年代 か ら徐 々 に解体されJ 質地 耕地を 中心 と した 耕地集積が 漸進 的に 生 じて い く ｡ 分配上

限 を伴 う家属 地耕 地と 耕 地料支払 い の 義務 を負 う質地耕地 と い う二 重 の 土地制度 は ､ 居住

者 の 広範な層 - の 耕 地 分 配 と 一 定 度の 耕地集 積 を可 能 に した が ､ 一 方 ､ 家属地耕地分配 に

お い て納税 額 あ る い は 屋敷 地 所有面積 が 基 準 と され ､ 質地耕地 に お い て 市民権保持 を前提
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と して保 有 面積 に比 例 した 耕地料 負担 を伴 っ た こ と は ､ 耕地保有 が ､ 市民 権の 有無お よ-び

階層 分化 と 強い 連 関を持 っ 要 因と な っ た o

逆 に ､ 個 人の 所有権が 属 す る葡 萄畑庭葡萄畑 は ､ 所有者 ､ 所有率 の 点 で 耕地保 有 に比 べ

居住者の よ り 狭 い 層 に及 ぶ に と ど ま る も めで あ っ た ｡ しか し ､ 所有者 の 構成 は ､ 市民権 の

有無 ､

一

市 内域 ･ 市外 域居 住の 差異が 耕地 保 有 に比 して 小 さく ､ また ､ 所有面積も納税額 ､

屋 敷 地所 有面積 - の 従属度 が 極 め て 低 か っ た ｡ 換 言す る と ､ 葡萄畑所有 は ､ 身分 的 ､ 階層

的 に横断的 な性 格 を有 して い た の で ある ｡

さらに ､ 生 産物 の 市場 と の 関係 に注 目す る と ､ 穀物 が需要 過多で あ っ た の に対 し､ 葡萄

酒 はデ ブ レ ツ ェ ン 市場 に 関 して は 極度 の 供 給過 多で あ っ た ｡ こ の デ ブ レ ツ ェ ン 市 場 - の 葡

萄酒供給 を限定 して い た の が ､ 市 に よ る専 売制度 で ある ｡ 次 章で ､ デ ブ レ ツ ェ ン の 葡萄酒

頗 売制度 を分析 す る こ と で ､ 居住 者お よ び 都市 に と っ て の 葡萄酒 の 社会 的役割 を明らか に

して い き た い ｡
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第 3 章 葡萄酒

第 1 節 葡萄酒専 売制 度

1 . 葡萄 酒専売 の 法的根 拠と 葡萄 酒監督官

皇国自由都市 に お け る葡衛酒 販売 は ､ 都 市 特権 と療按 に関連 して い 畠｡ そ の 駄 的根 拠 に

つ い て 1 8 1 3 年 にデ ブ レ ツ ェ ン 参事会 の 調 査委農 会 は ､ 大きく 1) 特権 ( p ri vil e g i u m o k) ､

2) 国王 勅令 ( K i r aly i D ip l o m 良k) ､ 3) 法律 ( T 6 rv i n y e k) の 3 範暗に ま と めて い る
1 09
o

都市 の 特権は ､ 王 国自由都 市 ､ 市場 町 の 差 異 に 関わらず ､ 都市 に与 え られ た諸権利 の 練

体 か らなる が ､ 葡萄酒に 関 わる の は ､ 国王 小 特権 の 行使 権( i u r a r e g ali a m i n o r a , ki ralyi k i s eb b

h a s z o n v i t el ek) と 呼 ばれ るも の で ある o これ ほ ､ 鉱 山や貨 幣鋳 造な どの 国 王 大特権 (itlr a

r e g ali a m ai o r a , k i ral yi n a g y o b b h a s z o n v it el e k) が 国王 に 属 した の に対 し て ､ 所領 宛行 に伴 っ

て 領主権に 属 した ｡ 都市 に 対 して は ､ 都市特許 状 に記 載され る こ と で 特権 の 一 部を 形成す

る こ と に な っ た o 国王 小 特権の 内容は ､ 主 に 以下 の よう なも の で あ る ｡ 1) 酒類 販売 ･ 居

酒 屋経営権 ､ 2) 家な し廉か らの 徴 税権 ､ 3) 食 肉屠殺 ･ 販売権 ､ 4) 粉挽場経 営権 ､ 5) 漁

掛 橋 ､ 6) 店舗 賃貸料 徴 収権 ､ 7) 蒸留酒製造 権 ､ 8) 煉瓦 製造権､ 9) 関税 徴収権 ､ 1 0) 定

期 市 開催 権
110
｡ こ れ らの 特権は ､ デ ブ レ ツ ェ ン に 限らず都市財政 の 最大 の 基盤 で あ っ た ｡

表 3 - 1
. は ､ 1 8 世紀 中期 の 王 国自由都市 にお ける都市歳入 に 古め る 国王 小 特 権の 割 合 を示

､

した もの で ある ｡ こ こ か ら明確 で あ る よう に ､ こ の 特権 か らの 収入 は 都市 に と っ て 駄 定的

な意義 を有 して い た ｡

次飾で デブ レ ツ ェ ン に 関 して み る よう に ､ こ れ らの 特権 の な か で さ ら に重 要な 要素 で あ

っ た の が葡 萄酒販 売権 で あ っ た ｡ 1 8 世紀 の デ ブ レ ツ ェ ン で は葡 萄酒願 売 に よ る収 入 は ､

歳入 全 体 の 2 0 か ら 4 5 % を 占 めて い た ｡

デ ブ レ ツ ェ ン で 葡 萄酒販 売権 が 都市 に属 して い た こ と が明らか に な る の は 1 4 7 6 年 か ら

で ある ｡ こ の 年 に ､ 当 時 の 領 主 か ら市 に こ の 特権が 授 与
■

され た こ と が記 録 され て い る
111
｡

1 8 1 3 年 の 市調 査委 員会 の 報告 書 に よ る と ､ そ の 後 ､ 1 5 8 8 年 に当 時 トラ ン シ ル ヴァ ニ テ侯

で あ っ た ル ドル フ か ら ､ 1 6 0 0 年 に は ハ ン ガ リ ー 王 と して の 彼 か ら市場 町 の 特権 を確 認 き

れ る過 程 で永常 され た ｡ さらに そ れ は 1 6 9 3 年 の 王 国自由都 市特権 授 与 に あた っ て 新 た に

獲得 され た
1 12
｡

国王 勅令 に よ る根 拠 と し て は ､ 1 6 9 1 年 に 発 せ られ た トラ ン シ ル ヴァ ニ ア 侯 国の 国制 を

維持 しつ つ ハ プ ス ブ ル ク の 宗 主権を認 め させ た レ オ ボ ル ト勅令 に よ っ て トラ ン シ ル ヴ ァ ニ

ア 侯 に よ る そ れ ま で の 特権授 与が継続され る こ と ､ そ の 後 も 1 7 4 1 年 ､ 1 7 9 1 年お よび 1 7 9 2

年 の 国王 勅令 に よ っ て も それ が 追認 され た こ と が述 べ られ て い る
1 1 3

o 法律 に よ るも の で は ､

1 6 1 3 年法律 第 9 号 な どで 葡萄酒 販売権が都市 に 帰属 す る こ とが 明記 され て い る こ と が根

拠 に挙 げられ て い る
1 1 4
o

こ の よ う に ､ デブ レ ツ ェ ン の 葡萄酒 販売 権は 王 国都 市特嘩獲得以前 か ら継続 して都 市

に 属 した と 思 われ る ｡ た だ ､ こ れ が次 に見 て いく よう な都 市 ( 参事会) に よ る 専売制 と い

う か た ち で行 われ た の が い つ か らか は 明確 に分か らな い. ｡ お そ らく 1 7 世紀に は確 立 して

い た も の と 言 える ｡

デ ブ レ ツ ェ ン の 葡 萄 酒 専 売 制 度 を 統括 し て い た の が ､ 葡 萄酒 監 督官 (i n s p e c t o r v i n i ,

B o r b i r6) で あ る o 1 8 世 紀初頭 か ら 2 名 が置 か れた o 彼 らは 1 7 5 0 年ま で は 参事 の 聞か ら ､
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そ の 後 は 1 名 が 市会負 か ら ､ もう 1 名が 市 民 の 間か ら任命 された ｡ 1 7 7 4 年 か らは そ の 上

に参 事 か ら任 命された 1 痛 の 葡 萄酒 首席監督 官 (S u p e r i n s p e ct o r v i n i , B o r f6 i n s p e c t o r) が

置 か れ た ｡ 市会員 監督官 は参事会 か ら直接 に 任命 され ､ 市民 監督官 は ､ 市会員監督 官 の 出

身街 区 の 地 理 的に 反対側 に位置す る街 区 か ら ､ 市民に よ る選 挙 に よ っ て 選 出 され た
11 5
｡

葡 萄酒販 売制度 全般 の 統括 は 2 名 の 監督 官に よ っ て 行 われ ､ 首席監督 官 は参事 会 を代表

して 彼 らか ら報告 を受 け る役割 で あ っ た o そ の 詳細 は 1 7 3 1 年お よ び 1 7 7 4 年 に発 せ られた

葡 萄酒 監督官規則 ( B o r l n s p e c t o r o k l n s t ru cti6j a) か ら明 らか に す る こ と が で きる ( 史 料 4

お よ び 5)
11 6
o そ の 職務 は 大き く 分 賛す る と 以下 の よ う に な る o 1) 葡 萄酒 繋 い 上 げの 実

施 ､ 2) 市 - の 葡衛酒 持 ち こ み の 監 視 ､ 管理 ､ 3) 居酒 屋 - の 葡 萄酒 の 納･晶 と売上 金 の 居酒

屋 主 か らの 徴 収 と 市庫 - の 納 入 ､ 4) 葡萄酒 の 品質管 理 ､ お よび 居酒 屋 の 監督 ､ 5) や み葡

萄酒 販 売の 取 り 締 ま り o

1) に 関 して は ､ 後 に 詳述 す る よ うな独 特 の 循 環 方式 で 市民 か ら葡萄酒 を買 い 上 げ た ｡

不 作 な ど に よ り 市民お よ び住 民 の 所有葡 萄酒 が 枯渇 した とき に限 っ て ､ 参事会 の 許 可 の も

と で 監督官 は 市外部 か ら仕入 れ る こ と が でき た ( 1 7 3 1 年 7 条 ､ 1 7 7 4 年 5 条) o 2) に 関 し

て は ､ 市の 居 住者 以外 は参 事会 の 許 可 を受 けた 個人 的消費用 の も の を 除 い て 市内域 に葡萄

酒 を持ち こ む こ と が禁 じら れて い た ( 1 7 3 1 年 1 8 条 ､ 1 7 7 4 年 S 条 1 3 項 ｡ ま た ､ 市 民 が 山

葡 萄 畑で 生 産 した 葡 萄酒 に 関 して は ､ 収穫 か ら新 年 ま で は 自らの 葡萄畑 で 生産 さ
■
れ た 旨の

証 明 を した う えで 自由 に 市に 持ち 込 む こ と が で き た が ､ そ の 後 は 監督官 の ち には 参事 会 へ

通 知 した 上 で 持ち こ む こ と が で き た ( 1 7 3 1 年 1 7 条 ､ 1 7 7 4 年 8 条 1 2 項) o 3) の 葡 萄酒 の

納 品 と売上 金 の 徴収 ､ 納 入 に 関 して は 1 7 7 4 年 に詳 細化 され ､ す べ て 監督官お よ び 居酒 屋

主 の そ れぞ れ の 帳 簿に 記 録 され た o
一

売上 金 は 1 5 日お き に 監督 官 に よ っ て 居酒屋 主 か ら徴

収 され ､ 市庫 に納 入 さ れ た ( 1 7 7 4 年 3 条 ､ 8 条 1 5 項) ｡ 年度末 に は ､ 参事会 に対 して 決算

報告 が 行 われ た ( 1 7 7 4 年 2 条) 0 4) の 葡萄酒 の 品質 管 理 に つ い て は ､ 良質 の 葡 萄酒 を買

い 上 げ､ 販 売さ せ る 義務 と とも に ( 1 7 3 1 年 2 条 ､ 1 7 7 4 年 6 条) ､ 買 い 上をヂ後 の 保存 に も棄

任 を負う こ と が記 され て い る ( 1 7 7 4 年 8 条 1 7 項) ｡ 最 後 に ､ 監督官 お よ び 市居酒屋 を介

さ な い 非合 法 の 葡 萄酒 販 売 ( v a k b o r m i r i s) を取 り 締 ま る こ とも ､ 市 の 特権 を侵害 す るも

の と して ､ 監督官 に よ っ て 厳格 に 取 り締 ま られ る こ と に な っ て い た ( 1 7 3 1 年 1 9 条 ､ 1 7 7 4

年 8 条 1 4 項) ｡

2 . 居 酒屋

次 に ､ 葡萄酒販 売が 実際 に行 われ る 居酒 屋 に つ い て 見て い く ｡ 市 に よ る専売制度 の 末端

と し て ､ 市内域 の 居酒屋 はす べ て 市 の 直営 で ､ 市有地 に建 て られ て い た ｡ 1 軒の 旅 篭を含

め て ､ 1 8 世紀末 に は 1 2 軒 ､ 1 9 世紀初頭 に は 1 3 軒が 市 内域にあ っ た o ヴ ァ
-

ラ ド通 り と

セ ン ト ･ ア ン ナ 通 り の 交 差点 に市 内域 唯
一

の 旅 篭 ｢ 白馬 ( F e h 6 r L 6 v e n d i g f o g a d 6) + が あ

り ､ ピ ア ツ通 り に カ ル ド シ ュ ハ
- ズ 居酒屋 と 市庁舎 居酒屋 が あ っ た ほ か は ､ ミ ク ロ

- シ ュ ､

ハ ト ヴァ ン ､ ツ ェ グ レ ー

ド ､ キ シ ュ
･ ヴ ァ

-

ラ ド+ ヴァ ル ガ ､ キ シ ュ ･ ペ - テ ル フ ィ ア ､

ナ ジ ･ ペ - テ ル フ ィ ア ､ メ シ ュ テ ル ､ チ ャ ボ
- の 各 主要通 り に ､ 通 り の 名 を冠 した 居酒屋

が 見 出された ｡ 蒸 留酒 も販 売 され て い た 白馬 旅篭 と カ ル ドシ ュ ハ
- ズ を 除く と ､ す べ て葡

萄酒 の み が 扱 われ ､ 別 に 1 軒 の ビ
ー ル 居酒 屋 と 2 軒 の 蒸 留酒 居酒屋 が 市 内域 に あ っ た o

市 内域 の 外 で は ､ 旅 篭 と 小 規模 な居酒 屋 が プ ス タ に 点在 した ｡ こ れ ら は ､ 1 8 世紀 半ば
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ま で は大 半が市 の 直営 で あ っ た が ､ そ の 後多く は 請負 に出 され ､ 葡萄酒 買い 上 げ か ら経営

ま で を市と 契約 した 請負 人 に よ っ て経 営さ れ た D プ ス タ の 旅篭 お よび 居酒 屋 は ･1 7 4 0 年 代

に は 3 軒 ( ホ ル トバ
ー ジ ュ

､
セ レ シ ュ ､ ラ

ー ト -

テ レ ク) ､ 1 7 7 0 年代 に は 7 軒 ( ニ ュ
ー

ラ

シ ュ
､
エ レ プ ､ チ ュ カ

ー シ ュ ､ ア
- ロ キ レ

ー

トと 上 記 3 軒) ､ 1 8 2 0 年代 に は 1 4 軒 ( 既出

に加 え て フ ェ ヘ ー

ル パ
ー

ラ
ー ニ ュ

､
ベ -

ガ
- ニ ュ

､
エ プ レ シ ュ ケ ノレト ､ ハ ラ

ー

プ ､ シ ヤ
ー

ヴオ シ ュ ク ー ト､ ル ダ シ ュ ､
バ ラ ク と増加 して い っ た o 1 8 2 0 年 に は そ の うち 9 軒が 請負

人 に よ っ て 運 営され て い た 0 年 間の 請負料iま旅 篭 ･ 居酒屋 に よ り 差が あり ､ 表 3
- 2 . の 通

り で あ る ｡

直営居酒屋 の 主 人 と販 売 の 実態 に 関 して は ､ 1 7 9 8 年 に 出された葡萄酒居酒 屋主 規則( B o r

c s ap la r o k l n s t ru c ti 6j a) に よ っ て 明 らか に す る こ と が で き る
1 1 7
o 居酒 屋 主 は ､ そ の 職務の

開始 に あた っ て ､ 市事記 と葡 萄酒 監督官 の 前 で 畳替 し ､ こ の 規則 を遵 守す る こ と お よ び 良

質 の 葡萄酒 の み を売 る こ と を義務付 けられ た o 規則 の 主 な点 は以 下の 通 り で あ る ｡ 居酒屋

主は ､ 監督 官 か ら納 品され た葡萄酒 に 関 して ､ 納 品 日 ､ 樽の 番 号と数量 ､ 完 売 日 と そ の 捲

か ら生 じた 純葡萄 酒 ( s zi n b o r) と 澱 ( s e p rG) の 量 ､ お よび 売 上 金額 を帳簿に 記 入 し ､ 葡

萄酒樽 は 入 荷順 に 澱 をくみ 出 した 状 態 で 店内 に運 び 込 み ､ 葡萄酒 1 種類 に つ き 1 樽 の み を

売り 創 こ据 える こ と が 義務付 けられ た ｡ 居酒 屋 内 - は ､ 水 および 居酒 屋 主自身 の 葡萄酒 の

持ち こ み が 厳重 に 禁 じ られ ､ 違反 した 場合 は 解聴 された o ま た ､ 泥 酔者 お よ び 窃盗 犯 歴者

(l o p まs r 6 l m e g j e g y z e tt s z e m 61 y) の 入 店 ､ 家畜や衣類 な どで の 支払 い が禁 じられ た o

居酒屋 主 の 任命方 法 に つ い て は ､ そ れ を知 る こ とが で き る 史料が 少 ない が ､ 先 に見 た葡

萄酒 監督 官規則 で ､ 居酒 屋 主 の 条 件 と して ｢ 滞納金 を弁 済する に十分 な屋 敷地 を所 有す る

か ､ 所 有 しな い 場合 に は 保証 人 を 立 て る こ と+ が 定 められ て い る こ と か ら ( 1 7 7 4 年 8 条 1 5

項) ､ 市 民権 を有す る こ とが 条 件で あ っ た も の で は な い こ と が 分か る o た だ ､ 1 8 2 0 年代に

展 開された 蒸 留酒 請負 を巡 る議 論 の 中で ､ 蒸 留酒販 売請負人 をデ ブ レ ツ ェ ン 市民 に 限定す
､

る こ とが参事 会 に よ っ て 強力 に主 張 され た こ と な どか ら考 え る と ､ 葡萄酒居酒 屋も ､ 少な

く と もデブ レ ツ ェ ン 居住者 に 限 られ た と 考 え られ る ｡ 実際 に ､ 居酒屋 の 売 り 場 で 販 売を行

っ た の が ､ 居酒屋 主 自身 ある い は そ の 奏で あ っ た か ､ 雇 い 人で あ っ た か は 定か で は な
■い が ､

居酒 屋で 起 こ っ た 犯 罪 の 証人 と して居酒 屋 主 が 喚問され る例 が ある こ と ､ ま た ､ 居酒 屋主

が ､ そ の 子 や 下僕 に つ い て 監督責任 を持 っ た こ と な どか ら- ､ 双 方 の 可 能嘩が あ る o

第 2 節 葡 萄酒 買 い 上 げ

1 . 買 い 上 げ制度

そ れ で は ､ 葡 萄酒 買 い 上 げ制度 に つ い て ､
1
詳 しく 見 て い き た い D す で に 触れ た よう に ､

葡萄酒 専売制 度 に つ い て は ､ 1 7 3 1 年 と 1 7 7 4 年 の 葡 萄酒 監督官規則 か ら明 らか に して い く

こ と がで き る ｡ 1 7 3 1 年 以前 の 制度 の 詳細 は 明 らか で ない が ､ 1 7 3 1 年 の 規制 は 1 7 7 4 年 の 規

則施行 ま で 有 効 で あ っ た とみ られ る o こ れ ら 2 ち の 規則 の 間 に は ､ 若 干 の しか し重要 な変

更点 が含 まれ て い る ｡ 1 7 7 4 年 の 規則 は ､ そ の 後＼ 1 7 9 4 年 ､ 1 7 9 7 年 に 神足修 正 が 行 われ ､

こ れ らは 1 8 3 3 年 ま で 維持 され た
11 8
o

デ ブ レ ツ ェ ン の 葡 萄酒 買 い 上 げ制 度の 基盤 は ､ 市民 権 の
一

部 と して の 葡萄酒 売却権 に あ

っ た ｡ 1 7 3 1 年 の 規 則 に よ る と ､ ｢ 山葡萄酒 ､ 庭葡 萄酒 に 関わ らず ､ 本市在住 の 市 民 (i tt l a k o s

c i v i s e k) ､ あ る い は こ れ ま で 市 民 相当 の 特 権 を 与 え られ て き た 者 ( a ki k e d d ig C iv ili s
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P r a e r o g ati v a v al il t e k) 以 外か らは 買 い 上 げず ､ 居 酒屋 に納 入 しな い こ と+ ( 1 7 3 1 年 5 条)

と規 定 され て い る ｡ こ こ で 述 べ られ て い る ｢ 市 民相当 の 特権を与 え られ て き た 者+ と は ､

カ ル ヴ ァ ン 派 の 説 教 師 (p r a e di k d t o r) ､ 詠 唱者 ( K a n t o r) ､ お よ び カ ル ヴ ァ ン 派 神 学校の 教

授 で あ る ｡ こ こ で 述 べ られて い る こ と は ､ 逆 に 言 え ば ､ 市民 権 ( あ る い は相 当 の 特権) を

有 さな い 者 ､ す なわち住民 や市 外域民 に は 葡萄酒 売却権が 与 え られ なか っ た と い う こ と で

ある ｡ こ う した ､ 市民 権 と葡萄酒 買 い 上 げ制度 ( あ る い は そ れ に基づ く 葡萄酒販 売制度全

舵) の 密接 な結び つ き は ､ 1 7 7 4 年 の 改正 に お い て も維持 され た ｡

繋 い 上 げられ る葡萄酒 の 真 の 基準 は ､ 納税 額 で あ っ た o 1 7 3 1 年規則 で は ､ 納税 額 1 フ

ォ リ ン トに つ き ､ 庭葡 萄 酒 o .
5 チ ェ ベ ル ､ 山葡萄酒 1 チ ェ ベ ル を買 い 上 げさせ る権利が各

市 民に 与 えられ た ( 1 7 3 1 年 8 条 ､ 1 1 条) o 1 7 7 4 年 規則 で は ､ 2 種類 の 葡萄酒 と も に 1 フ ォ

リ ン トあた り 1 チ ェ ベ ル と な っ た が ､ 5 0 チ ェ ベ ル の 上 限が設 けられた ( 1 7 了4 年 8 条) 0

1 7 3 1 年 規則 で は ､ こ の 納 税額を基 準と し た も の に加 え て ､ 役職 に 基 づ い て も 買 い 上 げ

畳 が割 り当 て られ た o す なわ ち ､ l 循環 ( 後 述) あた り ､ 首席判事お よび 護民官 は 山葡萄

酒 1 2 0 チ ェ ベ ル ､ 庭葡萄酒 3 0 チ ェ ベ ル ､ 参事 は そ れ ぞれ 1 0 0 ､ 2 0 ､ 市会員 は 5 0 ､ 1 5 ､ 市

財務官お よ び 市貯蔵 庫監督 官 2 5 ､ 1 0 ､ カ ル ド シ ュ ハ
- ズ お よび 市庁舎居酒屋 主 は 山葡萄

酒 に 限り 4 0 チ ェ ベ ル ､ そ の 他 の 居酒屋 主 は 山葡 萄酒 2 5 チ ェ ベ ル を買 い 上 げさせ る こ とが

で き た ｡ こ の 役 職 を基 準 と した 買 い 上 げ量 は ､ 1 7 7 0 年 の 役 職者数 ､ 居酒 屋 主数 を基
､

にす

る と 4 , 4 1 0 チ ェ ベ ル と な る が ､ これ は 同年 の 葡萄酒 買 い 上 げ量全 体の 2 7 . 6 2 % を占め ､ ま

た ､ こ の 年 の 最高納税 額が 1 1 8 フ ォ リ ン ト で あ っ た こ と も 踏ま える と ､ 葡 萄酒 買 い 上をヂ制

度 の 大 きな部 分 を占め る こ と に な っ た ｡ こ の 役職 者 の 葡 萄酒 買 い 上 げに あ た っ て の 特権 杜 ､

1 7 7 4 年 の 改正 で 廃 止 され ､ 逆 に葡萄酒 監督官 ( 彼 らは 同 時 に市会負お よび 市民 で あ る) ､

居酒 屋 主 ､ 葡 萄酒運搬 人 か らの 買 い 上古ヂが禁 止 され た ( 1 7 7 4 年 4 条) o こ の 変化 は ､ 次章

で 見 る よう に ､ 1 7 6 0 年代 未か らの 市民 らの 嘆願 ､ お よび 国王 委員 の括 動 に 由来 して い る o

葡萄酒 買 い 上をヂは ､ 循 環制 と 呼 び 得 る制 度 に よ っ て 運 営 され た ｡ 循 環 制 は ､ 屋 敷 地番号

に 従 っ て 順番 に 葡萄酒 を監督官 が 買 い 上 げて い く も の で ある ｡ 循環は ､ 庭 葡萄酒 と 山葡 萄

酒 の 新酒 ( dj b o r) と 舌酒 ( 6 b o r) が 個々 行 わ れ ､ 原則 的 に 庭葡萄酒 が 葡萄収 穫 終了 か ら

3 月 末 ま で ､ 山葡萄酒新酒 が 4 月 か ら葡萄収穣 開始 ま で 行 われ た ｡ 山葡 萄酒 古酒 は ､ 年間

を通 じて 行 われた ｡ ま た ､ 各街 区 の 1 地 区で 順番 が完結す る と ､ 対称街 区の 地 区 に順 番が

移 っ た o 1 7 7 4 年 規則 で の 表 現 に従 え ば ､ ｢ こ の 公 共 の 益 ( k 6 z h a s z o n) . を ､ 市 の 他 の 部分

に も よ り 早く及 ばせ ､ 幸福 な時期 の [ 収穫 か らく る] 利益 をひ と つ の 街 区が 他 の 街 区か ら

奪う こ と の なき よ う ､ す べ て の 街 区 は
- 回の [ 買 い 上 げの] 循 環 に つ き 1 地 区の み ､ あ る

い は [ 街 区 の] 5 分 の 1 の み が ､ そ の 後他 の 廟区も そ の う ち 1 地 区の み が利 益 に あずか る

こ と が で き る ｡ 葡萄酒 監 督官が 1 地 区に 関 して葡 萄酒 買い 上 げを終了 し た場 合 ､ 上 地 区の

街 区か ら下 地 区 の 街 区 へ 移 る こ と が 繰 り返 され る+ ( 1 7 7 4 年 規則 8 条 3 項) こ と に な っ て

い た ｡

こ れ に 従 い ､ 1 7 8 0 年 1 1 月 か ら 1 7 8 3 年 1 1 月 ま で の 3 年度 を例 にす る と ､ 循環 制 は以 下

の よう に 実行 され た ｡ 1 7 8 0 年 1 1 月 か らの 庭 葡 萄酒 買 い 上 げは ､ ツ ェ グ レ
ー

ド街 区第 2 地

区の 1 0 9 , 番 メ ッ ジ ュ シ ･ シ ヤ
ー ム エ ル か ら始 ま り ､ こ の 地 区が 完結 した あと ､ ペ - テ ル フ

ィ ア 街 区 第 2 地 区 ､ ヴ ァ ル ガ 街 区 第 2 地 区 ､ チ ャ ボ
一 街 区 第 2 地 区 ､ ピア ツ街 区第 2 地区

の 順 で 続 け られ ､ 次 に ハ ト ヴ ァ ン 街 区 か ら第 3 地 区 に移 り ､ そ の 後再 び ツ ェ グ レ ー

ド街区
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に戻 り第 3 地 区で 買 い 上 げが続 けられ た . こ の 年度 の 庭葡 萄酒 は 1 7 8 1 年 3 月 3 日 に ピ ア

ツ 街 区 第 5 地 区で 買 い 上 げを終 了 した Q 翌 年度 は ､ 1 7 8 1 年 1 1 月 に ハ ト ヴァ ン 街 区第 1 地

区 か ら始 め られ ､
ピ ア ツ街 区第 1 地区 で 終 了 ､ 翌 々 年度 は ､ 1 7 8 2 年 1 1 月 ハ トヴ ァ ン 街 区

第 2 地 区か ら ピ ア ツ 街 区第 2 地 区ま で循 環 した D 同様の 3 年 度 にお い て ､ 山葡萄酒 新酒 の

買い 上 げ循環 は ､
1 7 8 1 年 3 月 か らにチ ャ ボ 一 街 区 第 1 地 区か ら 始ま り 1 0 月 に ヴァ ル ガ街

区第 3 地 区 1 9 0 番 フ ォ ドル ･ ゲ ル ゲィ で 終 わり ､ 翌年 4 月 同街 区同地 区 1 9 8 番 ラ
ー

ツ ･ ヤ

ー ノ シ ュ か ら開始 され ､ 1 0 月 未 の ツ ユ ダ レ - ド街 区第 1 地 区 で 終了 ､ 翌 々 年 4 月 ペ
-

チ

ル フ ィ ア街 区第 1 地 区か ら開始 され ､ 1 0 月 に ヴァ ル ガ 街 区第 2 地 区 で 終 了 した
11 9
o こ の

よ う に ､ 庭葡 萄酒 と 山葡萄酒新酒 それ ぞ れ の 循 環 は ､ 2 年強 で 市 内全 街 区全地 区を
一

巡 し

て い た こ と に な る ｡

庭葡 萄酒 が 3 月 ま で に 買 い 上 げを終 了 された の は ､ これ が ｢ 長期 の 保 存 に耐 え 得ない た

め ( 1 7 7 4 年規則 7 条) + で あり ､ こ れが 完 売され た後 ､ よ り 良質 の 山葡萄酒 が居 酒屋 に弛

ん だ ｡ た だ し ､ ｢ 塵 葡萄酒 を通常飲 ま な い 者 に も酒類 が [ 居酒屋 にコ 備 え られ る べ き で あ

り ､ と りわ け旅 行者た ちの 大部分 は 白馬 旅 篭な らび に セ レ シ ュ 旅篭 に 宿 泊す る た め ､ 良質

の 適 切 な葡萄酒 に た い す る 帝要が あ る+ ( 1 7 7 4 年規則 プ 条) こ と か ら ､ 年 間を通 じて 買い

上 げられ た 山葡萄酒 古酒 は ､ 常 に ､ しか し
- 部 の 居酒屋 で 常時購 入 す る こ と が で き た Q

葡萄酒 売却 権 を他 の 市民 - 譲渡 す る こ と は 1 7 9 7 年の 規則補足 で 禁 じられた が
1 2 0
､ 葡萄

畑 を持 た な い 市民 が ､ 他 の 市民 か ら葡萄酒 を購入 した上 で 市 に 買い 上古ヂさせ る こ と は容課

され て い た
1 2 l
｡

2 . 葡萄酒 買 い 上 げ実 績

次 に ､ 葡萄酒 買 い 上 げの 実態 に つ い て み て い き た い o 表 3
- 3 . ､ 3

- 4 . ､ 3
- 5 . は 1 7 4 0 年 ､

1 7 8 1 年秋 か ら 翌 年秋 ､ 1 8 2 9 年秋 か ら翌 年秋 ま で の 葡 萄酒 買い 上古ヂ帳 簿 をもと に ま と めた

も の で ある o 上 で 見 た よう に ､ 庭 葡萄酒 と 山葡 萄酒 に個 々 買い 上 げ循 環 が 設 けられて い た

た め ､ 買 い 上 げ対象者 の 延 べ と実 質人数 にずれが 生 じて い る が ､ 1 7 8 ト8 2 年 に は ､ こ れ ら

2 つ の 循環 と 古酒 買 い 上 げ対象者 が 重複 しな か っ た た め延
べ 人数 と実 質 人数 が

一

致 して い

る o 買 い 上 げ対象 の 実質人数 は ､ 1 7 4 0 年 の 3 1 8 人 ､ 1 7 8 1
- 8 2 年 の 1 , 2 7 9 人 ､ 1 8 2 9

- 3 0 年

の 4 6 0 人 と大き な変 動が あ るが ､ こ れ は ､ 買い 上 げ対象者 あた り の 割 り 当 て 量の 大 小 によ

るも の で ある o 実質人 数 が最 も多 い 1 7 8 l
- 8 2 年 の 数値 を ( こ の 年 .

の 葡萄畑所有 を知 る 資

料 が な い た め) 前章 で 扱 っ た 1 7 7 0 年 の 家長数 ､ 塵 葡萄畑 所有者数 と 比 較す る と ､ 次 の こ

と が い える ｡ す な わち ､ 買い 上 げ対象 1 ,2 7 9 人 は 家長 4 ,8 7 3 人 の 2 6 . 2 5 % ､ 庭葡 萄酒 買い

上 げ対象者 4 3 6 人 は 庭葡 萄畑所有者 1 ,3 1 9 人 の 3 3 .0 6 % の み を占 め る ｡ これ は 前項 で 見た

よ う に 買 い 上 げ循 環 が 約 2 年半で
一

巡 した こ と と ほ ぼ対応 して い る ｡ 1 人 あた り の 平均買

い 上 げ額 は ､ 単価 の 低 い 庭葡萄酒 が山葡萄酒 よ り常 に 低く な っ て い る ｡ 庭葡 萄酒 お よ び 山

葡 萄酒 の 重複が な か っ た 1 7 8 1
- 8 2 年 で は全体 の 平均 買い 上 げ額 は 1 人 あた り 2 8 .2 6 フ ォ

リ ン ト で あ っ た の に対 し ､ 最 高で 庭 ､ 山新酒 ､ 山古酒 の 3 種 の 買 い 上 げ対象 者をも含 む 1 8 2 9

- 3 0 年 に は ､ 9 4 . 1 3 フ ォ リ ン トと高騰 して い る ｡

生産 と 買 い 上 げ の 関係 を よ り詳 細 に見 る た め に ､ ハ ト ヴ ァ ン 街 区 に お ける 1 8 1 9 年収積

分庭葡 萄酒 生産 量 と 買 い 上 げ量 に つ い て 作成 した の が 表 3
- 6 . で あ る ｡ 街 区 内の 庭葡 萄酒

生 産者 1 3 2 人 に対 して ､ 1 8 2 0 年 に 買 い 上 げ対象 と な っ た の は ､ 1 地 区 お よ び 2 地 区 の 計 7 4
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人 ( 5 6 . 0 6 % ) で ある o 買 い 上 げ畳の 庭葡萄酒生 産 量 に対す る 割合 は全 体 で 3 9 .
8 9 % ､ 買 い

上 げ対象者 に 限 定す る と 5 8 .5 6 % と な る ｡ 自家消費志 向畳が 不 明 で ある が ､ 全体 で 6 割強 ､

買 い 上 げ対象者 で も 4 割 強 の 葡 萄酒 が 売却 され ず に 生産者 の も と に残 っ た こ と に な る ｡ さ

ら に ､ 生 産量 と 納税 額基 づく 買 い 上 げ割 り当 て 量 の 不 均衡も見 られ る ｡ 例 え ば ､ 1 地 区 2

番 地に 住む パ プ ･ イ シ ュ ト ヴァ -

ン は生産 量 5 5 チ ェ ベ ル の うち 5 0 チ ェ ベ ル を買い 上 げさ

せ る こ と が で き た が ､ 3 5 番地 の パ ル タ ･

ヤ
ー ノ シ ュ は 2 5 0 チ 土 ベ ル の 生産 量 に 対 し ､ 4 1

チ ェ ベ ル の み が 葡萄酒 監 督官 を介 して 居酒 屋 に 買 い 上 げられ た o も ちろ ん ､ 買 い 上 捌原が

回 らなか っ た 3 ､ 4 ､ 5 地 区の 生 産者 は ､ 生産物 の す べ て の 売却可能性 を失 っ て い た の であ

る ｡

こ の よ うに ､ 市 民か らの 循環 制葡萄酒 買 い 上 げ制度 に基 づく 葡萄酒販 売 制度 は ､ 葡 萄酒

生 産者 と葡 萄酒生 産量 の
一

部 に 対 して の み 市場 - の 供給可 能性 を開く も の で あ っ た と い う

こ と が 明 らか に なる ｡

3 . 居酒 屋 経営 と都市 財政

本節で は ､ 居酒 屋 の 経 営 と そ れ に よ り 市庫に もた らされ る葡萄酒厳 売収 入 が 都 市財政 に

対 して 持 っ た 役割 に つ い て 見 て い き た い ｡

グラ フ 3 - 1 . は ､ 1 7 3 2 年 か ら 1 8 2 0 年 の 市内域居 酒屋 にお け る葡萄酒 の 売 上 量 ､ 売上 額､

粗利 額 ､ お よ び 1 チ ェ ベ ル あた り の 平均単価を表 した もの で あ る o 葡 萄酒 売 上 量 の 変動 は ､

お そ らく 生 産 量 の 変 動 を反 映 して い るも の と 思 われ る o 1 8 0 5 ､ 0 6 年 を例 外 と す る と ､ 売

上 量 の 増 減 に は 平均 単価 の 減増が 対 応 し ､ ,租利 額 は ほ ぼ
一

定 して 推移 して い る o 4 7 年 の

平 均粗利 率は 2 9 .5 % で ､ 大 き な変 動は な い ｡

葡萄酒 の 価格 帯 は ､ 1 7 3 4 ､ 3 5 年 に
一 種類 で あ っ た ほ か は ､ 通 常 3 - 6 種 ､ 1 8 0 5 年 と 1 8 0 6

年 には 1 3 ､ 1 2 種 と ､
一

般 的 に複 数存在 した 0 年 間 の 最低価 格は ､ 1 8 世 紀 は各 年 と も 3 か

ら 4 フ ォ リ ン ト ､ 1 8 0 6 年 に 6 .
2 5 ､ 1 8 2 0 年 に は 6 . 6 7 フ ォ リ

r

ン トと 上 昇 し て い く o
一 方 ､ 最

高価格 は 変動 が 大きく ､ 1 8 世 紀中 も数回 8 フ ォLi
) ン ト を上 回 り ､ 1 9 世紀初 頭 に は 1 8 0 5 年

に 1 2 .
5 ､ 1 8 0 6 年 2 0 ､ 1 8 2 0 年 に 1 5 フ ォ リ ン ト と 上 昇して い る o 居酒 屋 全体 で 最も 多く売

られた 価 格帯 は ､
一

般 的 に 中間価格 帯 の も の で あ っ た が ､ しば しば最高 価格 の も の で も あ

っ た ( グ ラ フ 3
-

2 .) o こ の 傾 向は ､ 葡萄酒 種類別 の 販売量 比 を示 した グラ フ 3
- 3

. か らも

見 る こ と が で き る が ､
一

般的 に ､ 山葡萄酒新酒 が 最 も消費 さ.れ た と 見 る こ と が で き る .

居酒屋 間 の 差 異 に 注目す る と ､ 1 7 8 0 / 8 1 年の 数値 に 関 して 作成 した グ ラ フ 3
- 4 . を見る

と ､ 市 内域 1 2 軒が 売 上 量 ､ 売 上 額 と もに 全体 の 9 0 % を 占め て い る ｡ 市 内域で は ､ ピ ア ツ

通 り の 中央 広蓉 ( 市場) に位 置す る カ ル ド シ ュ ハ
- ズ と市 庁舎居酒 屋 で 全 体の 3 0 % 前後

を占め ､ 次 に 中央 広場 か ら伸び る 2 つ の 通 り ( ハ ト ヴァ ン ､ チ ャ ボ
-

) に 位置す る 居酒屋

が 続 い て い る ｡ チ ェ ベ ル あた り の 平均単価 を比 較す る と ､ 全体 の 4 .
1 0 フ ォ リ ン トに 対 し

て ､ 最 も高 い 市庁 舎で 4 . 4 5 フ ォ リ ン ト ､ 白馬 旅 篭 が 4 . 4 1 フ ォ リ ン ト ､ カ ル ド シ ュ ハ
- ズ

が 4 . 3 4 フ ォ リ ン トと なり ､ 他 の 居酒屋 は 4
1
7 オ リ ン ト前後 で 差異 が 少 なく ､ 最 低 の キシ

ュ
･ ヴ ァ - ラ ド居酒屋 で 3 .

8 1 フ ォ リ ン ト ､ ミク ロ
- シ ュ 居酒 屋 で 3 . 8 3 フ ォ リ ン トで ある ｡

こ こ か ら ､ 市 の 中心 を除 い て ､ 通 り に よ る 消費傾 向の 差異 が ご く わ ずか で あ っ た こ と が分

か る ｡

次 に ､ 市 内最大 の 居酒 屋 で ある カ ル ドシ ュ ハ
- ズ に注 目 して ､ 居酒 屋経 営の 詳細 を見て
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み よう ( 表 3 - 7 .) o 収入 は い ずれ も葡 萄酒 売上 の み ( 1 7 6 0 年 は 3 種 の 葡 衛酒計 1 , 5 2 0 .
2 チ

ェ
ベ ル ､ 1 7 9 5 / 9 6 年 も 3 種 計 2 ,9 7 8 . 4 6 チ ェ ベ ル) で ､ 支 出の 大半 は葡 萄酒 の 仕 入 が占め

て い る o 居酒 屋主 給与 に は ､ 薪代 ､ 蝋燭代 ､ 食 器代 な ども含 ま れ る a 1 7 9 5 / 9 6 年 の 葡萄

酒 澱引 き取 り料は ､ 居酒 屋 で 生 じた 澱 の 一 部を ( 5 6 .
5 チ ェ ベ ル) を 市営蒸 留 所 に チ ェ ベ

ル あた り 1 . 2 5 フ ォ リ ン トで蒸 留酒 の 原料 と 七 て 引き取 らせ た もの で あ る o 葡萄酒 澱 か ら

生 産 され た 蒸 留酒 は ､ 1 S 世 紀 中 頃ま で デブ レ ツ 羊 ン の 蒸 留酒消 費の 大部分 を 占め て い た

が ､ 1 8 世紀末か ら市外 域で 生 産 された 果 実蒸 留酒 の 移入 が本格 化 した 結 果 ､ 葡 萄酒 澱蒸

留酒 の 消費 が激 減 した
1 2 2

D 葡萄酒 激 の 一 部 の み が引き 取 られた こ と ､ お よ び 引き 取り料が

発 生 した こ と は ､ こ の 蒸 留酒 消 費 の 変化 が背景 にあ る ｡ 1 7 6 0 年 に計 上 され て い る樽か ら

の 漏 出分 は ､ 売上 量 1 チ ェ ベ ル あた り o . o 3 チ ェ ペ ル で 計算され て い る ｡ 雑費は ､ 給与 に

含 ま れ る食券 や消耗 品 を除く 居酒 屋 の 備 品 ( 塘路 ､ 樽の 栓な ど) ､ 建物 の 修繕 ( 壁 の 塗装 ､

窓修 理 な ど) に あ て られ た ｡ 1 7 6 0 年 に記載 され た 特別 出費は ､ 市営居 酒屋 全体 に 関わ る

出費 で ､ 1 8 世 紀末 か ら は葡 萄酒 監 督官 出費 と して 別 項で 扱われ た が ､ そ れ ま で はカ ル ド

シ ュ ハ
-

ズ の 会計 で
一

括 して 処理 され た ｡ そ の 中心 と な っ た の が ､ 葡 萄酒運搬 人 に 関わる

も の で ､ 手 間賃 ( 1 7 6 0 年 に は 葡萄 酒 1 樽に つ き 3 ク ラ イ ツ ァ ー ル ､ 年 間合計 1 9 3 フ ォ リ

ン ト 4 0 .
5 ク ラ イ ツ ァ

ー ル) ､ 長靴 ､ 引き綱な どが 支払 われ た o 最終的 に 市庫 に 納入 さ れた

の は ､ 売上 額 の 2 割強 ( 1 7 6 0 年 は 2 2 . 9 7 % ､ 1 7 9 5 / 9 6 年 は 2 4 .2 7 % ) で あ る ｡

最後 に ､ 葡萄酒 販 売が 都 市歳入 に果 た した 役割 を確課 して お羊う o グ ラ フ 3
- 5 ･ は ､ 葡

萄酒 の ほ か に ビ ー ル 販 売 ､ 蒸留酒販 売 ､ お よび 国王 小 特権 の 請負 料に 関 して ､ 市 歳入 に 古

め る割合 を示 した も の で ある ｡

こ こ か ら 明 ら か に な る の は ,
.

酒 類 3 種 の 販売 に よ る収 入 が ､ 1 8 世紀 中頃 に は弊年 の 例

外 除 い て 6 0 % か ら 7 0 % を 占め 市歳入 の 圧倒 的な主 要 素と な っ て い た こ と で あ る ｡ そ の 中

で も葡 萄酒 販売 の 収入 は ､ 1 7 4 0 年 に 4 5 . 5 3 % ､ 1 7 7 0 年 に 4 0 . 7 4 % な ど ､ 最大 の 比 を 占め て

い る ｡ こ の 傾 向は ､ 1 8 世紀末 か ら 1 9 世 紀初頭 に か けて も ､ ( 第 5 章第 5 節 で 見 る よ うに)

国王 小 特 権 の 請負化 が 進 め られ る こ と に よ り ､ 請負料 の 比 率 が 増加 して い く が ､ 酒 類収入

の 重 要性 に は 変化 が な い o 1 8 1 0 年代後 半か ら ､ ビ ー ル と蒸 留酒 が請負 化 された ( 1 8 1 3 年

お よび 1 8 1 9 年) こ と に より酒 類 の 比 率 が激 減 した と とも に ､ 葡萄酒販 売 の 比 率も 1 8 2 0 /

2 1 年 に 6 .
5 5 % に な る な ど激減 して い る ｡ 1 7 7 0 年 の 葡萄 酒販 売収入 と 1 8 2 0 / 2 1 年 の それ

は 金額的 に は 変動 が な い が( 1 7 ,4 5 2 フ ォ リ ン ト 3 9 ク ライ ツ ァ
ー ル と 1 7 , 51 1 フ ォ リ ン ト 4 1 .8

ク ラ イ ツ ァ
ー ル) ､ 歳 入 全体 の 増大 と 平行 し て全 体 に 占め る比 が械 少 して い る ｡ 葡 萄酒 販

売 は ､ 次節 で 見 る よ う に 1 8 3 4 年か ら自由化 され ､ 葡萄酒販 売 か ら直接 市庫に 入 れ られ る

の は 葡萄 酒販 売税と葡 萄酒 関税 と な っ た
'
た め ､ 2 % か ら 3 % に激 減す る こ と に な っ た o し

か し､ 居 酒屋 請負料 な ど を含 む 請負料 と葡 萄酒 か らの 収入 を合 わ せ る と ､ 1 8 3 4 年 を は さ

ん で 大き な変化 は 見 られ な い ｡

第 4 節 葡萄酒市 民自 由販売 制 : 1 8 3 4 年か ち

葡萄酒販 売制度 の 根 本 的な変草 は ､ 1 8 3 3 年 の 決 定を経て 1 8 3 4 年 か ら導入 され た 市民 自

由販 売制 で ある ｡ こ れ は ､ 当初 3 年間 の 試 行 と して 導入 され ､ 2 年後 の 細部変 更を経て 本

格 導入 され た o こ の 制度 は ､ 革命 後 の 中 断を は さん で ､ 1 8 8 8 年 の 国家専売制 の 開始 ま で

半 世紀以 上 に わ た っ て デ ブ レ ツ ェ ン の 葡 萄酒販 売の 形態を成す こ と に な っ た
1 2 3

o
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こ の 制度 は ､ それ ま で の 市 に よ る 市民 の 葡 萄酒 買 い 上 げに基 づ く 専売 制を廃止 し､ ｢ す
べ て の 市 民 に ､ 規 定 の 税 を納入 す る こ と に よ っ て ､ 年 間を通 じ て ､ あら ゆる種類 の 葡 萄酒
を自由 に 自 らの 家屋 で 販 売す る こ と ､ あ る い は他 の 市民 の 家屋 で 販売 させ る こ と を認 め る
( e n g e d 6 dj 6 n m eg m i n d e n P o lg丘r n a k , h o g y b i z o n y o s m e g h at丘r o z a n d 6 T a x早 m ell e t t a m a g a
H 丘z a n 且i e g e s z E s zt e n d 6 n n Alt al mi n d e n fil e b o r t s z ab a d o n m i r h e s s e n , v a g y m a s P o lg a r T a r s a

′

H a z a n al m i r e t h e s s e n ) + と い う も の
`

で あ っ た ｡ 同時 に ､ 市営居酒 屋 の 請負 化も決 定 され た
12 4
o 葡萄酒 販 売税 ( b o r m i r i s i T a x a) . に加 え て ､ 市域 外 で 生 産 されT= 葡萄酒 に対 して 葡萄
酒 関税 ( A c c i s a) が 導 入 され た o 1 8 3 6 年 に試 行 期 間中 の 経 験 を踏ま え て 最終的 に 決定 さ
れ た ､ 市民 自由販売 制 は次 の よう に ま と め る こ と が で き る

12 5

o

1) 葡萄酒販 売権 : デ ブ レ ツ ェ ン の 市民 権保持者 臥 葡萄酒 販売 税を支 払う こ と で 権利
を得る o 非市民 ( デ ブ レ ツ ェ ン住 民 を含む) は版 売権保 有市民 か ら下 請 けす る こ と が で き
る が ､ そ の 際 ､ 当該市 民 は版 売税 を規定 ど お り 支払 い ､ 下 請 け人は 権利 者に課 され た税 額
の 4 分 の 1 を市庫に 支 払う ｡

2) 葡 萄酒 販 売税 ‥ 販売税 額 は販 売 され る家屋 の 場所 と 規模 に よ っ て 5 等級 に分叛 され ､
第 1 等級 が 4 8 フ ォ リ ン ト ､ 第 2 等級 4 0 フ ォ リ ン ト ､ 第 3 等級 3 2 フサ リ ン ト､ 第 4 等級
2 4 フ ォ リ ン ト ､ 第 5 等級 1 6 フ ォ リ ン トと 規定 され た . 税 額 は ､ 1 8 3 8 年 に そ れぞれ 5 0 ､ 4 0 ､
3 0 ､ 2 0 ､ 1 0 フ ォ リ ン ト に変 更 され た

12 6

o 通 年 の 葡 萄酒 販 売 を希望 しな い 者杜 ､ 半年 単位
で 権利 を得 る こ と が で き ､ そ の 場合 ､ 規定 の 販 売税 の 半分 を納入 した 0

3) 等級 分類 : 葡 萄酒 版 売 の 立 地に 基づ く 等級分類 は以 下 の 通 り で ある ｡ 第 1 等級 : ど

ア ツ通 り ､ 第 2 等 級 : ピア ツ 通 り の 小 規模 家屋 ､ 主要通 り ( - トヴァ ン ､ メ シ ュ テ ル ､ ペ
ー

テ ル フ ィ ア ､ チ ャ ボ
-

､ ツ ェ グ レ ー

ド ､ ア ン ナ ､ ヴ ァ ル ガ ､ ヴ ァ -

ラ ド､ ミク ロ
- シ ュ

､

ネ -

メ ト通 り) の ピ ア ツ 通 り に近 い 家屋 ､ 第 3 等級 : 主 要通 り の そ の 他 の 部分 ､ ネ - メ ト

通 り の 市堀 周辺 ､ お よ び ナ ジ ク ー

イ 通 り と キ シ ュ ウ -

イ 通 り ､ 第 4 等級 : ピ ア ツ 通 り に近
い そ の 他 の 小 規模 な通 り ､ お よ び 市外域 ､ 第 5 等級 : そ の 他 の 小 規模 な通 り ､ 小 道 ｡
4) 葡萄酒 関税 ‥ 市域 外で 生産 され た葡萄酒 を市 内 に持 ち こ む際? 関税 は ､ デ ブ レ ツ ェ

ン の 市民 お よ び 住 民が 自ら の 保有 葡萄畑 で 生産 した 葡萄酒 は ､ 1 旧 チ ェ ベ ル (2 チ ェ ベ ル)

に つ き 2 ク ラ イ ツ ァ ー ル ( 3 0 分 の 1 フ ォ リ ン ト) ､ デ ブ レ ツ ェ ン 居住者以外 が持 ち こ む 場

合 ､ お よ び 居住者が 他 の 生 産者 か ら購 入 した 上 で 持 ち こ む 場合 は ､ 6 ク ラ イ ツ ァ ー

ル の 関

税 を義務付 け られ た ｡ た だ し ､ 貴族 は ､ デ ブ レ ツ ェ ン の 市民権保持 ､ 非保持を問 わず ､ 自

家消費用葡 萄酒 を非課税 で 持 ち込 む こ と が で き た ｡

5) 営業時 間な ど : 葡 萄酒販 売家屋 は ､ 夏季 は 夜 1 1 暗 ま で ､ 冬季 は 夜 1 0 時ま で 営業す

る こ と が で き ､ 市 内 に 2 0 0 人 ほ ど い た と され る ロ マ 楽 師に よ る 演奏は 夜 1 0 時ま で 行う こ

と が でき た o ま た ､ 葡萄酒 以外 の 酒類 を販 売す る こ と は で き な い が ､ 調 理 した食事 を 出す
こ と が で き た o 娼 婦 ( f e h i r s z e m ily) を置 く こ と ､ 学生 ､ 生 徒 を入 店 させ る こ と は禁 じら

れ
■
た ｡

6) 闇葡 萄酒 : 自 由販 売制 の 導入 に よ っ て葡 萄酒 の 非 合法販 売の 概念 は ､ 販売税納 入 に

よ っ て 販 売 権 を得 て い な い 者 に よ る販売 に 変化 した が ､ 罰則規 定は ､ 葡 萄酒 の 没収 と と も

に 1 回 目 が 5 0 フ ォ リ ン ト､ 2 回 目が 1 0 0 フ ォ リ ン ト ､ 3 回 目 は 1 5 0 フ ォ リ ン トの 罰 金 と強

化 され ､ そ の 後 は体刑 に 処す る こ とが 規定 され ､ それ ま で の 市 か らの 追放 は廃止 され た ｡

こ の 制 度改革 に よ っ て ､ 市民 ､ 非市民 を 問わ ず ､ 葡 萄酒販売権保持者 を介 して ､ 自らが
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生産 した も の ､ 購入 し た もの に 関わ らず ､ 葡萄酒 をデ ブ レ ツ ェ ン 市 内で 売却す る こ と が 可

能 に
-

な っ た の で あ る ｡ 葡萄 酒販売 権を獲得 した 者 は ､ 1 8 3 8 年 に 1 2 2 人 ､ 1 8 4 1 年 1 9 0 人 ､ 1 8 4 6

年 に は 2 1 3 人 と増加 し て い っ た
1 2 7

o 1 8 4 1 年 の 葡 萄酒 販売 人 の街 区と 等級 は表 3 -

令. に示 し

た o 全体 で 1 9 0 人 の 葡 萄酒版 売人 の 街 区別 分布 に注 目 す る と ､ 6 街 区 に
.
ほぼ均等 に存在 し

た ニ

ー

とが わか る o - 方 ､ 等級別 で は ､ 第 3 お よ び第 4 等 級 に全 体 の 8 2 . 1 1 % と 集中 して い

る ｡ こ の こ と は ､ 市民 に よ る葡萄酒販 売が ､ 市 の 商業的 中心 で ある ピア ツ 通 り か ら比 鮫的

距離が ある 中規模 の 通 りで お も に 営まれ た と見 る こ と が でき る ｡ 残 念なが ら ､ これ ら葡萄

酒販 売人 の 経 営 を知 る こ と がで き る 史料 が 残 さ れ て い な い た め ､ こ の 改革に よ っ て ､ 葡萄

酒供 給 と消費 の 構造 が い か に変化 した か を知 る こ と は で き ない ｡ た だ ､ 改革の各 日 で あ っ

た 都市財 政 の 健 全化 - の 影 響を見 る と ､ 自由化 前 の 1 0 年 間 ( 1 8 2 4 - 1 8 3 4 年) に葡萄酒販

売 に よ っ て 市 庫 に 入 っ た の は 1 年平均 1 0 , 9 0 2 フ ォ リ ン ト 3 3 ク ラ イ ツ ァ ー ル で あ っ た の に

対 し ､ 自由化 後 の 1 8 3 4 / 3 5 年 ､ 1 8 3 5 / 3 6 年 に は ､ 葡 萄酒販売税 ､ 葡萄酒 関税 ､ 居酒屋 請

負料の 合 計で そ れ ぞ れ ､ 1 2 , 9 1 5 フ ォ リ ン ト 4 5 タラ イ ツ ァ ー ル ､ 8 , 6 9 3 フ ォ リ ン ト 5 タ ラ

イ ツ ァ
ー ル と な り

. ､ 年度 内 に納入 され な か っ た滞 納金 を含 め る と そ れぞ れ 1 4 , 3 8 0 ､ 1 4 ,5 2 8

フ ォ リ ン ト と微 増 して い る 1 2 8 o 葡 萄酒販 売税 お よ び 請負 料 の 合計 が 市歳入 に 古め る 割合も ､

前節で 確落 した よう に ､ 大き な変 動 を示 し て い な い . こ の こ とか ら ､ 葡萄酒販売 自由化は ､

都 市財政 - の 彫 響は わずか なも の で あ っ た こ と がわか る ｡ こ の 葡萄酒販 売制度 改革の 財政

上 で は なく ､ 政治 構造 上 の ､ そ して ｢ 市民+ 意識 の 形成過 程に お い て 大き な意 味 を持 つ も

の で あ る が ､ こ れ は 次 章 以降の 課 題 で ある o

1 8 3 4 年 ま で デ ブ レ ツ ェ ン の 葡 萄酒販売 は ､ 市 民か ら の 買 い 上 げに基 づ き ､ 参事会 お よ

び葡 萄酒監督官 が 管理 す る 専売制 に よ っ て 行 わ れて い た ｡ す なわち ､ 市民 権 の 有 無 ､ 居住

地 の い か ん に 関わ らず ､ 市 に よ る 買 い 上 げ を経ず に ､ デ ブ レ ツ ェ ン の 市蓉 ･ 居酒 屋 に葡萄

酒 を供 給す る こ と は で き なか っ た の で ある ｡ 葡萄酒 買 い 上 げは ､ 屋敷 地 の 順番 に 沿 っ て 行

われ る循 環制 に よ り 行 わ れ ､ 買 い 上 げ量は 納税 額 をも と に決定 され た 8 そ の た め ､ 葡 萄酒

の 売却可 能性 は ､ 市民権 保持者 に 限 定され ､ 市 民 権 を持た な い 市 内域住 民や市外域 民 ､ ま

た 外部者 が こ こ か ら排 除 され た ｡ ま た ､ 市民 権保 持者 で あ っ て も ､ 循環制 の た め に 痘 年売

却権 が得 られ るわ けで は な く ､ 買 い 上 げ量が納税額 に基 づ い たた め に ､ 生 産 した 葡萄酒 の

市場供給 可能性 は 極 めて 限定 され たも の で あ っ た ｡ 逆 に ､ 都 市 に と っ て は ､ 葡 萄酒販 売は

都市 特権 の 構 成 要素 を成 した ほ か ､ 1 8 世紀 を通 じて 葡 萄 酒販売 に よる 収 入 は 都 市財政の

最 も重要 な要素 で あ っ た o

デ ブ レ ツ ェ ン の 葡 萄酒販 売制度 にお ける こ れ らの 特徴 は ､ 居 住者 と都 市に こ の 制度 に対

して 対称 的な対応 を取 らせ る こ と に なる ｡ デブ レ ツ ェ ン の 居住者 に と っ て は ､ 階層 ･ 身分

横 断的 に所 有され る葡 萄畑 か らの 生 産物 の 供 給可能 性 を制 限す る こ の 制度 - の 反 発 は ､ 市

民権 の 有無 ､ 貧 富 の 差異 を越 え た ｢ 市民+ の 範噂を政給 的主体と して 出現 させ る 背景を成

した D 逆 に都 市 に と っ て は ､ 1 8 1 0 年 代に 葡萄酒 販 売 に よ る収入 が市歳入 に 占 め る割 合が

激減 して も ､ 他 の 国王 小 特権行使 が 請負化 され る なか で ､ 葡萄酒 専売制度 の 推持 を都市特

権 の 維 持 の 象 徴 と して 堅 持 し よう とす る の で あ る ｡ こ の 葡 萄酒販 売権問題 の 政治化 の 過程

と そ の 展 開は ､
1
1 8 世紀 か ら 1 9 世紀前 半に か け て の ､ デ ブ レ ツ ェ ン の 政治的諸 主体の 配置

の 変化 と 平行 し つ つ ､ そ の 変化 の 要因と も な っ た ｡ こ の 問題 に つ い て ､ 第 4 章お よび 第 5

4 0



牽で 扱 っ て い き た い o
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第 4 章 政 治的諸 主 体と葡萄 酒販売権 問題

第 1 節 参事 会 と市 会 : 1 8 世紀前 半

当
.
該 時期 す なわ ち 1 8 世紀 か ら 1 9 世紀前 半 に お ける デブ レ ツ ェ ン の 政治 的諸 主体 とそ の

相互 の 関係 に つ い て 見 て い く と き ､ そ の 基本 軸 と な る の は ､ 第 1 章 で概観 した権 力構造の

頂点 に あ っ た 参 事会 と そ の 他 の 政治 的主体 と の 関係 で ある ｡ こ こ で 参事 会 と の 関係 に注目

して 政治 的主体 と して 考察 す るの は ､ 市会 ､ 王 国､ そ して ｢ 市民+ で あ る D こ れ らは ､ そ

の 存在 ､ 役割 ､ 相 互 の 関係性 を 1 世紀半 の 間 に変化 させ なが ら ､ デ ブ レ ツ ェ シの 政治生括

に お い て 主体 と して機 能 した o

デ ブ レ ツ テ ン の 市 政 の 基本 的な主体 は ､ 参事 会 と ならん で 市会 で あ る ｡ すで に触れ た よ

うに ､ 市会 は ､ 街 区 ご と に 選 出され た終 身 の 市会農 5 0 人強 に よ っ て 構成され ､ 護民 官 を

長 と す る組織 で あ る ｡ 形式 的 には 参事 と 首席判 事 の 選 出を行 う こ と に な っ て い た が ､ 候補

を参事 会 が指 渇 した た め ､ 実質的 に は参 事 会 に よ る 互 選 に正 統性 を付 与 す る機関に過 ぎず ､

ま た ､ 参事会 に集 中 し た立 法 ･ 行 政 ･ 司 法権 - の 関与も極 め て 限定 され た も の で あ っ た ｡

しか し､ 市 会 の 独 自性 の 模索が ､ 1 7 世紀 末 か ら数 回確認 され て い る ｡ 1 6 9 4 年 の 市会改

編 か ら 2 年後 に 市会 は ､ そ の 権 限を強化 す る こ と を参事 会 に提言 して い る ｡ 1 6 9 9 年8
.

こ は

独 自会合 を開く が ､ こ れ に対 し参 事会 は 強硬 に 反発 した
1 29
o ま た ､ 1 7 0 5 年 7 月 に は ､ ｢ 参

事会 - の 従属 と恭 順 を損ね た ( M a gi s t r a t u st o l v a1 6 fiig g i s t , e n g e d el m e s s i g e t e x c u ti alt a) + た

め に市 会員 の 1 人 が 市会 か ら退歩され
13 0

､
右の 後も 参事会 は 市会員 を選 挙 に よ っ て で はな

く 直接任命 す る こ と に よ っ て ､ 市会 の 独 自性 強化 に 対抗して い る D

1 8 世紀前 半 に 市会 が 参事会 に軒して 市政 - の 具体 的な 関与 を 試み た の は ､ 1 7 21 年 で あ

る ｡ こ の 年 の 1 月 ､ 市 会は 参 事会 に 対 して 以下 の よ うな 7 項目 の 意 見書を提 出 した
13 1
o 1)

市 の 居酒 屋 は 公 共 の も の で あ り ( k 6 z 6 n s 6 g e s e k ) ､ そ の 利 益 は
一

般 の 貧 民 ( k 6 z 6 n s ig e s

s z e g i n y s i g) に も及 ぶ べ き で ある o そ の た め ､ 葡 萄酒 監督 官 は不正 を行 わず ､
T 1 0 人 ､ 2 0

人あ る い は 2 人 ､ 3 人 に対 して で は なく ､ 全 て の 者 に奉仕す べ き こ と ( E o g y n e r n ti z n e k

h 血s z n a k k 6 tt 6 n e k h a r o m n ak , h a n e m m i n d e n e k s z ol g Ally a n a k) + o 2) 市庫金 の 横領 を防止 す る

た め ､ 帳簿 作成 を徹底 する こ と ｡ 3) 市 - の 運搬役 は貧 民を困窮 さ草ない ぬ よ う ､ 公 共 の

益 ( k 6 z 6 n s 6 g e s j 6) に か な う よ う行 われ る べ き こ と o 4) 耕地 分配 は 特 定 の 者 に 必 要以 上

の 耕地 が 割 り 当て られ な い よう遂 行され る べ き こ と ｡ 5) 市 の 慣習 法 は成文化 され る べ き

こ と ( A N e m e s V a r o s r i gi S t a ttltll mi allit t a s s an a k e1 6) a 6) 駐留す る軍将 校 娃旅篭 に宿 泊さ

せ ､ 住民 に負担 をか け させ な い こ と o 7) 市庫滞納 金は ､ 迅 速 に納入 され る べ き こ と ｡

こ の 意 見書がそ の 後 い か に処理 され た の か は 不 明 で ある が ､ 参事 会議 事録 に記載され た

こ と か ら ､ な ん ら か の 検討 が 行われ たと 思 われ る ｡ こ れ か ら明らか に な るの は ､ 市会が ､

市財 政管理 か ら法令 の 形態 ､ 運搬役 ､ 耕 地分配 か ら軍宿営に つ い て まで の 幅広 い 問題 に 関

与す る意 図をも っ て お り ､ ま た そ れ が ｢ 公 共 の 益+ お よ び ｢ 貧民+ の 保護を各日 に発せ ら

れ て い る こ と で あ る ｡ ま た ､ 本研 究の 関心 か ら興味深 い の は ､ 第 1 点 目に 置か れ ､ 最も詳

細 に 言及 され て い る の が ､ 葡萄酒販売 の 問題 で あ っ た と い う こ と で あ る ｡

1 7 2 1 年 の 市会 の 意見 書 で は ､ 市 会が 具 体的 に い か に機能 する か に つ い て の 方 向性 は明

らか で は な く ､ 個 々 の 問題 に 言及 して い る に 留 ま っ て い る ｡ そ れ に対 して ､ 1 7 4 0 年 ､ デ

ブ レ ツ ェ ン に べ ス トが 流行 す るな か で 開か れ た 1 月 1 日 の 参事会と の 合 同会合 で 市会 は新
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た な意 見審 を提 出 して い る が ､ そ こ で は 論調 の 変化 を確熱す る こ と が で きる o そ の 内容 は

以下 の 6 点 で ある
13 2
o 1) 特許状 お よ び 依命 を ､ 年 4 回な い し少なく と も 2 臥 参事会お

よ び 市会 の 会合 で 読み 上 げ る こ と ｡ 2) ｢ 四 半年 ごと 年 に 4 臥 市会を召集す る権 限を護民

官 に 与 え ､ 参事会 か ら独 自 の 会合 を行 う こ と が で き る べ き こ と ( L i gj e n f a c tll t a s a F B r m e n d e r

u r n a k , h o gj a N I C o m m u n ita s t e s z t e n d 6 n k i n t n占gj S Z e r a 4 K a n t o r s z e ri n t , 6 s z v e gj &jt h e s s e , h o gj

ki v d n t atik , i s 6 K gl m e k a T . N . T a n 畠c st tll m a g丘n o s g y 色1 i s t t a r th a s s a n a k ) + o 3) 市会点 か らの

葡萄 酒 買 い 上 げは ､ 参 事か ら の 買 い 上 げ に引 き 続い て行 われ る べ き こ と 1
3 3

o 4) 市 の 森か

ら柴 を切り 出す際 ､ そ の うちか ら参事が 割 り 当 て を受 け る の で あれ ば ､ 市会点 も 同様 に 受

け る べ き こ と ｡ 5) 上 地 区か らは ､ 下 地 区よ り 少数 の 市 会員 が 出され て い る た め ､ 耕地 分

配 は それ に比 例 して 行 われ る べ き こ と o 6) 何 らか の 使節 と して 2 名 が指各され る場合 ､ 1

人 は 参事 会 ､ もう 1 人は 市会 か ら出 され る べ き こ と ｡

こ れ ら の 諸 点の なか で 注 目す べ き で ある の は ､ 2 点目 に挙 げられた 独 自会合 開催権要求

で あ る o こ の 要求 に対 して 参事 会 は 1 月 7 日 の 回答 で 次 の よ うに決 定 した o ｢ これ ま で も

市会 は ､ 参事会 に 通知 した 上 で ､ 護民 官 と とも に独 自 の 会 合を開く こ と が許 され て い た ｡

今後 も こ れ を禁 じ られ る こ と は なく ､ む しろ 推奨 され る ｡ た だ し参 事会 の 代表が 出席 した

上 で の こ と で ある ｡ ま た ､ 市会 は議事 を穏健 に 運 営 し､ 現在 の よ うな危機 的 な時期 に
13 4
私

た ちと の 間 で い か な る不 和 をも生 じさせ ず ､ 外部 の 者 に私 たち に つ い て 誤 っ た 見解 を抱か

せ な い よ うに 努 め な けれ ばな らな い 1 3 5 o + 1 7 世 紀末 の 試 み か ら半世紀 を 経 て ､ 市会 の 自立

が ま が り なり にも熟 め られ た の で あ る o た だ ､ 年 4 回に 限られ ､ 参事 の 出席 を必 要 と した

こ と ､ 議 題や 権限 に つ い て の 規定 が な い こ と な どか ら ､ 実際にそ の 自立 性 と市政 - の 影響

力 が 確保 され た と は青 い 得 な い で あろ う . そ れ を裏付 ける の は ､ 市会 の 独 自会合 で ( それ

が 実際 に 開催 され た と して) 議 事録 が 作成 され なか っ た こ と ､ また ､ 参 事会議事 録 にもそ

の 後 市会独 自会合 に つ い て の 言及 が な い こ と で あ る ｡ 1 7 4 0 年 の 市会 に よる独 自会合 要求

を参事会 が 容認 した の は ､
ペ ス ト流行 と い う非 常事態 を背景と した 一 時的 なも の で あ っ た

可 能 性 が あ る ｡

こ の 1 7 4 0 年の 意見 書 には ､ 1 7 2 1 年 の も の と 比 較 して もうひ と つ の 特徴 が ある ｡ 3 点目

か ら 5 点目 で主 張 され て い る の は ､ 市会員 の 特権 に 関 して で あり ､ そ れ
.
も参事 の 特権 に準

ず る こ と が 要求 され て い る の で あ る ｡ こ れ に対 して 参事会 は ｢ 市の 納税 者に 多大 な不 利益

と 損 失 を生 じさせ る ( a N . V A r o s C o n t ri b u e n s l a k o si n a k n ag y s e r el m 6 v el , 6 s h a t r a m a r a d丘sa v al

e s n i k m e g) + こ と を理由 に 要求 を却下 して い る
13 6

o こ こ で は ､ 1 9 年前 に市会 が 用 い た 論拠

が ､ 参 事会 に よ っ て使 われ て い る の で あ る o

1 8 世紀前 半に 数 度 に わ た っ て現 れ た独 自会 合 を め ぐる 市会 と参 事会 の 対 立 が ､ 最 終的

に 解消 され た と み られ る の は 1 7 5 0 年代 で ある o 1 7 5 1 年 の 勅令 に よ っ て ､ 護民官と 各種監

督 官 ( s 11b alt e r n 11 S) が 市会員 の 中か ら任 命 され る こ とが 汲 め られた の で ある
13 7
｡ こ れ に よ

つ て そ れ ま で 無給 で あ っ た 市会 員が ､ 轟年 1 0 数名 が順送 り で監督官職に就 く こ と に よ っ

て給 与 を得 る こ と に な っ た が ､ そ れ以 上 に ､ 財政 関係 の 市政 へ の 関与 が 制度 的 に確立 され

た こ と に こ の 改革 の 中 心 的な意 味が ある ｡ た だ ､ そ れ を市会 の 権 限強化 と して 捉 え る べ き

か に は疑 問が ある ｡ 確 か に ､ 1 8 世 紀後 半以降参 事会 は 市会 と の 合 同会 合 を恒常化 させ て

い る ｡ しか し ､ 監 督官 と して の 権 限 は任命 され た 個 々 の 市会員 に 限定 され ､ 市会 そ の も の

が 独 自会合 で の 議論 ､ 欽 定を通 じて ､ 市政 に 何 らか の 役割 を演 じる こ と が 可 能 に な っ た わ
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けで は なく ､ こ の 改革 は ､ む しろ 市会員が 参事会の 機能 に 吸収 され る こ と で ､ そ の 下 部執
行機関 と な っ た と捉 え る べ き で ある と 思 われ る ｡ 1 8 世紀前 半 の 市会 と 参事会 の 対立 の 消
滅 と ､ 前 者 の 後 者 - の 機能 的吸収 は ､ 前者 の 批判 力 ､ あ る い は 政治的主 体と して の 存在 の

消滅 を意 味 して い た の で あ る ｡

第 2 節 都市 と王 国 : 1 8 世紀 の 国王 委 員

監督官 - 市会農制 の 導入 に よ っ て 市政 - の 関与 が 制度化 され た市会 が 逆 に政 治的主体と
して の 存在 を失 っ た 1 8 世紀後 半 ､ デ ブ レ ツ ェ ン の 政治生活 に 主体 と して 現れ て き た の は ､

王 国と ｢ 市民+ で ある o

都市 と 王 国の 関係 ､ 特 に都 市 の 特権 ･ 自治 と 王 国の 介入 の 問題 は ､ ハ ン ガ リ ー 王 国で は ､

オ ス マ ン の 後退 と トラ ン シ ル ヴァ ニ ア侯 国 の 独 立 の 終鳶 に よ る カ ル パ チ ア 盆地 のノ､ ブ ス プ
ル ク 化 が 達成された 1 7 世紀後半 か ら発 生す る ｡ 1 6 8 6 年 に ハ プ ス ブ ル ク 軍 に よ っ て 古領 さ

れた 後 ､ 1 8 世紀 初 頭 ま で 財務局 の 直轄 下に あ っ た プダを は じめ ､ 王 国 自由都市 は 王 国の

直接 的 な影 響力行使 の 対象と な っ た 13 8 ｡ 王 国 に よ る 都市 の 支配 は ､ ポジ ョ ニ と カ ッ シ ヤ に

置 か れ た 財務局 ( ハ ン ガ リ ー 宮廷財 務局 M a g y a r U d v a ri K a m a r a と セ.
J < シ 財務 局 S z ep e si

K a m a r a) を通 じて 主 に 行 われ た o こ れ ら 2 つ の 財務局 は ､ 実務的 に は 地域 に よ っ て 担当

す る都市 を分 担 して い た が ､ 最終 的 には セ ペ シ財 務局 は - ン ガリ ー

財務 局 に属す る形 に な

つ て い た
1 3 9

｡ デ ブ レ ツ ェ ン は ､ 当初 北部 ハ ン ガ リ ー の 鉱山都市 な ど と とも にセ ペ シ 財務局
の 担当 に 属 し て い た が ､ 1 8 世 紀 後半か ら ハ ン ガ リ ー 財 務局 に 直接担当 され る よ うに な っ

た o 財務局 に よ る 都市 - の 介入 は ､ 各都 市 - の 国王 委員
∴
( k i ra ly i b i z t o s) の 派遣 と ､ 1 7 3 3

年以 降義 務化 され た 市財 政 の 決 算 目録 の 財 務局 - の 送 付と 財 務 局 に置 か れ た 都 市委員 会

( V a r o si B i z o t t s a g) に よ る そ の 監査 が 中心 で あ っ た o

国王 委 員 は ､ 当初 参事 会な ど の 都 市支 配 機 構 選出 の 監視 を 目 的と す る 委員 ( ti s z t 叫ta si

b i zt o s) の 派遣 を 中心 と し ､ こ れ は 王 国内で は 1 6 7 0 年か ら本格化 した
14 0
o デブ レ ツ ェ ン に

は ､ 王 国 自由都市特 権授与 の 翌 々 年 1 6 9 5 年 の 役職 改選 か ら､ ラ ー コ - ツ イ 戦争 な どに よ

る休止 を は さ ん で ､ 1 7 3 0 年 代 ま で こ の 形式 の 国王委員 が ほ ぼ轟年派 遣 された
14 1
. 役 職改

選 の 監視は ､ 都 市支 配層 の 掌握 と と もに プ ロ テ ス タ ン ト都市の カ トリ ッ ク化 が 目的と され

た ｡ 参事会 も市 会も カ ル ヴァ ン 派 の み で構 成 され て い た デブ レ ツ ェ ン で は ､ カ トリ ッ ク の

参 事を選 出す る と い う 国王 委員 の 試 みが 1 8 世紀前半 に繰 り 返 され る が ､ 参事会 の 反対 で

実現 しな か っ た ｡ 2 各 の カ トリ ッ ク参事 と 1 名 の カ トリ ッ ク 市会員 が ､ 勅令 に よ っ て任命

され る の は 1 7 5 5 年 に な っ て か らの こ と で あ る
1 4 2
o

定期 的 な国王 委員 の 派遣 は ､ 役 職改選 の み で は な く ､ 税制 ･ 財 政監査 ､ 住民調 査 ､ ある

い は 学校 制 度 の 調 査 ま で にお よ ぶ こ とも あ っ た が ､ 1 8 世紀 中期 ま で は ､ 委員自身 の デ ブ

レ ツ ェ ン 滞在期 間 が 短か っ た こ と もあり ､ 市政全般 に広が るも の で は なく ､ そ の 影 響力も

1 8 世紀 後期 以降と比 較す る と 弱 い もの で あ っ た ｡ 1 7 3 1 年 に派遣 され た ス タ ー ライ ･ イ ム

レ 国王 委 員 が ､ 執行 代 理 ( 色g y v i v 6) を置 く こ と に よ っ て 長期 に わ た っ て 影響力 を行 使 し

た の は例外 的 な事 例 で ある
1 4 3

o

こ う した 限定的 か つ 短 期的 な国王 委員 の 派遣 と そ れ を通 じて の 都市 - の 王 国の 介入 は ､

国王 委員 と い う形態 を 同様 に し つ つ も ､ マ リ ア - テ レ ジ ア 改革 を背景 に して 1 7 6 0 年代 か

ら内容 を変 化 させ て い っ た o マ リ ア - テ レ ジ ア に よ る 都市政策改革 は ､ 1 7 5 0 年代 に 進 め
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られ た か
-

ス トリア 世襲領 で の 改革 を踏ま え て ､
.
ハ ン ガ リ

ー

王 国で は 1 7 6 0 年代後 如 ゝら

本格 化 した
144
｡ 国王 の 意 向 を受 けて 国務省 (a ll m t a n 丘c s) が 1 7 7 0 年 に 作成し た指針 で ､ 国

王 委 員 は ､ 1) 法制 ､ 市 民権 と 居住者 ､ 教会 お よび 学校制度 (p u bli c Ⅶ m ) ､ 2) 政治 お よび

治 安 (p oliti c u m ) ､ 3) 司 法 (j u d i ci al e) ､ 4) 財 政 ､ 債 務 ･ 債権 ( o e c o p o m i c u m ) ､ 5) 商 工

業
'

( c o m m e r ci al e) の 諸 点 に つ い て詳 細 な調 査 を行 う こ と が 定 め られ た o こ の よう な新た

な任 務を帯 び た 国王 委員 は ､ 指針作成 段 階の 1 7 6 9 年 か ら諸都市 に 派遣 され て い っ た
1 4 5
o

デ ブ レ ツ ェ ン で は ､ 1 7 7 0 年 に 市 に到 着し た ヴ ェ -

チ ェ イ ･ ヨ ∵ ジ ェ フ 国 王 委員 が そ の 嘱

矢 で あ る ｡

1 7 7 0 年 の ヴ ュ ー

チ ェ イ 国王 委 員 の 任命 ･ 派 遣 の 前 年 ､ デ ブ レ ツ ェ ン の 居 住者か ら ､ 参

事会 を批 判す る 嘆願 音が複数国王 に提出 され た ｡ そ の うち 1 点 は 1 5 人 の 市民 の 署名 と ｢ そ

の 他 デブ レ ツ ェ ン の 受難 の 住民た ち ( a t6 b b D eb r e c z e n i s i r el m e s l a k o s s u k) + の轟 にお い て ､

ま た他 の l 点 は ｢ ア ノ ニ ム ス ( An o n y m u s) + と署 痛され て 出され た ｡ 前者 は ､ 参事 らに よ

る横領 な どの 不 正 を訴 え る こ とが 中 心 と な っ て い る が
14 6
､ 後者 は ､ 市財政 ､ 文専管理 体制

か ら酒難 販売 制度 ､ 耕 地 分配 制度 な ど に わた っ て 2 3 項 目 の 市政上 の 問題 を詳細 に列挙 し ､

批 判 して い る
14 7

o 前者の 主要 な主張 は ､ 参事 会 の 不正 を調査 す るT= め に 国王 委員 の 派 遣を

求 め るも の で あ っ た が ､ ハ ン ガ リ ー 王 国の 都市全 体に対す る 国王 委員 の 押遣が本 格化 した

と い う こ と を踏ま える と ､ こ の 嘆願 が直接 に ヴ ュ
エ

ー

チ ェ イ ･ ヨ - ジ ェ フ の 派遣 と 関係 した

か は明 らか で は な い o た だ ､ デ ブ レ ツ ェ ン で の ヴ ュ ー

チ ェ イ 国王 委員 の 活 動 は ､ そ こ で 触

れ られた 問題 に 関連 して 展 開され た ｡

ヴ ュ ー チ ェ イ
･ ヨ - ジ ェ フ は 1 7 7 0 年 8 月 か ら 1 7 7 2 年

`
1 2 月 ま で デブ レ ツ ェ ン に滞在 し､

翌 年急死 した が ､ こ れ が 恒常的な 国王 委員 の 市政 - の 関与 の 最 初 の 例 で ある ｡ 国王 委員 は ､

カ トリ ッ ク の 参事 2 名 と 書記 と と も に ､ 国王 委員会 (ki raly i b i z o tt s a g) を 設 けて 活動 した
14 8

o ヴ ュ
ー チ ェ イ の 精 勤 は ､ 居住者調 査 の 実 施 ､ 財 務 ､ 税制 ､ 国王 小 特権制 度 ､ 土 地用益

制度 な どの 実態把握 の た め に膨 大な資料 を ､ 市 に提 出させ る こ とカ; ら開始 された ｡ ヴ ュ ー

チ ェ イ と そ の 委員会 に よ っ て 進 め られた 資料 の 検討 は ､ 彼 の 急牢の た め に ､ 若 干 の 暫定的

な提 言 を行 う程度 で 中断 し､ 現状 把握 の た め に延期 され て い た 役職改選 も ､ 彼 の 在任 中 に

は行 われ る こ と は なか っ た ｡ 国王 委員 の 活 動 は ､ 1 7 7 3 年 4 月 の フ ォ ル ガ
-

チ ュ ･ ミ ク ロ

-

シ ュ の 派遣 に よ っ て 再 開され ､ 1 7 7 4 年 の 法整備 に よ っ て 完了する ｡ ヴ ュ ー

チ
.
ェ イ ､ フ

ォ ル ガ
-

チ エ の
一 連 の 国 王 委員 の 精勤期間 中 ､ 彼 らが扱 っ た 主題は 多岐 に わ た っ て い るが ､

大きく ま と め る と次 の 通 り で ある ｡

1) 居 住者把 握 : デ ブ レ ツ ェ ン の 全 家長 を対象 と した 財 産調 査 は ､ ヴ ニ ー

チ ェ イ の 派遣

直後 の 1 7 7 0 年 9 月 に実施 が 命令 され ､ 年 内に は 終 了 した . 本研 究の こ れ ま で の 各章 で 中

心 的に 用 い た 資料 は ､ こ の 調 査 の 結果で あ る
1 4 9
o こ れ ほ ､ そ の 後 の 施策の 基盤 とな る こ と

を意 図 した も の と 思 われ る ｡ こ れ と は別個 に ､ 同職組合 の 所属職人数
15 0

､ 宗派別人 口調査

15 1

も行 われ た ｡ 後 者 は ､ 1 7 世 紀末 か ら継続 して い た カ ト リ ッ ク の 居 住促進 を意 図 した も

の で ､ 1 7 7 4 年 に は フ ォ ル ガ - チ ュ に よ っ て そ の 旨の 南告 が 出された 15 2 ｡

2) 財 務 ･ 税 務監 査 : 市財 政 の 健 全化 を 目 的と して ､ 財 務 関係 の 資料 が 系統 だ っ て集 め

られ た
1 53
o 市 -

般 会計 の 決算報告書 が 1 7 6 5 年 ま で さ か の ぼ っ て 検討 され ､ 国王 委員活動

中 の 各年 の も の も順次提 出され た
15 4

o そ れ と 平行 し て ､ 市庫 - の 滞納金 ､ 債務 ･ 債権 ､ 役

職 者 - の 給与 に 関す る報 告書 も作成 され た
15 5

o ま た ､ 不 明瞭会計 に つ い て の 告発 が あ っ た
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市 営薬局お よ び 市 営印刷 所 に つ い て も ､ 1 7 6 5 年 か らの 決算報告 書が調査 され ､ 関係者 の

聴 取も行 われ た
15 6
o こ こで 行 われた 検討 は ､ 次 で 見 る よ う に市財 政 の 中心 で あ っ た 国王 小

特権運 営制度 の 検討 と 改革 に つ な が っ て い く ｡

国王 委員 の 関心 は ､ 都市支 配の 最小 単位 で あ り ､ 徴税機構で もあ る街 区 にも及 び ､ 1 7 6 6

年以 降の 街 区税徴収帳 簿 ､ 街 区決算報告書 が 検討 され た
1 5 7
｡ ま た ､ 王 国 - 収 められ る軍税

の 帳 簿も監査 され て い る 15 8 o

3) 国王 小 特権 : 前 章 で 確認 した よ う に ､ 国王 小特権 に基 づ く収入 は 市 歳入 の 最も重要

な要素 で あ っ た ｡ こ れ らに 関す る 国王 委員 に よ る検討 は ､ 市財政 上 の 問題 と して だけで な

く ､ 食糧安定供給 の 問題 と して ､ 定期市 ､ 食 肉販売 ､ 酒 叛販売 ､ そ して 王 国心特権にほ 含

ま れ ない パ ン 製 造販売 体制 に つ い て も関連 し て 薄給 され た
15 9
Q なか で も酒 類販売制 度は ､

その 中心 的な轟題 と して ､ そ の 後 1 9 世紀 中 頃ま で 継続 す る こ と に な る 議論 の 肘 乳克と な

つ た ｡ ヴ ュ ー

チ ェ イ 国王 委員 は ､ 派遣直後 に ､ 参事会 に 対 して 酒類販 売制度 の 概要 の 報告

と請負 制 の 導 入 の 可能性 に つ い て 検 討す る よ う に命 じ ､ そ れ に対 して参 事会 は反論 の 文書

を提 出 した
1 6 0
｡ そ の 際 の 議 論の 詳細 壮 ､ 後節 で 注目 し て い く が ､ ヴ ュ ー

チ ェ イ ほ ､ 葡萄酒

販売 の 請負化 の 方針 を最後 ま で捨 て なか っ た こ と が ､ デ ブ レ ツ ェ ン か ら 国王 に提 出 した最

後 の 報告書 か らも伺 う こ と が で き る
1` 1
｡ そ れ に 関連 して ､ 当時か ら請負 い に出 され て い た

一

部 の プ ス タ の 居漕屋 の 状況 ､ 請負 契約 の 調査
16 2
､ 葡 萄酒 監督官決算報告 書の 監査 が行 わ

れた 1 6 3 o ま た ､ 葡 萄酒版 売 の 実態 に つ い て ､ 居酒屋 主 の 聴 取も行 わ れ た
16 4
o フ ォ ル ガ -

チ

ュ 国王 委員が 派 遣後最 初 に取 り 組 ん だ の も こ の 国王 小 特権 問題 で あ っ た o 数 度に わ た る制

度改革 案 の 検討 を経 て
16 5

､ 1 7 7 4 年 の 新 し い 葡 萄酒 監 督官 ､ ビ
ー ル 監督 官 ､ 蒸 留酒 監督 官

規則 の 制定 に 至 っ た
1 6 6
o こ の 新 た な規則 で は ､ 前章 で 見 た よ うに ､ 役 職者 の 葡 萄酒 売却量

割 り 当 て にお け る特権 を廃 し ､ 制 度 の 厳密化 が 行 わ れ た が ､ ヴ ュ ー

チ ェ イ に よ っ て 示 され

た 請負化 ま で は 踏み 込 まれ なか っ た
16 7
｡

4) 耕地用益 : 耕 地 の 用益制 度 に つ い て は ､ ヴ ュ ー

チ ェ イ の 時期 に ほ ､ 質 地 耕地 に 限 っ

て 実態調査 と 分割 制度 の 再検討 が 始 め られ た が
1 6S
､ 家属 地 耕地を含め た 全般 的な検討 は フ

ォ ル ガ -

チ ュ に よ っ て 進 め られ た ｡ 1 7 7 3 年 6 月 に ､ ｢ 哀 れ な納税者 と貧 しい 市 民の 痛 ま し

い 嘆願 ( m is e ri o r u m C o n t ri b u e n ti u m , e t
'
i n f e ri o ri s s o r ti s C i vi u m l a m e n t a b il e s q tl e r el a s) + に応

え ､ 用益 の 平等化 を進 め る こ と を 名目 に検討 に付 された
1 6 9

o そ れ を受 けて の 参事会 に
.
よ る

回 答 と 数回に わ た る 改革案の 推 敵を経て ､ 第 2 章 で 見た ような家属地 お よび 質地 耕地分配

に つ い て の 規則 が 1 7 7 4 年 春 に制 定され た
11 0
o こ の 過 程 で ､ 参事会 と 国王 委員の 見解 の 大

き な相違 は見 られ な い o

5) 市外域居住 : すで に 1 7 7 0 年 の 居住者調査 で も明 らか にな っ た非合 法 の 市外域居住 は ､

人 口 増加 政策 と して 合法化 と促進 を目指す国王 委員 と治安 の 悪化 を理 由 に 反 対す る参事会

の 対 立 が 当初見られ た が
17 1
､ 土地 の 所有橡が市 に 属 し市 内域 の 屋敷 地 と 同様 に敵われな い

こ と ､ 市 の 法 制度が 適 用 され る こ と ､ 治安 ､ 防火 の 対策が講 じられる こ と ､ 市外域民は 別

途 税負 担 の 義務を負 う こ と な どを条件 に ､ 1 7 7 4 年 に 市外域 居住 が合 法化 され た
1 7之
｡ こ れ

は ､ デ ブ レ ツ ェ ン に お い て 市民 ( 市民権保 持者) と住 民 ( 市民 権を持 た な い 市内城居住者)

に加 え て ､ 市外 域･民 と い う第 3 の 身分的範 噂が 制度 化 され た こ と を意味 して い る D こ の 範

時の 問題 は ､ そ の 後急 速 に人 口 を増加 させ た こ と を 背 景 と して ､ 1 9 世 紀 に 徐々 にデ ブ レ

ツ ェ ン の 政治 に た ち現 れ る こ と に なる ｡
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6) 市政 改革 : ヴ ュ
ー

チ ェ イ ･ ヨ - ジ ェ フ は ､ デ ブ レ ツ主 ン の 現 状把擾 を優 先 させ る
L
T=

め に ､ 一 そ れ ま で 国王 委員 の 主要 な任務で あ っ た役 職改選 ( 補充) を延期 した
1 7 3
o
フ ォ ル ガ

-

チ ュ 国 王委 員 に よ っ て行 わ れた 1 7 7 4 年 3 月 の 改選 で は ､ 最初に ､ 参事 の 定･員 を 2 銘増

した う え で カ トリ ッ ク の 人物を任命す る 旨の 勅令 が 読み 上 げられ ､ 参事 会 に よ っ て も承 認

され た
1 7 4
o そ の 他 の 参事 と 首席 判事 の 選出 は 市会 に よ っ て なされ た が ､ こ 中藤か ら 3 人 の

候補を指各 す る 権限が 参事会 か ら 国王委 員 に 移 り ､ 1 9 世紀ま で 維持 され る 慣習 が成 立 し

た
17 5
. ま た ､ そ れ ま で 権 限 が 不明確 で あ っ た 護民官 の 役 割が 成文イりされ ､ こ の 職 が ｢ 市 の

法 と 特権 を ､ 市会 と と も に 監視 し ､ 参事会 の 前 で そ れ らを守 る こ と+ を任 務と し ､ 市会 を

主催 し ､ 財務関係 の 実務に 責任 を持 つ こ と が 定 め られ た
1 7 6
o 護民官 の 職務 の 明確化 は ､ 首

席判事 と 参事 会 に集中 した権 限の 分 割を王 国が 意 図 した も の と思わ れ る が ､ 羊の 意由をよ

り如 実に 示 して い る の が 1 7 7 5 年 の 勅 令 に基 づ い て 翌年設 け られた 市長 (p ol g a r m e s t e r) 職

で ある 1 7 7 ｡ 市長 職は ､ そ の 後 断続 的に 存続 して い く が. ､ 国王 が任 命 した カ トリ ッ ク が就任

し ､ 財務 関係 に 職務が限定 され ､ 参事 会 に集 中 した行 政権 ､ 立 駄権 ､ 司法権の 解 体 を若干

で もお こ す こ と は でき ず ､ そ の 後 の 市政 にお い て も構造 を 変化 させ る よ うな 役割 を果 た し

た と は 言 い が た い o そ れ に対 して ､ 護民官 と そ れ を長 とす る市会 は ､ 1 9 世紀 に な っ て か

らデ ブ レ ツ ェ ン の 政治的館主体の 配 置を変化 させ る役割 を担 っ て い く こ と に な る ｡

7) 嘆願 処 理 : 最 後 に ､ 特 に ヴ ュ ー

チ ェ イ 国王 委 員 は ､ そ の 開始 時 に寄 せ られ た 上 述 の

よう な市政 全般 に 関わ る 嘆願 書以外 に ､ 個別 の 嘆願 ･ 告発 処理 に も従事 した
.
｡
コ モ ロ

- ツ

イ
･ ジ ェ ル ジ ュ の 計算 に よ る と 国王 委 員会が 実際 に処 理 したも の は 1 3 0 件 ほ どで あ る が ､

未 処理 の もの も含 め る と ヴ ェ -

チ ェ イ が 活動 した 1 年 半の 間に 提出 され た 嘆願 ･ 舎弟 類は

3 0 0 件以 上 に の ぼ っ た
1 7 8
o こ れ ら の 大 半は 個別 の 裁 判 に 関す る 異議申立 て に よ っ て 占め ら

れ ､ そ の 他 ､ 役 人 の 不 正 告発 ､ 市外域居 住 の 許 可 要求 な どか ら な っ て い る o こ れ ら大 量 の

嘆願 は ､ 個人 的な 問題 に 関す る個 人 に よ る 異議 申立 て で あ っ た が ､ 市 の 政治 生 活 にお ける

王 国 の 主体 と して の 確 立 を ､ 居住 者 の 側 か ら永常 し､ 参事 会を相対化 す る背景 を成 した と

考 え る こ とも で き る ｡ そ う した な か で ､ ｢ 市 民+ の 名 に よ る 主張表 明と い う現 象 が生 じ て

い く こ と に な る の だ が ､ そ れ に つ い て は次 節で 見て い き た い ｡

フ ォ ル ガ
-

チ エ ･ ミ ク ロ
- シ ュ 国王 委員 は ､ 1 7 7 4 年 に い っ た んデ ブ レ ツ ェ ン を離れ た

後 ､ 1 7 7 7 年 ま で 毎年訪 問 し ､ 改革 の 実行 状況 の 確欝 を行 っ た
179
o そ の 後 ､ 1 7 $ 0 年代 の ヨ

- ゼ フ 2 世期 に は 都市 - の 介入 は ､ 国王委 員 と い うか たち を取らず ､ 直接 的に勅 令 と総督

府 ( H ely t a rt 6 t a n a c s) の 命令 に よ っ て 行われ た o こ の 時期 の デ ブ レ ツ ェ ン と 中央 の 関係 は ､

1 7 7 0 年 代 の よ う な市 政上 の 具 体的 な問題 を巡 る も の で は なく ､ 都 市 特権の 枠 組み を巡 る

も の で あ っ た ｡ 1 7 8 6 年 に は ､ 独 裁 的な政 治手 法 と し七 ヨ - ゼ フ 2 世 と 対立 して い た 首席

判事 ドモ コ シ ュ ･ ラ ヨ シ ュ が 勅令 に よ っ て解任 され ､ そ の 年末 に布告 され た 王 国行 政改革

に よ っ て ､ 王 国 自由都市 の 特権 が 廃止 され ､ デブ レ ツ ェ ン は ､ 再編 された ビ ハ ル 県に 編入

され ､ ヴ ァ -

ラ ドに置 か れた 管 区委員会 ( N a g y v a r a di K e rtil eti B i zt o s s 丘g) の 管轄 下 に 置か

れ た
1 8 0
o ま た ､ 同 時期 に 司 法権 が参 事会か ら分 離され た

1BI
o

ヨ - ゼ フ 2 世 の 死 と特 権の 回復 に伴 っ て ､ 1 7 9 4 年か ら国王 委 員の 派遣が 再 開され た o 1 7 9 9

年 ま で 断続 的 に活 動 した ゲ ッ ツ ･ ラ エ レ ン ツ 国王 委員は ､ 次節 で分析 する こ と に な る ｢ 市

氏+ に よ る葡 萄酒 販売 自由化運動 - の 対応 を中心 に ､ フ ォ ル ガ - チ ュ 国王 委員 に よ る 市政

改革 ･ 法整備 の 補 完作業 に従事 した
l$ 2

o そ の 活 動 の 後 半 に は ､ 1 7 9 7 年 ､
1 7 9 8 年 に相 次 い
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で 発 生 した デブ レ ツ ェ ン の 大火 を受 け て ､ 防火制 度 ､ 都 市改造 な ど ､ 1 9 世 紀前 半の 国王

委員 の 中心 的課題 と な るも の に つ い て も 検討 を 開始 した
ユ径3

｡

1 7 7 0 年代 に本格 化 し た 国王 委員 の 活動 は ､ デ ブ レ ツ ェ ン にお け る 王 国の 存 在 を恒 常化

させ た ｡ ま た ､ ヴ ェ
-

チ ェ イ に よ っ て 端緒 が つ け られ た市政 全般 に わ た る 王 国の 関与は フ

ォ ル ガ
-

チ エ に よ っ て 確 立 され ､ 1 9 世紀 に は 重要秦件 が ほ ぼす べ て 国王 委員 の 指導 の も

と で 検討 され る こ と に な る . 国王 委員 と そ れ が 代表す る ハ ン ガ リ ∵ 財 務局 と 王 国の 政治的

主体 と して の 本格 的な登 啄 ほ ､ 同時 に ｢ 市 民+ の 主体 と して の 登敏 を伴 っ て い た D こ れは

ヴ ュ ー

チ ェ イ 国王 委員 派遣 の 前後 に出 され た 嘆願 に見 る こ と が でき る o
こ う した 王 国と｢市

氏+ の 同時期 の 出 郵まこ 決 して 偶 然 の
-

致 で は ない o こ の 点 に注目 しなが ら ､ 主体と して

の ｢ 市民+ の 出現 と ､ それ の 他 の 主体 と の 関係 に つ い て 次節で 分析 して い き た い 0

第 3 節 ｢ 市 民+ の 出現 : 1 8 世紀後 半

デ ブ レ ツ ェ ン の 歴史 の 特徴 の ひ と つ と して ､ 蜂起 な どの か た ち で 下層 の 居住 者が 政治生

活 の 中 に現れ る こ と が ま れ で あ っ た と い う こ と を挙 げる こ とが で きろ Q 居 住者の 行動が 参

事会 の 支 配を脅か した の は ､ 1 6 9 3 年 の 蜂起 を唯
-

の 事例 とす る の み で あ る o こ の 蜂起 は ､

デ ブ レ ツ ェ ン が ハ プ ス ブ ル ク の 支配 を受 け入 れ ､ 王 国自由都 市特権を得 た 直後 に オ ス マ ン

軍 の 反攻 の 報 を受 けた 参事 会 が ､ 全居 住者 の 市 か ら の 避 難 ( fu ta s) を欽 定 した こ と に反

発 し た市 民 が 起 こ した も の で ､ オ ス マ ン 軍 の 後 退 を受け て 参 事会の 支配 が 回復 され た の ち ､

前 述 の 市会 の 改革 と い う成 果 を得 る こ と に な っ た
1 8 4

o
.そ ゐ後 ､ 1 節 で 見 た よう に 市会 が 形

骸化 して い く なか で も ､ 居住者 に よ る集 団的 な行 動か記 録 される こ と は なく な っ た ｡

1 8 世 紀で 最初 の 記録 は ､ 1 7 5 2 年に 見 られ る o こ の 年 の 5 月 ､ お そ らく 市民 権保持者 で

あ る ダ ー ル ノ キ
･ パ ー ル なる 人 物が 参事会 に 呼 び 出 され ､ 彼 が 稔督府 宛 て に 提 出 した葡 萄

漕 自由販売 を要 求す る 嘆 願書 に つ い て の 審問 を受 けた o 参事 会議事鹿茸稿 に よ る と ､ 審問

の 後 ､ 参事会 か ら出た グ ー ル ノ キ は ､ 市庁舎 前 の ピア ツ 通 り で参事会 に 反対 して 民衆 を扇

動 し始 め た ( a v a r o s h a z a n 丘1 el k e z d et t e ell e n 触 k c o n cit al n i a N ip e t)
1 8 5
｡ こ の 際 の 嘆願 書の

内容 や ､ 提 出者 が ダ
ー

ル ノ キ の ほ か に い た の か 否 か ､ 提 出者 の 自称 が何 で あ っ た か ､ ま た ､

扇動 の 対象が誰 で あ っ た の か ､ そ の 結果事態 が い か に展開 した の か な ど に つ い て は ､ これ

に対す る参事会 の 対応 を 含 め て 記録 が残 され て い な い ｡

しか し､ そ の 後 ､ 1 7 5 7 年 1 1 月 にデブ レ ツ ェ ン に 派遣 され たク ル シ ュ パ ー

ル ･ イ シ ュ ト

ヴァ
- ン 国王 委 員 は ､ ｢ 当 国王 自由都 市デ ブ レ ツ ェ ン の 納税負担 平民の 轟 に お い て( n o 皿i n e

C o n t ri b u e n ti s h uj u s c e L eb e r a e R ei g a e q u e Ci tti s D e b r e c z e n e n si s P l e bi s) + 財 務局 と総 督府 に提

出 され た 1 7 5 4 年 か ら 1 7 5 6 年 ま で の 葡萄酒 監 督官 に よ る ｢ 居酒屋 に供給 され る葡 萄酒 の集

め 方 の 甚 大な不 均 等 ( e x i st e n t e s d e ni m i m u i m p r o p o r ti o n at u Ⅵ n i a d E d tl Cill a c oll e c ti o n e) + に

関す る 嘆願 書 を受 け て ､ 参事 会 と市会 に対 して葡萄酒販 売制度 に つ い て の 調 査 を命 じて い

る
1 8 6
o こ の 嘆願 書 自体 は 未発見 で あ る が ､ ｢ 納税 負 担 平民 + と い う主体 が ､ 葡 萄酒販 売制

度 を め ぐ っ て ､ 王 国 - の 嘆願 を通 じて ､ 参 事会 に 対 峠す る と い う構 造が ､ こ こ に現れ て き

た の で ある ｡

こ の 種 の 主 体が ､ 本 格 的 に デブ レ ツ ェ ン の 政 治 生活 に 現 れ 出て く る の は ､ 1 7 6 9 年 か ら

ヴ ュ ー

チ ェ イ ･ ヨ
- ジ ェ フ 国王 委員活動期 に か けて で ある o こ の 時期 に 書 か れ た 大量 の 咲

4 8



願書 の なか で ､ 提 出者 が ､ 個人 で は なく集 団的な主体 と な っ て い る の は ､ 計 3 本 存在 して
い る o ひ と つ は 前節で も触れ た 1 5 塙 の 市民 と r

L
そ の他 デ ブ レ ツ ェ ン の 受難 の 住 民 た ち+

に よ っ て 国王 宛 て に 1 7 6 9 年 に 出され た 嘆願 書 ( 以下 嘆願 書 A) で 1 8 7 ､ 他 の ふ た つ は ､ 1 7 7 0

年 に 国王 委員 に 宛て て 出され た も の で ､ 提出者は そ れぞ れ ｢ デ ブ レ ツ ェ ン の 市民 お よ び 住

民 が共 同 で ( D e b r e c z e n yi C i v i s e k i s L a k o s o k k 6 z 6 n s 6 g e s e n) + ( 嘆願 書 p) ､ ｢ デブ レ ツ ェ ン

の 納税負担市民 ( C o n t rib u e n t e s C i v e s D e b r e c zi n e n s e s) + ( 嘆願書 c) で あ る
18 8

o

具体的な嘆願 内容 は ､ 嘆願 書 A が ペ ス ト続行 時 の 死 者 の 財産を参 事 の 間 で 不 正 に横領
され た こ と な ど を例 に し つ つ ､ 参事 会食体 に 対 して 非難 して い る o 嘆願 書 B は ､ 具体 的

に 7 項 目 ( 兵士 宿営負捜 ､ 耕地用 益 ､ 葡 衛酒 買 い 上 げ制 度 ､ 葡萄酒 ･ 蒸 留酒販 売制度 ､ 運

搬役 ､ 街 区税 ､ 参事会 の 市 民 - の 専横な態度) を挙 げ､ 嘆願 春 c は ､ 葡 萄酒 販売 制度 に

主題 が 限定 されて い る ｡

こ れ ら に共 通 した 主 体確 立 の 軸 は ､ 自 らを参事会 に対帰 させ る と い う もの で ある ｡ 嘆願

書 B は ､ 耕地 用益 に関す る箇所 で次 の よ うに 書 い て い る ｡ ｢ 市域 に 存在す るす べ て の 耕地

と採 草 地の 大部分 は ､ 参事 会 の もの で あり ､ 市会 の 構成員 の も の で あり ､ 良く 肥 えた数人

の 大経営者 の も の で あ る ( a M a gi s t r a b si , a N ･ C o m m u mi t d sb ili s z e m ill y e k i , 貞s a m a r j 61 m e g
h i z a k o d o tt e g y n i h a n y lla g y G a z d a k i a N e m e s V A r o s T e r rit o ri11 m 血 1i v 6 m i n d e n f61 d n e k 6 s

k a s z al16 k n a k N a g y o b b r 6 s z e) + o 葡 萄酒 販売権問題 に 関す る嘆願 書 c で は ､ ｢ 居酒屋 の 権 限

は ､ い わ ば全 能 の 参 事 会 に 属 し て い る ( p o t e s t a s E d u cilli p e n e s di ct u m A m p li s si m u m

M a g i s t r a t u m e s s e t) + の で あり ､ 国王 委員 は ､ ｢ 我 々 哀 れ な 納税負 担市 民 の 共通 の 悲惨 に 目

を 向 け る ( d ig n e t tlr P r a e d e d u ct a s n o s t r a s mi s e r o r u m c o n t rib ll e n titl m C i v itl m C o m m u n e s m i s e ri a s

b e n ig mi s o c tlli s i n t u e ri) + よう求 め る の で ある o こ う した ｢ 市民+ と 対立 す る参事 会の 姿 は ､

嘆願 書 A の 表現 で は 次 の よう に なる ｡ ｢ こ の 参事会 か ら ､ い か な る善 をも 望む こ と は で き

ず ､ む しろ 圧 迫 と 衰弱 と崩 壊 を膨 大 に期待 で き る の み で あ る ( e z e n M a gi s tr a ttl S u n k ttil i p e n

s o h a s e m m l j 6 t n i m r e m 61h 細 n k , s 6 tt l e n y o m att a t丘s u n k a t , f oj t a tta ta s u n k a t s
'

r o m la s u n k at

s u ll y o sb a n v a r h at t y tl k) + o

｢ 市民+ の 範噂の 詳細 な分析 は次 章 の 課題 で あ る た め ､ こ こ で は ､ こ の 主体 が 参事会と

自 ら を対比 させ る こ と に よ り 成立 した と い う こ と に加 え て ､ そ の 成 立 が 王 国 を媒介にす る

形 で 起 こ っ た こ と を確 認 し て おく に と どめ た い o r 市 民+ に よ る こ れ ら の 嘆願 書 は ､ 他 の

嘆願 書と 同様 に ､ 国王 な い し国 王 委員 に対 して提 出され て い る ｡ こ の 構 図を ､ /i ロ グ ･ イ

シ ュ ト ヴァ - ン は ､ 国王 委員 が ､ 王 国の 介入 に抵抗す る都市支配層 の カ を殺 ぐた め に ､ 都

市民 衆 の 間 に反参 事会 の 機運 を作り 出す こ と を目指 したも の と して 解釈 して い る
1 89
. し か

し ､ 嘆願 書の 提 出が ヴ ュ
ー

チ ェ イ ･ ヨ
-

ジ ェ フ 国主委員派 遣以 前 に始 ま っ た こ と を念頭 に

置 い ても ､ 大量 に 生 産 された 嘆願書が ､ 王 国 の 参事会絞制 の 意図に 基づ く も の ､ ある い は

沿うも の で あ っ た と 考 え る こ と ､ ま た ､ こ う した 状況 が 王 国に よ っ て の み 利用 される も の

で あ っ た と捉 え る こ と は ､
一

面 的で あ ろう o 確 か に ､ 参事会 に対峠 す る 居住者 の 集団と し

て の 主体 表明 ( そ れ を こ こ で は ｢ 市民+ と い う概念 に集約 させ る) は ､ 1 7 5 0 年 代の 端緒

か ら王 国 を媒介 に して い た ｡ しか し､ こ の こ と は む しろ こ の 主体 が 王 国 の 媒介を必 要と し

た こ と と とも に ､ 王 国 を動員 す る こ と で 自 らの 主体化 を 図ろう と した と 考 え る こ ともで き

る ｡ 1 8 世紀 中頃 に は 市 会 が参 事会 - 実質 的 に 包摂 され る こ と に よ っ て 政治 的主体 と して

の 存在 を失 っ た後 ､ デ ブ レ ツ ェ ン の 政治 空間 の 中で 1 7 7 0 年前後に 王 国と ｢ 市 民+ が ほ ぼ
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同時に 現れ て く る と い う こ と は ､ 次 の よ う に解釈す る の が適切 で ある と思 われ る ｡ すなわ
ち ､ 王 国 の 都 市 - の 本格 的な介入 の 意志が 強化 され た こ と に よ りデ ブ レ ツ ェ ン の 政治空間
が 拡大 され た こ とを受 けて ､

｢ 市 民+ が 主体 と して 現れ 出 る 空間が 成立 した と い う こ と で

あ る o 1 7 5 2 年 の ダ ー ル ノ キー
･ パ ー

′しの 市 庁舎前 で の 扇 動 が覚 え 書き程 度 に記鼓 され た だ

けで あ っ た土 と ､ 1 7 5 7 年 の ｢ 納税 負 担平 民+ の 嘆願が 王 国委員 に よ る 言及 に よ っ て初 め

て 記述 され た こ と な ど か ら考 え る こ と が で き る の は ､ ｢ 市民+ が 王 国を利用 し つ つ ､ こ れ

を介 して の み 可 能 で あ っ た 政治 空間 の 拡大 ( 嘆願 ない し平民 の 運 動を政給的課題 と して参
事会 が認 識す る こ と) を通 じて ､ 主体化 した と い う こ と で あ る o

1 7 8 0
､ 9 0 年代 の ｢ 市 民+ の 運動 は ､ 当初 バ ー

リ ン ト フ イ
･ ヨ - ジ ェ フ と い う名 の 市民

に よ る反 参事 会行動 と して 始 ま っ た ○ 彼 は ､ 1 7 8 6 年 1 1 月 の ドモ コ シ ュ ･

ラ ヨ シ ュ の 首席

判 事解任 の 前後 に ､ 数 回に渡 っ て ヴ ァ -

ラ ド管 区委員会 に対 して ドモ コ シ ュ らに よ る 公 金

横領 を告発 し ､ それ を受け て 委員 会 に よ る 調査 が行われ た ｡･ こ の 告発 で は ､ 5 項 目 に わた
つ て 公 金横領 の 疑惑 を列挙 した 後 ､ 葡萄酒販 売制度 の 改革 を訴 えて い る 朋 Q
｢ 市民+ の 運 動の 主題 と して の 葡萄酒販 売権 問題 は ､ す で に 上述 した 1 7 5 0 年代 お よ び

1 7 7 0 年代 に も 常 に主体 と し て の ｢ 市 民+ の 現 出に伴 われ て い た ｡ こ の 間題 は ､ そ の 段階

で す で に 中心 的 な主題 で あ っ た が ､ そ れが 決 定的 にな る の は ､ 1 7 8 6 年 1 1 月 に葡 萄酒 販売

自由化 に 関す る ヨ - ゼ フ 2 世 の 勅令 が 出され た こ と が背景 にあ る ｡ こ の 勅令 は ､ 農奴 が ､

自家製葡萄酒 は 聖 ミ ハ -

イ の 日 ( 9 月 2 9 日) か ら聖 ジ ェ ル ジ ュ の 日 ( 4 月 2 4 日)･ ま で ､

非自家製葡 萄酒 は聖 ミ ハ -

イ の 日 か ら ク リ ス マ ス ( 1 2 月 2 5 日) ま で 自由 に販売す る こ と

を認 め ､ そ の 間 ､ 領主 は居酒屋 で の 販売 を除 い て 葡萄酒 の 販売 を認 め られ ない こ と を 内容

と して い る
19 1

o こ れ に対 して ､ デ ブ レ ツ - ン 参事会 は ､ 即時 の 自由 化導入 を受 け入 れ ず ､
- 方 で ヴァ -

ラ ド管区 委員 会 の 圧 力 を受 け て ､ 市営居酒屋 の 請負化 の 検討 を始 めた
1 9

干o 結

局デ ブ レ ツ ェ ン で は 1 7 9 0 年 に こ の 勅令 が 撤 回 され る ま で ､ 葡萄酒版 売自由化 も居酒屋 の

請 負化 も実施 され なか っ た o 葡 萄酒販 売自 由化 を求 め る ｢ 市民+ の 運 動 結 こ の 時か ら本格

化 す る こ と に な る ｡ こ れ に つ い て は ､ やや 詳細 に出来事 を追 っ て い き た い ｡

1 7 9 2 年 2 月 2 5 日 ､ 参 事会 は ､ ｢ 市民+ に よ る葡 菊酒 販売 自由化 を求 め る 嘆願 書が プ ダ

お よび ウ ィ
ー

ン に相次 い で 送 られて い る こ と を把撞 し ､ 調査 を開始 し た ｡ 最初 に情報を提

供 した 匿名 を希 望す る
一

市民 の 証 言 に よ る と ､ プダに 滞在 して い る バ
ー

リ ン トフ イ ･ ヤ
ー

ノ シ ュ の も と - ｢ 市 民た ち+ が フ ァ ゼ カ シ ュ ･ ヤ
ー

ノ シ ュ な る市 民 を派 遣 し t4 1 7 9 1 年哀

以降 6 回 に わた っ て ｢ 市 民 の 銘 に お い て ( a C i v i s e kn e k n e v ib e) + 書簡 を送り ､ そ の 後財 務

局 に 嘆願 書 が 提 出された と の こ と で あ っ た ｡ そ の 後の 調査 で ､ バ ー リ ン ト フ ィ の プ ダ滞在

費お よび フ ァ ゼ カ シ ュ の 旅 費は ､ 1 2 人 の 市民 に よ っ て 負 担 され て い た こ と が明 ら か に な

つ た
1 幻
｡

こ の 従 来型 と い う こ と も でき る 嘆願行 動 は ､ 2 日後 の 2 月 2 6 日 に フ ァ ゼ カ シ ュ を含 む 2

塙 の ｢ 市 民 使節 ( a c i v i s e k K 6 v e tty ei) + が護 民官 の も と に 現れ ､ 葡 萄酒販売自由化 を議論

す る た め の ｢ 市民集会 ( c i v i s e kn e k G y 丘1i s e) + を開催す る 旨を伝 え た 上 で護 民 官 の 出席 を
l

求 め た こ と に よ っ て ､ そ の 性格 を 変化 させ た ｡ 護民官 パ ル ツ ア ･ ヤ
ー ノ シ ュ は ､ こ の よ う

な集会 は ｢ 慣 例 に な い こ と で あり ､ ま た 禁 じ られ た こ と で あ り ､ 市会 で さ えも会合 の 目 的

を事 前 に 参事 会 ま た は 首席 判 事 に 報告 した 上 で 集ま る こ と が で き る+ こ とを理 由 に ､
｢ 市

民集 会+ - の 出席 を 拒み ､
｢ 市民 使 節+ の 参事 会 - の 出頭 を求 めた ｡ こ れ に対 して ｢ 市民
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使 節+ は護 民官 の 逆提案 を拒否 した 上 で ､ 1 1 項 目か ら
.
なる参事会 - の 質問状 を手 渡 した ｡

こ の 質問状 に は 6 7 名 の 市民 の 署痛 が 付され て い る194 o

こ の 質 問状 の 詳 細な分 析 は次章 で 行 う と して ､ こ こ で は他 の 主体 と の 関係 にお ける ｢ 市

氏+ の 主 体と し て の 認 識 の 配置を確罷 して お きた い o r 市民+ 娃 ､ 護 民官 に ｢ 市 民集 会+
- の 出席を求 め た 上 で ､ 参事会 - の 質 問状 で 次 の よ うに 書 い て い る Q r 我 々 は 以 下の こ と

を知りた い の で ある o す なわ ち ､ 護民 官殿 は 参事 会 の 側 に ある の か ､ そ れ と も市民 の 側 に

ある の か ? ( F 也r m e n d e r U r a T ･ N ･ T a n at s r 6 s z 6 r61 v a g y o n i v a g y a C i v ilS e k ri s z i r 6 1) + こ こ で

は ､ 護民官 の 争 奪 と い うか た ちを とり なが ら ､ ｢ 市民+ と 参事 会が 完全 に利 賓 を異 に する

も の と して 現れ て い る ｡ これ に 対す る護 民官に よ る批判 ほ ､ こ の 行 動が ｢ 市民 と 参事会お

よび 市会の 間 に 断絶 と紛 争 を生 じさせ る ( A z C i vi s e k 6 s a M a gi s tr a t u s s C o m m u n it丘s k 6 z 6t t

s z a k a da s t s z e r z 6
,
6 s h a b o r 6 sa g r a i n dit 6) + も の だ とす る も の で あ っ た1 95 o 護民 官 の 発 雷 は ､

断絶と紛争 を回避 す る こ と を目指すも の で あ るが ､ 逆 に 参事会 ･ 市会 と別個 に 存在す る主

体 と してあ ｢ 市民+ と い うも の を承 認 して い る の で ある
D 市支 配層 に よ っ て ､ 自 らが代表

しな い も の と し て ､ 自 らか ら切り 離 され た も の と して ｢ 市民+ が 想定 され る こ と は ､ そ の

後 常に そ の 昔硯 の なか で行 われ る わ けで は ない Q しか し ､ こ の 1 7 9 2 年 の r 市 民集 会+ を

巡 る 文脈 の 中 で ､ デ ブ レ ツ ェ ン にお い て初 め て ｢ 市民+ か らも 市支配層 か らも主 体と して

承認 され た r 市民+ が 現れ 出る の で あ る Q

そ の 後 ､ ｢ 市民+ は護 民官 の 反 対 に も か か わ らず ､ 護 民官 の轟 に お い て 集 会 の 開催を公

示 し ､ 2 月 2 8 日
一

市 民 の 家 に ｢ 多 数集 ま り ､ 議 論 した ( s z a m o s a n 8 s z v e i s g y & 1t e k i s

t a n 如s k o z t a k) + ｡ こ こ で は ､ フ ァ ゼ カ シ ュ の 旅 費 の 収 集 と バ
ー

リ ン ト フ ィ と の 間 で の 交 換

書 簡 の 公 表 が
■
な され た ｡ こ れ に対 して 参事套は ブ ダ の バ ー

リ ン ト フ ィ と の 書簡 の やり 取 り

を禁 止 した上 で ､ 葡萄酒販 売制度 の 改善 に つ い て 内部 で検討 を 開始す る こ と を確帯 した
19 6

｡

こ こ で r 市 民+ の 行 動 に つ い て の 記録 は
一

時絶 え る が ､ 1 7 9 4 年 7 月
.

の グ ッ ツ ･ フ エ レ

ン ツ 国王 委員派 遣 に 際 して再 び 現れ て く る o ゲ ッ ツ 国王 委員の 最初の 仕 事は ､ 同 年国王 に

提出 され た r 市 民+ に よ る葡萄酒 販売自由化 嘆願 の 背景調査 で あ っ た 1 9 7 o こ の 嘆願 の 文 面

は 知 る こ とが でき な い が ､ 提 出者 は ｢ 市民 と 住民+ と され て い た ｡ そ の 後 の ゲ ッ ツ 国軍委

員 に よ る葡萄酒販 売権 問題 の 処 理 は ､ フ ォ ル ガ -

チ ュ 国王 重点期 に 改革 され た 制度を維 持

し ､ 葡萄酒 監督官 帳簿の 市民 - の 公 開義務を設 ける な ど の 補完 を行 うに 留 ま り ､ 自由販 売

制 あ る い は請負 制 が 導入 され る こ とは なか っ た
1 9 旦

o

ゲ ッ ツ 国王 委 員 が葡 萄酒販 売制度 を維 持す る と い う 方針を選 択 して 以降 ､ ｢ 市民+
.
が デ

ブ レ ツ ェ ン の 政 治生 活 に 主体 と して 現れ る こ と は再 び な
.
く なる ｡ 葡 萄酒販 売権 問題 を 主題

と して 1 7 5 0 年代 に 間欠 的 に現 れ ､ 1 7 7 0 年代 か ら 1 7 9 0 年代 に 断続 的 に展 開された r 市民+

の 運動 が ､ なぜ 1 9 世 紀前 半に継続され なか っ た の か と い う問 い に 答 える こ と は 困難 で あ

るが ､ こ れ に つ い て 2 つ の 見方 を提示 す る こ と が で き る の で ほ な い か と 思われ る o ま ず ､

上 で 扱 っ た そ れ ぞれ の ｢ 市民+ の 現れは ､ 常 に王 国を媒介と して 要請 し て い た と い う こ と

で あ る ｡ 1 7 7 0 年 の 嘆願 行動 を扱 っ た 際触れ た よ う に ､ ｢ 市民+ は自 らが 現れ 出 る政治空間

の 創 出 を王 国 に委 ね て い た ｡ それ は ､ こ れ らの 行 動 がす べ て 王 国 - の 嘆願 を軸 と して 展 開

され る と い う こ と か ら明 らか で あ る D も っ と も ､ 1 7 9 2 年 の 出来 事に は ､
r 市民 集会+ と い

う形 で 王 国か ら ( そ し て 当然 の こ とな が ら参事 会 ･ 市会 か ら) 独 立 した 空間 の 創 出の 試み

を見 る こ とが で き る ｡ しか しデブ レ ツ ェ ン の ｢ 市民+ ほ ､ こ の 空間 を制 度化 し恒常化 させ
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る こ と に 失敗 した ( あ る い は そ れ を試 み な か っ た) の で ある o こ れ は ､ 市民 的 公 共 圏 の 成
立 を め ぐる 問題 圏 に か か わる もの で ある ｡ こ の 間題 圏娃 多様な要素を含む も の で ある が ､

最も重 要な要素 と して 私的結社 と新 聞を挙 げる こ と が で きる で あ ろう o しか し ､ 本稿の 対

象時期 に お け る デブ レ ツ ェ ン の 私 的結社 に つ い て の 研 究ほをまと ん ど行 われ て お らず ､ カ ル

ヴァ ン 派神 学校 の 学生 ク ラ ブ に つ い て の 研 究が 若 干 見受 けられ る 程度 で あ る D こ れをも っ

て デブ レ ツ ェ ン に 結社が な か っ た と 判 断す る こ と は で き ず ､ ま た 公 文書 の 分析 に 限 定 して

い る 本研 究の 射程 外 で もあ り ､ 今 後 の 課題 と した い ｡
t

新聞 に つ い て は ､ 当該 期 の デ ブ レ ツ ェ ン に お い て 決定 的に欠 如 して い た文化 的 要素 で あ

つ た こ と は 確 か で あ る B デ ブ レ ツ ェ ン に 独 自 の 新聞 ｢ 大平原通 信 ( A lf81 d i H i rl a p) + が発

刊 され る の は ､ 革命期 の 1 8 4 8 年 7 月 の こ と で あり ､ そ れ 以前 の デ ブ レ ツ ェ ン 社会 と新 聞

と の 関 わりは ペ シ ュ トで 発 行 され て い た ｢ ペ シ ュ ト新報 (p e s ti H i rl a p) + に デ ブ レ ツ ェ ン

か らの 通 信員 が投稀す る と い っ た 範囲 に限 られ て お りこ デ ブ レ ツ ェ ン叱 お ける 公 共圏 の 形

成に新 聞が果 た した役 割 は 極 めて 小 さ い と 言 え る で あ ろ う1 n ｡ こ れ らの こ と か ら ､ デ ブ レ

ツ ェ ン の ｢ 市 民+ は ､ そ の 存在 を成 り 立 た せ る 空 間の 創 出を王 国の 都 市 - の 介 入 に依存 し

て い た が た め に ､ 1 7 9 0 年代 に 展開 され た運 動 が 国王 委 員 に よ っ て 最牌 的に 乗課 され な か

つ た こ と をも っ て ､ 自 ら の 主体化 の 場 を失 う こ と に な っ た の で ある ｡ す なわ ち ､ 1 9 世紀

前半 の デブ レ ツ ェ ン ｢ 市民+ は ､ 自らが立 ち現れ る空 間 を存在させ る手 段 を持 た なか っ た

の で ある ｡

次 に ､ 1 9 世紀 前 半に ｢ 市 民+ が 主体 と して 消 え る背景 と -して ､ 次 飾お よ び 次 々 節で 扱

う王 国 に よ る デ ブ レ ツ ェ ン の 国王 小 特権 の 請負化 促進政策 ､ お よび 市会 の 自立 化 を挙 げる

こ と が で き る ｡ 1 9 世 紀前 半 に デ ブ レ ツ ェ ン に派 遣 され た 国王 委員 の 活動 の 中心 の ひ と つ

は酒 類願売や 定期 市な どを参事会 か ら切 り離 す こ と に あ っ た o こ れ は ､ ｢ 市民J が 1 8 世紀

後 半 に求 め た 方 向性 に 合致 す るも の で あ っ た が ゆえ に ､ ｢ 市民+ の 政治的主体 と して の 役

割 を王 国が 代行 す るか た ち とな っ た の で あ る ｡ ま た ､ 市会 は ､ 1 8 2 0 年代か ら急速 に参事

会か らの 自立 を 確 立 し て い っ た ｡ 上 で 見た 1 7 9 2 年 の ｢ 市 民+ と参事 会 に よ る護民官 ( そ

して そ れ が 長 で あ る 市 会) の 争奪 と い う環 象 は ､

.

｢ 市民 + を い か に ､ 誰 が 代表す るか をめ

ぐる争 い で あ っ た o こ の 点 に つ い て は さら に次 章 の 課題 で あるが ､ 凌 が り な り に も市民に

よ っ て 選 出され る市 会 の 参事 会か らの 自立 化 は ､ ｢ 市民+ の 役割 を減 じさせ る も の と･な っ

た も の と 考 え られ る ｡ こ の ｢ 市民 + の存在 を後 景 に追 い や る こ と に な っ た と 考 え られ る 請

負化 政策 と 市会 の 変容 に つ い て ､ 次節以 降で 分析 して い き た い ｡

第 4 節 1 9 世紀 前半 の 国 王 委員と市 会の 変容

1 7 7 0 年 代 に恒 常化 し た 国王 委 員 の デ ブ レ ツ ェ ン 滞在 と 王 国 の 介入 の 全般 的 な課題 - の

拡 大 は ､ 1 9 世紀前 半に は よ り顕著 なも の と な る o ナ ポ レ オ ン 戦争期 に
一

時的 に本 格 的な

国王 委員 の 派 遣が 中断 した 後 ､ 1 8 1 1 年か ら 1 8 4 8 年革命 まで ほ ぼ間断なく 6 人 の 国王 委員

が デ ブ レ ツ ェ ン で 活 動 した o こ の 頃 に は ､ 国王 委 員は 明確 に ハ ン ガ リ
ー 財務局 の 指導 の も

と に 活 動す る よ う に な る ｡ 財 務局 の デブ レ ツ ェ ン に 対す る 通達 の 数 の 変化 を示 し た グ ラ

ブ 4 -

1 . か ら明 らか なよ う に ､ 1 8 1 0 年代か ら王 国 の 介入 が よ り密 に な っ て い っ た
2 0 0

｡ こ の

時期 の 財務局 通達 は ､ 役 職改選 や 市政改革 な ど に 関す るも の に と どま ら ず ､ 市外域居酒屋

の 請負 人 任命 な どの 細微 な事項 に 関す る も の に ま で及 ぶ よう に な る ｡
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1 9 世 紀前 半に デ ブ レ ツ ェ ン で 精 勤 した 国王 委員 は ､ 1 8 1 1 年 か ら1 8 1 5 年 ま で イ プラ -

ニ
.

フ ァ ル カ シ ュ ､ 1 8 1 6 年 か ら 1 8 1 7 年メ ル ツ ェ ル ･

ラ
ー

■

ス ロ
ー

､ 1 8 1 7 年 か ら 1
.
8 2 7 年 ペ ッ ク ･

パ ー

ル ､ 1 8 2 7 年 か ら 1 8 3 4 年 シ ュ ム シ ュ イ ･ ヨ - ブ ､ 1 8 3 5 年 か ら 1 8 3 8 年 にカ ー

ラ イ ･ イ

シ ュ ト ヴァ - ン ､ そ して しば らく の 中断 を は さん で 1 8 4 4 年 か ら革命ま で デ
ー

トリ ヒ ･ ミ

ク ロ ー

■

シ ュ で あ る o こ れ ら の 国王 委 員の 活動様 式 は ､ 小 人数の 国王 香.員会や
ミ参事会 ･ 市会

か ら独立 して い た 1 7 7 0 年代の そ れ と形 態的 に 変化 し ､ 参事会 ･ 市 会 の 会合 に 国王 委員 が

出席 す る形 を と る よう に な っ た o そ の た め ､ 国王 委員議 事録 と参事 会 ､ 市会 の 議 事録 にみ

られる 議題 は 大部 分が重複す る よ う に なる の で ある ｡ こ れ らの 国王 委員 の 活動期 の 市政上

の 重 要事 項 は ､ 大き く 次 の よ うに 分類 す る こ と が でき る ｡ 1) 大火 処 理 ･ 防火 対韓お よ び

都市改造 ､ 2) 劇 堺 ､ 温 泉 な どの 文化施 設整 備 ､ 3) 土 地改革 ､ 4) 国王 小 特権行 使制度 改

革 ､ 5) 市会改革 ｡

近 隣に 石 山や 河川 が なく ､ 煩瓦 生産も 1 9 世紀ま で本 格化 しな か っ た た め ､ そ れ ま で の

デブ レ ツ ェ ン は木 造建 築 と未 舗装の 道か らな っ て い た o そ の た め ､ 都市 の 大半 を焼く大火

が 1 8 世紀に は 1 0 回以上 繰 り 返 され ､ 1 9 世紀 に入 っ て か らは ､ 1 8 0 2 ､ 1 8 1 0 ､ 1 8 1 1 年 に起

きた 大火 で ､ カ ル ヴ ァ ン 派 の ｢ 大 き な 教会+ ､ カ ル ヴァ ン 派神 学校 ､ そ し て 市庁舎な ど の

主要建築物 も 消失 した2 0 1 ｡ これ を受 けて ､ 特 に 1 8 1 1 年か らの イ プ ラ - ニ 国王 委員 の 括動

の 中心 の ひ と つ が 防火対策 と建築 規制 の 整 備 と な っ た ｡ 防火 対策と して は ､ 消化 器具の 整

備 ､ 石材 搬送 の 促進 ､ 萱葺き屋根 の 禁止 ､ 煙 突 の 煩瓦化 が決定 され
20 2
､ ま た

.
､ 大火被害者

に対 す る 実態調 査 お よ び 援助 提供 な どが 行 わ れ た
20 3

｡ し か し ､ 1 9 世 紀初頭 の 大火 の も つ

重要 性 は ､ む し ろ ､ これ を契機 と して 都市 改造 が 本格化 した こ と に あ る o 1 8 1 5 年 に は都

市改造 に 関す る布 告 が な され ､ 石 造建 築 の 促 進 ､ 通 り の 拡 張 と舗装 ､ 排 水溝網 の 整備 を 中

心 に そ の 後長 期 に わ た っ て 進 め られ て い く こ と に な る 20 4 o こ れ を象徴 す る の が ､ 1 8 2 4 年

の ｢ 大き な橋 ( N ag y hi d) + の 解体 で ある o こ の ｢ 橋+ は ､ 未 舗装か つ 排 水溝が完備 されて

い な か らた た め に 凹 凸 が 激 しか っ た ｢ 大 き な教会+ 前の 中央広 場 に 車両 及 び 人 間 の 通 行 を

常時可 能 に す るた め に 設 けられ て い た 巨大 な木 製 の 台で あ っ た が ､ 都市 改造 の 進行 と と も

に そ の 役 割 を終 え た の で あ る2
0 5

｡

都 市改造 は都 市美 化 ･ 文化施設 整備 の 問題 と密接 に 関わ っ て進行 した ｡ す で に 1 8 11 年

に は ､ 大火 で 消失 した ピ ー

/レ醸造 所を移転 した 上 で 跡地 に劇 場を建 設 す る た めの 議論 が 開

始 され て い る 20 6 o 1 8 2 5 年 に は ペ -

テ ル フ ィ ア 通 り北 の ｢ 大 きな森+ で の 温 泉施 設ゐ建設

が 始 ま っ た
20 7

o そ の ほ か ､ 市 庁舎再建 ､ 植 物 園 の 建 設 な どが ､ 道路舗 装 と並 べ て都 市美化

( v a r o s c si n o sita s a) の 文 脈 で 検討 され る こ と に な る の で ある
20 8

o

3) の 土 地改革 に つ い て は ､ 第 2 章 で 検討 して い 畠た め ､ こ こ で は 省 略す る ｡ ま た 4)
の 国王 小 特権行 使 改革 は ､ ビ ー ル

､ 蒸 留酒 ､ 定期 市な どの 請負化 と か た ち で 進行 する が ､

こ の 点 に つ い て は ､ 葡萄 酒販 売自由化 の 過 程 の 分析 と 関わ らせ て 次節で扱 い た い ｡

1 9 世 紀前半 の 市政 の 構 造変 化 の 重 要 な要素 は ､ 国王 委 員 に よ る 市会 の 参 事会 か らの 分

離 の 試 み と それ を受け て の 市会 の 自立 で あ る . 国王 委員セ ハ ン ガ リ ー 総督府 の 命 令 より ､

1 8 1 4 年 8 月 か ら市会 は ､ 護 民 官 を議長 と した 独 自会 合 を恒 常的に 開催す る よ う になり ､

そ の 議事 録 の 作成 も開始 した
2 0 9

o 市会 の 参事 会 か ら の 分離 は ､ 王 国の 意思 に よ る も の で あ

つ た が ､ 恒常的な 独 自会合 の 開始 に あた っ て 市会 に対 し て 行 っ た演説 で ､ 護民 官 が 参事会

と市会 ､ そ し て 王 国の 間の 関係 を こ う表現 し て い る ｡ ｢ 参 事会 は 両 手 を縛 られ ､ もは や 国

53



王 に対 して 意見 す る こ とが で き な い o そ れ ゆえ ､ こ の 都市の 市民お よ び 住民 の 代 表で あり ､

市 制 と特権 を断 固守 る こ と を義 務と して い る我 々 は ､ こ れ ら我 々 の 最 重要 の 財 産 を今後も
維持 す る こ と を主 要な任 務 とす る の で あ る D

ユl o

+ こ の よ う に ､ 市会 は ､ 王 国か らも参事会
か らも自立 した 存在 と して 自ら を位 置付 ける こ とを試 み始 め た の で あ る ｡

市会 の 独 自会合 で は
､ 都市財 政 に 関す る議題 が 中 心 的に討議 され ､ 参 事会 - の 提言 を行

つ た o 財 政上 の 中心 的な 問題 は ､ 歳入 増加 策 ､ 国王 小 特権行使制度 の 改 革 で あ っ た が ､ こ

の 間題 に 関 して 市会 は ､ 周 王 委員 ､ 参事会 か ら独 立 した 形で 討論 を進 め た ｡ そ の 象徴 的な

出来事 が ､ 1 8 2 9 年 の 葡 萄酒 販売 自由化 汲議 で あ る D 次節 で 見 る よう に ､ 葡萄酒販 売 は ､
市 の 国王 小 特権歳 入 の 最 大要 素 を 常に 占め ､ か つ 他 の 特権が 1 8 1 0 年 代 に順次 請負化され
て い っ た なか ､ 唯 一 市 の 専売 制度 が維 持され て い た o こ の 間題 に 関 して 市会 は ､ 国王 委員
の 静 間を受 けて ､ 1 8 2 9 年 7 月 ､ 都市財政健 全化 の た め に葡萄酒販 売 を自 削 ヒす べ きか ､
専売制度 を維持す る か の 投票 を行 い ､ 3 8 対 1 1 で 自由イヒ方針を決議 した 2 1 1 ｡ こ の 決諌 は ､
1 8 3 3 年 の 参事 会 に よ る自 由化承 認 の 布 石 と な っ た o

独 自会 合 の 恒常化 と 独自議 事録 の 作成に よ り ､ 1 8 1 0 - 2 0 年代 に進 行 した 市会 の 自立 化
は ､ 1 8 2 9 年秋 の 財 務局 通達 が ､ 市会長 の 財務 関係 諸監督 官 - の 任命 を禁 止 した こ と で ､
参事会 の 行政 権の 下 部執行機 関と して の 性格 を失 う こ と に よ っ て より 明確 に な る

21 2

o こ の

変革は ､ ｢ 療接 な あ る い は 間接 的 な利 害 を保 留 した 上 で ､ 市の 公 共 の 事項 ､ 特 に財政 関係

事 項 に つ い て 監視 す る こ と+ が市 会 に可 能 に な る こ と を目指 した も の で あ っ た
21 3
o こ れ を

受 けて 1 8 3 0 年 3 月 当時各種 監督官職に あ っ た 3 1 人 の 市会員 は ､ 市会 員 の 職 か ､ 監督官 の

職 か の 選 択 を迫 られ る こ と にな っ た o こ の うち 4 名 が 監督官職 に と どま る こ と を選 択 して

市会 員を辞 し ､ 2 5 冬 が 監督 官を辞 し市会貞 に と どま っ た ( 2 各 は不 明)
21 4
o 監 督 官職 を辞

任 した 市会員 の う ち ､ コ ヴ ア
ー

チ ュ ･

イ シ ュ トヴァ - ン は ､ 市会点職 を選 択 した 理 由を こ

う説 明 して い る o ｢ 私 自身 の 体力 ､ 精 神力 ､ そ し て 若 い 頃 に 学ん だ こ と を ､ 公 共 の た め に

用 い る こ と が で き る の で あ り ､ 市 会農 を辞 す る こ と よりも ､ む しろ そ の 宣誓 を守 り ､ そ の

職 を ま っ と う す る こ と を 私 の 義 務 と す る も の で あ り ま す ,( m i n d T e s ti , mi n d L elk i

e r 6i m m el
,

'

s l fj u s a g o m b a s z e r z e tt t s ek ily k 6 s z al et e m m el , a k 6 z 6 n s e g n e k h a s z n dlh a t o k : n e m h o g y
′

′

id e g e n k e d n e k , h a n e m i n k a b b E s ktit ti hi t e m l e t i t el e s z e r 6 n t a n n ak elf o g a d a s a r a ,
,

s v i s eli s 6 r e

k 6t el e s n e k t a r t o m m a g a m at) 0
2 15
+ こ の よ う に ､ 市会 は行 政執行機 関と して の 性 格を失 っ た

の で ある が ､ これ は ､ 市会員 の 大半が 市会 にお ける 活動 を選 択 した こ と か らも 明 らか なよ

う に ､ 市会 に よ る 参事会 監視 と独 自の 財政 政策提言 能力 の 強化をは か る 方 向が 選 択された

こ と を意 味 して い る o

市会が 行政 権 か ら切 り 離された 後 ､ 市会 の 権 限 をめ ぐる 参事会 と の 摩擦 が 表面 化 して い

る o 1 8 3 3 年 の 役 職 改選 で 護 民 官 に就 任 した ヴ ェ チ ェ イ ･

ヨ
- ジ ェ フ は ､ 就 任 直後 に市会

を代表 して 参事会 に意見書を提 出 して い る ｡ 彼 は ､ 市会員 の 監督官職 か らの 分 離 を ｢ 私的

利 害 か ら自由 な立 場+ を保証 した と して 歓 迎 しつ つ ､ 同時 に ､ こ の 変革 に よ っ て 市の 財政

政 策 - の 関与 の あり 方 が 不 明確 に な っ た と し て ､ 市会の 関与 の 強化 と権 限 の 明確化 を参事

会 に求 め た
216
o こ れ に対 して 参事会 は ､ 市会 の独 自会合 は ､ 事前 に参事会 あ る い は首席判

事 へ の 議題 の 報告 を した う え で の み認 め られ る と した う え で
､
｢ 市会 に は ､ そ の 討議 に基

づ く決議 を ､ 参事 会 の 同意 な し に遂行す る 権 限は な い+ と して 市会 の 独 自権限 の 創出 に反

対 した
21 7

｡ これ を受 けて 市会 は ､ す で に 市会独 自 の 議題 設 定に よ る討 論 は慣 例化 して お り ､
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事 後の 参事 会 に よ る議 事銀 の 閲覧 に よ っ て ､ 市会 と参事会 の 協 力関係 は保 た れ る と 反論 し

た
21 8

o

こ う した 市会 の 権 限の 明確化 を め ぐる参 事会 と の 摩擦 は ､ 両者 の 様 々 な具体的 な政策に

関す る見解 の 相違 を 通 じて ､ 1 8 4 0 年代 に か けて 繰 り 返 し生 じる こ と に な る 21 9 o こ の こ と
は ､ 市会が ､ そ の 独 自 な政 治的主 体 と して の 存在を 1 8 世紀中頃 に 監督 官と し て 参事会 の

下 部執行 機 関 と な っ て 失 っ た 後 ､ 独 自会合 の 恒常化 ､ 独 自議事録 の 作成 ､ そ して 監督官職

か らの 分離 を腐 て 再 び デ ブ レ ツ
'

ェ ン の 政治 生活 の 中 で 役 割を担う よ
.
うに な っ た こ と を意味

して い る ｡

第 5 節 国王 小 特 権請 負化政策 と 葡萄 酒市 民 自 由販売制の 導 入

1 9 世 紀前 半 の デ ブ レ ツ ェ ン の 都市財政 政策 の 焦点と な っ た の は ､ 国王 小 特権を は じめ

とす る歳 入 を請負 制度 を基盤 に再 編す る こ と で ､ 歳 入 の 安定化 を 図る と い う 問題 で あ っ た ｡
1 8 1 1 年 に 括動 を始 め た イ プ ラ - ニ 国王 委 員 は ､ 参事会 に対 して 都市財 政制度 を報告 させ

る と と も に ､
｢ 市 の 歳入 及 び 財 政制度 運営 の 有害 な形 態+ を改善す る た め の 方策 と して ､

各 種歳 入 制度 の 請負化 を提 言 した ｡ そ の 際 ､ 国王委 員 に よ っ て 請負化 の 方針 を示 され た の

は ､ 質 地耕地 ･ 採草 地 ､ 定期 市 ､ 森林 ､ 葡萄酒 ､ 蒸 留酒 ､ そ して ビ
ー ル で あ っ た 2 2 0 o こ れ

に 対 して 参事 会が 1 年 半あま り後 に行 っ た反 論 の 中心 は ､ 葡萄酒販 売制度 の 現状維持 で あ

つ た o こ の 間題 に つ い て ､ 市 に よ る 専売 の 法 的根 拠 か ら 現在の 運営方法 に わ
､

た っ て 長大な

議 論 を展 開 し ､ 国王 委 員 に よ る い か な る改革案 に つ い て も拒否 の 姿勢 を貫 い た
2 1 1

o

そ れ に対 して ､ 王 国小 特権 の 請負 化 の 端 緒 と な っ た の は
､

'
ビ ー ル 醸造 ･ 版 売 で あ る o 1 8 1 1

年 の 大火 に よ る 市営 ビ ー ル 醸造所 の 消失 と ､ 跡 地 - の 劇場建 設 案 の 浮上 に伴 う移転 ･ 再建

の 資金 捻 出の た め ､ 1 8 1 3 年 に - ン ガ リ ー 財 務局 に よ る 3 年契約 で 請負 人 に 委ね る 旨の 通

達 を永常 した ｡ こ の 際参 事会 と市 会 は ､ ビ ー ル 請負 化が 葡萄酒 請負化 に直結 す る こ と を恐

れ ､ 5 項 目 の 覚書 を 出 して い る
22 2

o そ れ は 以 下 の よ う なも の で あ る o
'

1) 酒 類販 売は ､ 都

市特権 に 基 づ くも の で あり ､ デブ レ ツ ェ ン 市民以外 が そ の 権利 を行使す る こ と は 静 め られ

な い こ と ｡ 2) ビ ー ル 醸 造販売 の 請負化 が ､ 特権 を侵害す る こ と ｡ 3) ビ
ー ル 醸造販 売請負

化 が ､ 市 庫収入 の 要 で ある (1 e g n e v e z e t e s e b b K d tf ej e a C a s s a n a k) 葡萄酒 販売 に影 響 を与 え

か ね な い こ と ｡ 4) 葡萄酒販 売 は ､ ( 原料購 入 費な,ど の 支出が あ る) ビ
ー

ル と 異な り ､ 居酒

屋維 持費 以 外 の 費 用 が か か らな い の で あり ､ 両者 を同様 に 扱 わな い こ と ｡ 5) 請 負人 が ビ

ー ル を葡 萄酒 よ り も安価で 販売 す る こ と に よ る 市庫収入 の 減少 を防止 す る 策を案出す る こ

と ｡ こ の 覚書 の 確認 と 請負 人 がデ ブ レ ツ ェ ン 市民 に 限定 され る こ と な どを定 めた 契約規定

の 策定 を経 て ､ 1 8 1 4 年 か らの ビ ー

ル 醸造 ･ 販 売 の 請負化 が 決定 され た
'

' 2 3

o

葡 萄酒販 売 を含む そ の 他 の 国王 小 特権請負 化 問題 は ､ 1 8 1 4 年 に市会 が 全 面 的な反 対を

表 明 す る な ど ､ 市側 の 抵抗が 続 け られた
2 2 4
o 結局 ､ 1 8 1 9 年 の 財務局 通 達 に よ り ､ 葡萄酒

を 除く ､ 蒸 留酒醸造 ･ 販売 ､ 定期 市 ､ 関税
.
､ 水車 の 特権が 請負化 され る こ と が欽 定された

2 2 5

o こ れ を 受 け て 同年 8 -

9 月 の 入 札 ( k 6 ty a v e t y e) を経て ､ 計 7 人 の 市民 に計 2 1 , 5 2 8 フ

ォ リ ン トで 請 負わ れ た
2 2 6

. こ れ らの 請負 制 は ､ そ の 後運 営法の 変更を伴 い つ つ ､ そ の 後革

命 まで 継続 され る こ と に なる
22 7

o

葡 萄酒販 売 制度 の 改革 問題 が本 格 的に 開始 され る の は 1 8 2 6 年 で あ る ｡ 国王 委員は ､ 建

設 中 の ｢ 大き な森+ 温 泉 と 市 内域 居酒屋 の 請負制導 入 の 検討 を 参事会と 市会 に 打診 した
22 8

0
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こ の 間魔 の 検討 は 市会 に
-

任 され ､ 市会は ､ 温 泉 で の 葡萄酒腰 売に つ い て ｢ 温 泉 は健康増

進 の た め に 建設 され る+ の で あり ､･ ｢ 民 衆の 揮や葡萄酒呑み や泥 酔者 が 増加 す る こ と は ( a

N i p s e p r ej i n e k , a b o ri v 6 k n a k i s r 6 s z e g e s e k n e k a s za m a s z a p o r o dj o n) ､ ｢ 大き な森+ で 余暇 を

過 ごす者や 入 浴す る者 に と っ て 不 都合 を 生 じさせ る+ と して 反対 し ､ ま た ､ 市内域居酒屋

の 藷負化 は ､ 請負 人 に利 益が 集 中 し､ 個 々 の 市民 の 不 利益 に な る と して 反対 した
229
o こ の

際 の 葡萄酒販 売請 負化 問題 の 扱 い は ､ 2 つ の 点 で 興味深 い 要素を含 ん で い る . まず ､ これ

が参事会 で は なく 市会 に よ っ て 討議 され た こ と ､ 次 に ､ 市会 の 反対 が 請負 制 と い う形 態に

向 け られ た こ と で あ る o こ れ らが ､ 前節で 見 た 1 8 2 9 年 に行 われ た 市会 に よ る葡 萄酒販 売

自由化決議 に つ なが っ て い っ た と 思 われ る ｡ 市会 は 請負制 に反対 し ､ 自由版 売制 を支持す

る 姿勢 を こ こ で 明確 に した の で ある ｡ 葡萄酒 自由販 売制は 1 8 3 3 年 5 月 の 参事 会で 決定 さ

れ ､ 6 月･ の 市会 で 承 認 された
23 0

o

葡萄酒 販 売制度 を め ぐる政 治 的諸主体の 関係 をま と めて お こ うQ 1 8 世紀か ら 1 9 世紀前

半に 至 る ま で ､ 葡 萄酒 販 売制 度 に 関す る参事 会 の 見解は ､ 市 に よ る専 売制 の 維持 と い うも

の で 貫か れ て お り ､ 他 の 政治 的主体 は 参事会 に対 して い か なる 立 場 を と る か に よ っ て い た

と い う こ と が で き る ｡ 1 8 世紀前 半 に 市会 に よ る 市政 - の 介入 の 試み は ､ ほ ぼ常 に葡萄酒

販 売問題 に 関わ っ て 表 面化 した o 1 8 世紀中 頃 の 監督官 - 市会貞 制 の 導入 に よ っ て 市会か

参事会 の 下 部 執行機 関 と な っ た 後 は ､ こ の 問題 ほ ､ 王 国と ｢ 市民+ の デブ レ ツ ェ ン の 政治

生活 - の 登 場 の 契機を な した ｡ 王 国の 都市 - の 介 入 の 主題 と して の 葡萄酒版 売 問題 は ､ 1 8

世紀中は 他 の 童 顔 と 平行 して 扱 わ れ た が ､ 1 9 世紀 に 国 王 委員 の 関心 が 国王 小 特権 の 請負

化 に集 中 して い く に つ れ ､ 中心 的 な も ぁと な っ て い っ た ｡ 葡 萄酒 販売権 は ､ 逆 に参事 会 に

と っ て は ､ 都 市特権 の 中 心 と して 王 国 の介 入 か ら の 防衛の 中心 と な っ て い く の で あ る ｡

｢ 市 民+ と葡萄酒販 売権問題 の 関わ り は よ り 明確 で ある ｡ 1 7 5 0 年代 の 主 体 と して の ｢ 市

氏+ の 萌 芽 ､ 1 7 7 0 年代 の 本格 的な 登 場 ､ 1 7 9 0 年 代 の 運動 の 高揚 に 至 る ま で ､ ｢ 市 民+ 意識

の 中心 に こ の 間題 は常 に位置付 け られ て い た ｡ 1 7 9 2 年 に ｢ 市 民+ は こ う表現 して い る ｡ ｢ こ

の 葡萄酒販 売 [ 自由化] を勝 ち取 る ま で ､ 当面 大小 の 不服 に つ い て は保 留す る こ と と し ､

そ れ ら に つ い て は 望 む こ と は な い 23 l o + こ の こ と は ､ 逆 に い えば r 市民+ が 葡萄酒 販売権

問題 を焦 点 と して 主体化 した と い う こ と で ある ｡ こ の 主体 は ､ しか し､ 嘆願 と い う方法 と

そ れ に よ り 自 らが主体化 す る政治 空 間の 創 出 を国王 委員 に依存 して い た た め に ､ 国王 委員

が葡萄酒 専売制 の 維持 を決定 した こ と に よ っ て ､ そ の 基盤 と 主体 と して の 存在 を 喪失す る

こ と に な る o ｢ 市民集 会+ の 開催 の 試 み も ､ い わゆる 市民 的公 共 圏 の 創 出 を伴 わ な か っ た

がた め に ､ 恒 常的 な存在 と なる こ と は なか っ た ｡

｢ 市民+ が 再 び デブ レ ツ ェ ン の 政治 生活 か ら消え た 後 に ､ 王 国と参 事会 に 並ぶ 政治 的主

体 と して 変 容 した の が 市会で あ る ｡ 独 自会 合 と独 自議事飽 の 導入 ､ そ こ で の 請 負問題 を 中

心 と す る 市政 上 の 諸問題 の 討議 を通 じて ､ 王 国か ら も参事会 か ら も自立 した 主体 と して 市

政 に 関与す る よ う に な る o 1 8 3 3 年 の 葡萄酒販 売自由化 の 決 定 は ､ こ う した 市会 に よ る専

売 制度錐持 か ら自由化支 持 - の 方針転換 を経 て 初 め て 可 能 に な っ た ｡ こ れ は ､ 参事会が 市

会 の 市政 上 の 役割 を承認 した と い う こ と を意 味 して い る と とも に ､ 王 国が 都 市特権 の 形骸

化 の 中心 的な主題 と して い た 問題 が ､ 市会 の 変容 を経 なけれ ば実現 しなか っ た と い う こ と

も意 味 して い る の で あ る ｡ こ の よう に ､ デ ブ レ ツ ェ ン の 1 8 世 紀か ら 1 9 世紀前 半 の 葡萄酒
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販売 権 問題 を通 じて ､ こ の 都 市に お ける政治 的諸主体 の 配置関係を明 らか にす る こ とが で

き る の で あ る ｡
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欝5 章 ｢ 市民+ の 範鳴

第 1 節 都市 の 特権 と市 民 の 特権
･ 身分 と して の 市民 お よ び 主体 と して の ｢ 市民+ の 範噂を考察す る に あた っ て 出 乳克とす
べ き は ､ 特権 の 保 有者 と して の 都市 と市民 の 関係性 に つ い て で ある ｡ 近 世 の 法体 系で は ､

都市特 権 の 権利主 体 と して の 都 市 と 市民 は ､ 混交 した も の ある
.
い は

-

致 した も の と して 捉

え られ て い た o 1 5 1 4 年に ヴ ェ ル ベ - ツ イ
･ イ シ ュ トヴ ァ -

ン に よ っ て 編茶され た 慣習法

体系 『三 部法 番』 で は ､ 都市 は 次 の よ うに 定義され て い る D

｢ 市 民 た ち の 集成体を都市と 呼 び ､ そ こ に は さま ざま な人 々 が集任 し て い る ( a v a r . s
n e v et : ci v i t a s

,
mi n th o g y a p o lg a r o k 6 s s z e s i g i r 61 v i s eli , mi n t h o g y o tt s o k n i p v a n e g y b e g y 糾 v e /

ci v it a s di cit u r , q u a si ci v i 甘 m un it a s , e o q u o d ibi p o p u l o r u m p l u r alit a s sit c o n v o c a t a) + ｢ 実際 の 都

市 と は ､ 必 要 に応 じて 市壁や城壁 で 囲 まれ た 家屋 と 通 り か ら なる銀合で あり ､ 良き名替 あ

る 生存 の 特権 を有 して い る ( T u l aj o n k岳p p e d ig a V a r o s , h a z a k n a k i s u t c z a n k n a k a s z B k s6 g e s
f al a k k al i s b a sty a k k al k 6 r 也1 v et t s o k a s ag a , a m ely a j6 6 s ti s z t e s s i g e s m e g 61i s r e k i v alt 軸 ol v a v a n

/ E st a u t e m ci v it a s , d o m o ru m e t v i c o r u m p l u r alit a s , m o e n ii s , e t p r a e si dii s ci r c u m ci n t a n e c e s s a rii s ,

a d b o n e
,
h o n o st e q u e v i v e n d tl m P ri v il e gi a) + ｢ こ の 市 民た ちの 集合 は ひ と つ の 共 同体を成 しそ

い る ( a p ol g a r o k n a k e m e s o k a s a g a e g y k 6 z 6 n s 6 g et al k o t / h a e c ci vi u m p l u r ali t a s u n a m

c o m m t mi t a t e m c a u s at) a +
23 2

こ の よ うに ､ 都市 は 集任す る 市民 の 集 合体 か ら成り ､ こ れ が特 権 の 保有者 で あ っ た 之33 ｡

す なわち ､ 市 民 と都 市 は あく ま で 一 体 と して 不 可 分 の も の と して設 定され て い た ｡ こ の 不

可 分性 に対す る対応 が ､ 葡萄酒販 売権 を め ぐる 議論 ､ そ して ｢ 市民+ の 主体化 の 文脈 の 中

で 常 に 問題 の 中心 と な っ た の で あ る ｡

デブ レ ツ ェ ン 参事会 お よび 市会 が 1 7 7 0 年 に 葡萄酒販 売権 に 関 し て 国王 委員 に提 出 した

意 見事に は ､ 特 権 の 保 有 主体 と して の 都 市と 市 民 の 一 体 性 が ､ 葡 萄酒 買い 上 げ制 度 を踏ま

え なが ら明確 に言 明 され て い る o こ こ で 都市と都市 共 同体 ( ci v it a ti s c o m m mi t a s) は 等価

で あり ､ それ に属 す る 権利 の 具体 的な行使形 態 と して ､ 市民 た ちか ら の ( a c i v ib u s) 葡萄

酒買 い 上 げが 説 明され て い る ｡

｢ 葡萄酒販 売権は･､ こ れ ま で 年 間を通 して こ の 都 市 ある い は都 市共 同体に属 し て お り ､

与れ が特権的 に享受 す る も の で あ る . 都市 は ､ こ の 権利 を次 の よう に用 い て い る ｡ す な わ

ち+ 葡萄酒 は ､ 他 か らで は なく ､ 市民 た ち か らそ の 担 う税 と役 に応 じて 買 い 上 げられ る ( J u s

E d u cilli fu it h a c t e n u s p e r t o t u m An n u 皿 P e n e S I P S a m C i v it a t e m , s e u C i v it a tis C o m m d n it a t e m , c u i

p ri v il e gi alit e r c o ll a t u m e s t : J u r e t a m e n h o e C i v it a s it a u s a e s t , u t V i n a n o n alib i c o e m p t a , B e d a

C i v ib u s a p r o p b rti o n e l m p o sit a e C o n t ri b u ti o n ali s , s e r v a t o q u e q u an t u m fi e ri p o t tli t .) a
2 3 4
+

こ の よ う な都市 と 市 民 の
…

体性 の 認識 は ､ I 7 7 0 年前 後 の ｢ 市 民+ の 主体形成 の な か で

変化 し て い く ｡ 1 7 7 0 年 8 月 に ｢ デ ブ レ ツ ェ ン の 市民 と 住民 に よ り共 同で+ 国王 委員 に提

出 され た 嘆願 書 ( 第 4 章 で触れ た 嘆願 書 B) で ､ 嘆願者 は ｢ 平民 ( k 6 z n i p) + が そ の 特権

に つ い て 無知 で あ る と･ して こ う記述 して い る ｡

｢ こ の 王 国都 市 で は ､ 貧 しく ､ 惨 め で ､ 多大 な運 搬役 の 遂行 に よ っ て 疲労 し ､ 絶望 し ､

困窮 した 平民 は ､ 自身 の 市民 的自由 [ 特権] に つ い て ､ それ が あ た か も存在 した こ とが な

か っ た か の よ うに ､ 何 も知 らな い ( e K ir a ly i V a r o s b a n a s z e g i n y n y o m o r A lt s o k ig a s s z ol g al a t o k
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al at t
, t e lly e s s e g g el el fa r a d t , i s tl g y a n elま11 o tt el f o g y a t k o z o tt k 6 z n e p , a m a g a C i vi si

′

′

s z ab a d s a g a m ll h e m t u d s e m m it , m i n t h o g y a z z al s o h a g e m ilh e t e k)
2 3 5
o +

本 来特権 が 属 して い る市民 が ､ 特権か ら疎外 され ､ そ の 自覚す らも 失 っ て い る こ と を嘆

願者は 嘆 い て い る の で あ る が ､ 市民か ら遊離 した 特権 を 占有す争の は ､ 市民 か ら切 り離 さ

れ た 市支 配層 ( 参事 会 と 市会) で あ る ｡

｢ 公 共の 居酒屋 は 公 共 の も の で は なく ､ ほん の
一

握 り の 者 の 手 の 内 に あ る o つ ま り ､ そ

れは 参事 会 の も の で あ り ､ 市会 の も の で あり ､ 葡萄酒 監督官 の も の で あり ､ 居酒 屋主 の も

の で あり ､ そ し て 葡 萄酒 運搬 人 の もの で ある ( a K 6 7, 6 n s 6 g e s K o r c s m a k n e m k 6 z 6 n s i g e s s e k ,

h a n e m c s a k n 6 m m e11y e k 6 : a M a gi s t r at u s i , a C o m m t mi ta si , a B o r bi rak i; a C s a p la r o s o k i , sa t a

K o r c s ol y a s o k i)
2 36
+

市民 の 特権 が 参 事余 に 寒 奪され て い る と い う輪法 は ､ 1 7 6 9 年 に 1 5 人 の 市 民と ｢ そ の 他

デブ レ ツ ェ ン の 受難 の 住民 た ち+ に よ る 嘆願 番で は ､ よ り明確 に表 現 され て い る ｡
｢ 他 の 王 国諸都 市 と 同様に ､ す べ て に関 して そ れ らと 同等の 特権 と 自由を我 々 も享受す

る こ と が で き る はずで ある ｡ 参事 会 の た め に ､ 我 々 は そ の 特権 と自 由 を享 受す る こ と が今

ま で で き な い の だ ( e g y a ra n t m a s K i r aly i V a r o s s o k
.

r e n di s z e ri n t a z o k h o z h a s o n l o

P ri v il e g l n m O k k a l , 6 s s z a b a d s a g o k k al m i n d e n i k b e n m i i s il h e t n 6 n k / : m elly e k k el e di g h n i gh
M a gi s t r at u s u n k m i a t n 6 m il h ett ti n k) o

2 3 7
+

市民が 特権 か ら疎外 され て い る と い う常識 は ､ 市 民 と参事会 の 分離に 依 っ て い る D 1 7 9 2

年 に ｢ 市民 の 使 節+ に よ っ て 参事 会 に提 出 され た 質 問状を見 て み よ う ｡

r 国王 陛 下 は 王 国諸都 市 に対 して ､ 葡 萄酒願 売 を -

律 に認 め よ うと して い る o [ 中略]

参事 会 は な ぜ こ の 共 通 の 利 益 に周 意 し よ う と し な い の か ? ( F el s6 g e s K i r aly u n k , a K ir aly

V a r a s o k n a k a b o r m 6 r i st m e g a k a rj a eg y f o r m a n e n g e d n i: [
- ] m i6 r t n e m a k a r n a a T . N . T a n a t s

e z e n k 6 2: h a s z o Ilb a m e g e d g y e z n i ?)
2 3 8

+

主体 と して の ｢ 市 民+ に よ る都 市 と市 民 の 関係 の 帯織 は ､
-

｢ 市民 + を参 事会 か ら分 離す

る と い う作業の 背 景 に 隠れ て い る が ､ 参事会 に 横領 されてい る 特権 を市民 が取 り 戻す と い

う文 脈で 展 開
.
され て い る ｡ 都市 と 市民 の 分離は ､ 市 民 の 疎外 と い う帯 織 を基軸に して い る

の で あ る ｡

1 9 世 紀 の 国王 小 特権請 負化 問題 を め ぐ る 国王 委 員 ､ 参事会 ､ 市会 に よ る 議 論で は ､ 都

市 と市 民 の 分 離の 過 程 を明瞭 に観 察す る こ と が で き る ｡ 国王 委員が 示 した 請負 化 方針 に対

す る長 文 の 反対 表 明文 に お い て ､ 1 8 1 3 年 参事会 は ｢ 市 民 は ､ そ の 特権 的お よ び 法的権利

を今後 と も 保 持 す べ き で あ る ( a p o lg 且r sa g m i n d P ri vil e g i ali s , m i n d T 6 r v i n y e s J u s s ai b a n

t o v a b b r a i s v alt o z h a t atl a mi 1 m e g
- t a r t a s s o n) + こ と の 根 拠 と して ｢ 当地 の 市民た ち を王 国都市

に 列す る特 権 ( a z i d e v a1 6 P olg a r o k at a K i raly i V a r o s o k k 6 z z 6 s z丘m l丘1 6 P ri v il e gi u m ) + を挙げ

て い る
2 3 9

o 特権 の 防衛 は ､ 都市 と市 民 を
-

体化 させ る こ と に基盤 を置 い た の で ある o しか

し ､ こ の 文事の 後半 に さ しか か る と 都市と 市民 の
一

体化 は 自明 の も の で 娃 なく な っ て い く ｡

国王 委 員 に よ る あ る提案 に つ い て 参事 会は ､ 反 対理 由 を都市 と 市民 の 特権 の 侵 害に つ い て

個々 別 々 に議 論 した う え で ､ つ ぎの よ うに 総括 し て い る ｡

｢ 市 民 の 組 織 [ 都市] と 市民 の 利益 は互 い に分 離す る こ とが 不 可 能 な よう に 結び つ い て

い るも の な の で あり ､ こ の 公 共の 利益 を正 当な 調 和 をも っ て 享受す る こ と が でき るも の な

の で ある ( m i n d a P olg a ri T e s t , m i n d a P olg a r o k , ki k n e k h a s z n a e g g y m a s s al e トv丘1 a s z t h at atl a nも1
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6 s z v e v a n k 6t t e tt v e , e z e n k 6 z B e n e fi ci u m h a s z n a v al i g a z s a g o s p r o p o r ti 6 b a n il h et n e k)
2 4 0

+

こ こ で 見られ る の は ､ 都市 と 市 民の 概念 を い っ た ん分 離して 検討 した 上 で ､ そ れ らを再

統合 しよ う と す る 鮮 み で あ る o そ れ は ､ 1 8 1 4 年 の 市会 に よ る 意 見 で は ｢ 都市 と 市民 の こ

の 相 互 的 な権 利 ( a v a r o s n a k , i s a P o lg a r o k n a k e z e n k 61t s 6 n 6 s j u s s a)
2 4 1

+ と 表現 され て い る .

こ こ で は ､ 都 市 と 市民 は ､ 療按 に 結 び つ き つ つ も別 々 の 権利 主体と して 羅織 され て い る の

で ある o

こ の 変化 を媒介 した の 娃 ､ 請負 化 と い う 問題 で あ る o l 国王 小 特権 ､ なか ん ずく 葡萄酒販

売権 の 請負化 は ､ ｢ す べ て の 市 民 を包 括す る継続 的 な特権 の 行使 を [ 中略] 無 に帰 させ る

も の で あ る ｡ も し ､ 市民 の 葡萄酒 を精負人が 繋 い 上 げ る こ と に なれ ば､ 市民 の 権利 は ､ 彼

ら自身 の 参 事会 と 市会 の 監督下 で 施行 され ず ､ ひ と り 滞負人 の 慈恵 的裁 量 ､ ある い は む し

ろ そ の 寮苦に供 され る こ と に な る ( m i n d e n P o l g a rt r 6 s z e sit6 s z a k a d atl a n P ri v il e g i ali s u s tl St

【
=

】s e m i v i t e n n i ･

- H a a P ol g d r o k b o r ait t a r t o zi k a z A r e n d at o r b i v e n ni , a k k o r P ol g a r o k j u s s a

n e m a m a g o k t 6 r v i n y e s M a g i st r a t u s a i s V al a s z t o tt E 1 61j a r 6i i n s p e c ti oj a al a tt a d m i n i st r al t at v良n ,

e g y e 血I a z A r e n d a t o r a rbi t r ati a d i s c r e ti oj まn a k , v a g y i s i n k丘b b v e x aja n a k l e n n e ki t e t e t v e) ｡
24 2
+

こ こ で は ､ 都市 は ､ 特 権 と 市民 の 間の 媒介と して の 機能を r

､ 請負人と の 閤で 争 奪 して い る o

都 市 はす で に 特権 の 保持 主体と い う より も特 権の 管理 者と な っ て い る の で あ る ｡ 市民 と都

市 の 分離 と ､ 特権 の 保持 者と管 理 者 の 分離は ､ 参事 会 と 市会 に よ る請負制度導入 反 対 の 輪

理 の 基盤 と な っ た ｡ そ れ ゆ え ､ 請 負制 で なく葡 萄酒 自由版売制 の 導 入 の 輪 理 的な整 合性 を

こ れ が 用意 した の で あ る o 1 8 3 3 年 の 参事会 に よ る 自 由席 売制決 定 は ､ 次 の よう に 貌 明さ

れた ｡

｢ 葡 萄酒 販 売権 は ､ 国王 陛f の 特許状 に よ っ て ､ 個 々 の 市民 の 奉仕 と 忠誠 に対 して ､ 市

民 の 共 同体 に 与え られ た もの で あ る ｡ こ の 特許 状 に は こ の 権利行使 の 方 法 は定 め られ て
.
い

な い o そ の た め ､ か つ て は ､ 葡萄酒 販売 に 関す る個 々 の 市畢と都市 の 利益 が
一 致 す るも の

と み なす方 法が 採 られ た ｡ [ 中略] 現在 の 葡 萄酒 版 売権行 使 の 形態 は ､ 現在の 状況 を か ん

が み る と ､ 個 々 の 市民 お よ び 市庫 に対 して 十分 な利 益 をもた ら して い る と は い え な い ( a

B o r m 6 r et i s Jtl S S a a K i r ･ K e g y el m e s A d o m a n y L e v el e k alt al a z e g g y e s P olg a r o k s z 6 1g al a tj a ii r t , 6 s

i r d e m ei6 r t a P olg a r o k K 8 z 6 n s 6g i n e k a d 6 d v 血n a n 61 k til , h o亭y a Z A d o m a n y L e v el e k b e n n a m 6 dj a

e z e n n h a s z o n v it el n e k m e g h a t6 r o z6 d n a ,
- v al a m i n t a ri gib b K o r n a k s z ab a d s a g ab a v 61t a B o rb eli

h a s z o n v 6t el n ek a z t a m 6 dj at f o g a d n i el m ely e t a kk o r a z e g g y e s P olg a r o k , 6 s a V a r o s h a s z n a v a1

l e g i rLk a b b m e g e g g y e z 6 n e k t alalt , [
- ･] m o s t f e n n 丘116 B o r b eli h a s z o n v 6t el m 6 dj dt , m ely i e t a

j el e n k 6 r n y B l all a s o k k 6 z 6 tt n e m l it a z o n n c z 61r a alk al m at o s s 丘g n a k h o g y m i n d a z e g g y e s

P ol g a r o k n a k , m i n d a V A r o s P i n zt a ra n a k el e g e n d 6 h a s z n o t h aj t s o n)
24 3
+

葡萄酒販 売 自由化 の 欽 定は ､ 参 事会 に よ る 市民 と都 市 の 分離の 東 認 と合 わ せ て 実現 し た ｡

逆 に言 え ば ､ 1 8 世 紀末以 降 ､ ｢ 市民+ の 出現 と 請負 制導入 の 衝撃 を媒介と して ､ 市民 と都

市 の 特権 の 区別 が 概念 的 に可 能 に な っ た こ と が ､ 1 8 3 3 年 の 葡 萄酒 自由販 売 制導入 決 定の

背 景 をな した の で ある ｡

第 2 節 ｢ 市 民+ を代 表 す る

都 市 と市 民 ､ 参 事会 お よび 市 会 と ｢ 市民+ の 分離が 1 7 7 0 年代以 降進 行 して い く こ と と

平行 して ､ 市民 あ る い は ｢ 市民 + を代表 す る こ と に 関す る議論 がデ ブ レ ツ ェ ン の 政 治生 活
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の 中 に登場 して く る o

こ の 間層 は ､ す で に 1 7 6 9 年 の 1 5 人 の 市民 と ｢ そ の 他デ ブ レ ツ ェ ン の 受難 の 住民 た ち+

に よ る 嘆願番 ( 第 4 牽 の 嘆願 番 A) の なか で 現れ て い る o 嘆願書綻 ､ 嘆療 の 主体 に つ い て

こ う説 明 して い る Q こ の 嘆願 を行 う の は ｢ 我 々 だ けで 壮なく ､ む しろ我 々 i: 共 に我 々 の 都

市 の 大小 の 納税 者 の ほ ぼ全て で あ る o 彼 ら は ､ 参事 会を強く 恐れ る が ゆ え に名 乗 り 出る こ

と を蹄賭 して い る の で ある ( n e m c s a k m i p e dig s6tt v el d n k e dg y A tt
■

v a r o s s u n k N a g y o b b i s

K i s s eb b C o n t rib u e n s eik s zi n t e m a id M i n y aj o n/ : K iki s u g y a n a M a gi s t r a t u st 6 l v a1 6 N a g y
′

fil el e m n e k mi att a m a g o k at k i n y il a tk o zt a t n i, n i m m i r6 s z et h ett 蝕 :/) o
24 4
+ こ こ で ､ 参事会 に 対

抗す る形 で 主体化 した 1 5 人の 嘆願者 は ､ そ の 主体と して の 正 統性 の 基盤 を ｢ ほ ぼ全 て の

納税 者+ の 暗黙 の 同意 に 求 めて い る o 1 5 人以外 の 市民 ､ 住民 が署名 しな い こ と の 理 由 は ､
･ 翻 っ て 参事会 の 脅迫 に求 め られ る の で ある ｡

｢ 市民+ の 代表 と し て の 箱乗 り と そ の 正 統 性確 保 の 争 い は ､ 1 7 9 2 -

9 4 年 の 連 動 に 鮮鋭

に現 れて い る o 前 章 で も触れ た よ うに ､ 1 7 9 2 年 2 月 ､
｢ 市民 の塙 に お い て+ 葡萄酒販 売自

由化 を要求す る嘆願が 王 国 に提 出 され た 後 ､ ｢ 市民 使節+ に よ る護民官宅 の 髄 間､ ｢ 市 民集

会+ - の 護民 官 の 出席要 蹄 と護 民官 に よる 拒 否 を経て ､ 集 会 に出席 した 6 7 轟 の 市 民た ち

は ､ 参事 会宛 て の 1 1 項 目 の 質 問状を作成 し ､ 送 付 した ｡ す で に 引用 した 部分 を含 めて ､

こ の 質問状 の 全 項 目を見 て み よ う
245
o

1 .
｢ 我 々 ､ 納 税 し大小 の 役 を負 う市民 た ち は ､ 次 の こ と√ に つ い て 明確 に 知 り た い の で

あ る ｡ す な わ ち ､ 市民 と は 誰 の こ と なの か ､ . 市 民 と い う毎 にお い て 何 を理 解す べ きな の か?

( k ik l e g y e n e k a Ci v i s e k , i s n it i r t sti n k a C i v i si n e v i b e n ?) +

2 .
｢ 我 々 が 問題 に して い る こ と に つ い て ､ 護 民 官殿 の 臨席 の も と で 集会 を開催 す る な

らば ､ こ の 集 会 で ､ 誰 が 市民を名乗 る の か? 市 民か ､ そ れ と も参事会 か･? ( a z o n G y且1 i sもe k i

f o g C i v i s e k et d e n o m i n al n i , a C iv i s e k i , v a g y a T . N . T a n a t s) +

3
.

｢ 参事会 が ､ 葡萄酒 販 売制度 の 改善 を望む の で あれ ば ､ そ れ を我 々 に 通 知す る こ と

を望 む+

4 .
｢ 葡萄酒販 売自由化 の 早 急 な実現 を 我 々 は あき らめ る こ と は なく ､ こ れ に 勝利す る

こ と を確 倍 して い る+

5
.
｢ こ の 葡萄酒版 売 [ 自由化] を勝ち 取 る ま で ､ 当面 大 小 の 不服 に つ い て は保 留す る

こ と と し ､ そ れ らに つ い て は 望む こ と は な い +

6 .
｢ 国 王 陛下 は 王 国諸都 市 に 対 して ､ 葡萄酒 販 売を

一

律に認 め よう と して い る o [ 中

略] 参事 会は なぜ こ の 共通 の 利益 に 同意 し よう と しな い の か?+

7
.

｢ 参事 会 は ､ 葡萄酒販 売 の よ り良き新 しい 方法 を つ く る こ と が で き る の で あ り ､ そ

れ は ､ 我 々 に よ っ て 試行 され る べ きで ある+

8 .
｢ 我 々 柱 以 下 の こ と を知 り た い の で ある o すなわ ち ､ 護民 官殿 は参 事会 の 側 にあ る

の か ､ そ れ と も市 民 の 側 に ある の か? +

9 .
｢ 我 々 は ､ 以下 の こ と に つ い て も知 り た い の で あ る ｡ すな わ ち ､ 葡萄酒 版売 自由化

に 関 して ､ も し参 事会 が 我 々 と 合意 しな い 場 合 ､ 護 民 官殿 は我 々 の 側 に 立 つ の か ､ そ れ と

も参事 会 の 側 に立 つ の か ?+

1 0 .
｢ す べ て の 同 職組 合 に 対 し て ､ こ の 間題 に つ い て 検討 す る こ と が 認 め ら れ る べ き

で ある+

6 1



l l .

｢ 参密会 に 以上 の こ と を通 告 した こ と を確 謬す る よ う ､ 参 事会 に求 め る+

r 市 民+ が諏 を指す の か と い う 問 い か ら始 ま る 一 連 の 項 目 は ､ 参事会 と ｢ 市 民+ の 間 で

の ｢ 市 民+ を名 乗 る こ と の 正 統性 を め ぐる 闘争 と な っ て い る ｡
2 項 目 目 の 一 見矛 盾 した表

現 ( 市 民を痛乗 る の は 市 民 なの か 参事 会な の か) は ､ 質問状提 出者 に と っ て ｢ 市 民+ が 自

明 の も の と して 存在 して い る こ と ､ そ の ｢ 市民+ の 名乗 り を ｢ 市民+ が参事会 と の 間 で 争

奪 して い る こ と を示 して い る o こ の ｢ 市民+ の 争奪 と 並 ん で ､ もうひ と つ 争 奪の 対象 と な

っ て い る も の が これ らの 項 目 の な か に は あ る ｡ 護 民 官 で あ る ｡ 護民 官 が ､
｢ 市民+ の 側 に

ある の か ､ 参 事会 の 側 に ある の か が ､ 2 度 に わた っ て 問 われ て い る の で ある ｡ 穣民官 の 争

奪 は ､ 開催 され る べ き ｢ 市民集会+ の 正統 性確保 に も重 要 な役 割を負 わ され て い る ｡ ｢ 市

氏+ は ､ 集会 - の 穣民官 の 出席 に こ だ わ っ たす え ､ 護民官 の 出席拒否 に もか か わ らず ､ ｢ 護

民 官 の 痛 に お い て+ 集会 を 開催す る の で ある
24 6
o こ の ｢ 市 民+ の 轟乗 り と 穣民官 を めぐる

二 重 の 争 奪 は ､ こ こ に 市会 が現 れ て い ない こ と を踏 ま え て 考 え ると ､ ｢ 市民+ が護民官 を

確保す る こ と に よ り ､ 市会 に か わ る ｢ 市民集会+ の 正 統性 を確 保 しよ う と した と み る こ と

が で き るで あ ろう o

｢ 市民集会+ と市 民 を代 表す る こ と と の 関係 を よ り 明確 に 示 して い る の が ､ 同時期 に ナ

ジ ･ ヴ ァ - ラ ドの 財 務局行 政官 ( C a m e r丘1i s A d m i n i s t r a t o r) に対 し て ､ デ ブ レ ツ ェ ン の ｢ 市

民 の 希 にお い て+ 提 出 され た 事情祝 明春で あ る . こ こ に記 され て い る 2 項 目は ､ まず ､ 葡

萄酒販 売 自由化 に 関す る ｢ 市 民 の 代表+ と して ブ ダで 括勤 して い る バ
ー リ ン トフ イ ･

ヤ
ー

ノ シ ュ と い う 人物 が ､ ｢ 市 民 が何 も知 らな い こ と に つ い て も行 っ て い る ( B ali n tffy ab b a

olly a k at i s el e g yit e tt a m e11y e k r 61 a C i v i s e k s e m mi t s e m t u d n a k) + が ゆえ に ､ 彼 を解 任 した 上

で ､ ｢ 他 の 代表 ( m 如 A g e n s) + を探す こ と Q つ ぎ に護 民 官 の 出席 の も と 市民 に よ る集会 を

開く こ と ､ で あ っ た
24 7
o

1 7 9 4 年 に 葡萄酒 版売 自由化 を求 め て 再 び ｢ 市 民 と 住民 の 名 に お い て+ 国王 に 提出 され

た 嘆願 書 を め ぐ っ て 調 査 を 開始 した 参事 会 に 対 して ､
｢ 市 民 の 代表 フ ァ ゼ カ シ ュ ･ ヤ ー ノ

シ ュ お よ び 市民 ( F a z e k a s J a n o s Ci v i s e k R e p a e s e n t a n s a 6 s a C i v i s s i g) J の 名 に よ る上 申書 が

提 出され た o こ の 上申 書は 国王 - の 嘆願書を提 出 した こ と を諏 め る 内容 で あ っ た が ､ そ の

後 の 参事会 の 関心 は ､ 嘆願 書 の 内容 で は なく ､ フ ァ ゼ カ シ ュ ･ ヤ
ー ノ シ ュ と い う人 物 ( 彼

は 2 年 前 に も ｢ 市民 使 節+ と して 護民官 の 前 に 現れ て い る) が ､ い か な る根 拠 に基づ い て

｢ 市民+ お よ び ｢ 市民 の 代表+ と各 乗 る の か と い う こ と に 集中 され た
ユ48
D 病床 の フ ァ ゼ カ

シ ュ と 彼 の 家 - 派遣 され た 参事会 の 代表 と の 問答は 以下 の よう なも の で あ る
1
o

6 月 2 5 日付 けで透見 地 と と五盈と の 署名 で 今 日参事

会 に提 出され た 上 申書 は 誰が 書い た の か ?

セ ン ト ペ - テ リ ･ ミ ハ
-

イ が書 き ま したが ､ 私 が 口 述 い た しま した ｡

す べ て の 市民 が こ れ に 同意 した の か ? ( M e g e g y e z t e k i eb b e . mi n d e n C i v i s e k ?)

こ こ に お り ま した 8 人 ほ どが 同意 い た しま し た D

そ の 8 人 と は誰 で あ っ た か ?

医師タ タイ ･

'

ヨ
-

ジ ェ フ 氏 ､
コ ン テ イ

･ ミ ハ -

イ ､ チ ュ カ
ー シ ュ 居酒屋請 負

人 パ ブ ･ イ シ ュ トヴァ - ン ､ ア ル マ
- シ ･ ヨ

- ジ ェ フ が お り ま して ､ 他 に は

お り ま せ ん で した ｡ こ の 4 人と 筆記 した セ ン ト ペ
- テ リ ･ ミ ハ -

イ で す ｡

で 壮 5 人の 市 民 が い た だ けで は な い か ｡ い か に して 市 民全体 の 名 に お い て 上申 書
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を出 す こ と が で き た の か ? ( h o g y l e h e t et t m e g i s , a z e g i s z C i v i s s i g n e v i b e a d n i a z

l n s t a n ti如?)

私 は ､ 私 た ちが 求 めて い る こ とが 正 義 で あ る こ と に確信 を持 っ て お り ま して ､

ひ と り の 市 民 と て こ の こ と か ら身 を ひ く こ と 綾 ない で しょ う ｡

市民 全 員 が こ れ に 同意す るな ど と い か に して 確倍 す る こ と が で き る･ と 言 うの だ ?

規則 に従 っ て 告 知 され て もお らず ､ 市民 の うち数 人 に よ っ て 推 し進 め られ て い る こ

と に 対 して ､ 彼 ら の うち の 多く が反対 し て い る こ と が 知 られ て い る の に ｡ノ

彼 らが 同意 した か 否 か は ､ そ の う ち明 らか に な る で し ょ う o

デ ブ レ ツ ェ ン の 市 民 の 代表 ほ デブ レ ツ ェ ン 市 会 で あ る と い う こ と を ､ 市島と して

知 らな けれ ばな らな い に も か か わ らず ､ な ぜ 自ら の こ と を

の か ? ( M ii rt S u b s c ri b 畠1t a tt a m a g dt u g y m i n t

の と 署 轟 させ た

h o l o tt m i n t C i vi s

t u d ni h ell a z t , h o g y a D e b r e c z e n i C i v i s s e g n e k a D eb r e c z e n i v Al a s z t o tt E s k A tt C o m m u mi t a s a
′

R e p r a e s e n t a n s a ?)

なぜ な ら ､ 私 は 多く の 市 民 か ら倍 任 されて い る か らで す ( A z 6 rt , m e rt n i k e m

i g e n s o k Ci vi s e k t 6l v a n C r e d e n ti o n ali s o m )

こ の 問答に は ､ 箱 乗 り の 翰理 の 基 本的な構造 を見 て 取 る こ と が で き る ｡ こ こ に 現れて い

る 5 人 の 出席者に よ る ニ 重 の 箱乗 り ､ す なわち｢ 市民+ と ｢ 市民 の 代表+ は ､
｢ 正 義(i g a z s 丘g) +

と ｢ 信任+ に よ っ て 正 統化 され て い る の で ある o こ の 論理 は ､ 2 年 前 と 同様 に ｢ 市民集 会+

に よ っ て 完 結 され る こ とが 前提 で あ っ た ｡ ｢ 彼 ら が 同意 し た か 青か + に つ い て は ､ こ こ で

最 終的 に確 薄 され る は ず で あ っ た ｡ フ ァ ゼ カ シ ュ の 聴取 に 続 い て ､ 名 を 挙 げ られ た 4 人 の

市 民 は ､ 参事会 に出頭 させ られ た 上 で ､ 葡 萄酒販 売 自由化 を討議す る こ と に ｢ 6 0 0 人 の 市

民 が 関 心 を 示 して お り ､ なん らか の 集会 を自分 た ち で 開く こ と を許 可 す る よ う+ 要 請 して

い る
2 4 9

o こ の 6 0 0 人 と い う数値 の 倍 源 性 は 問わ な い と して ､ 当時 の 市民権保持者 の 約 4 分

の 1 の 参加 可 能性 をも っ て ､ 嘆願 書 ､ 上 申書の 提 出主体 (｢ 市民+ と ｢ 市民 の 代表+) お よ

び そ の 内容 ( 葡萄酒 販 売自 由化) が 正 統化 され る は ずだ っ た の で あ る ｡ こ の 試み 紘 ､ 前章

で も 見た よ う に ､ 参 事会 お よ び 市会 の 反対 に よ っ て 失敗す る こ と にな る c

｢ 市民集会+ に よ る ｢ 市 民+ と ｢ 市民 の 代表+ - の 正 統性 の 付与は ､ こ こ で 自明 的に 市

会 の 正 統性 と対 立 す る こ と に な る ｡ ｢ 市民 の 代表 は 市会 で ある+ と す る 参事 の 質問に 対 し

て ､ フ ァ ゼ カ シ ュ は 直接 的 に 否定 しな い も の の ､ 自 らが r 信任 されて い る+ こ と をも っ て

自ら の ｢ 市民 の 代表+ と し て の 正 統性 を 担保 し ､ 暗 に 市会の 正 練性 を否 定 して い る の で あ

る ｡

1 8 世紀 末 に こ の よ うな ｢ 市 民集 会+ に よ る 市会 の 正 統 性 ･ 代 表性 の 纂奪 の 鮮 み が 失敗

した 後 ､ 1 9 世 紀初頭 か ら 市会 の 独 自性確保 の 基盤 と な っ た の は ､ ま さに こ の ｢ 市民 の 代

表+ と い う論 理 で あ る ｡ 1 $ 1 4 年 に恒 常的 な独 自会合 の 開 始 に あた っ て 市会 が宣言 した の

は ､
｢ 我 々 壮 ､ こ の 都市 の 市 民 と 住民 の 代表 で あり ､ 市制 と 特権を 断固守 る こ と を義務 と

し て い る ( e z e n v a r o s p ol g a r ai n ak , 6 5 L a k o si n a k R e p r a e s e n t a n s ai v a g y 血k , a kik e n n e k

c o n s tit u ti 6it
,
P ri v il e gi u m i t t611B n k k i t elh e t 6 k 6 p p e n v i d el m e z ni t a rt o z 血k) + と い うも の で あ っ

た
2 5 0
｡ こ の 時期 か ら ､ 参 事会 と 市会 は ｢ 市民 の 指導 部 か つ 代表 と して 全市民 の 権利 と 自由

を 守 り 維 持 す る ( a p o lg a r o k E 1 6 1rj A r 6i i s R e p r a e s e n t 血 s ai , a z e g i s z P o lg a r s A g J u s s ait i s

S z ab a d s まg ait 61t al m a z ni
'

s m e gt a rt a n i) + こ と を名 目 に存 在す る こ と に な る
25 1
o
｢ 市 民 の 代表+
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と い う性 格 を自覚的 に 確保 した 市会 は ､ ｢ こ の 都市 の 民 衆の 制 度的 代表 と して ､ 我 々 に よ

つ て 代 表 され て い る 民衆と の 間 に ､ よ り 近く か つ 密 な結 び つ き を持 っ て い る ( m i m i n t e z e n

V a r o s n阜p i n e k C o n stit tlti o n ali s R e p r a e s e n t a n s ai a z al t al 血 k r e p r a e s e n talt n i p p el s o k k al k 6 z el eb b

6 s s z o r o s s a b b e g y b e k 6 tt e t i s b e n v a g y 血k) + こ と に ､ 自らの 正 統性 を 求 め て い くの で ある .

も っ と も ､ 市 会員 の 終身制 が 廃止 され ､ 制限選 挙 に よ る 市会員 の 選 出が 実現す る の は ､ 革

命 後 の 1 8 4 8 年 5 月 の こ と で ある
25 2
o 制度 的基盤 の 変革を伴 わず して ､ 市会 は ､ 1 8 世 紀末

に ｢ 市 民+ に よ っ て纂 奪 され か けた 代表性 を ､ そ の 正 統性 の 核と して確 保 した o そ れ は ､

前章 で 触れ た よう に ､ 政拍的主体と し て の ｢ 市民+ の ( 再 度 の) 消滅 と 平行 し て い た の で

ある o

｢ 市民+ を代表 す る こ と の 代表す る 者の 間で の 争 奪 で は ､ 代表 され る 者の 範噂 - の 問 い

は ニ 次 的 なも の で しか 過 ぎな い ｡ こ の 間 い は ､ 市 民 権をも た な い 住民 の 主体性 に つ い て の

問 い で あ る o す で に繰 り返 し触 れ てき た 1 7 6 9 年 の 嘆願番 は ､ 1 5 人 の 市民 の 署轟 に加 えて

｢ そ の 他 デブ レ ツ ェ ン の 受 難 の 住民 た ち+ が 嘆願者 に名 を連ね ､ 1 7 7 0 年 に 国王 委 員 に提

出され た 嘆願 音は ｢ デ ブ レ ツ ェ ン の 市民 と 住民 が 共 同 で+ 発言 した も の と な っ て い る
253
o

問題 は ､ こ こ で 言及 され て い る ｢ 住 民+ が い か な る性格 の も の と して こ
.
こ にあ る の か と い

う こ と で あ る ｡ ｢ 住民+ - の 言 及 が ､ ｢ 市民+ と 併記 され る と い う こ と を踏ま え る と ､ こ れ

が 市民 権 の 有無 を基準 と して い る こ と は 明確 で ある ｡ そ の 上 で 主体 と して の ｢ 住 民+ の 性

格を考 え ると ､ ヱ 種 の 姿を設 倉 でき る で あろ う ｡ ま ず ､ 市民 権を有 した着 か ら独 立 した 主

体 で あ る こ と ､ 次 に ､ 市 民権保 持者と して の ｢ 市民 + に動員 され る ､ ある い は ｢ 市 民+ に

包括 され る 範噂で ある こ と ｡

第
-

の 独 立 した 主体 と して の ｢ 住民+ を想 定す る こ と は 困難 で あ る o と い う の も ､ 市民

権保持者 と の 区別 を明確 に した 上 で の ｢ 住民+ 独 自の 主体設定 が現れ る こ と が ま っ た く な

い か ら で ある ｡ ま た ､ す で に 見て き た そ れ ぞれ の 嘆願 書の 内容 は ､ 市民権保 持者 の 権利 と

参 事会 - の 批 判 を基 軸 と し ､ ｢ 住 民+ の 権利 そ の も の を問題 に して は い ない こ と で あ る ｡

で は ､ 第 二 は どう で あ ろ う か o こ れを考 え る材 料 を提供 して い る a? が ､ 1 7 9 4 年 の フ ァ

ゼ カ シ ュ ･ ヤ
ー

ノ シ ュ らの 行動 で ある o 国王 に対 して ｢ 市民 と住 民の 名 にお い て + 提出さ

れ た 嘆願 の 防衛 が ､
｢ 市 民 の 代 表+ た る フ ァ ゼ カ シ ュ と ｢ 市民 ( C i vi s s i g) + に よ っ て遂行

され る ｡ ｢ 住民+ は ､ こ れ ら に よ っ て 代表 され る の で あ る ｡ こ の 代表 性 は ､ 上 に見 た よう

に ､ ｢ ほ ぼ全 て の 納税者+ の 暗黙 の 同意や ､
｢ そ の う ちに 明 らか に なる+ で あろう L｢ 彼 らの

同意+ に基 づ く の で あ る ｡ こ う し た 同意 を想 定す る こ と が ､ なぜ 可能 だ っ た の で あろうか ｡

こ れ は ､ ｢ 市民+ の 主 体が ､ 主 に葡萄酒販 売 権 を め ぐ っ
▲

て 成 立 した こ と を踏ま え る と ､ 2

章お よ び 3 章 で分 析 した よ う に ､ 葡萄畑所有 ･ 葡萄酒生 産 が ､ 財産規模や職 業の 差異 と と

も.に市 民 権の 有無 の 境 界 を横断す る 形で行 われ て い た と い う こ と に見る こ と がで き るだ ろ

う ｡ す な わ ち ､ 葡萄酒販 売権 問題 は ､ 市民権 の 有 無 と い う差異 を除去す る背景 を有 して い

た の で あ り ､ 市民権 保持 者か らの 葡萄酒買 い 上 げ制 度 を基礎 と した 専売制廃止 - の 闘争 は ､

差異 の 存在 を無視 し ､ 住民 を ｢ 市民 + に包 摂す る 方 向 - と盛ん だ の で あ る o

1 8 3 3 年 に実 現が 決 定 され た 葡萄酒販売制度 の 改 正 は ､ あく ま で 市民 自由 販売制 で あり ､

葡萄酒 販 売権 を得 る こ と が で き る の は ､ 市民 権保 持者の み で あ っ た ｡ 市 民 権非保 持者が 問

題 に され る の は ､ 市 民権 保 持者の 利益 の 文 脈 に 限 られ た の で あ る ｡ 1 8 3 6 年 に 自由販 売制

の 再検 討 が 行 われ た 際 ､ 市会員 を含 む 3 5 名 の 市 民 の 連名 に よ る意 見書 ( F ol y a m o d 6 l e v el)
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が 国王 委員 に 提 出 され た が ､ そ こ で 市民 権非 保持 者 は つ ぎの よ う に現 れ て い る ｡ ｢ 市 民自

由葡萄酒版 売制の こ れ ま で の 規則 に よ る と ､ 非 市民 に請負 に出す こ と が 禁 止 され て い る ｡

こ れ は ､ 葡萄 酒 に よ る 市 民 の 利 益 を 大 き く 損 なう も の で あ る
25 4
｡ + こ の 非 市 民 ( n e m

P ol ga r o k) は ､ 市 内域 に 居 住す る市 民権 を持 た な い 住 民も含み な が ら ､ 市
.
民 権 保有者以外

の 着金体 を意 味 して い る ｡ い ず れ にせ よ ､ 非 市 民 の 利益 は ､ 市民 の 利益 に 包摂され る もの

で あ っ た の で ある ｡

市民 と住 民 の 間 の 市 民 権の 有 無 と い う差異 は ､ 問題化 され な い ま
.
ま ､ ｢ 市民+ に包括 さ

れ て い く か の よう で あ る ｡ こ の 間題 は ､ デ ブ レ ツ ェ ン にお い て は ､ 1 8 4 8 年 に そ の 差異 が

消滅 す る ま で 明示 的 に あらわ れ る こ と は なか っ た ｡ こ の 差異 の 倭小 化 は ､ 1 8 1 3 年 に 質地

耕地 用益制度 をめ ぐ る 競輪 の 中 で 参事 会 が 表 明 した 以 下の よ う な青菜 に 表 され て い る ｡

｢ 住民 た ち は ､ 市民 権に伴 う義務に 基づ く負 担 を回避 す る た め に ､ 市民 権 を得なぃ の で あ

る( e z e n L a k o s o k 6 p p e n a z i r t v o n n y ak -k i m a g o k at a P olg a r 由g a1 61l , h o 苦y a P ol g a ri K 6 t el e s s i g g el

e g g y B tt j a r 6 s z o lg al at o k t e rh 6t 6l m a g o k a t 6 s J 6 s z且g ai k at m e g -k i m ilh e s si k) ｡ と い う の も ､ 屋

敷 地 をも つ 住 民 は ､ 兵 士 宿営 ､ 公 共 の 役お よび 蓉良 な振る 舞い に よ っ て 市 民 権に ふ さわ し

けれ ば ､ 我 々 [ 参事会] に申請す る こ と に よ っ て ､ これ ま で も常に市民 と されて き た し ､

今 もそ う で あ る2 55 o +

市内域 に居 住す る市 民 と住民 の 差異 は ､ 問題化 され る 前 に 1 8 4 S 年 に 消滅 した ｡ こ の 差

異 は ､ ｢ 市 民+ に包 括 され る 範噂に と どま っ た の で ある o それ に対 して ､ こ れ に包括 され

る こ と の なか っ た範噴 を､ デ ブ レ ツ ェ ン の 市堀 の 外 側 に見出す こ と が で き る D そ れを次節

で 扱 っ て い き た い ｡

第 3 節 他 者 の 範 噂 : 市 外域民 ･

ユ ダヤ 人 ･ ロ マ

デ ブ レ ツ ェ ン の ｢ 市民+ の 範 噂に包摂 され る こ と の な か っ た着で最 も重 要 なの が ､ 市外

域 民 で あ る o す で に触 れ た よう に ､ 市外域 - の 居住 は 1 8 世紀中頃 か ら徐 々 に行 われ て い

た が ､ それ が 合 法化 され ､ 急速 に 人 口 を増加 させ た の は 1 7 7 4 年 以降で あ る ｡ 1 7 7 4 年 の フ

ォ ル ガ
-

チ ュ 国王 委員 に よ る欽定 によ り ､ 市外域 は 区画 ごと に年 間 2 フ ォ リ ン トの 税負担

義務 を伴 っ て 分配 され た ｡ 土地 の 所 有権は 市 に属 し て い た た め ､ 葡萄酒 買 い 上 げ ､ 耕地用

益 な どの 権利 を有 さなか っ た だ けで なく ､ そ の 基礎 で ある市 民権感得の 可 能性 も閉 ざされ

て い た写
5 6

D

こ れ ら市外 域 の 居 住者 が 主体 と して現れ る の は ､ 1 8 1 5 年か らで あ る ｡ 直接 的な契機 は ､

こ の 年 に新 た に市外域 民 に対 して 課 され る こ と にな っ た 年 間 1 6 日 の 柴 刈 賦 役で あ っ た
257
o

こ れ に対 して ｢ チ ャ ボ -

､ ツ ェ グ レ ー

ド､ ヴ ァ ル ガ ､ ピ ア ツ街 区市外域民 ( a C s a p 6 , C z e g lid ,

V a rg a i s P i a c z U tt z ai H 6 s ta ti L a k o s o k) + の 名 に お い て 国王 委員 に 嘆願書が 提 出された
ユ5 8

o

こ れ は ､ 新 た な 賦役 の 導 入 に反 対 しつ つ ､ 市 内域民 と 同様 の 軍税 ､ 兵 士 宿 営負担 を担 う こ

と を条 件に ､ 葡 萄酒 買 い 上 げ ､ 耕地用益 な ど の 市民 的諸権利 を要求する も の で あ っ た o こ

の 要求 は ､ 嘆願者 が 結 論 して い る よ うに ､ 市外 域民 に対 しても ｢ 市民権 を与 え よ ( a c i vi s e k

k 6 z z i i s f e トv et e s s e n ek ) + と い う もの で あ る o こ れ に対 して ､ 参事会 は ｢ 彼 らに 市民権を与

え る こ と は ､ 都 市 の 権 利 の 損傷 な し には あり え な い ( h o g y a C i v i s e k k 6 z z i f el ･ v i t e s s e n e k , a

V a r o s J u s s 色n a k m e g
- r o n t a s a n ilk Bl m e g n e m 丘Il h at) + こ と を理 由 に 断固拒 否 した

25 9

o

そ の 後 も ､ 同様 の 市外域 民 に よ る 共同 の 嘆願 は ､ 1 8 1 8 年 ､ 1 8 2 4 年 ､ 1 8 2 8 年に 出され て
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い る
260
. こ れ らの 嘆願 は ､ い ずれ も参 事会 に よ っ て 即 時却 下 され た o 1 8 2 8 年 に は ､ そ れ

ま で 認 め られ て い た 市外域 民 に よ る庭葡萄 畑所有も ､ 庭葡萄畑 は ｢ 市民 の 特権 に お い て 葡

萄酒 販 売 に基 づく 市民 的利 益 の 根本 をなす も の で あ る ( a p olg a r o k P ri v il e gi u m o k n 丘I f o g v a

i11 e t 6
.

b o r m 6 r e t 由b eli P o l g a ri H a s z o n v 6t el n ek a F u n d a m e n t o m at t e s zik) + こ
.
と を理 由 に禁 じ ら

れ た
26 l
o
こ の 措置 が そ の 後実行 され た の か な どの 詳細 は 不 明で あ る が ､ そ れ に対す る 市外

域 民の 行動 も ､ 革命ま で 姿を あ らわす こ と は な い ｡

再 び 市外域民 が 問題 に なる の 壮 ､ 1 8 4 8 年革命 期 の こ と で ある . . こ の 年 の 5 月 に行 われ

た 市民 に よ る 市長 ､ 市 会の 制 限選挙 の 直後 に ､ ｢ 貧 し い 市 民と ピ ア ツ街区 市外 域 民が 共 同

で+ ､ 市外域 民 も 市内域居 住者 と 同権 の 市民 と して 認 め る よ う求 め る請 願 を提 出 した
262
o

こ の 請 願 を受 けて ､ デ ブ レ ツ ェ ン 市会 は ､ 8 月 ､ 市外域の 住居 区画 の 舞戻 しを魚件 に ､ 市

外域 民 - の 市 民権の 拡 大 を決定 した
2 6 3
｡ こ れ杜 ､ 革命後 デ ブ レ ツ ェ ン で 発刊 され て い た ｢ 大

平原 通借+ も支持 した が ､ そ の 後 の 独 立戦争 の 混 乱 の 中で 実施 は 進 ま ず ､ 1 9 世紀 後 半に

間庵 は 持ち越 され る こ と に な っ た
264
o

次 に ユ ダヤ 人 に つ い て 見 て い こ う o デブ レ ツ ェ ン は ､ 1 8 4 0 年 の 法律第 2 9 号 に よ り ､ ハ

ン ガ リ
- 王 国 の 都市 に 対 して 市 内 - の ユ ダヤ 人居 住の 容 認 を義 務付 けら れ た後 ､ 1 8 4 1 年

に 最初 の ユ ダヤ 人 の 居 住を許 可 した が ､ そ れ以 前 に は ､ 市内域 - の 居住の み ならず宿拍も

認 め て い なか っ た 265 o デ ブ レ ツ ェ ン の 周辺 で は ､ ビ ハ ル 県 に 1 7 6 0 年代 に 3 か村でi L ダヤ

人 の 居住が 記録 され ､ ハ イ ド ゥ
一 地 域でも 1 8 世紀後半 か ら の ユ ダヤ人移入 が 本格化 した

と され て い る 26 6 o ま た ､ デ ブ レ ツ ェ ン の 定期 市 に ユ ダヤ 商人が 現 れ る の は ､ 1 7 8 1 年 頃と

言 われ て い る
267
. し か し ､ 1 8 世 紀前 半か ら ユ ダ ヤ 人 の 居 住が 始 ま っ た とみ られ る 近 郊 の

村 シ ヤ
ー ム シ ョ ン

2 68
の ユ ダヤ 人 が ､ 1 8 せ紀中頃 か らデ ブ レ ツ ェ ン に現れ て き て い る ｡

1 7 4 7 年 に は ､ デ ブ レ ツ ェ ン は シ ヤ ー ム シ ョ ン にお け る蒸 留酒 製造 と販 売 を当地 の ユ ダ

ヤ 人 に請負 に 出 し ､ フ ユ ル プ と い う毎 の ユ ダヤ 人 に ｢ 4 回の [ デ ブ レ ツ ェ ン の] 年市 の 際

に ユ ダ ヤ 人 葡 萄 酒 を 販 売 す る こ と を 許 可 し た こ と に よ り ( n e g y s o k a d al m a k

alk al m a t o s s ag a v al n i k i e m e g e n g e dt e tt S i d 6 b o r 丘ru 1 a s 6 rt) + 5 0 フ 太 リ ン トあ ま り の 請負 料を

得て い る
2 69
Q そ の 後 ､ こ の 定期市 で の ユ ダヤ 人葡萄酒 (k 6 s e r b o r) の 販 売 は ､ シ ヤ

ー ム シ

ョ ン の ユ ダヤ 人 に委 ね られ る こ と が慣 習と な っ て い る ｡ 例 え ば ､ 1 7 6 8 年 1 2 月 には ､ シ ヤ
ー ム シ ョ ン の ユ ダヤ 人 カイ ン ･ ヤ カ ブ に対 して ､ 1 7 6 9 年 か ら 3 年間 の 契約 で ､. デ ブ レ ツ

ェ ン 年 市で の ユ ダヤ人 葡萄酒 販売 ､ シ ヤ
ー ム シ ョ ン の 3 軒の 居酒 屋お よ び 肉屋 を請負 わせ

て い る
270
o こ の 際 に は年 市 で の ユ ダヤ 人葡 萄酒 の 販 売 だ けで ､ 年 間 1 0 0 フ ォ リ ン トを請負

人 は市 に支払 っ て い る 27 1 o こ の 請負 料 は そ の 後 ､ 1? 0 5 年 に は 1 3 6 5 フ ォ リ ン トに 高騰 し ､

1 8 4 0 年 に は 1 5 0 1 フ ォ リ ン トと な る2 7 2 ｡

こ の 時期 にデ ブ レ ツ ェ ン に出入 り した ユ ダ ヤ 人 の 数 は ､ 定期市商人 に 限定 して も研究 さ

れ て お らず ､ 全 体像 は 不 明で あ る ｡ た だ ､ ユ ダヤ 人葡萄酒版 売の 継続 的 な請負化 とそ の 請

負 料 の 増加 を ､ こ の 葡萄酒 が ､ 請負契約 に お い て ｢ ユ ダヤ 人を除 い て ､ 市 の 居住 者で あ っ

て も ､ 外部 の 者 で あ っ て も ､ 販 売 して は なら ない + こ と に な っ て い た こ と を踏ま えて 考 え

る と ､ 相 当数 の ユ ダヤ 人 が 行 き 交 っ て い た と 見 る こ と が でき る
27 3
. 葡萄 酒 以外 にも ､ 1 9

世紀 初頭 か らサ ト マ ー ル 県 な どか らデ ブ レ ツ ェ ン に 大量 に持 ち こ まれ る よ う に な っ た 果実

蒸 留酒 を扱 っ た の も ､ 主 に ユ ダヤ 人 商人で あ り ､ 1 8 1 9 年 に は煙 草販 売 をウ ィ ー

ン の ユ ダ

ヤ 人商人 に 委ね て い た
274
o
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こ れ らの ユ ダ ヤ人 に 対 す る 市 の 対応 は ､ 1 8 3 3 年 に新設 され た 市響察 ( Ⅴ如 o s K ap i 血 y i

H i v at al) の 規 則 の 次 の よ うな表 現 に 集約 され て い る o ｢ 当市 に 関 して 言 え ば ､ ユ ダヤ 人 は

全 て 外 部 者 で あ り ､ ま だ 寛 容 の 対 象 と も な っ て い な い ( e z e n v a r . s r a n 6 z v e a Sid6 k

mi n d n y aj a n l d e g e n e k , a z a z m e g t s ak T ol e r a t u s o k s e l e n n i n e k)
2 75

o +

こ う した デ ブ レ ツ ェ ン 市当局 に 対 し ､ 塊人 か の ユ ダヤ 人 が抵 抗 を鮮 み て い る ｡ 1 8 0 6 年

か ら ユ ダヤ 人葡衛酒請 負 人 で あ っ た シ ヤ ー ム シ ョ ン の カ イ ン ･ ダ ー ヴィ ドゥは ､ 1 8 1 5 年

に ピ ア ツ 通 り に屋敷 を ある 市民 か `ら購入 し た が ､ 参 事会 は ｢ ユ ダヤ 人 に は ､ 居住 の み なら

ず ､ 屋 敷を購入 ､ 維持 する こ と も許 可 され な い+ と して ､ こ の 売 買契約 を無効 に して い る
27 6
o 1 8 1 9 年 に は ､ ウ ィ ー ン の ユ ダヤ 人商会 か らデ ブ レ ツ ェ ン に派 遣 され た ユ ダヤ 人商人

が ､ 参事 会 に滞 在を認 め られ ず ､ 市 か らの 退 去 を命 じられ た こ と を不 服 と して ､ 国王 委員

に 参事余命令 の 撤回 を要求 して い る2 77 o

こ う した 市 当局 の ユ ダ ヤ人 に対す る頑 なな姿勢と､ ユ ダヤ 人商人自体に 対す るデ ブ レ ツ ェ

ン 居 住者 の 態 度 は ､ 当該 期 に 関 して は ほ と ん ど知 る こ とが で き な い o わず か に ､ 1 8 2 8 年

に 定期市 の 店舗 を ユ ダ ヤ 人 に 売却す る こ と を望む商人の 寡婦 が ､ 市会に 対 して そ の 許 可を

申請 した 例 と ､ 1 8 3 6 年 に 週市 で の ユ ダヤ 人葡萄酒 の 販 売 を市 民に許 可 する こ と を ､ 市民

有志 が求 め た 例 が見 られ る の み で ある o 後 者は ､ 販売 を行 う ユ ダヤ 人 の ｢ 品行 に つ い て 出

身地 か らの 証 明 審を提 出す る+ こ と を灸件と して 静 め られ た が ､ 前者 は ､ ｢ ユ ダヤ 人 は キ

リ ス ト教徒 の 店舗 を買う こ と は で きず ､ キ リ ス ト教徒 は ユ ダヤ 人 の 店舗 を買う こ と は で き

な い+ と 拒否 され た
2 7 8

o

1 8 4 0 年 の 法律 第 2 9 号は ､ デ ブ レ ツ ェ ン に対 して も ユ ダヤ 人 - の 門戸 開放 を 強 い るも の

で あ っ た ｡ 参 事会 が こ の 法律 を受 け入 れる に あ た っ て 表明 した 条件 に は ､ 市 内 - 居 住を許

可 され た ユ ダヤ 人 に対 す る 市民 権 の 授与 に つ い て 言及 は なく ､ ユ ダヤ 人 に よ るデ ブ レ ツ ェ

ン の 市民 権 獲得は 1 8 6 7 年 を待た なけ れ ばな らなか っ た 27 9 o た だ ､
ユ ダヤ 人 の 市 内域居住

は ､ 旧 来 の 市民 権 の 概念 を相対 化 す る 要素 を含ん で い た ｡ 1 糾 1 年 に行 われ た蒸 留酒腰売

請負 制 の 改革 に よ っ て ､ 初 め て 市 内域 の都市 権/ 市民権 に基づ く 権利 の 競売 に ユ ダヤ人 の

参加 が認 め られ ､ 落札 した ユ ダヤ 人 カ ツ ･ ゲ ル ゲ ィ は ､ 市内域 - の 居住を条 件に 請負 を承

認 され た
28 0

o こ の 過程 で 興 味深 い の は ､ こ の 請負制 改革 に よ っ て それ ま で の 請負 権 を失 っ

た 市民 が 参事 会 に対 し て提 出 した 嘆願 は ､ そ れ 以前 の 請負契約 の 維持 を求 め る の 卑で ､ 非

市民 ､
ユ ダヤ 人 - の 請 負 に対 して 直接 的に 反対 して い ない こ と で ある･ 2

8 l

o デブ レ ツ ェ ン に

お け る ユ ダ ヤ 人 の 問題 は ､ 居 住が 本格化 して い っ た 1 9 世紀末 か ら ､ それ ま で の ｢ 市民+

の 範噂の 問題 圏 の 枠 を脱 して か ら成立 して い く の で あ る
2 8 2

｡

最後 に ､ 他者 の 範噂と して 言及 して お く 必 要 が あ るの は ､ 市 外域に居住 して い た ロ マ で

ある o ロ マ 系 民が デ ブ レ ツ ェ ン 周辺 に居住 し始 め た の が い つ ご ろ な の か は 明 らか で は な い

が ､ 1 7 3 2 年 に行 われ た ｢ 門外居 住者 (k a p u n ki v B li l a k 6 k) + の 調査 で は ､ 市外域に 計 1 7 の

小 屋 ( k u n y h 6) が 記録 さ れ て い る が ､ こ れ ら に居 住 して い た の はす べ て ロ マ ( c zi g 血y)

と され て い る
2 8 3

o そ の 後も 数次 に わ た っ て ロ マ 居住 者 の 調 査が 行 われ ､ 1 7 7 8 年 の 数備 で

は 3 2 人 ､ 1 8 2 8 年 に は 4 0 人 の 家長 が 記録 され て い る 28 4 o そ の 大 半が 鍛 袷塵 (k o v a c s o1 6

ci g a n y) ､

一

部 は 楽 師 ( m u sik ll S) と され て い る o ロ マ 鍛 冶屋 は ､ 市内域 で 同職組 合 を組織

して い た 鍛 冶職人 と は 明確 に 区別 され て お り ､ ま た 参事会記録 に現れ る こ と がな い た め ､

そ の 実 態 は 不 明 な部分 が多 い ｡ た だ ､ 市 の 決算報 告書 に は ､ 居 酒屋 な どの 市有建築物 の 修
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樺な どで 働 い た ロ マ 鍛 冶屋 - の 貸金 支払 い が ､ 轟 年記載され て い る2 8 5 D
-

1 9 世紀前半 頃 ま で ､ ロ マ 居 住者 に は独 自 の 司 法権が 容 認 され て い た こ と は すで に 指摘
され て お り ､ 彼 らが都 市支 配 か ら - 定 の 自 立性 を有 して い た とみ る こ と が で き る が ､ た だ ､
ロ
ア
の ｢ 自治組 織+ の 実 態 とそ の 都 市権力 と の 関係 に つ い て は 研究 の層 積が 少なく ､ 言及

して い る 史料も ほ と ん ど存在 して い ない 28 6 o デ ブ レ ツ ェ ン で ､ ロ マ 組織 と都 市と の 関係を
う か が わせ る も の は ､ ほ ぼ轟年 の 市次算報告書に 現れ る ｢ 統領任命の 際 に ､ ジ プ シ ー

に対

して ､ 饗宴 の た め に ( V aj d a t it el k o r C zig a n y o k n ak v e n d i g s i g e k r e) + 支 出され た 記録の み で
あ る ｡ 例 え ば 1 7 6 7 年 に は ､ こ の各 目 で 市庫か ら 8 フ ォ リ ン ト 2 2 ク ラ イ ツ ァ ー

ル が支出さ
れ た

28 7

o た だ ､ こ の ｢ 統領 ( v aj d a) + の 権 限 ､ 任命 の 主体と 形態 ､ そ の 参寄 金 と の 関係 に
つ い て 知 る こ と が でき る 史料は な い ｡

ロ マ が 主体 と して 市 の 記録 に現 れ る の は ､ 1 8 2 0 年 代 で あ る ｡ 市外域 - の 居 住 をめ ぐっ

て 数 回 に わた っ て ､ 国王 委員 に嘆願 音が提 出 され て い る ｡ 1 8 2 1 年 9 月 に は ､ ｢ 触人か の 楽
師と ロ マ 鍛 冶屋+ が 3 度 にわ た り ､ 市外域 に居 住地 を与え る よ う嘆願 し て い る

28 8
o 参事会

は ､ こ の 間魔 の 検討 を 開始す る こ と を確約 した が ､ そ の 後 2 年間近 く 取り 上 げられな か っ

た o 1 8 2 3 年 7 月 に ､ 再 び チ ャ ボ 一 通り 門前居 住 の 小屋 住み ロ マ が ､ 国王 委 員に嘆願 書 を

振 出 して い る 289 o 嘆願者 は ､ こ こ で も 2 年前 と 同様 に 市外域で の 居 住 区画 の 分配 を求 め る
の だ が ､ そ の 要 求 の 根 拠 と して 言 及 す る の は ､ 相次 ぐ火事 に よ る小屋 の 蝉失 ､ 納税義務の

遂行 に 並ん で ､ ｢ 私 た ち の 父 祖 もデ ブ レ ツ ェ ン 市 に 生 ま れ た 原 住着 で あ っ た し ( s ztil et e s

H a z afi且k v 61 t a k D e b r e c z e n V a r o s s ab a) ､ 私 た ち もま た 原 住着 で あ る+ こ と で あ っ た o 後 に

愛 国者 と い う意 味合 い に 収 赦 され て い く ｢ 原 佳肴+ ( h a z a fi) と い う言葉 が ､ こ こ で い か

な る射 程 を含 ん で い る か を判 断す る ごとは で き な い が ､ ロ マ 居住者 が ､ 市外城 にお け る居

住 をそ の 権利 と して 要 求 して い る こ と は 明 らか で ある o た だ ､ 市 民 権を始 め と す る市内域

居僅 者 と 同様 の 権利 を要 求 した 市外域 民 ､ 市 内域 - の 居 住と 都市 特権 に基 づ く 営業権の 獲

得 を目指 した ユ ダヤ 人 と異 な り ､ ロ マ に よ る要 求 は市外 域 - の 居住に 限定 されて い た ｡ ロ

マ と 市 民権の 問題 が 本 格 的 に 政治 問題 と して 取 り上 げ られ始 め る の は ､ 1 9 世紀末を待串
なけれ ばなら な い 2 9 0 o

市外 域 民 ､ ユ ダヤ 人 ､
ロ マ は ､ 1 8 1 0 年 代後 半か ら ､ そ れ ぞ れ の 形 態 で徐 々 に ､ 主体 と

して デ ブ レ ツ ェ ン の 政 治 生活 に 現れ 始 め て く る の で ある o しか し なが ら こ れ らは ､ 1 9 世

紀前 半ま で は ､ ｢ 市民+ の 範噴か ら排除 され て い た ､ あ る い は 包摂 され なか っ た ｡ 1 $ 4 8 年

革命 前 の デ ブ レ ツ ェ ン で は ､ ｢ 市民+ の 範噂の 問題 は ､ 都 市と ｢ 市 民+ の 分離と 代表性 ､

お よび 市 内域 に お ける 市民 権保持者 と 非保 持者 の 包摂 と い う方向性 に 限定 され て い た の で

ある ｡ こ の 限界 は ､ 当 時 の ハ ン ガリ ー

王 国 全体に お け る 問題枠組 み と平行 して い た ｡ 本章

の 最 後 に ､ 1 9 世紀前 半 ､ 特 に 1 8 4 0 年 代に ハ ン ガ リ ー

議会 で討 論 され は じめ た 市民権お よ

び 都市 の 代表 性 の 問題 を簡単 に概 観 して お き た い o

第 4 節 改革期お よ び革 命期 ハ ン ガ リ ー

諌 会 に おける都市 をめ ぐる議論 とデ ブ レ ツ ェ ン

ハ ン ガ リ ー

議 会 にお け る 王 国自由都市 の 位置 付 けは ､ 大貴族 ､ 聖職者 ､ 県 を介 した 中小

貴族 に続 い て 第 4 身 分 と い うも の で あ っ た が ､ 投票権 に 象徴され る議会 で の そ の 権利 は ､

1 7 9 0 年 代か ら他 の 3 身 分 に よ っ て 強力 に縮 小 されて い く o 1 7 9 6 年 の 議会 にお い ても ､ 大

貴族 と 聖職者 の 各 人 1 票 ､ 中小 貴族 の 1 県 1 票 に対 して ､ 都 市は 全て の 都 市 あわせ て 1 票
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と す る こ と が 行 われ た と され る が ､ こ の 全都市 あわせ て 1 票 と い う採決 方式 が本 格由に導

入 され た の は 1 8 3 2 年か らの 議会 に お い て で あ っ た 29 1 ｡ こ の 議会は ､ 改革議 会 と 呼ばれ る

よ う に ､ 改革派 ( 反対 派) 貴族 に よ る 国制 改革に つ い て の 議 論が本格 的 に展 開され る 端緒

と な っ た もの だ が ､ そ の 中 で 都市代 表 に対 す る権利 縮小 の 方向が 明確に され た の は ､ 都市

の 代表 性 の 性 格 の 問題化 をめ ぐ っ て で あ っ た 29
2

o

ハ ン ガ リ
ー 議会 で の 都市 の 投票 権 問題 は ､ 都 市 内部 の 代議 制と議 会代議員 選 出方法 と対

に な る もの と､ して 扱われ た ｡ そ の 構 造 が 明確 に な る の は ､ 1 8 4 .3 年 か ら の 議 会 に先 駆 けて

改革派 貴族セ ン トキ ラ ー

イ ･ モ
ー リ ツ ､ コ シ ュ ー ト ･

ラ ヨ シ ュ らに よ っ て ま と め られ た都

市 に 関す る絵素 で あ る
29 3

｡ こ の 法案 は ､ 都市代表 の 議会 投票権の 前提 と して ､ 市民 の 規 定

と 都市代議制 の 改革を都市に対 して 求 め るも の で あ っ た ｡ これ は ､ 市民 と都市代議 制を 以

下 の よ う に規 定 して い る ｡ 都 市 - の 居 住は い か な る者に 対 して も熟 められ る こ と ､ た だ し

農奴 に 関 して は 領主 の 移 出許可 証 を必 要と す る こ と o 都 市居住者は ､ 市民 と非市 民ま た は

平民 (k 6 z l a k o s) に 区分 され ､ 市民 は都 市内 に 1 年以上 不動産を所有 して い るか ､ 3 年 以
骨

上 都市 内で 手 工 業､ 商業 に 従事 ､ あ る い は 工 場 を所有 し ､ 納税義務の 遂 行 に よ っ て ､ 宗教

の 区 別 なく 市民 権 を 与 えられ る o 都 市代議 体 ( k 6 p v is e 16 t e s t Bl et) は ､ 2 0 歳以上の キ リ ス

ト教 徒市 民に よ っ て 直接秘療 投票 に よ っ て 選 出 され ､ 任期 は 6 年 とす る こ と ｡ 代菌 体 へ の

被選 挙権 は 市民権 の 有無 を 問わ ない こ と o 都 市行政権は ､ こ の 代議体七 代議 体に よ っ て麺

出 され た 参事 会 に 属す る こ と ｡ 都市 司 法 権 は ､ 首席判事 と 6 -

1 2 人 の 参 審員 (k 6 zb i r6)

に属 し ､ 行政 権か ら分 離 され る こ と o こ れ らの 改革 を実現 した 上 で ､ 各都市 の 議 会代表 の

投票権 を次 の よ うな比 率 で 容認す る ｡ ペ シ ュ ト ､ デ ブ レ ツ ェ ン ､ サ バ トカ ､ セ ゲ ド ､ ブ ダ ､

ポ ジ ョ ニ ュ の 6 大都 市 に 各 2 票 ､ 1 0
-

の 中都 市 に各 1 票 ､ そ の 他 3 2 都市 に対 して は計 1 0 .

区 に 区 分 した 上 で 各 区 1 票 o

こ の 法案は ､ 議会 投票権 を担保 に都 市制度 の 改革を迫 るも の で あ っ た が ､ そ れは 同時に ､

明示 的 に 示 され て は い な い が ､ 総 督府 と財 務局 の 都市 - の 影響力
‾
を排除 し､ 中小 貴族 に よ

る 県自治を模範 と して 都市 を再編す る こ と に より ､ 議会 に お ける改革派 - 都 市を引 き こ む

こ と を意 図 した も の で あ っ た
294
o こ の 法案 に対 して ､ デ ブ レ ツ ェ ン 参事会 は議会代 表 - の

指 示 書 ( o r s z ag g y 且1 6 si k 6 v e t u t a sita s) で 対応 を明 らか に し た
29 5
o こ の 指示 書は コ シ ュ

ー ト

の 編集 す る ｢ ペ シ ュ ト新報+ にも投 稿 され ､ 当 時の 都市改革を土対する 関心 の 高さ を示 して

い る
2 9 6
. 指示 書は ､ 若干 の 修 正 の 上 で こ の 法案 に賛成す る と い う内容 で あ っ た D 1 8 4 3 - 4 4

年議会 に提 出 され た こ の 都 市法案は ､ 大貴族 ､ 聖職者 か らなる 上 院と 中小 貴族 お よび 都市

な どか らなる 下 院の 対 立 が 解消 され ず ､ 結局廃案と な っ た
29 7
o し か し ､ こ の 法案は ､ 1 8 4 8

年 以前 の 国制改革 の 議論 の なか で ､ 都 市 の 問題 を中 心 的な主題 と して浮 か び 上 が らせ た o

ま た ､
ハ ン ガ リ ー 議 会 で の 代 表性 の 問題 は ､ 都市 内部 で の 代議制 の 確 立 お よ び ｢ 市民+ の

概 念 の 再 検討 と 直結 さ せ られ た の で あ る ｡

次期議会 は 1 8 4 7 年 に 招集 され ､ 翌 年 の 革命 と 封建 的諸特権の 廃 止 を調う法律第 9 号 の

制 定 を経 て ､ 3 ･月 末 に 王 国自由都 市法 (1 8 4 8 年法律第 2 3 号) ､ 国会議員選 挙法 ( 1 8 4 8 年

法律第 5 号) を相次 い で成 立 させ た
29 8
o 前者 は都 市 参事 会お よび 市会 の 選 出方法 ､ 後者 は

都市 選 出国会議 員 の 選 出方 法 を規定 した もの で ､ 身分制廃 止 後 の 有権者 と して の 市 民 の 範

噴 を規定 して い る ｡

王 国 自由都 市法 で 定 め られ た 選 挙 権保持 者 は ､ ｢ 女性 を 除い た成年 の 都市共 同体 の 成員
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( A v a r o si k 6 z 6 n s i g n e k , a n 6 k et k i v i v e ,
′
m i n d a z o n t a gj a i , ki k t elj e s k o r n a k) + で あ り ､ 宗 教を

問わな い も の と され た o た だ ､ 下僕 お よび 犯 罪者 が こ こ か ら除外 され た ほ か ､ 次 の 条件の
い ずれ か を満 た す者 と され た ( 第 6 条) o a) 市域に 1 年 以 上 不 動産 を所有 し ､ そ の 不 動産
の 価値 が 小 都 市で 3 0 0 ､ 中都市 で 7 0 0 ､ 大都 市 で 1 ,0 0 0 ､ ペ シ ュ トで.2 , 0 0 0 フ ォ リ ン ト以上
の で ある 軒

99

､ b) 1 年 以上 市域 内に お い て 手 工 業､ 商 業 ､ 工 場経営に従 事 し､ 手 工 業者の
場 合 は最低 1 塙 の 助 手 を雇用 して い る者･t c) 市域 に 1 年以 上 居住す る知 識人 ( t u d 6 s) ､ 医
師 ､ 弁護 士 ､ 学士 院 の 芸術家 ( a k a d i m i ai m 色v 6 s z e k ) で ､ 小都市 4 0 ､ 中都市 6 0 ､ 大都市 8 0 ､
ペ シ ュ ト 1 0 0 フ ォ リ ン トの 家賃 を支払 っ て い る者 ､ d) そ の 他 ､ 2 年以 上 市域に 居住 し+ 小
都市で 2 0 0 ､ 中都市 で 4 0 0 ､ 大都市 で 6 0 0 ､ ペ シ ュ トで 8 0 0 フ ォ リ ン ト以上 の 収入 が ある

者 ｡

こ の 基 準 に基 づ い て 選 挙権 を保 持す る と され た 者 によ っ て ､ 市会負が秘 境投票 に よ っ て
選 出 され ､ 定員 臥 デ ブ レ ツ ェ ン が適用 され る大都 市で 臥 最低 1 5 7 人 ､ 3 0 , 0 0 0 人を超
える 居住者 8 0 0 人 ごと に 1 人 が加 え られ た o さら に参 事会 ､ 市長 ､ 首席判 事も選 挙に よ っ
て 選 ばれ る こ と に な っ て い た が ､ こ の 法律 で は 具体的 に規定 され て い な い ｡ た だ ､ 市会員
選 挙の 基準 に 基 づ い て 実行 され た ｡

こ の 法律 に 基づ い た デブ レ ツ ェ ン 最初の 選 挙は ､ 1 8 4 8 年 5 月 1 8 日 の 選 挙権 保持者登録
を経て ､ 5 月 2 2 日 か ら 2 7 j = こ か けて 行 われ た o 居住者 4 8 , 5 6 6 人 の うち選 挙 権 を得 た の

は ､ 成人 年 齢 が 2 4 歳と され た都 市選 挙 で は 1 ,9 1 2 人 ( 3 ･ 9 4 % ) ､ 2 0 歳と された 国会議員選

挙 で は 2 , 6 1 3 人 ( 5 ･ 3 8 % ) で あ っ た
3 0 0

o こ れ らの 数 は ､ 革 命前 同年 の 市 民権保持者 2 , 6 0 0

人 と 比 較す る と ､ 後者で は ほ ぼ変化 が な い も の の 1 前者 で は減少 して い る o 変化 は ､ 国会

議 員琴挙 の 有 権者 の 中 に 3 0 0 人 の 市外域民 が 含 ま れ た よう に ､ 質的な も の で あ っ た 3 0 l o こ .

れ は逆 に ､ 市民権 を保持 しなが ら選挙権 を与 え られ なか っ た 者が相当数 あ っ た と い う こ と

も革味 して い る ｡ ま た ､ 寡婦 と して 市民権 を保 持す る こ と が で きた 女性 が ､ 選 挙権 か ら完
全 に排 除され る こ と に な っ た ｡

改革期 お よ び 革命期 の ハ ン ガ リ ー 議会 に お ける都 市 と市民 を め ぐる議 論 は ､ 市民権保滞
者 と し て の 市民 を ､ 有 権者 と して の 市民 に置 き換 え て い くも の で あ っ た ｡ 革命前 の デ ブ レ

ツ ェ ン にお い て 展 開 された 市民権保 持者 と して の 市 民と 政治的 な主体 と して 市内域住民 を

包 括 して い く ｢ 市 民+
一
､ そ して 他者 と し て の 市外域 民 ､

ユ ダヤ 人 ､ ロ マ の 関係 と い う問題

圏 は ､ 範噂 の 境界線 の 変化 に 伴 い ､ 1 9 世 紀後 半 に は 有産者 と無産者と い う軸を基調 と し

た 問題 圏 - と転換 して い く で あろ う｡ こ の 間題 圏は 本研 究の 課題 を越 え ､ ま た 新 た な研 究

を要求す る 主題 で ある o

7 0



圃

結

本論文 は ､ 1 8 世 紀か ら 1 9 世紀前 半 に お ける デブ レ ツ ェ ン の 葡萄酒販 売権 問題 を分析す
る こ と を通 じて ､ 都市 の 社会構 造 ､ 政治的 諸主体 の 配置 とそ の 変化 ､ さら に ､ そ の 中か ら

主 体 と して の ｢ 市民+ が い か に 出現 し ､ い か な る範噂をな して い た か を考 察す る こ とを 目

的 と した o ま た ､ そ の こ と に よ り ､ ハ ン ガ リ
ー の 歴 史叙述の な か で 否 定 的な位 置 を占め て

い る 当該期 の 都市 の 動態 的側面 を明 らか に し ､ 工 業化 を伴 わず農業を基 調 と した 都市 にお
い て ､ 身分 と して の 市民 の 範噴か らい か に 主体 と して の ｢ 市民+ の 範噛が 現れ た の か を考

察 した ｡

第 1 牽 で は ､ デ ブ レ ツ ェ ン の 人 口 お よ び 居 住形態 ､ 市民権と 支配機構 に つ い て 概観 し ､

居 住者 の 階層 分イヒお よ び 職 業分布 に つ い て 分 析 した Q デ ブ レ ツ ェ ン は ､

･ 1 8 世 紀末 に約

3 0
,
0 0 0 人 の 人 口 を有す る ハ ン ガ リ ー

王 国最大 の 都市 で あり ､ 1 9 世紀中頃 に は 5 0 , 0 0 0 人程

度 に ま で 人 口 が 増 加 し た o 居住 空 間 は ､ 市堀 で 囲ま れ た 市内域を中心 と した が ､ 1 8 世紀

後 半か ら市外 域 - の 居 住が急速 に 拡大 した ｡ 居住者 の うち ､ 市 内域 に屋 敷 地を 所有 し ､ 令

種 の 税 ･ 役負 担 を担 い ､ か つ 市 の 殊 瓢 を得 た者は ､ 市民権 を獲得 し ､ 形 式 的な参政権 ( 節

会最 澄 出梅) ､ 葡萄酒 売却権な ど の 権利 を得 た o 市民権保持者 ( 市 民) は ､ 1 8 世紀末か ら

1 9 世紀中頃 ま で
-

賞 して 2 ,6 0 0 人強 で 推移 し ､ こ れ は ､ 居住者の 家長の 4 0 か ら 4 5 % を占
め た o そ の 他 の 市 内域 居住者 ( 住琴) は ､ 耕地用益 権 な ど

一

定の 権利 を得 た が ､ 市民に与

え られ た権利 の
一

部を なす の み で あ っ た ｡ 市外域民 は ､ 居住 区画 の 所有権 を持た ず ､ 市内

域 居住者 と は 別 個 の 税 を負担 した ほ か ､ 市 民 ･ 住民 に与 え られた 権利 を ま っ た く 享受す る

こ と が で き な か っ た ｡ 都 市支 配機 構 は ､ 首席 判事 お よび 参事会 ､ そ して 市 会か らな っ た が ､

司 法 ､ 行政 ､ 立 法権 は 首席判事 と 参事会 に集中 し ､ 市会 の 権 限 は 明確 に規 定されな か っ た ｡

ま た ､ 参事 と 首席 判事 の 選 出権 は 市会 に属 した が ､ 実質的に は 参事会 に よ る互 譲 を追欝 す

る機能 を扱 う の み で あり ､ ま た ､ 市民 に よ っ て 選出 され る 市会負 も ､ 実 質的 に は 参事会の

候 補指名 に基 づ い て い た ｡

第 2 章 で は ､ 耕地 と庭葡 萄畑 の 所有 ･ 保 有構 造を分析 した ｡ 耕 地 は ､ 土地 所有権 ある い

は 管理 権が 都 市 - の 帰属 ､ 数年 ごと の 割 り 替 え を基軸 とす る 土地 共 同体 的用益形態 が ､ 1 7 7 0

年 代 か ら徐 々 に解体され つ つ ､ 1 9 世紀半 ばま で維 持 された o 耕 地 の 用 益 は ､
.
デ ブ レ ツ ェ

ン 市 の也貴地 で分 配 され る家属 地耕 地 と質権行 使 と して デブ レ ツ ェ ン に 用益権が 属す る質
地 で 分配 され た質 地耕地で ､ 異 な る制 度が 運 用され た ｡ 家属 地耕地 は ､ 分配 面積の 上 限が

設 けられ た う え ､ 納 税額 に比 例 し て 市民お よ び 住民 に無償 で分 配 された ｡ 質地 耕地は ､ 耕

地料の 支払 い 義務を伴 い ､ 市民 の み に分配 され た ｡ こう した 二 重 の 土地制 度 は ､ 居住者 の

広 範な層 - の 耕地分 配 と
一

定度 の 耕地集積 を可 能 に した が ､
一 方 ､ 家属 地耕地分 配に お い

て 納税額 ある い は屋敷 地 所有面積が 基準 と され ､ 質地耕地 にお い て 市民 権保 持を前提 と し

て保 有面積 に 比 例 した 耕 地料負 担 を伴 っ た こ と は ､ 耕 地保有が ､ 市民権 の 有無お よび 階層

分化 と強 い 連 関を持 つ 要 因と な っ た ｡

逆 に ､ 個 人 の 所 有権 が 属す る葡 萄畑庭葡 萄 畑 は ､ 所 有者 ､ 所有率 の 点で 耕 地保 有 に比 べ

居住者 の より 狭 い 層 に 及 ぶ に と ど ま る もの で あ っ た ｡ しか し､ 所有者 の 構 成 は ､ 市民 権の

有無 ､ 市 内域 ･ 市外 域居 住 の 差異 が 耕地保 有 に 比 して小 さく ､ ま た ､ 所有 面 積も納税額 ､

屋 敷 地所有 面積 - の 従属 度が 極 め て 低 か っ た ｡ 換言す る と ､ 葡 萄畑所有 は ､ 身分 的 ､ 階層
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的 に横断的 な性 格を有 し て い た ｡

第 3 章で は ､ 第 2 牽 で 明らか に した葡萄畑 所有 の 特徴 を踏ま え て ､ 葡 萄酒 の 販売 制度 と ､
そ れ が 居 住者 と都 市 に 対 して 持 っ た意 味を考 察 した ｡ 1 8 3 4 年 ま で デ ブ レ ツ ェ ン の 葡 萄酒

販売 は ､ 市 民か らの 買 い 上 げに基 づ き ､ 参 事会お よ び 葡萄酒監 督官が 管理 する 専売制 に よ
つ て行 われ て い た Q 市民 権の 有無 ､ 居住 地 の い か ん に関わ らず ､ 市 に よ る 買い 上げを経ず

に ､ デ ブ レ ツ ェ ン の 市場 ･ 居酒 屋 に 葡萄酒 を供給す る こ と は で き なか っ た o 葡萄酒 買 い 上

げ は ､ 屋敷地 の 順 番 に 沿 っ て行 われ る循環制 に より行 われ ヾ 買 い 上 げ量 は 納税額 をも と に
決 定 され た o そ の た め ､ 葡萄酒 の 売 却可能性 は ､ 市 民権保持 者に 限定され ､ 市民権 を持 た

な い 市 内域 住民や 市外域 民 ､ ま た 外部者 が こ
l

= か ら排 除され た o ま た ､ 市 民権保 持者 であ
つ て も ､ 循環 制 の た め に 轟年売却権が 得られ る わ け で は なく ､ 剛 ､ 上 げ畳 が納税額 に基づ

い た た め に ､ 生産 した葡 萄酒 の 市場供給 可 能性 は極 めて 限定 された も の で あ っ た o 逆 に ､

都市 に と っ て は ､ 葡衛酒 版売 壮 都 市 特権 の 構 成要 素 を成 した ほ か ､ 1 9 世 紀前 半 に徐 々 に

そ の 重 要性 を薄れ させ て い く が ､ 1 8 世紀 を通 じて 葡萄酒版 売に よ る 収入 ほ 都 市財 政 の 最
も重要 な 要素で あ っ た ｡

デブ レ ツ ェ ン の 葡萄酒 販売 制度 に お け る こ れ らの 特徴 は ､ 居 住者と都市 に こ の 制度 に対

して 対称 的な 対応 を採 らせ る こ と に なる o デ ブ レ ツ ェ ン の 居住者 に と っ て 結 ､ 階層 ･ 身分

横断的 に所有 され る葡 萄畑か らの 生 産 物の 供 給可 能性 を制 限す る こ の 制 度 へ の 反 発 は ､ 市

民 権 の 有無 ､ 貧 富の 差 異 を越 え た ｢ 市 民+ の 範噴を政 治的主体 と して 出現 させ る背景 を成
した o 逆 に 都市 に と っ て は ､

,

1 8 1 0 年 代に葡萄酒販 売 に よ る 収入 が 市歳 入 に 占め る 割合 が

激 減 して も ､ 他 の 国 王 小 特権行 使 が 請負化 され るな か で ､ 葡萄酒 専売制度 の 維持 を都市特

権 の 維持 の 象徴 と して 堅 持 し よう と したの で ある ｡

第 4 章 で は ､ 以上 の 社会構 造 に 関す る分析 を踏ま え て ､ デブ レ ツ ェ ン に お ける 政治 的諸

主 体 の 配 置 関係 と そ の 変化 に つ い て 考察 した ｡ 1 7 世 紀末 に 再編 され ､ 参 事 会の 監視 を担

う こ と に な っ た 市会 の 機 能は ､ 早く も 1 8 世 紀初頭 に は 形骸 化 し ､ 数次 に わた る権限強化
の 試 み も ､ 参 事会 に よ っ て 拒否 され た ｡ 最 終 的に 1 8 世紀中頃 に財 政 関係 の 各種監督官 が

鹿 妻負 か ら任命 され る こ と に よ っ て ､ 市会 は 参事会 の 下部執行 機 関と して の 性 格 を帯び る

こ
■
と に より ､ そ の 政 治 的主体 と し て の 性格 を失 っ た ｡ そ の 後 ､ 1 8 世紀後 半か ら ､ 政 治的

主 体 と して デ ブ レ ツ ェ ン の 政 治空 間 に出現 した の が ､ 国王委員 の 派遣 と い う形 で の 王 国 と ､

王 国 - の 嘆願 を介 して 参事会 に 抗す る もの と して形成 された ｢ 市民+ で あ る ｡ ｢ 市民+ 壮 ､

代表 性 に よ る市会 と 参事 会 の 正 統性 の 塞奪 を試 み る が ､ 自 らが 現 れ出 る政 治空間 を創 出す

る こ と が で き ず ､ 王 国 と い う▲媒 介を必 要 と した た め ､ 1 8 世紀末 に は再 び そ の 主体と して

の 存 在を喪失 す る . しか し ､ 代表性 に 基づ く 正 統性 の 確保 と い う方法 は ､ 1 9 世紀前 半に

市会 に よ っ て 援 用 され ､ そ の 独 自性 確 保の 基盤 と されて い く ｡ 1 9 世紀 前 半 は ､ 参嘗 会と

王 国に加 え ､ 市会が デ ブ レ ツ ェ ン の 政治空 間で 需要 な役割 を演 じて い く こ と に なる ｡

こ れ ら政治 的諸主体 の 配置 関係 と そ の 変化 を ､ 葡 萄酒販売権 問題 に 関 して 整理 す る と ､

以 下 の よ う に なる ｡ 1 8 世 紀か ら 1 9 世紀前 半に 至 る まで ､ 葡萄酒願売制度 に 関する参事会

の 見解は ､ 市 に よ る専売制 の 維 持 と い うも の で 貫 か れて お り ､ 他 の政 治的 主体 は参事会 に

対 して い か な る 立 場を と る か に よ っ て い た と い う こ とが でき る ｡ 1 8 世 紀前 半 に 市会 に よ

る市 政 - の 介入 の 試 み は ､ ほ ぼ常 に葡 萄酒 販 売 問題 に関わ っ て 表 面 化 し た ｡ 1 8 世紀 中頃

の 監督 官 - 市 会員制 の 導入 に よ っ て 市会が 参 事会 の 下部執行機 関と な っ た 後 は ､ こ の 間題
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は ､ 王 国 と ｢ 市民+ の デ ブ レ ツ ェ ン の 政治 生活 - の 登場 の 契機 をな した ｡ 王 国の 都 市 - の
介入 の 主題 と して の 葡菊酒販 売 問題 は ､ 1 8 世 紀中 は他 の 主題 と 平行 して 扱われ たが ､ 1 9

世紀に 国王 委員 の 関心 が 国王 小 特権 の 請負化 に集 中 して い く に つ れ ､ 中心 的 なも の と な っ
て い っ た o 葡萄酒 販売 権 は ､ 逆に 参 事会 に と っ て は ､ 都 市特権の 中心 と して 王 国の 介入 か
らの 防衛の 中心 と な っ て い く の で ある ｡
｢ 市民+ と 葡萄酒販 売権問題 の 関わわは よ り 明確 で ある o 1 7 5 0 年代の 主体 と して の ｢ 市
氏+ の 萌芽 ､ 1 7 7 0 年 代の 本格的 な登場 ､ 1 7 9 0 年代 の 運動 の 高揚に 至 る ま で ､ ｢ 市民+ 意識
の 中 心 に こ の 間題 は 常に位置 付け られ て い た o こ の こ と は ､ 逆 にい え ば ｢ 市民+

.
が葡萄酒

版 売権 問題 を 焦点と して 主体化 した と い う こ と で ある ○ こ の 主体 は ､ しか し ､ 嘆願 と い う
方 法 と それ に よ り自

･

らが 主体化 す る 政治空 間の 創 出 を国王 委員 に依存 し て い た た め に ､ 国
王 委 員が 葡 萄酒専 売制 の 椎持 を決 定 した こ とに よ っ て ､ そ の 基盤 と主 体と して の 存在 を喪
失す る こ と に な る o ｢ 市民集会+ の 開催 の 酪み も ､ い わ ゆ る市民 的公 共 圏 の創 出を伴 わ な
か っ た がた め に ､ 恒 常的 な存在 と な る こ と は なか っ た ｡
｢ 市民+ が 再 び デ ブ レ ツ ェ ン の 政 治生活 か ら消 え た 後 に ､ 王 国と 参事会 に並 ぶ 政治 的主
体と して変容 した の が 市会で あ る o 独 自会合 と独 自議事 録 の 導入 ､ そ こ で の 請負 問題 を中
心 と す る市 政上 の 諸問題 の 討議 を通 じて ､ 王 国か らも参事 会か らも 自立 した主 体と して 市
政 に 関与 す る よう に な る Q 1 8 3 3 年 の 葡萄酒 販 売自由化 の 決定は ､ こ う した 市会 に よ る 専
売制度維 持 か ら自由化 支 持 - の 方針 転換を経 て 初 め て 可 能 に な っ た ｡ こ れ は ､ 参事会 が 市
会 の 市政 上 の 役 割を承 罷 した と い う こ と を意 味 して い ると とも に ､ 王 国 が都 市特権 の 形骸

化 の 中心 的な主 題 と して い た 問題 が ､ 市会 の 変容 を経 なけれ ば 実現 しなか っ た と い う こ と

も意 味 して い る の で あ る o こ の よう に ､ デ ブ レ ツ ェ ン の 1 8 世紀 か ら 1 9 世紀 前半 の 葡濁 酒

販 売権 問題 を通 じて ､ こ の 都 市 に お ける政 治 的諸 主 体 の 配 置関係 を明 らか にす る こ と が で

き る の で ある ｡

第 5 章 で は ､ ｢ 市民+ の 概 念 が 包摂 した 範噂と排 除 した 範噂に つ い て 考察す る こ と に よ

り ､ 主 体 と し て の r 市民 + の 限界 を明ら か に し ､ 1 8 4 8 年革命に よ っ て 身分 的差異 が消滅
した 後 の 再編 を展 望 した ｡ ｢ 市民+ が 主体 と して 確 立 され るメ ル ク マ ー ル と な っ た の は ､

参事会 と ｢ 市民+ ､ さ らに は都市 と ｢ 市民+ の 概念 を 区別 す る こ とで あ っ た ｡ こ の 問題 は ､
特権 の 保持 主体 と して 都市 を据え る か ､ ｢ 市民+ を据え る か と い う 問題 で あ っ た ｡ 王 国自

由都市 に 与 えられ た特 権 は ､ 都 市 と そ の 市 民 を同 一 の も の とす る こ と に よ り成 り 立 っ て い

た o 例え ば ､ 市 に よ る葡萄酒 専売 は ､ こ の 論 理 に よ っ て 正 当化 され た の で ある o それ ゆえ ､
｢ 市民+ が 主体と な る こ と は ､ す な わち ､ 自己 を参事会 か ら切 り離す の み な らず ､ 都市か

らも 別個の 存 在 と して 言 明す る こ と を意 味 した ｡ 1 8 3 3 年 に決定 され る葡萄酒 の 市民 自由

願 売 制 の 導 入 は ､
｢ 市 民+ に よ っ て 提 起 され た 都 市 と ｢ 市 民+ の 概念 的 区別 が ､ 参 事会 と

市会 に よ っ て も 承認 され た こ と を意 味 して い る の で あ る ｡ ま た ､ ｢ 市 民+ が そ の 正 統性 を

確保 す る 手 段 と して ､ ｢ 市 民集会+ お よび ｢ 市 民の 代表+ を問題 に する こ と に より ､ 1 8 世

紀末 か ら 1 9 世紀前 半 に か け て ､ 参事会 ､ 市会 の 正 統性 の 根拠も変化す る こ と に なる の で

あ る o た だ ､
｢ 市民+ が 包 摂 した の が ､ 市民 権保 持者 お よ び 市 内域住民 セ あ っ た こ と は 明

ら か で あ っ た が ､ そ こ に 市外域民 ､ ある い は ユ ダヤ 人 ､ ロ マ が 包摂され る こ と は なく ､ こ

れ らの 範 噂が 主体 と して デ ブ レ ツ ェ ン の 政 治 に現れ る 1 8 1 0 年代 以降も ､ ｢ 市民+ に対 して

他者 と して と ど ま り つ づ けた o 1 8 4 0 年代車こ ､ ユ ダヤ 人 の 市 内域居住容 認 ､ 市外域 民 - の
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市民 権 の 拡大 な どが 行 わ れ るが
､
1 8 4 8 年 草 創 こ よる ｢ 市民+ の 意 味構 造 の 変化 に伴 い ､

こ の 範噂の ･｢ 市民+ と の 関係 性 は ､ 1 9 世 紀後 半 の 再編に も ち こ され る こ と に な っ た の で

ある o

こ の よ う に ､ 葡萄畑 所有 の 階層 ･ 職業 ･ 身分横 断性 と 市に よ る葡萄酒専売制 は ､ 政治的
主体 と して ｢ 市民+ が 形成 され る 背景 をな し ､

｢ 市 民+ が 主体 と して 出現す る こ と
.
に よ り ､

都 市支配 の 正 統性 の 倫 理 が 変容 して い っ た の で ある . こ の こ と に よ り ､ 1 8 世紀か ら 1 9 世

紀前半 の 停 滞 し ､ 保守 的 な都市 と い う ハ ン ガ リ ー の 歴 史叙述 上 の 見解 に新た な常識 の 可能

性 を提供す る だけで なく ､ 農 薬を基調 と した 社会 に お ける ｢ 市民+ 意哉 の 自 己生成と い う

問題 枠組み を提起 す る こ と が でき た と 考え る o
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B i c s k ai , V d r o s o k M a g y a r o r s zd g o n ; B al o gh Ⅰst v a n , A c i vi s e k td r s a d aZ m a , D e b r e c e n , 1 9 4 7 ･

7 R o sa r y D o m o k o s e d リ B u d a p e s t i8 rt d n
e t e
, 3 ･ ,
B u d a p e s t , 1 9 7 5 ; R a c z l s t v a n e d ･

,
D e b r e e e ni tB ri 6 n e t e

,
2 ･

,

D e b r e c e n , 1 9 81 ; P a rk a s J 6 z s e f e d ･ , S z e g e d t8 r te n e t e ,
2 ･

,
S z e g e d , 1 9 8 5 ･

8
K a ll a y l st v a n , S z a b a d ki rd Zy i v d r o s o k g a z d d l k o d d s a M d r

z

･

a T e r d zi a k o r d b a n , B u d a p e st , 1 9 7 2 ; K 且11 a y

l s t v a n , A v d r o s z
･

伽 k o r m d n y z a t h a td s k a r e M a g y a r o r s z d g o n 1 6 9 6
- I 8 4 8 , B u d a p e st , 1 9 8 9 ･

9 B a c s k ai V e r a; N a g y L aj o s , P i a c k B r z et e k , p z
'

a c ka zp o n t o k d s v d r o L ” k M a g y a r o r s z d g o n 1 8 2 8
- b a n , B u d a p e s t ,

1 9 8 4
･

,
B a c s k ai V e r a , V d r o s o k & s v d r o s z

l

td r s a d al o m M a g y a r o r s z d g o n a X IX ･ s z d z a d e l ej れ B u d ap e st , 1 9 8 8 ･

1 0
B al o g h , A c i v z

･

s e k t d r s a d a l m a ,
･

, i d e m , D e b r e c e ni s丘g , S t u d z
'

a L z
'

t e r a ri a
,
V II ･ 1 9 6 9 ･

l l B al o g h l st v a n , A r e n di all a n v a r o s p olitik
aj a , I rL R a c z e d ･

,
D c b r e c e n iB rtd n e t e , 2 - p p ･ 9 1 - 2 1 5 ; i d e m , A

′

p ol g a rij o g e g y e n 16 s i g k i rd 由 ei D e b r e c e n b e n , H aj
d h ･ B z

'

h a r M e g y e z
'

L e v d Ztd r E v k 8 n y v e , ⅩV ･ 1 9 8 8 , p p ･ 2 9 -

4 3 .
1 2 K o m o r 6 c z y G y 6 r g y , V d r o s z

･

g a z g a t d s D e b r e c e n b e n , D e b r e c e n , 1 9
6 9 ; i d e m , A r ef o r m k o ri D e b r e c e n ,

D e b r e c e n J 9 7 4 ; R A c z l s t v a n , A d e b r e c e n i ci vi
s v a g y o n , B u d ap e st , 1 9 8 9 ･

1 3
H B M L . I V . A . 1 0 1 1/ v . 2 . k .

1 4
1 7 8 4 _ 6 年 ､ 1 8 2 9 年 の 国勢調 査 の 原本 も ､

一 部 しか残 っ て い な い ｡ H B M L ･ I V ･ l o l l /t 1

1 5
K o v A t s Z o lt a n , A n i p e s e d i si vi s z o n y o k , I n R a c z l st v a n e d .

･
D e b r e c e n t 6 r t e

'

n e t e
,
2 ･

,
D e b r e c e n

,
1 9 8 1

, p p ･

4 2 _ 4 5 .

1 6
Ib i d .

, p ･ 2 1 ･

l l R a c z , A d e b r e c e n z
'

c i vi s v a g y o n , p ･
6 0 ･

”
I b id ･

, p p ･ 4 3 -4 4 ･

1 ,
1 7 5 0 年 の 地図は ､

S a pi L aj o s , A t e l e p tll岳s f ej16 d i s e , I n R
a c z l st v a n e d ･ , D e b r e c e n ta rt e

'

n e t e
,
2 ･ , D e b r e c e n ,

1 9 8 1
, p . 72 などに 収録 ｡

20
R a c z l s t v a n , A z o r s z d g i s k o Z dj a .A D e b r e c e n i R ef o r m d t u B K o IL6 g f - g a z d a s d g i e r q o r r d s a i , D e b r e c e n ,

1 9 9 5 .

@

2 1
z olt ai L aj o s , D e b r e c e ni ut c a k a p it a n o k , tiz e d e s e k i s

ti z h a z g a z d d k , D e b r e c e n z
'

S z e m l e
,
ⅩⅤⅠⅠⅠ( 3) , 1 9 3 9 , p p 1

l o レl 1 3 ;
,

S a pi L aj o s , U t c ak a p it a n y s a g o k t er % 1 eti f el o s z
t a s a D eb r e c e n b e n a X V I - ⅩⅠⅩ･ s z a b a d b a n

,
D e

'

r i

M i2 z c u m E v k B n y v e , 1 9 7 7 , p p ･ 2 2 9 -2 4 0 1

2 2
K o m o r 6 c 2:y , A r ef o r m k o ri D e b r e c e n , p p ･ 5 0 ; 5 2 ･

2 3 H B M L . I V . A . l ol l/ v . 2 . k ; K o m o r6 c z y , A r ef o r m k o ri D e b r e c e n , p ･ 3 1 2 ･

2 4 H B M L I V . A .

2 5
H B M L . I V .

A .

26 E B M L . I V . A .

2 7
H B M L . I V . A .

1 01 1 /t . 2 . k .

1 0 0 2 . 1 . k . p p .
1 1 5 - 1 1 7; 2 0 6 - 2 0 8; K o m o r 6 c z y , A r ef o r m k o ri D e b r e c e n , p p 1

5 2 ･ 5 3 ･

1 0 0 1 . 4 . a . 1 0 0 .

1 0 11 /t . 9 . 良.

28
I bid .

2 9 R a c z l st v a n , A ci vis f o g al m a , I n id e m ･

,
P a r a s zt o k

･
h ajd h k , c i v i s e k , D eb r e c e n , 2 0 0 0 , p p ･ 2 3 3 -2 5 0 ･

3 0
I b i d ･ p p ･ 2 5 4 - 2 5 6 ･

3 1 K o m o r 6 c z y G y 6 rg y , A v a r o s lg a Z g a ta S , I n R
a c z l s t v a n e d ･

,
D e b r e c e n t8 r td n e t e , 2 ･

,
D e b r e c e n

,
1 9 8 2

, p p ･

2 1 6 -2 1 8 .

甲 H B M L . I V . A . 1 0 1 1 / a . 2 6 . k . 1 3 - 1 9 ; 3 6 ･ k ･ 2 9 - 3 1 ; 1 0 0 5 ･ 5 . k .
4 4 8 .

3 3
Ibi d .

3 4 Ib id ･ p ･ 2 1 9 1

3 5 Ib id . p . 2 2 7 .
3 6 Ib id ･ p ･ 2 1 8 1

3 7
H B M L . I V . A . 1 0 1 2 / a . 3 0 . k .

3 8
z olt ai L aj o s , D e b r e c e n i u t c a k a p it a n ok , tiz e

d e s e k i s ti zh a z g a z d a k ,
A

,
S a p i L aj o s , U t c a k a p it a n y s a g o k

l e rlile ti f el o s zt a s a D e b r e c e n b e n a X V I
- ⅩⅠⅩ. s z a b a d b a n , p p ･ 2 2 9 - 2 3 9 潮 桶 ｢ 1 8 世紀中期 ハ ン ガリ

ー に お

け る都市お よび街 区財 凱 ､ 南塚信 吾掃 『近代 ヨ
ー ロ ッ パ 政治 文化 の 研究』､ 千葉大学社 会文化科

学研究 科 ､
2 0 0 2 年 ､ p p . 3 0 - 3 8 ･

3 9 H B M L . I V . A . 1 0 1 3 / c . 1 0 . k . 2 6 6 - 2 7 3 ･

7 5



4 0 た だ ､ . 大 エ など
､ 同職組 合 があ る にも関 わらず ､ 別個 に基 準が設 けられ て い な い 職種 も ある o

4 1
た だ し

､ 粉挽職人 は ､ 扱う ( 必ず しも所有 して い る わ けで はな い) 風 車の 数 に よ っ て 階級付 け

されて い る ｡
4 2
H B M L . I V .

A . 1 0 1 1 / v . 1 c s .

4 3 家属 地耕地 を含め耕地用益 に つ い て は次 章に て 説 明す る
44 E B M L . ⅠV A . l o l l/ v . 2 . k .
4 5
H B M L . ⅠⅤ. A . 1 0 1 1 /t . 2 . k .

4 6 B al o g h l st v a n , M e z 6 g a z d a s 丘gi t e r m eli s i s a g r a rt丘r s ad al o m , I n R 丘c z l s t v a n e d ･ , D e b r e c e n f8 r td n e te , 2 ･ ,

D e b r e c e n , 1 9 8 l , p . 2 7 8 .

4 ' B al o g h l s t v a n , V ar o s 丘s n 丘p e , I n S z a b 6 I st v a n e d .

,
A s z a b a d s d g h a r c fa

'

v d r o s a D e b r e c e n ･ 1 8 4 9 j a n u d r
-

m dj 叫 D e b r e c e n , 1 9 4 8 , p . 2 0 - 2 1 .
4 8
M 6 d y G y 8 r g y , F 6 1dt ul aj d o n D e b r e c e n b e n a X V I

- ⅩⅠⅩ･ s z 丘z a d b a n , A d e b r e c e m
'

D d ri M d z e u m
.
e v k B n y v e

J 9 5 8 - 1 9 5 9
,
1 9 6 0 , p p . 3 2 ･ 3 3 .

4 9 市場町 ( m e z 6 v ar o s) は ､
王 国 か らで はなく私領 主 ( 国 王 を含む) か ら ､ 関税 自主権 ､ 判 事選 出

権 ､ 国王 小特権行使権 (後述) な どを個々 獲 得 し た町で ､
そ の 権利 形態 はさま ざまで ある が ､ 最

終的 に領主 と県の 支配 下に 位置 づ けられ た｡ これ は ､ 国 王 か らの 特許状と教会の 承常 に 基 づき ､

直接 に 王 国 に 属 し､ 私儀主お よび 県 の 支配 か ら独立 し て い たま 国自由都市と は区別 され る ｡
5 0 B al o g h , M e z 6 g a z d a sd gi t e r m el由 由 a g r a rta r s a d al o m , p ･ 2 7 4 ･

5 1
R a c z

,
A d e b r e c e n i c i vi s v a g y o n , p .6 0 .

5 2
Ibi d ･ , p ･ 4 3 ･

5 3
Z olt ai L aj o s , D e b r e c e n h a ta ra n a k ki al a k ula s a i s b i rt o k a i n ak m e g s z e r z 6 s e , I n i d e m ･ ,

I s m e r e tl e f7

r6 s zl e t e k D e b r e c e n m u ltj d b∂Z , D eb r e c e n , 1 9 3 6 , p p . 9 5 - 1 0 4 ; P e n yig e y D i n e s , D e b r e c e n i

e r d b
'

g a z d d )k o d d s , B u d a p e st , 1 9 8 0 , p p ･ 2 6 - 2 7 ･

5 4 z olt a i , D e b r e c e n h at a ra n a k k i al a k ula s a , p p . 1 0 4 -1 2 8 .

5 5
H B M L . I V . A . 1 0 1 2 / a . 2 3 .k .

5 6
H B M L . I V . A . 1 0 1 2 / a . 2 5 .

k .

5 7
R a c z

,
A d e b r e c e ni ci vi s v a g y o n , p . 1 0 3 .

5 8 Ibi d .

, p p . 9 9 - 1 0 1 .

5 9
B al o g h , M e z 6 g a z d a s丘gi t er m el由 由 a g ra rt a r s a d al o m , p ･

2 8 3 ･

6 0
o r o s z l st v a n , A b el s 6 1 e g e16 h a s z n a l at a D e b r e c 甲b e n a X V II I

- X i x ･ s z a z a d b a n
,
H B M L 虫

,
x IX ･

,
1 9 9 2

, p ･

7 7 .

6 1
R a c z

,
A d e b r e c e ni c i v i s v a g y o n , p p . 1 3 5 - 1 3 6 ･

` 2 H B M L . I V . A . 1 0 1 2 / a . 3 0 .k .

6 3
R a c z , A d e b r e c e n i e i v z

'

s v a g y o n , p p ･ 9 0 - 9 5 ･

6 4
M 6 d y , o p ･

c it ･ , p ･ 3 3 ; R a c z , A d e b r e c e n i c i vi s v a g y o n , p p ･ 6 3 - 6 4 ･

` 5
I b id .

6 6 I bid .

6 7
R a c z

,
A d e b r e c e ni c i vi s v a g y o n , p p . 6 2 - 6 3 ･

6 8
H B M L . ⅠⅤ. A . 1 00 4 .

2 . k . p . 5 7 6 .

6 ?
I bid .

, p .6 5 .

7 0
H B M I , . I V . A . 1 0 1 1 / n . 1 . k . , B e s z e Tib o r; I v a n O r s oly a; M aj o r T a m A s e d ･

,
F o r rd B O k D e b r e c e n hjk o ri

t ∂r t d n e td b b
'

l . S t a t u t u m o k
,
i n s t r u k ci i) k

, p d t e n
s e k H aj d h - B i h a r m e g y e Z e v d lt d rd b ∂J , D e b r e c e n , 1 9 9 2 , p p ･ 4 ト

4 2 .

7 1
例外 的 に 4 ニ ラ㌢ ユ の 上限 を越 えて家属 地を保 有 して い る 例も見 られ る が ､

これが い か なる 根

拠 に基 づ い た の か は不 明で ある ｡
7 2
た だ ､ 既 に 見た よ うに ､

軍税 の 算出基 準に は保有家属 地面積 は含まれ て おり , 無償で あ る の は ､

所 有権 を有す る市に 対 して で あ っ て ､ 国 に 対 して は納 税 の襲務を負 っ て い た こ と に な る ｡
7 3
H B M L . I V . A . 1 0 1 2 / a . 3 0 .k .

7 4
R a c z

,
A d e b r e c e n i c f v i s v a g y o n , p ･ 7 1 ,

7 5 Ibi d .

7 `
H B M L . ⅠV A . 1 0 1 2/ a .

7 7
M 6 d y , o p .

cit . , p . 3 4 ･･
7 8
H B M L . ⅠⅤ. A . 1 0 1 1 / A . 7 .k . p p . 5 7 - 5 8 . ( 史料 l)

7 9
た だ し ､

1 7 7 0 年 の 住民間査 で は ､ 計 34 5 の タ ニ ヤ( 3 4 3 人) が記録 されて い る o ⅡB M L ･ I V ･ A ･ 1 0 1 1/ v ･

2 .k .

8 0 R a c z l s t v a n
,
A d e b r e c e n i t a n y a a X V III ･ s z a z a d v i g e n i s a X I X I S Z a Z a d el s a f e l i b e n

,
I n P a r a s z t o k ･

h aj d 滋k , c i v z
'

s e k
,
D e b r e c e n

,
2 0 0 0 , p ･ 3 8 8 ･

冬1 H B M L . I V . A . 1 0 1 1 / n . 7 . k . p p . 5 9 - 6 0 , ( 史料 2)
8 2
H B M L . I V . A . 1 0 1 1 / n . 7 . k . p p . 6 0 - 6 1 . ( 史料 2)

8 3 H B M L . I V . A . 1 0 1 1 / n . 7 . k . p p . 5 9 - 6 0 ･

7 6



糾
B alq g h , M e z 6 g a z d a s a g i t e r m e li s i s a g ra rt a r s a d a l o m , p p 12 9 8 - 2 9 9 ･

8 5
H B M L ･ I V ･ A ･ 1 0 0 4 ･ 2 1 k ･ p p ･ 5 7 6 -5 8 0 ; 3 ･k ･ p p ･ 1 0 6 ･

8 6 H B M L ･ I V ･ A ･ 1 0 0 4 ･ 3
･
k ･ p p ･ 1 0 7 -1 0 8 ･

8 7 H B M L
･
I V ･ A ･ 1 0 0 4 ･ 3 1 k ･ p p ･

1 1 1
-

1 2 1
8 8
B al o g h , M e z 6 g a z d a s 且gi t e r m eli s 由 a g ra rt a r s a d alo m , p ･3 0 0 ; M 6 d y , o p ･ cit ･ , p ･ 3 6 ･

8 9
M a d

.

y , o p ･
cit ･ , p p ･ 3 7 - 3 9 ･

9 0
も っ と も ､ 放 牧地や森林などか らな る市有地の 面横 は 1 94 5 年 ま で 私有地全体 を上回 っ て い た o

O r o s z l st v a n
,
A f8 1 d t111 aj d o n s z er e p e D eb r e c e n b e n v a g y o n o s p olg 丘r ai k 8 z 6 tt a 1 9 . s z a z a d k 8 z 丘p s 6

h a r m a d a b an
,
I n S z a b a d G y 8 r g y e d .

,
A p oZ g d r o AS O d d s b tj d n ･ 7Ta n uZ m d T D , O k a m a g y a r r ef o r m k o r r ∂1 , B u d a p e st ,

1 9 9 0
, p .
3 1 .

9 1
o r o s z

,
A f6 1dt t11 aj d o n s z e r e p e D e b r e c e n b e n , p p . 3 ト3 4 .

9 2
H B M L I V . A .

1 0 1 1 / v . 2 .k .

タ3
H B M L . I V . A . l o l l/t .

9 4 H B M L . I V . A . 1 0 1 1 / v . 2 .k .

, 5 H B M L . I V . A .
1 0 1 1/t . 8 . k; 9 . k .

? 6
H B M L . I V . A . 1 0 1 1/ v . 2 .k .

9 7 H B M L . I V . A . 1 0 1 1/t . 3 . 汰.
9 8 H B M L . ⅠⅤ. A . 1 0 1 1/t

.
4 .k .

, ,
R a c z , A d e b r e c e ni c i v z

.

s v a g y o n , p . 1 1 0 .

1 0 8 z olt ai L aj o s , A d e b r e c e n i k e rt s d g e k m u Ltj a , D e b r e c e n , 1 9 3 4 .

1 0 1 D a n k 6 I m r e
,
A d ali k a d e b r e c e ni k e rt s丘g e k il e t i h e z ( A l eg r 丘gib b d e b r e c e n i k e rt s i gi s z a b aly z at) , A

D e b c r c e n i D d ri M 滋z c u m h v k 8 n y v e 1 9 7 4 , 1 9 7 5 , p p . 3 7 6 - 3 7 9 . ( 史料 3 .)
1 0 2
ダ ン コ - ･ イ ム レ が紹 介 して い る 1 7 5 7 年 の 史料に は ､ 同 じメ シ ュ テ ル 通 り前葡萄畑 に つ い て

の 1 7 8 7 年 の 規 露が続 い て 記載され て い るが ､ 前者 と比 べ より詳細に な っ て い る が内容的 に は共 通
し て い る ｡ Ibi d リ P P . 3 7 9 - 3 8 2 .

1 0 3
H B M L . I V . A . 1 0 0 4 . 4 ,k . p . 7 .

1 0 4
H B M L . I V . A . l o l l/t

.
4 . k .

1 0 5
R 丘c z , A d e b r e c e n z

.

c i v z
'

s v a g y o n , p .1 6 9 .

… 葡萄酒 販売制度 の 基礎 と な っ た の が ､ 市民 か ら に 限定され 冬市 に よ る葡萄 酒買 い 上げ制度で あ

っ た が ､ こ れ に つ い て も次章 で詳述す る ｡

1 0 7
1 7 8 0 年以 降の 市 の 会計数倍 は ､ 1 1 月 か ら 41 0 月 ま で の 軍事年度 が用い られて い る ｡ 本論 で 牲煩

雑 を避 ける た め ､ 年 度 の 1 月 か ら始 ま る年 を記 す こ と と す る . ( 1 7 8 0 年 1 1 月 か ら 1 7 8 1 年 10 月 の

年 度は ､
1 7 8 1 年 と記 述 ｡)

1 0 8 H B M L . ⅠⅤ . A . 1 0 1 2 / b . 9 . , 1 0 . , l l .

,
1 2 .k .

1 0 タ
H B M L . I V . A . 1 0 0 4 . 3

. k . 6 7 ,

1 1 0
K o m o r 6 c z y G y 6 rg y , A kir a l y i kis e b b h as z o n v i t el ek r6 1 D e b r e c e n f e u d a lis k ori t 6 rt i n et i b e n , D i r z

-

′

M i2 z e u m E v k 8 n y v e 1 9 6 2
- 6 4

, p . 2 1 7 .

1 1 1
K o m o r 6 c z y , A kir al yi k is e b b h a s z o n v i t el e k r6 1 , p ･ 2 1 9 ･

1 1 2
H B M L . I V . A . 1 0 0 4 . 3 . k . 6 7 - 7 3 .

1 1 3 Ib i d ･ p p ･ 7 3 - 7 5 ･

1 1 4
I b i d ･ p p ･ 7 5 - 7 7 ･

u 5
E B M L . I V .

A . 1 0 1 1 / A
. 7 . k . 8 1 .

u 6
H B M L . I V . A . 1 0 1 1 / m . 2 . k . 9 4 6 - 9 5 2 ( 史料 4) ; 1 0 1 1/ A . 7 . k . 8 ト8 6 . ( 史料 5)

1 1 7
H B M L . I V . A .

1 0 0 3
.
3 . d .

1 1 8 H B M L . I V . A . 1 0 1 1 / n . 7 . k . 9 0 - 9 7 .

1 1 9 H B M L . I V . A . 1 0 1 2/b . l l .k .

1 2 0
H B M L . I V . A . 1 0 1 1 / A . 7 . k . 9 1 .

1 2 1 H B M L . I V . A . 1 0 0 4 . 3 , k . 9 3 ･ 9 4 .

1 2 2 前掲拙稿 参 照
12 3 z olt ai L aj o s , A p o lg d ri s z a b a d b o r m e

'

r d s D e b r e c e n b e n , D e b r e c e n , 1 9 3 7 , p p ･ 1 0 - I l l

1 2 4
H B M L . I V . A . 1 0 1 1 / a . 1 0 3 . k . p p . 1 1 8 - 11 9 .

1 2 5
H B M L . I V . A . 1 0 0 7 . 1 . k . p p . 1 2 0 - 15 6 ; 1 6 8

- 1 9 8 ･

1 2 6 H B M L . I V . A . 1 0 0 7 . 1 . k . p p . 3 5 3 - 3 5 5 ･

1 2 7
z olt ai

,
A p o L g d r i s z a b a d b o r m d r占s , p ･ 8 ･

1 ユ8
ⅢB M L . I V . A . 1 0 0 7 . 1 . k . p p . 1 7 4 - 1 7 5 .

1 2 9
I b i d ･ p p ･ 2 2 1 ･ 2 2 2 ･

1 3 O
H B M I , . I V . A . 1 0 1 1 / a . 2 5 . k . 9 1 9 - 9 2 0 .

1 3 1
H B M L . I V . A .

･1 0 1 1 / a . 3 0 . k . 3 0 0 - 3 0 4 .

1 3 2
H B M L . I V . A .

1 0 1 1 / a . 3 5 . k . 3 9 8 - 3 9 9 .

1 3 3
3) は ､ 史料 の 文面 か ら具体的 な問題 点が何 なの か 明 らか で は な い が ､ 数 日 後 に 出され た 参事会

の 回答 か ら推測 す る と ､ 市会負 か らの 葡 萄酒 買い 上 げが ､ 参事か らの そ れと 時間的 に ずら して行
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われ て い たと 思われ ､ そ れ - の 反対 で ある ｡
1 3 4 ペ ス ト の 流行 をさすo
1 3 5 H B M L . ⅠⅤ. A . l o l l/ a . 3 5 . k . 4 0 5 - 4 0 6 .

1 3 6
I bid .

1 3 7
K o m o r 6 c z y , A va r o s lg a Z g a ta S , P ･ 2 3 0 1

1 3 8 B 6 nis G y 6 rg y , V a r o s lg a Z g a t a S , V a r O S P Olitik a , I n R o s a r y D o m o k o s e d ･
,
B u d a p e st t b

'

r t d n e t e a ta rB k

k i u z d s d t b
'

l a M d r c i u si F o r r a d a Z o m i g , B u d a p e s t , 1 9 7 5 , p p . 1 5 9 - 1 6 5 ; K o va c s L aj o s , A k a m a r ai
a d m i ni s z t r a ci6 由 a b u d ai p olg a r o k 1 6 9 4 .

i vi vis z oly a , TTa n u l m d n y o k B u d a p e s t M 滋Itjd b dl, ⅤⅠⅠⅠ･ , 1 9 4 0 , p p ･

2 8 - 4 8; P a tlli n yi O s z k a r , A M a g y a r K a m a r a v a r o si b i z ot t s a g a 1 7 3 3
-1 7 7 2 (F o rr a st a ni t a n ul m 組yi) , L e v d Zt d ri

K βzl e m d n y e k , 3 4 .

,
1 9 6 3

, p p . 3 3 ･ 4 4 .

1 3 9
p a u li n y l , O P ･ Cit ･ , p ･ 3 4 ･

1 4 0
I b id ･

, p ･ 3 3 ･

1 4 1
K o m o r9 c z y G y 8 rg y , A ki r良1yi bi zt o s sa g d s a d e b r e c e n i ki r al yi bi zt o s s 免g o k 17 7 8

-ig , H aj 舶 B ih a r M e g y ei

L e v d ltd r E v k 8 n y v e , 1 . , 1 9 7 4 , p . 6 7 - 7 3 .

1 4 2
B al o gh I s t v a n , A r e n di a ll a n v a r o s p oliti k aj a , I n R a c 2: I st v A n e d . , D e b r e c e n t B r td n e t e , 2 ･

, 1 9 S 2 , p ･ 1 6 4 ･

1 4 3
K o m o r 6 c z y , A kir al yi b izt o s s a g .

1 4 4 K all a y l s t vA n , A v a r o s l l g a Z g a t a S r e f o r m ) a a z o s zt r ak 6 r 8 k 6 s t a rt o m 丘n y o k b a n i s M a g y ar o r s z 良g o n M a ri a

T er i2;i a k o r a b a n
,
L e v 6 1i d ri K βzl e m d n y e k , 4 2 .

,
1 9 7 1 , p p , 1 1 5 - 1 3 4 ; K all a y ls t va n , S z a b a d k i rd ly i v d r o s o k

g a z d d lk o d d s a M d n
'

a T e rd z z
-

a k o r d b a n
,
B tLd a p e st , 1 9 7 2 , p p ･ 1 ト3 0 ･

14 5 K 丘u a y , A v a r o s l l g a Z g a ta S r e f o r m J a . , P P .
1 2 4 - 1 2 5 ･

14 6 H B M L . I V , A . 1 0 0 1 . 4 . d . 1 3 3 .

1 仰 H B M L I V . A . 1 00 1 . 4 . d . 1 2 3 . こ の 嘆願 の 各 項目 の 主題 は以下 の 通りで ある ｡ 1) 運搬役 ､
2) ブ ス

タ居酒屋 ､
3) 街 区税 ､ 4) 旅 篭 ､

5) 兵 士宿 営 ､
6) 耕地 ､ 7) 蒸留酒販 売 ､

8) 葡萄 酒販 売 ､
9) ど

ー ル 販 売 ､ 1 0) 食肉販売 ､
l l) 森林 ､ 12) 薬局 ､ 1 3) 定期市､ 1 4) 家畜飼 育､ 1 5) 漁擦権 ､ 1 6)

葡 萄汁 管理 ､ 17) 食換制度 ､
1 8) 市営建物 ､

1 9) 宗 教､
2 0) 市財政 ､ 2 1) 改宗 ､ 2 2) お よび 2 3)

文専管理 ｡
1 4 8 K o m o r 6 c z y , A kir al y i b iz t o s s a g , p . 7 6 . デ ブ レ ツ ェ ン に お け る国王 委 員の 活動 に つ い て は ､ B al o g h

l s t va n
,
A r e n di all a n v a r o s p o litik aj a , p p . 1 5 8 - 1 7 4 ･ も 参 照.

1 4 9
H B M L . I V . A . 1 0 1 1 / v . 1 . k .

1 5 0 H B M L . I V . A . 1 0 0 1 . 4 . d . 1 0 1 .

1 5 1 H B M L . ⅠV A , ユo o l . 4 .
a

.
1 0 0 .

1 5 2
H B M L . I V . A . 1 0 0 1 . 3 . d . 4 9 ; 1 0 0 2 . 1 k . 1 2 2 - 1 2 4 .

1 5 3
H B M L . I V . A . 1 0 0 1 . 3 . d . 2 9 ; 5 l .

1 5 4
H B M L . ⅠⅤ.

A . 1 0 0 1 . 4 . a . 7 0 ; 7 1 ; 7 2 ; 7 3 ; 7 5 ; 7 6 .

1 5 5
H B M L . I V . A . 1 0 0 1 . 4 .

a
.
6 6 ; 9 6 ; 9 2 . .

1 5 6 H B M L . I V . A . 1 0 0 1 . 4 .
d

.
4 8 ; 5 2 ; 1 1 3

･

,
1 0 0 2 . 1 . k . 1 6 5 - 1 7 1 .

1 5 7 H B M L . I V . A . 1 0 0 1 . 2 . d . 2 0 ; 2 1 ; 2 2 ; 2 3 ; 2 4 ; 2 5; 4 . a . 9 3 ; 1 0 3 .

u 8
H B M L . I V . A . 1 0 0 1 . 4 . a . 5 3 ; 5 4 ; 5 5 ; 5 6 ; 5 7; 5 8 ; 5 9

1

,
6 0 ; 6 1 ; 6 2 ; 6 3 ･

1 5 , H B M L . I V . A . 1 0 0 1 . 3 . d .
3 6 ; 3 9 .

1 6 O
H B M L . ⅠⅤ. A . 1 0 0 1 . 3 . a . s z . a .

1 引
H B M L . ⅠⅤ. A . 1 0 0 1 . 3 . a . 3 3 .

1 6 2
H B M L . I V . A . 1 0 0 1 . 4 .

a
.
6 8 ; 8 0 ; 8 6 .

1 6 3
H B M L . I V . A . 1 0 0 1 . 4 . d . 7 9 ; 8 3

.

,
8 4 ; 8 8 .

…
H B M L .

ⅠV A . l o o t . 4 . a , 8 5 ; 8 7 .

1 6 5
H B M L , ⅠⅤ , A . 1 0 0 2 .

1 . k . p p . 5 - 6 ; 2 5
- 2 6 ; 3 4 ; 6 2

-6 6 ; 8 0 ･

1 6 6 H B M L . I V . A ･ 1 0 0 2 ･ 1 ･ k ･ p p ･ 1 0 8 - 1 1 5 ; 2 1 4 - 2 1 9 ; 2 3 0 - 2 3 3
･

, 1 0 1 1 / n ･ 7 ･ k ･ p p ･ S l - 8 9 ･

1｡ 7
フ ォ ル ガ

- チ エ に よ っ て 請負化 が最 も詳細 に検討され た の は､ ビ
ー ル と蒸留酒 の 販売制度 に つ

い て で あ る ｡ E B M L . ⅠⅤ. A .
1 0 0 2 . 1 . k . p p , 7 7 - 7 8 .

1 6 8
H B M L . ⅠⅤ. A . 1 0 0 1 . 3 .

d
.
5 0; 4 . d . 7 7 ; 7 8 .

1 6 タ
H B M L . I V . A . 1 0 0 2 . 1 . k . p . 4 7 .

1 7 0
H B M L . I V . A . 1 0 0 2 ･ 1 ･ k ･ p p ･ 9 2 - 9 4

1

,
1 1 8 ; 1 4 3 - 1 4 5

･

, 1 4 6 - 1 4 8 ; 2 0 8
-2 1 4 ; 1 0 1 1 / n ･ 7 , k ･ p p r 5 7 -6 1 ･

1 7 1 H B M L . ⅠⅤ. A . 1 0 0 1 . 3 . a . 3 7 .

1 7 2
H B M L . I V . A . 1 0 0 2 ･ 1 ･ k . p p ･ 4 0 ; 6 8

- 6 9 ; 1 1 5 - 1 1 7 ; 2 0 6
- 2 0 8 ･

” K o m o r 6 c z y , A kir alyi bi zt o s s a g , p ･ 7 9 ･

/

1 7 4
H B M L . I V . A . 1 0 0 2 . 1 . k . p p . 1 2 2 - 1 2 3 ･

1 7 5
H M B L . I V . A . 1 0 0 2 . 1 ･ k ･ p p 1 1 2 8 - 1 3 9 1

K o m o r 6 c z y , A k ir丘Iy i bi zt o s s a g , p ･ 8 4 - 8 5 ･

1 7 古 H B M L . ⅠV A . 1 0 0 2 . 1 .
良. p p . 2 3 4 - 2 3 5 ･

1 7 7
K o m o r 6 c z .y ,.

A va r o s lg a Z g a ta S , P ･ 2 3 2 ･

1 7 吉 K o m o r 6 c z y , A kir a lyi b i zt o s s a g ' p ･ 8 0
･

,
H B M L . I V ･

A ･ 1 0 0 l ･ 2 ･ d ; 3 ･ a ; 4 ･ d; 5 ･ d ･

m
H B M L . I V . A . 1 0 0 2 ･ 1 ･ k ･ p p ･

2 4 3 - 2 9 3 ･

1 8 0 B al o g h , A r e n di a ll a m v a r o s p o litik aj a , p p ･ 1 7 8 - 1 8 4 ･ ドモ コ シ ュ と ヨ - ゼ フ 2 世 の 関係 に つ い て は ､
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R i v 色s z l m r e , B d c s D e b r e c e n e Zl e n ･ V d z l a t o k D o m o k o s L aJ o s (1 7 2 8 -1 8 0 3) d Z e羊d b b
'

Z e
'

s m il
'

k βd d s d b b
'

l
,

B u d a p e st , 1 9 6 6 . が詳 し い ｡
1 8 1
こ の 司法改革 に つ い て は ､ 参 事金蔵番線 に 言及 がなく ､ ま た研 究蓄積がな い た め詳細 は こ の 新

制度法 廷文膏 fI B M L . ⅠⅤ. A . 1 0 1 9 . の 分析 を経る 必要 があ る o
l q2 そ の 中心 は前 章で 扱 っ た葡 萄酒 販売 制度に 関す る も の で あ る ｡ H B M L . ⅠⅤ . A . 1 0 0 3 , 1 . k . p p . 1 0 1 -

1 0 2 .

1 8 3 H B M L ･ rv ･ A ･ 1 0 0 3 1 1 ･ k ･ 1 7 9 9 1 i v ･ p p ･ ト1 4 ･

1 8 4 v ar g a A n t al , A z 1 6 9 3 . i vi d e b r e c e n i f elk el i s
,
D d ri M h z e u m 丘vk B n y v e , 1 9 6 5 , p p . 1 4 7 - 1 5 7 . 蜂 起 と市会

改革の 関係 に つ い て は ､
K o m o r6 c z y , A v a r o si g a z g at a s , p . 2 1 8 . 参 照 ｡

1 8 5
H B M L . I V . A , 1 0 1 1 / m . 6 . k . 1 75 2 . m aj ll S 2 6 ;j 血i u s 9 .

1 8 6
H B M L . I V , A . 1 0 1 1 / a . 5 1 . k . 1 7 5 7 . n o v e m b e r 2 1 ; 2 2 .

1 8 7 こ こ で 署名者の 輩頭にあ る ダ ー ル ノ キ ･ パ ー

ル は恐 らく 1 7 5 2 年 の 同名 の 人物と 同 じで あろう o
1 8 8
H B M L . rv . A . 1 0 0 1 . 4

,
a . 1 3 3 ; 1 4 6; 1 6 7 .

1 押
B al o g h , A z r e n di a 11 a m v a r o s p olik it冬j a , p . 1 6 6 ノ i ロ グは ､ こ の 後触れ て いく 1 7 8 0 - 9 0 年代 の バ ー

リ

ン ト ア イ
･

ヤ
ー

ノ シ ュ が中心 と な っ た ｢ 市民+ の 運 動 も ､ バ ー リ ン ト フ ィ と ドモ コ シ ュ
･ ラ ヨ シ

ュ の 個人的 な対 立と して 捉 えよう と して い る o I bi d . , p p . 1 8 1 - 1 8 4 .

1 9 0
H B M L . ⅠV A . 1 0 1 1 / a . 7 0 . k . p p . 8 1 6

･ 8 1 7 ; 1 0 1 1 /i . 2 .
c s . 1 7 8 6 /2 2 0

･

,
1 7 8 7/ 1 0 ; 1 7 8 7/4 8 ; 1 7 8 7/ 7 4 ;

1 7 8 7/1 0 0 .

1 刑
E c kh a rt F e r e n c , A b d c s i u d v a r g a 2 d a s d g p o litik dj a M a g y a r o r s z d g o n 1 7 8 0

-1 8 1 5
,
B u d a p e st , 1 9 5 8 , p ･ 7 1 ･

1 9 2
H B M L I V . A . 1 0 1 1 / a . p p . 8 4 0 - 8 4 1 ; 8 7 4

･

, 8 8 0 - 8 9 7 ; l o l l /i . 2 . c s . 1 7 $ 6 /2 2 7 ; 1 7 8 7/6 8 ; 1 7 8 7 /1 0 8 ;

1 7 8 7 ; 1 1 5 ; 1 7 8 7/1 15 ; 1 7 8 7/ 1 4 5 .

1 タ3
H B M L . I V . A .

1 0 11 / a . 7 5 . k . p p . 3 6 2 ･ 3 6 7 .

1 9 4
H B M L . I V . A . l o l l / a . 7 5 . k . p p . 3 6 4 ･ 3 6 5 .

1 9 5
H B M L . ⅠV A , 1 0 1 1 / a ･ 7 5 ･ k ･ p p ･ 3 6 6

- 3 6 7 ･

19 6
H B M L . I V . A . 1 0 1 1 / a . 7 5 . k . p p . 3 6 9 - 3 7 3; 3 8 1 - 3 8 2 .

1 叩
H B M L . ⅠⅤ. A

.
1 0 0 3 . I . k . p p . ト2 2 .

1 9 S
H B M L . I V . A . 1 0 1 1 / A . 7 . k . 9 0 ･ 9 7 .

1 タ9
K o r o m p ai B ala z s; K o r o m p ai n 丘 S z al ac si R a c z M a ri a ; R adi c s K a l m a n; S z a b ad i l st v a n ; G a b o rj a ni S z a b b
B o t o n d e d ･ , E m ld k e k d s f o r rd s

,

o k - D e b r e c e n 1 8 4 8 / 4 9 , D e br e c e n , p ･ 8 8 ; B 血y e i M ik 16 s , K o s s u th L aj o s P e sti
H i rl a pj a 由 D eb r e c e n , H βM L E , ⅩⅩ, 1 9 9 3 , p p ･ 7 ト 8 5 ･

20 0
H B M L . I V . A . 1 0 1 1 / d . 1 4 . k . よ り 作成こ

20 1
s a p i L aj o s , D e b r e c e n t el e p 滋Ii s - d s d p i td s t8 r te n e t e , D e b r e c e n , 1 9 7 2 , p p ･ 2 4 - 5 0 ･

20 2 H B M L ･ I V . A ･ 1 0 0 4 ･ 2 ･ k ･ p p ･
6 8 ･ 7 3 ; 8 2 ; 9 1; 2 4 5 - 2 4 8 ; 3 2 7

- 3 2 9 ; 3 ･ k ･ 3 7 0 - 3 8 7 ; 1 0 0 5 ･ 5 ･ k ･ 1 4 9 - 1 5 6 ･ et c ･

20 3 H B M L . I V . A . 1 0 0 4 . 3 . k . p p . 1 8 2 - 1 9 8 ; 2 5 3
- 2 9 8 ･

20 4
H B M L . rv .

A
.
1 0 0 4 . 4 . k . p p . 3 - 6( 1 8 1 5) ; 3 1

- 3 2 ; 1 0 0 5 ･ 4 ･ k ･ p p 1 4 0 4 - 4 0 5 ; A l l
- 4 2 1 -4 2 4 ; 5 ･ k ･ p p ･

9 3 - 9 4 ;

1 0 5 - 1 0 7 . et c .
2 O 5
s a p i , D e b r e c e n t e l e p 滋Zd s

一 点s 6 p i t
d s t B r t d n e t e

, p ･ 2 7 ; S a p i L aj o s , A d e b r e c e n i n a g y h i d , D d r i M il z e u m
′

E v k 8 n y v e 1 9 5 8 - 5 9
,
1 9 6 0 ･

2 0 6
H B M L . rv . A . 1 0 0 4 .

2
. k . p p . 2 8 4 - 2 8 7 .

2 0 7 H B M L . I V . A . 1 0 0 5 . 5 . k . p p . 1 4 4
- 1 4 7 ･

2 0 8 H B M L . I V . A . 1 0 0 5 . 4 . k . p p . 1 6 4 - 1 7 1 ; 5 . k . p p ･ 4 0 - 4 2 ･

2 0 9
K o m o r 6 c z y , A r ef o r m k o ri D e b r e c e n , p ･ 2 0 8 ･

2 1 0
H B M L . I V . A . 1 0 1 0 / a . 1 . k . p p .･ ト2 ･

2 u
H B M L . I V . A . 1 0 1 0/ a . 3 . k . p p . 4 9 -5 6 . 具 体 的には ､ ｢ a . 現 行 の 葡萄酒販売 制度が J 市庫 に と っ て よ

り有益 か? b . 市営居酒屋 の 請負化 を含む葡 萄酒 自 由販 売制度 が ､ より有益 か? + の 間で の 投票で あ

つ た ｡
2 1 2
H B M L .

I V . A . 1 0 1 0 /b . 1 . d . A N . v . h . K 6 z 6 n s 丘g si r ql m eit ill et 6 K i v o n at a a V . h ･ K 6 z 6 n s i g J e g y z 6

K 8 n y v i n e k 1 8 2 6
- t 61 1 83 3 -ig

･

, 1 0 1 0 / a , 3 ･ k ･ p p ･ 1 1 3 - 1 1 4 ･

2 1 3 H B M L . I V . A . 1 0 1 0 / a . 3 . k . p . 2 0 8 ･

2 1 4
H B M L .

I V
.
A . 1 0 1 0/ a ･ 3 ･ k ･ p p ･ 1 1 5 - 1 1 8 ; 1 0 1 0/ b ･ 1 ･

d
･ N s S z a b ad K ir alyi D e b r e c z e n V a r o s s a b a , a N s

H it e s C o m m un it a s 丘1t al vi s el t e t ni s z o k o tt H i v at al ok n ak e1 6 a d A s a .
2 1 5
H B M L . I V . A . 1 0 1 0 /b , 1 . d . s z a m n 丘Ikt11 .

2 1 6
H B M L . I V . A . 1 0 1 0 / a . 3 . k . p p . 2 0 8 - i l l .

2 1 7 H B M L . ⅠⅤ. A . 1 0 1 0 / a . 3 . 良. p p . 2 1 9 - 2 2 1 ･

2 1 8
H B M L . I V . A . 1 0 1 0 / a . 3 . k . p p . 2 2 1 - 2 3 2 ･

2 1 ,
K o m o r6 c z y , A r ef o r m k o ri D e b r e c e n , p p ･ 2 1 1 - 2 1 4 ･

2 2 0
H B M L . I V . A . 1 0 0 4 . 2

. k . p p . 3 4 5 - 3 5 3 ; 5 6 8
- 5 8 2 ･

2 2 1
H B M L . ⅠⅤ,

A . 1 0 0 4 . 3 . k . p p . 6 2 - 1 0 5 .

2 2 之
E B M L . I V . A . 1 0 0 4 . 3

.
k . p p . 4 1 9 - 4 2 0 ･

2 2 3 H B M L . I V . A , 1 0 0 4 . 3 . k . p p . 4 2 3 - 4 2 4 ･

2 2 4
H B M L . I V .

A . 1 0 1 0 / a . 1 . k . . p p . 6 -2 1 ; 1 0 0 4 ･ 4 ･ k ･ 1 1 8 - 1 2 7 ･
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2 2 5
H B M L ･ I V ･ A ･ 1 0 1 1 / d ･ 8 ･ c s . 1 8 1 9 /3 2 . こ れ を参事会 ､ 市会 が承課 す る に至 る過 程 は残念 ながら不明
で あ る ｡
2 2 6 H B M L ･ I V ･ A ･ 1 0 1 1 / k . 8 9 . d . 1 8 1 9/4 1 2 ; 4 1 7 .

2 2 7 蒸留酒販 売 に つ い て 詳細 は拙稿 p ali n k a fo g y a s z t a s D e b r e c e n b e n a X V III . s z a z a d t 6 l a X I X . s z a z a d
･

el ej iig , A g r d r tB rt e
'

n e i z
'

.
S z e m l e ( 近 刊予定) 参照 o

之2 8
H B M L ･ I V ･ A ･ 1 0 0 5 ･ 5 ･ k ･ p ･ 1 4 4 ; 2 4 8 - 2 4 9; 2 5 6 - 2 5 8 .

2 2 9 H B M L ･ ⅠⅤ･ A ･ 1 0 1 0/ a ･ 3 ･ k ･ p p ･9 - 1 2 ･

2 3 0
H 】∋M L ･ ⅠⅤ･ A ･ 1 0 1 1 / a ･ 1 0 3 , k ･ p p ･ 1 1 6 - 1 2 1 ; 1 0 1 0/ a . 3 . k . 1 9 8 1 2 0 2 .

2 3 1
H B M L ･ I V ･ A ･ 1 0 1 1 / a ･ 7 5 ･ k ･ p ･ 3 6 7 ･

2 3 2 w e r b 6 c z y l st v a n , H d r m a s k 8 n y v , K ol o s v a ri S a n d o r; d v a ri K el e m e n e d ･
,
B u d a p e st , 1 8 9 7 , p ･ 3 8 8 - 3 8 9 .

2 3 3
R 良c z , A ci vis fo g al m a , p p 1 2 2 5 - 2 2 7 .

2 3 4 H B M L . I V . A . ユo o l
.
3

.
d

.
s z a m n i l 蜘l .

2 3 5
H B M L . I V . A . 1 0 0 1 . 4 . d . 1 4 6 .

2 3 6
Ib i d .

2 3 7
H B M L I V . A . 1 0 0 1 . 4

.
d . 1 3 3 .

2 3 8 H B M L ･ I V ･ A ･ 1 0 1 1 / a ･ 7 5 ･ k . p ･ 3 6 7 ,
2 3 タ
H B M L ･ I V ･ A ･ 1 0 0 4 ･ 3 ･ k ･ p p ･ 6 3 ; 6 8 ･

2 4 0
H B M L ･ I V ･ A ･ 1 0 0 4 ･ 3 ･ k ･ p ･ l o l l

24 1 H B M L ･ I V ･ A
･
1 0 1 0 / a ･ 1 ･ k ･ p ･ 8 1

24 2
H B M L ･ I V I A ･ 1 0 1 0 / a ･ l ･ k ･ p ･ 9 ･

24 3
H B M L ･ I V ･ A ･ 1 0 1 1/ a ･ 1 0 3 ･ k ･ p ･ 1 1 8 .

24 4 H B M L . I V . A . 1 0 0 1 . 4
,
d . 1 3 3 .

24 5 H B M L ･ I V ･ A ･ 1 0 1 1 / a ･ 7 5 ･ k ･ p p ･ 3 6 4 - 3 6 9 ･

24 6
H B M L ･ I V ･ A ･ 1 0 1 1 / a ･ 7 5 ･ k ･ p p ･3 6 9 - 3 7 0 ･

24 7 H B M L ･ I V ･ A ･ 1 0 1 1 / a ･ 7 5 ･ k ･ p p . 3 8 4 - 3 8 6 .

24 S
H B M L ･ I V ･ A ･ 1 0 0 3 ･ I r k . p p ･ ト9 ･

24 タ H B M L ･ I V ･ A ･ 1 0 0 3
･ 1 ･ k ･ p p ･ 1 6 - 1 7 ･

25 O
H B M L ･ I V ･ A ･ 1 0 1 0 . 1 . k . p ･ 2 .

25 1
H B M L ･ I V ･ A ･ 1 0 0 4 , 3 ･ k ･ p ･ 1 0 4 ･

25 2
B al o g h l st v a n , A f o r r a d a l o m s o d r a b a n , h R 丘c z l st v a n ･ e d ･

,
D e b r e c e n t 8 r td n e t e

,
2 ･

,
1 9 8 1 , D e b r e c e n

, p p ･

4 7 7 - 4 8 1 .

2 5 3
H B M L . I V . A . 1 0 0 1 . 4 . d . 1 3 3 ; 1 4 6 .

;;
4

5≡…㌶t:壬芸会: 1
1

呂呂Z:圭:慧:芸ア
･

11

1

芸子
-14 5 ･

･

2 5 6
H B M L ･ I V ･ A ･ 1 0 0 2 1 1 ･ k ･ p p ･ 1 1 5 - 1 1 7 ; 2 0 6

- 2 0 8 ･

2 5 7
B e s z e Ti b o r; I v a n O r s oly a ; M aj o r T a m a s e d .

,
F o r r d s o k D e b r e c e n 71j k o rir t8 r t e

'

n e t4 b b
'

Z . S t a t u t u m o k
,

i n s t r u k c i iik , p d t e n s e k H ajd 7i - B ih a r m e g y e l c v 6 1td r d b ∂Z, D eb r e c e n , p p . 9 4 - 9 5 .

2 5 8
E B M L ･ I V ･ A ･ 1 0 0 4 ･ 4 ･ k ･ p p ･ 1 9 8 - 2 0 1 ･

2 5 '
H B M L . I V ･ A ･ 1 0 0 4 ･ 4 ･ k ･ p ･ 2 0 2 ･

2 6 0 H B M L ･ I V ･ A ･ 1 0 0 5 . 3 ･ k ･ p p ･ 2 4 5 - 2 5 0 ; 5 ･ k ･ p p ･ 5 5 ; 6 0 -6 2 ; 1 0 0 6 ･
1

･ k ･ p p ･ 3 1 1 -3 1 4 ･

2 6 1
H B M L ･ I V ･ A 1 1 0 0 6 ･ 1 ･ k ･ p p ･ 3 9 1 - 3 9 2 ･

2 6 2
K o r o m p ai et al . e d .

,
E m ld k e k d s f o r r d s o k . . .

, p . 8 4 .

2 6 3
B al o gh I s t va n , A s z a b a d s a g h a r c k a z d el m e s h 6 n a pj aib a n , R a c z ls t v a n e d .

,
D e b r e c e n t8 rt d n e t e

,
2 .

,

D e b r e c e n
,
1 9 8 1

, p . 4 8 4 .

2 糾
A lf u d i H i rZ a p D e b r e c z e n i N a p l∂, 1 8 4 8 . d e c e m b e r 2 4 .

2 6 5 z olt ai L aj o s , A z si d 6 k l e t el e p ul i s e D e b r e c e n b e n , M a g y a r Z s i d ∂ S z e m l e , 5 1 .

, 1 9 3 4 , p . 2 2 .

2 6 6
R a di c s K al m a n e d .

,
A H ajd かB ih a r m e g y e i z s id d s d g t8 rt e

'

n e t d n e k l e v dZt d ri f o r r d s ai , D e b r e c e n , 1 9 9 7 , p p .

1 0 ; 2 3 .

2 6 7 R 丘c z
,
A ci vi s f o g al m a , p ･ 2 3 5 ･

2 6 8
デ ブ レ ツ ェ ン の 北東約 8k m に 位置す る こ の 村は ､ デ ブ レ ツ ェ ン が 部分的 に領 主権 を有する農奴
村で あ っ たが ､ デ ブ レ ツ ェ ン に よ る 支配 の 実態や ユ ダヤ人居住に つ い て は研 究 が進 んで い ない ｡
シ ヤ

ー ム シ ョ ン の 概説 と して は ､ G a z d a g l st v a n e d . , H aj d h s d m s o n , B tl d a p s t , 2 0 0 0 ､ デ ブ レ ツ ェ ン の も

うひ と つ の 部分農奴村 ソ ヴア
ー

ト に つ い て は ､
G yi m e si S a n d o r , A v a r o s mi n t f8 1d e s B r . D e b r e c e n i s

S z o v a t vi s z o n y a a 1 8 -1 9 ･ s z a z a db a n , I n G l at z F e r e n c e d ･

,
G a z d a s d g , td r s a d a l o m , t 8 rtd n e ti r d s , B u d a p e st ,

1 9 8 9
, p p . 1 5 7 - 1 6 9 を参 照｡

26 9
H B M L . I V . A . 1 0 1 2 / a . 2 5 . k .

2 70
H B M L I V . A . 1 0 0 1 , 3 . d .

2 7 1
H B M L . I V . A . 1 0 1 2 / a . 3 0 . k .

2 7 2
H B M L . I V . A . 1 0 1 2 / a . 4 1 . k ; 8 0 . k .

2 73 H B M L . I V . A . 1 0 0 1 . 3 . d .

2 7 4
蒸 留酒 商人 に つ い て は拙稿 P ali n k a f o g y a s z t畠s D e b r e c e n b e n を参 照 ｡ ユ ダヤ 商人 に よる煙 草販売

8 0



は ､
, H B M L . I V

,
A . 1 0 0 5 . 3 . k . 3 8 0 - 3 8 7 . な ど.

2 7 5
H B M L . I V . A , 1 0 0 6 . 1 . k . p . 1 4 .

2 7 6
R a c z

,
A ci vi s f o g al m a , p . 2 3 6 .

2 7 7
H B M L , I V . A . 1 0 0 5 . 3 . k . 3 8 0 - 3 8 7 ; 4 1 9 - 4 2 1 .

2 7 8 H B M L ･ I V ･ A ･ 1 0 1 0/ a ･ 3 ･ k ･ p p ･ 3 8 - 4 0 ; 1 0 0 7 1 1 ･ k ･ p p ･ 1 4 7 - 1 4 9 1

之7 ,
R 丘c z

,
A rci vi s f o g al m a , p . 2 3 6 ; Z olt ai , A z si d 6 k l e t el e p tlli s e D e b r e c e nb e n , p .

2 7 .

2 8 0
H B M L . ⅠⅤ. A . 1 0 1 1 / k . 1 8 4 . d , 1 8 4 1 / 5 1 8 .

2 8 1
Ib id .

2 8 2
デ ブ レ ツ 耳 ン の ユ ダヤ 人人 口 は ､ 1 8 4 8 年 に 2 0 0 人未満 で あ っ た の が ､

18 8 0 年 に 30 8 9 人 ､
1 9 2 0

年 に 1 0 ,1 7 0 人と急増 して い く ｡ R a di c s , A H aj d 血- B ih a r m e g y ei z sid 6 s A g , p .
.2 6 .

ユ8 3 K o m o r 6 c z y , A r e fo r m k o ri D e b r e c e n , p . 5 0 .

2 8 4
H B M L . I V . A

,
1 0 1 1 / m

. 1 3 . d . 1 7 7 8 /1 2 1 ; 1 0 1 1/t . 1 0 . k .

2 8 5 例えば ､ 1 7 6 7 年 に は r ブ ス タ の 居酒 屋と風 車の 周 辺 で 働 い た+ こ とに より 2 8 ブ ォ
′
リ ン ト 2 6 タ

ライ ツ ア
ー

ル が支払 われ て い る ｡ H B M L . ⅠⅤ. A . 1 0 1 2 / a . 3 0 . 良.
2 8 6 E r d 凸s K a m ill

,
C i g a n y - t 6 r v i n y s z i k , N 6 p r aj zt K 8 zl e m d n y e k , 1 9 5 9 , p p . 2 0 3 - 2 1 4 .

2 8 7
H B M L . I V . A . 1 0 1 2 / a . 3 0 . k .

28 8
H B M L . I V ･ A . 1 0 0 5 ･ 4 ･ k p p ･ 2 1 3 - 2 1 4 ･

28 9 H B M L ･ I V ･ A 1 1 0 0 5 ･ 5 ･ k ･ p p ･ 3 0 - 3 4 ･

2 9 0 1 9 世 紀末 か ら 2 0 世 紀に か けて の ロ マ 問題 に つ い て は P o m o g yi L a s z16 , C i g d n y k d rd d 8 d s c i g d n y i) g y i

i g a z g a td s a p o Zg d ri M a gy a r o r s z d g o n , B u d a p e st , 1 9 9 5 参照 .
2 , 1
G a z d a g l s t v a n e d . , D e b r e c e n z

-

v d r o s p o li tik a , D e b r e c e n , 1 9 8 9 , p . 3 ; B al o g h , A r e n d i all a n v a r o s p olitik aj a ,

p p . 2 0 2 - 2 0 4 .
2 9 2 s z 6 c s S e b e st y i n , A v d r o s k d r d d s e a z 1 8 3 2

- 3 6 ･ d vi o r s z d g g y G l e
'

sb e n , B u d ap e st , 1 9 9 6 ･

2 9 3
v 8 r8 s 革ar oly , A m a g y a r r e f o r m ell e n z i k h a r c a a p o lg a ri 丘t al a k ul a s i rt ( 1 8 4 0

-1 8 4 8) , I n M a g y a r o r s z d g
t a r td n e t e 1 7 9 0 - 1 8 4 8

,
B u d a p e st , 1 9 8 0 , p p . 8 9 9 - 9 0 4 ･

2 9 4 B al o g h , A r e n di all a n v a r o sp olitik aj a , p .
2 0 8 ･

･

2 9 5 H B M L . I V . A , 1 0 1 1/ k . 1 9 2 . d . 2 4 3 .
こ れ は G a z d a g e d . , D e b r e c e n i v d r o s p o li tik a , p p ., 7 3

- 8 4 に も所 収 Q
2 9 6

コ シ ュ - トと ｢ ペ シ ュ ト新報+ の 都市 に 向けた 関心 の 高さ に つ い て は ､ K o s A ry D o m o k o s , K o s s uth

i s a P e s ti H irl a p , I n K d k ay G y 8 rg y e d ･

,
A m a g y a r s aj t6 tB r te n e t e , Ⅰ･ , B tld a p

e st
,
1 9 7 9 , p p ･ 6 6 5 - 7 1 3 ; B i n y el ,

K o s s ut h L aj o s P e sti H irl a pj a 由 D e b r e c e n 参 照 o
2 9 7 v 8 r8 s

,
A m a g y a r r e fo r m e ll e n z 占k h a r c a , p p / 9 1 S

- 9 1 9 ･

2 9 8
G a z d a g e d . , D e b r e c e ni v d r o s p o Zi tik a , p p .1 5 5 ･ 1 5 8 所収 .

2 ' タ
法律 の 第 4 条 の 規 定に よ り ､ 小都市柱人 口 1 2 , 0 0 0 人 未満 ､ 中都 市は 1 2 ,0 0 0 人 以上 3 0 , 0 0 0 人 未

満 ､ 大 都市は 3 0 , 0 0 0 人 以上 と され た ｡
3 0 0
B al o gh I st v a n , A f o rr a d al o m s o d r 丘b a n , I n R a c z ls t v a n e d リ D e b r e c e n tβr td n e t e , 2 ･

, p p ･ 4 7 9 - 4 8 1; B al o g h

l s t v a n
,
A p ol g a ri j o g e g y e n1 6 s i g k i r d e s e i D e b r e c e n b e n , H aj d 71 B z

'

h a r M e g y e i L e v dZtd r E v k 8 n y v e , ⅩV ･ , 1 9 8 8 ,

p p .
3 9 - 4 0 .

S O L
B al o g h , A p olg arij o g e g y e n1 6 s 6 g k 6 r d i s ei D e b r e c e n b e n , p ･ 4 0 ･
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グラフ且 - 8
. 職業と納砕 鰍 ヒ(1 7 70 年)

8

職薬( 人敬) : 平 均納椀額

1 .# # # ^ (7 7 ^ ) : 1 9 .8 3

2 . 床屋( g 人) : 19 .4 0

3 .鉄商人(1 4 人) : 1 7 .1 0

4 ガラス職人(3 人) : 1 3 .79

5 .自作農( 47 5 人) : 1 3 .21

6 .石鹸聴人(5 8 人) : 1 2 .69

7 .# # ^ ( 1 2 3 ^) 11 .5 4

臥屠殺職人(1 5 5 人) : l l .25

9 .メ
- ゼシュカラ ー

チュ職人(2 9 人) ;1 0 .28

1 0 .錠前職人(1 9 人) : 1 0 .2 6

1 1 . 活字職人(1 0 人) ･. 1 0 .0 9

1 2 .仕立職人(1 7 8 人) : 9 ,8 7

13 . 持物聴人(2 8 人) : 9 .7 4

1 ヰ
.櫨売人( 2 2人) : 9 .7 1

1 5 . 馬具繊人(2 3 人) : 9 .5 6

1 6 . 布団聴人(3 1 人) : 9 .4 9

1 7 .遠隔地商人(1 5 1 人) : 8 .7 4

1 8 .タンピ皮なめ し織人(7 6 人) : 8 .7 0

19 .車輪聴人(6 1 人) : 8 .3 9

20 .長牝撤人(3 8 0 人) 8 .3 5

2 l .牧羊家(5 3 人) : 8 .2 1

2 2 .ボタン聴人(2 7 人) ; 8 .1 9

2 3 .皮細エ蒋人(1 3 8 人) : 8 .0 3

24 戯 冶職人(6 9 人) : 7 .ヰ7

2 5 . 神城人(1 8 0 人) : 6 .9 6

2 6 .* = (1 6 ^ ) : 6 .8 4

2 7 .陶エ(7 4 人) : 6 .2 5

28 . 石エ( 8 人) : 6 .0 0

2 9
. 日雇い(7 5 5 人) : 4 .5 0

3 0 . 糸筋ぎ女く1 7 人) : 1 . 糾

全 家長( 48 7 3 人) : 8 .1 2

平均納税額 フォリント

1 0 1 $ 2 O

2 0 4 0 6 0 8 0 1 0(】

人数構成比

m 免除 匝団2 [コ 4 Eヨ 6 図 8 田 10 田 12 Eヨ 14

Em 1 6 囚 18 囚 20 田 2 2 田 24 幽 2 6 E ヨ28 皿 30

日ヨ32 日 34 日ヨ 36 囚 3 8 囚 40 未浦 田 40 以上 ･ ･ - 平均納税額

9 0
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グラフ 2 - 4
. 家属地耕地と納税餅の関係 (1 77 0 年)
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グラフ 2 - 6 . 射的全称と納椀煉の関係 (1 770 年)
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グラフ 2
-

8 . 職細り 柳 城比および平均保有面積(1 770 年)
18

平均保有両横
ニラシュ

4 5 6 7 8

* # : ^ & :i% * *

3 . 鉄商人(1ヰ人) :8 5 .7 1 %

2 .味塵(9 人) :l o o 餓

4 ガラス職人(3 人) :1 0 0 %

5 . 自伸展(ヰ75 人) ;9 3 .7 1 %

6 .石鹸職人(58 人) :6 3 .7 9 %

1 . 家音商 人(77 人) : 7 2 .73 %

8
. 屠殺槻人(1 55 人) : 65 .1 6%

14 .埴売人(22 人) : 8 1 .82 %

7
.靴織人(1 23 人) : 7 4 .80 %

9 . メ - ゼシュカラ ー チュ 撤人(29 人) : 8 5 .52 %

1 0 .錠前繊人(1 9 人) ; 73 ,88 %

1 2 .仕立 繊人(1 7B 人) : 60 .67 %

1 B .タンビ皮なめし織人(78 人) : 5 6 ,58 %

1 5 . 馬具繊人(2 3 人) : 65 .2 2 %

1 1 . 活字繊人(1 0 人) ; 60 .O O 牝

1 3 . 指物琳人(2 8 人) : 67 .86 %

1 8 . 布団職人(3 1 人) : 38 .71 %

20 .長靴織 人(3 80 人) : 62 .1 1 %

2 3 . 皮細 エ 科人(13 8 人) : 54 .3 5 %

1 9 . * * * ^ ( 6 1 ^ ) : 59 .0 2 %

2 2
.ボタン 軸人(R I 人) : 66 .6 7 %

2 4 .# /% 1* ^ ( 6 9 ^ ) : 56 .5 2 %
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2 9 .Ej 雇い( 7 55 人) :3 0 .73 %

30 .糸紡ぎ女(1 7 人) :2 3 .53 %
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グラフ 2 - 1 3 . 庭瀬萄畑と納税餅の関係 (且770 年)
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グラフ 2 -

1 5 . 庭葡萄畑と職菓の相野
5

3
. 鉄商人(14 人) : 64 .29 %

2
. 床屋( 9 人) :6 6 .67 %

1 I . 活字職人(1 0 人) :6 0 .O O 牝

4 .ガラス 恥人(3 人) :6 6 .6 7 %

1 8 .タンピ皮なめし職人(7 6 人) : 44 .7 4 %

1 ,# % # ^ ( 77 ^ ) .

･

37 .6 6 %

1 2 . 仕立織人(17 8 人) : 43 ,26 %

1 5 ,馬具撤人(2 3 人) :4 7 B 3 %

23 .皮細エ 聯人(1 38 人) ;4 7 .1 0 %

2O .長靴職人(3 80 人) :ヰ2 .I 1 %

9 メ - ゼシュ カラ
ー

チユ 撒人(2 9 人) : 3 7 .9 3 %

ほ 指物帝人(2 B 人) : 39 .2 9 %

18 . 布団撤人(3 1 人) : 32 .26 %

6 .石鹸擬人(5 8 人) :3 1 .03 %

10
.鋸前織人(1 9 人) :2 6 .3 2 %

川 .填売人(22 人) :ヰ0 .9 1 鶴

7 .靴職人(12 3 人) :33 .3 3 %

2 2
.ボタン琳人(2 7 人) : 2 5 .93 %
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2 1 , 牧羊家く5 3 人) : 18 .8 7 %

3 0 . 糸紡ぎ女(1 7 人) : 25 .53 %

29 .日雇い( 75 5 人) : 16 .29 %

2 6 .* = ( 1 6 ^ ) :1 2 .50 %
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グラフ 3 - 3 . 葡萄酒確琶敢リ売上劇ピ
8

売上げ豊

売上額

1 7 43 年

:I: A: I: ･: ･: I .
'

･: ･: Il l . 6: I: ･: ･: ･∴ 7 . 9

肋
7 9 .5

/ /i
/.

'

･: ･: I: ･: I:9 . 0 ･: ･ .
.

･: 5 . 7

ククク
8 5 .3

20 40 6 0 8O 1 0 0 (鍵触 妬)

慮 葡萄酒 (3 . 1 5 日ft) 医詔 山葡萄酒古酒 く3 ･ 1 5) 田 山葡萄酒 ( 4 . 7 2 5 H f t)

1 7 8 0 / 8 1 年

売上 げ畳

売上虫

20 4 0 6 0 8 0 10 0 (jP ,也 :”)

陶 底葡萄酒 (3 .1 訓f t .) 田 山葡萄酒新酒 (4 . 68Hft) 既週 山葡萄酒古酒 (6 . 2 4Hft)

1 8 1 9 / 2 0 年

売上げ圭

売上靖

2 0 4 0 6 0 8 0 1 00 (単色: ”)

脚 鹿葡軒酉 (6Hf t ) 田 鹿葡萄酒 (8Hft) 巨∃ 山葡萄酒新酒 (10 Hft . ) 団 山葡萄酒新漕 (1 訓ft . )

∈≡ヨ山葡萄漕古酒 (1 馴ft .)

1 0 6
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表 い 1 ･ 各街区 ･ 地区の住居区画数およて堪張数(1 7 70 年)
1

街区 ピアツ街区 ツ ユ ダレ -

ド街

区

ヴァルガ街区 ハ トヴァ ン街区 チャ蹄 - 一

街区 ペ -

テ ル フ ィア

街区

計

区画 家長 区画 家長 区画 家長. 区画 家長 区画 家長 区画 家長 区画 家長

市

内
-

嘩

第1 地区 89 1 5 9 1 0 1 17 0 ･ 8 5 1 1 7 9 6 1 6 8 6 7 115 9 1 1 6 1

2 , 7 6 7

(平均
92)

4, 7 5 7

( 平均

159)

第2 地区 88 15 3 9 1 1 6 3 1 0 5 1 7 6 1 26 2 2 2 .1 10 1 89 7 3 15 1
第3 地区 69 11 1

,
9 1 1 6 7 1 0 2 1 6 3 8 9 1 42 9 0 ･15 8 ･ 10 4･ 18 8

第地 区 79 1 5 8 1 0 1 1 6 3 7 3 1 2 0 8 2 1 42 8 4 13 1 9 5 17 1

郷地区 103 1 9 1 7 7 1 2 4 93 1 4 5 1 1 2 1 9 1 1 0 5 1 9 2 9 6 1 7 6

r 市外域 10 1 8 12 1 7 15 2 5 1 2 28 1 2 2 4 4 4 6 5 1 1 6

計 4 38 7 9 0 47 3 8 04 473 7 4 6 5 1 7 8 9 3 4 6 8 8 0 9 46 3 8 31 2 , 8 3 2 4 , 8 7 3

表 1 -

3 . 南街納税者の職菓(17 70 年)
2

自作農 33 人 鉄商人 1人

家畜臥 8人 布団職人 1人

屠殺職人 8 人 鍛治 臥 1人

遠隔地商人 5人 ボタ山敵人 1人

石鹸 臥 5人 錠鮒 臥 1人

靴職人 4 人 タy ピ皮なめし職人 1人

仕立職人 4人 皮細工 臥 l人

床屋 3人 不明 21 人

雑草取り人 2人 計 100 人

表 1 - 4
. 役瞬者の職業 (17 70 年)

3

仕立 臥 4人 括字職人 1人

鉄商人 4 人 屠殺 臥 1人

遠隔地 臥 4人 メ.
- ゼ シ ュ カラ

ー

チ エ職人 1人

靴 臥 2人 家畜 臥 1人

皮細工 臥 2人 自作農 l人

石鹸職人 1人 タ ンピ皮なめし 臥 1人

布団職人 l人 ガラス職人 1人

銅細工 臥 1人 不明 49 人

床塵 1人 計 76人

表 2 -

1 . デブ レツ ェ ン の保有質地 (1 $1 8 弔
4

私観主蘭 h a . ホル.ド 財務局額 h a ホ ル ド
バ ッ ラグ 放牧地 195 3 . 2 8 3 3 9 7 オ ハ ト 放牧地 560 3

.
3 8 9 7 45

ナ ジ ･ マ チ エ 耕地 17 2 1 . 55 2 9 9 4 ザ - ム 放牧地 7 11 9 .■08 12 3 8 1

キ シ ュ ･ マ テュ 耕地 161 9 . 2 2 8 1 6 キシ ュ ･ へ ジェ シ ュ 耕地 18 O 7 . 2 3 314 3

セ ペ シ ュ 耕地 268 2 , 95 46 6 6 モノ シ ュ トル 森林 ･ 採草他 48 9 . 3 3 8 5 1

コ ン くシ ュ 耕地 335 7 . 43 5 83 9 ハ ラ ー プ 森林 ･ 採草地 689 9 . 4 3 1 1 9 9 9

ジ ュ ライ
･ - ジ ェ シ ュ 耕地 182 3 . 3 3 3 1 7 1 バ

ー

ン ク 森林 ･ 採草地 401 0
.
6 3 6 9 7 5

バ ツ 森林
･

採草地 127 2 . 48 2 2 1 3 フ テン チカ 森林･ 採草地 201 5 . 9 5 3 5 0 6

シ ヤ
ー

ム シ ョ ニ ･ リゲト耕地 計 27945 4 8 6 0 0

8 5 2 1 8l

シ ヤ ヴォ
-

シ ュ ク ー

ト 耕地 149 2 . 1 3 2 5 9 5

ア
一

口 キ レ
ー

ト 耕地

グ
ー

ト 森林 ･ 採草地 5 13 3 . 0 3 8 9 2 7

計 21 0 5 5 .
J
3 5 3 6 61 8 総計 490 0 0 . 35

1 1 0
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表 2 - 2
. 各質地耕地の面積と税収(1 76 7 年)

6

質地名 ニ ラシ ュ h a 御又 ( フ ォLI ン ト)

マ チ ュ 10 0 0 1 7 2 5 . 0 0 2 5 0 . 0 0

キシ ュ ･ - ジェ シ ュ 3 2 8 5 6 5
.
8 0 由. o o

セ ペ シ ュ 7 9 6 1 3 7 3 . 1 0 1 9 9 . 0 0

エ ペ シ ュ 1 O 2 7 1 7 7 1 . 5 8 2 5 6 . 6 6

ジュ ラ イ
･ - ジェ シ 3 . 7 5 8 1 3 0 7 . 5 5 1 8 9 . 5 0

計 39 0 9 6 74 3 . 0 3 9 7 7 . 3 3

表2 - 3 . 家属地耕地と質地排他の面積､ 保有者､ および平均防郁研野

質
也

耕
也

面積 h a 人数 平均 h a 餐.
属

地

耕

地

面積 h a 人数 平均 h a

1 7 24 年 325 6 . 8 1 7 5 6 年 572 3 . 5 5

1 7 5 0 年 7429 . 5 8 1 7 7 0 年 76 81 . 4 3 2 7 5 4 2 . 7 9

1 77 0 年 5 76 3 . 2 3 1 0 5 3 5 . 4 7 1 81 8 年 68 6 1 . 48 2 5 6 0 2 . 6 8

1 7 7 5 年 15 3 8 5 . 2 8 1 84 9 年 742 7 . 2 8

1 8 1 4 年 1 55 1 1 . 7 8 9 0 3 17 . 18

1 8 1 卿 月 1 67 8 8 , 0 6 1 1 7 1 14 . 34

1 82 0 年12月 168 6 0 . 9 6 1
■
03 8 16 . 24

1 8 54年 142 5 3 . 1 5 0 6 2 8 . 1 7

表2 - 4 . 耕地1 0 ニ ラシ ュ 以上保有者の職業. (1 770 年)
8

自作農 23 人 錠前職人 1人

屠殺 臥 10 人 床屋 / 1人

遠隔地商人 5人 塩売人 1人

家畜 臥 5人 メ
- ゼ シ ュ カラ

ー

チ ュ 職人 1人

鉄商人 4人 樽 臥 1人

石鹸 臥 4人 皮細工職人 11人

靴 臥 3 人 ボタン職人 1人

仕立職人 3人 不明 50人

布団職人 1人

タンピ皮なめし職人 1 人 計 116 人

表2 - 5 . 家属地耕地保有と市民権騒乱 屋敷地所有 ( ペ 一 テルフィア街区､ 173 0 年)
,

家長数 縛面積 平均保有面積 保有者数 保有率 保 榊 掃面積

人 % ニ ラ シ ュ h a ニ ラシ ュ h a 人
■
% ニ ラシ ュ ha

市民
家持ち 187 77 .5 9 %

■
家昂地

耕地

142 .5 o 2 4 6 .2 4 0 .76 1 3 2 1 4 7 78 .6 1 % 0 .9 7 1 .6 8

家なし 54 2 2 .4 1 % 0 0 0 0 0 0 % 0 0

計 24 1 37 .3 1 % 1 4 2 .5 0 2 4 6 .2 4 0 .59 1 .0 2 14 7 61 . α)紘 0 .9 7 1 .6 8

住民
家持ち 195 48 .15 % 9 7 .5 0 1 6 8 .4 8 0 .50 0 .8 6 11 7 60 . α) % 1 0 .8 3 1 .4 4

家なし 210 5 1 .8 5 % 1 .5 0 2 .5 9
1

0 .0 1 0
.
0 1 2 0 .9 5 % 0 .7 5 1 .3 0

計 405 6 2 .6 9 % 9 9 .CX) 17 1 .
0 7 0 .2 4 0 .4 2 1 1 9 2 9 .3 8 % 0 .8 3 1 .4 4

総計 646 2 41 .5 0 4 1 7 3 1 0 .3 7 0 .6 5 2 6 6 4 1 .1 8 % 0 .91 1 .5 7

1 1 3



表2 -

6 . 家属地耕地保有と屋敷地所有 (17 70 年)
1 0

家長数 総面積 平均保有両横 保有者数 保有率 保有者平均保有面疎

人 % ニ ラ シ ュ h a ニ ラシ ュ b a 人 % ニ ラシ ュ b a

家持ち 270 8 5 5 .57 %

家尿地耕地 4 172 .4 7 ･ 7 2 10 .0 3 1 .5 4 2 .6 6 24 4 5 9 0 .2 9 % 1 .7 1 2 .
9 5

賓地耕地 3138 .0 5 5 4 2 2 .5 5 1 .1 6 2 .(氾 9 81 3 6 .2 3 % 3 .2 0 5 .5 3

耕地全体 7 31 0 .52 12 6 32 .5 8 2 .7 0 4 .6 6 2 4 5 7 9 0 .7 3 % 之.9 8 5 .1 4

家なし 2165 44 .43 %

家属地耕地 9 7 35 16 8 2 2 0 .0 4 0 .0 8 7 3 3 3 7 % 1 .3 3 2 3 0

賓地耕地 190 .
0 8 3 2 8 .46 0 ･0? 0 .1 5 80 3

･
7 0 % 2 .3 8 4 .l l

耕地全体 2 87 .43 4 96 ,6 8 0 .1 3 0 ,2 3 1 3 0 6 . α)% 2 .2 1 3 .8 2

計 48 7 3

家民地耕地 4269 .82 7 3 78 .2 5 0 .8 8 1 .5 1 2 51 8 5 1 .6 7 yo 1 .7 0 2 .9 3

賓地耕地 3328 .1 3 5 7 51 .01 0 .6 8 1 .1 8 1 0 6 1 2 1 .7 7)yo 3 .1 4 5 .4 2

耕地全称 759 7 .95 13 1 2 9 .2 6 1 .5 6 2 .69 2 5 8 7 5 3 .0 9 % 2 ｡94 5 ,0 8

表 2 -

7 . 家属地耕地陳有と市民権保有､ 屋敷地所有 ( ペ 一テルフィア街区､ 1$ 28 年)
ll

家長数 総面積 平均保有面積 保有者数 保有率 保有者平均陳有面横

人 ･ % P M h a P M h a 人 % P M h a

市民 泰時ち 284 38 .8()%

一家属地
耕地

237 5 3 0 5 13 .
0 6 8 3 6 1 .81 28 0 9包.5 g y o 8 .4 8 1

!
8 3

住民 家持ち 167 2 2 .8 1 % 1 4 6 1 .5 9 3 15 .7 0 8 .7 5 1 .8 9 1 6 5 98 ,8 0 % 8 .86 1 .91

豪なし 281 3 8 3 9 % 0 0 0 0 0 0 % 0 0

計 73 2 3 8 3 6 .亀9 82 8 .7 7 5 .2 4 1 .1 3 4 4 5 60 .7 g yB a .6 2 1 .8 6

表 2 -

& 庭葡萄畑総面積の推伊
2

午

総面積 所有者数

カバ ー ･

シ ュ h a 人

16 92年 1 31 1 , 0 0 10 6 . 1 9

1 7 2 0 年- 20 0 0 . 0 0 16 2 . 0 0

1 7 7 0年 4 80 6 . 5 0 3 8 9 . 3 3 1 31 9

1 8 1 9 年 57 1 5 . 0 0 4 6 2 .

p 92 ‾ 1 653

1 8 2 8 年 76 0 4 . 0 0 61 5 . 9 2

1 8 4 8 年 52 3 4 . 0 0 56 5 . 2 7

表 2 -

9 . 各匪静椅畑面積 (1$ 19 年)
1 3

葡鞄籾名 カバ ー シ ュ h a 葡萄畑名 カバ ー
ー

シ ュ h a

ボ/ レドダフ ァ ル ヴィ ･ ケルト 419 . 3 3 . 9 4 チェ メテケルト 219 17 . 7 4

チ ャボ
一

フ々レト 520 42 . 12 ポシ ュ タケルト 254 20 . 5 7

チ ゲケル ト 165 1 3 . 3 7 チ - グラ
ー

シ ュ ケルト 894 7 2 . 4 14

ハ トヴァ ンクッツ ァイ ･ ナジケルト 2 95 2 3 . 9 ト
- ツオ

ー

シ ュ ケルト 768 6 2 . 22

ハ トヴァ ンクッツ ァ イ
･ キ シ ュ ケルト 51 4 . 1 3 ク

ー

イケルト 287 2 3 . 2 5

ホ モ クケルト 560 45 . 36 ヴァ ルガケルト 323 2 6 . 1 6

コ シ ュ ケルト 208 1 6 .
8 5 ペ - テ ル フィア イ･ ケル ト 244 19 . 7 6

ケン テシ ュ ケルト 508 4 1 . 15 総計 571 5 4 6 2
.
9 2

1 1 4



表 2
-

1 0 . ペ - テ ル フィアイ
･ ケルトの区画(1 811 ∵ 1 2 年の分割時)

1 4

ニ ラシ ュ h a 人 平均

第1 区画 63 . 0() 5 . 1 0 5 6 0 . 0 9

第2 区画 64 . 7 5 5 . 24 51 0 . 1 0

第3 区画 65 , 0 0 5
. 2 7 4 6 0 . l l

第4 区画 49 ー 5 0 4 . 01 2 8 0
. 14

計 24 2 . 25 19 . 62 1 81 0 . l l

表2 -

ll . 庭衛萄畑7 .5 カバ ー シ 沫 以上所有者の職業(1 7 70 年ト
15

自作農 11人 石鹸職人 2人

仕立 臥 1 0^ 馬具職人 1人

家畜商人 7人 活字職人 , 1 人

タンピ皮なめし職人 6人 メ - ゼシ ュ カラ ー チ エ職人 1 人

長靴 臥 5人 錠前吸入 1 人

布団職人 3人 粉鋤 臥 1人

皮細工晩人 3 人 級 1人

帯織人 3 人 樽 臥 1 人

遠隔地商人 2人 不明 37人

日雇い 2 人

鉄商人 2人 計 1 00 人

表 2 -

12 . 廃葡鞄噸軒有と市 脱 屋敷地所有 (J < - テ ルフ ィア街区､ 17 30 年)
) `

家長数 給面積 平均所有面帯 所有者数 所有率 所有者平時所有面積
.

人 % カ バ ー シ ュ h a カ バ
ー

シ ュ h a 人 % カ バ ー シ立 h a

市民 家持ち 187 7 7 .5 9 % 110 .5 0 8 .95 0 .59 0 .0 4 8 7 4 3 9
.
5 7 % 1 .4 9 0

.1 2

, 家
なし 54 2 2 .41 % 8 .0 0 0 .6 5 0 .1 5 0 .0 1 2 7 12 .96 % 1 .1 4 ■ 0 .0 9

計 J 2 4 1 3 7 3 1 % 11 乱50 9 .60 0
.4 9 0 .0 4 0 8 11 3 3 .61 % 1 +4 6 0 .1 2

住民 家持ち 195 4 8 .1 5 % 5 5 , 00 4 .4 6 0 .2 8 0 .0 2 3 4 3I 2 2 .0 5 % 1 .2 8 0
.10

家なし
.
■2 10 5 1 .8 5 % ･ 7 .(氾 0 .57 0 .0 3 0 - 叩3 7書 3 .3 3 %l l . 00 0 .0 8

計 4 0 5 6 2 ,6 9 % 6 2 . 00 5
.0 2 0

.1 5 0 .0 1 21 5 0 1 2 .35 % 1 .2 4 0 .10

総計 646 18 0 .5 0 14 .62 0 .2亀 0 .0 2 3I 1 3 1 2 0 .2 8 % 1 .3 S 0 .ll

表ユ ー 13 . 庭軒⊆敵噺有と屋敷地所有 (1 77 0 年)
1丁

家長数 総面積 平均所有面鏡 所有者数 所有率 所有者平埼所有面積

人 % カ バ ー

シ ュ h a . カ バ -

シ ュ h a 人 % カバ ー

シ ュ h a

家持ち - 270 8 55 .57 % 4 2 3 9 . 咲) 3 4 3 3 6 L l ,5 7 0 .1 3 11 12 41 .(泊% 3 .& 1 0 .31

家なし ･ 2 16 5 4 4 .4 3 % 5 6 7
.
5 0 45 .9 7 q ,2 6 0 .0 2

‾
2 0 7 9 .56 % 2 .74 0 2 2

計 4 8 7 3 4 8 0 6 .5 0 3 8 93 3 0 .99 0 .0 8 1 31 9 2 7 .0 7 % 3 .6 4 0 .3 0

表 2
-

14 . 庭帝萄畑所有と市民髄彩軒､ 屋敷地所有 (I , ト ーチ ル アイ ア街区市内域､ 18 2 8 年) ユ
B

家長数 人数比 ‾ 総面積 平均所有面韓 所有者数 所有率 所存 弼 所有面積

人 % カ バ ー

シ ュ h a カ バ ー シ ュ h a 人 % カバ ー シ ュ h a

市民 家持ち 2 84 3 8 .8㈹/ o 9 9 4 ,α) §1 .5 1 3 .50 0 .2 S 1 4 7 5 1 .76 % 6 .7 6 0 .5 5

住民 家持ち 167 2 2 .81 % 3 1 0 .00 2 5 .l l 1 .86 0 .1 5 4 6 2 7 ,54 % 6 .7 4 0 .5 5

家なし 281 3 8 .3 g y o 8 9 . α) 7 .2 1 0 .32 0 .0 3 1 4 4 .9 8 % 6 3 6 0 .5 1

計 73 2 1 3 9 3 .(氾 11 2 .8 3 1 ,90 0 .1 5 2 0 7 2 8 ,2 8 % 6 .7 3 0 .5 5

1 1 5



表2
-

15 . 庭 軒鰍脚i有と市 膝 臥 屋敷喝所有 ( ビアツ街区市外域､ 1 82 8 年)
1 9

家長数 総面横 平均所有面積 所有者数 所有率 所有者平均

カバ ー

シ ュ 1岨 カバー
- シ ュ h a 人 _ % か i J / チ

h

住民 家なし 6 9 87 7 .0 5 1
.
2 6 0 .1 2 4 3 4 .78 % 3 .6 3 0 .2 9

表2
-

1 6 . 肺 臓 収穣畳 (178 8 年ピアツ街区､ 18 4 9 年市全域) 20

小ま ライ麦 大麦 燕麦 秦 とうもろこし じやがいも いん8 弘豆 レ ンズ豆 えんどう豆

17 88年 ピア ツ

街区

7697 2742 6 8 7 7 17 71

4 0 .3 3 % 14 3 7 % 3 6
,
0 3
0/o 9 .2 8 %

1 S 4粥 粕 域 297 84 18 20 3 2 66 2 9 1 9 840 2 9 5 3 696 60 1 4 0 7 ll 1 0 6 90

1 7 .66 % 10 .7g yo 15 .7 9 % ll .7 6 % 1 ,75 % 4 1 .3 0 % 0
,83 % 0 .01 % 0

,06 % ･ 0 .0 5 %

表 2 -

17 . 小麦の生産 ･ 消費量と市場供貯
1

家 長 a 生産量 b 滴費志 c 自給率 d 売 e 生産量に f 自家供給自 g 消費志向畳に対する自 h 消費量

敬 向畳 (an )) 却量 対する売却
真の比 (d/ a)

家消費量

( ad)

家時給自家消費量の比

(u b )

の 市場経
･由率

人 P M P M % P M % PM % %

1 7 7 1年 ペ - テ ル フ ィ ア 209 5 2 3 1 7 5 9 .0 4 % 0 0 . 00 % 2 0 9 5 9 . 糾% 90 .96 %

1 7 7 1年 ピアツ 350 8 20 3 0 6 17 .2 8 % 70 2
.
0 0 % 3 4 3 8 1 6

.9 3 % 8 3 .0 7 yo

177 1年ヴァ ルガ 251‾8 19 1 8 0 1 3 .1 3 % 0 0 . 00 % 25 1 8 1 3 ,1 3 % 86 .8 7 yo

17 7 1年 ハ トヴァ ン 237 1 12 4 7 0 5 5 8 % ■0 o
.由% 2 3 7 1 5 .5 8 % 94 .4 2 %

i7 鍬 牢〈 ト テルクィア 879 3 4 4 6 11 抑8 3 1 3 U yo 1 74 5 .0 5 % 3 2 7 2 2 9 .7 2 % 7 0 .2 8 %

17 8 8年 ピアツ 8 52 7 6 9 7 1 4 7 1 7 5 2 .3 O yo 1 5 0 9 1 9 .6 1 % 6 1 8 8 4 2 .0 5 % 57 .95 %

1 80 5年ピアツ 82 1 7 4 6 4 4 1 5 2 9 1 7 .9 7 yo 2 1 8 2 .92 % 7 2 4 6 1 7 .4 5 % ･ 82
.
5 5 %

18 1 0 -1 1年 ピアツ S 30 768 8 7 S O 4 98 .51 % 4 9 4 6 6 4 .3 3 % 2 7 3 2 3 5 .0 1 % 6 4 .99 %

18 2 0 ,21 年ピア ツ 860 264 5 8 5 0 3 3 l .1 1 % 3 3 3 1 2 .5 9 % 2 3 1 2 2 7 .19 % 7 2 .8 1 %

1 82 5 -2 6 年ピ アツ 851 296 9 飢X)7 3 2 .9 6 % 7 4 0 2 4 .9 2 % 2 2 2 9 2 4 .75 % 75 .2 5 O/o

1 8 2 9 -3 0 年ハ_トヴァ ン ･ _564 7 2 0 1 14 9 1 1 4 8 .2 9 % 6 5 6 9 .11 % J 6 5 4 5 43 ,8 9 % 1 56 .1 1 %

18 3 5 年ピア ツ 7 00 3 8 1 9 1 0 3 4 2 3 6 .9 3 % 9 0 6 2 3
.7 2 % 2 8 33 2 7 .3 9 % 7 2 .6 1 %

1 8 3 4 -3 5年 ハ トヴァ ン 991 4 6 S 3 A. 9 94 0 47 .11 % 2 0 9 4 .4 6 % 4 4 7 4 4 5 .0 1 % 5 4 .9 9 %

計(家長数およびi か

らrは1771 年を除く)

734 8 5 8 1 0 4 2 32 89 2 2 4 .9 5
0/o 9 7 6 1 1 6 .8 O y o ･ 4 8 2 53 20 .72 % 7 9 2 g y o

i 生産者 j 生産者 k 生産者消費志 l 生産者 m 完全 n 完全自 o 完全自 p 売却可 q 売却可 r 売却可
敬 消費志向 向量に対する自 消費量の 自給者数 給者率 給者率 能者数 聴音率 能者率

量 家供給自家消費
量の比 (瑚)

市場経由

率

(全㈱ (生産

者)

鮒 (生産

･ 者)

人 P M % % 人
o/o % 人 % %

17 掛 テ ル フ ィ ア 135 34 9 6 93 .5 9 % 6 .4 1 % 1 1 1 1 2 .6 3 % 8 2 .2 2 % 5 0 .5 7 % 3 .7 U Vo

17 88年 ピア ツ 207 6 8 4 8 90 3 6 % 9 .6 4 % 1 3 1 1 5 3 8 % 6 3 .2 9 % 74 8 .6 9 % 3 5 .7 5 %

1 80 5年 ピアツ 170 1 4 7 89 49 . 00 % 5 1 . 00 % 1 6 1 .9 5 % 9 .4 1 % 1 2 1 .4 6 % 7 .(娼%

1 8 10 -1 1年 ピアツ 192 2 778 98 .3 4 % 1 .6 6 % 1 8 3 2 2 .0 5 % 9 5 .3 1 % 1 77 2 1 .3 3 % 92 .1 タ%

1 82 0 ,21 年ピアツ 174 3 3 3 9 6 9 .2 4 % 3 0 .7 6 % 64 7 .4 4 % 3 6 .7 8 % 4之 4 .8 8 % 2 4 .1 4 %

1 82 5 -2 6 年ピアツ 173 2 7 79 8 0 .2 1 % 1 9 .7 9 % 8 5 9 .9 g yo 4 9 .1 3 % 6 3 7 .4 0 % 36
.4 2
0/o

1 82 9 -3(埼シ ､ トヴァシ 197 8 2 3 7 7 9 .4 6 % 2 0 .5 4 % 9 0 1 5 .96 % 4 5 .6 9 % 34 6 .0 3 % 17 ,2 6 %

1 8 3 5 年 ピアツ 154 3 8 0 2 74 .5 1 % 2 5 .4 g yo 7 2 1 0 .2 g yo 4 6 .75 % 5 5 7 .8 6 % 35 .7 1 %

1 8 3 4 -3 5 年 ハ トヴァ ン 219 4 89 2 91 .46 % 8 .5 4 % 1 8 0 1 8 .16 % 82 .1 9 % 1 9 1 .9 2 % 8 .6 8 %

計 16 2 1 50 96 0 9 4 .69 % 5
.
3 1 % 93 2 1 2 .6 8 % 5 7 .5Cf/ o 4 8 1 6 .

5 5 % 2 9 .6 7 %

1 1 6



表2 - 1 S . 庭葡萄酒生産量 ･ 市による繋い上げ蚤と生産量に対する供給量の上ピ2

年 魔術萄栖生産畳 市による買い上をヂ量 庭髄菊酒の仕入値 - 生産量に対する寛い上げ畳の

チ ェ ベ ル (推定値) チェ ベ ル フォリント (1 チ ェ べ/I,)
l

比

17 7 0 年 6 6 32 9 . 7 0 8 93 2 . 6 0 2 および3 1 3 .･47 %

1 7 7 1年 66 329 . 7 0 1 1 7 3 2 . 7 0 2 および3 17 . 6 粥

17 7 2年 66 329 . 70 8 0 0 6 .
6 0 2 および3 12 . 0 7 %

1 7 81年 66 3 2 9 . 70 7 0 1 3 . 0 0 ･ 2 1 0 . 5 7%

1 7 8 2年 66 329 . 70 6 4 9 0 , 4 0 2 9
.
79 %

1 7 8 3年 66 3 2 9 .
70 5 22 2 . 6 0 3 7 . 8 7 %

表3
-

1 . 各都市の歳入における国王小特権の比率
ユ

都市名 デブレツ ェ ン プダ ヤー ケシ ュ ア ェ -

-

ル ヴァ
-

ソレ

カ ッシ ヤ

( コ シツ ェ)

エ ス テ ル ゴム ク
ー

イヴイデ+ ク

(ノヴィサT<
h

)
年 17 5 3 年 175 5 年 175 6 年 17 5 5年 17 5 6年 1 75 7 年

% 74 . 3 鴫 42 . 4 7% 7 0 . 9 鴫 61 . 7 7% 5 9 . 8 8% 9 5 . 8 7%

表 3 -

2 . ブス タ旅篭 ･ 居酒屋の請負料 (1 82 0 / 21 年)
2 4

旅奄 ･ 居油島名 請負人名 請免料 ( フォリント)■

ア -

ロ キレ ー

ト ナジ ･ ミ ハ
-

イ 20 0■

チ エ カ ー

シ ュ サロ ンタイ ･ ア ン ドラ -

シ ュ 4 1 5

シ ヤ
ー ヴォ シ ュ ク ー ト ナジ ･ イ シ ュ トヴァ

-

ンネ -

2 9 2

ル ダシ ュ .
パ ー

リ レフ イ
･ イ シ ュ トヴァ

-

ン 25 0

ラ
ー

トテ レク旅篭 パブ ･ イ シ ュ トヴァ - ン 72 1

エ レプ旅篭 ボル シ ョ ー

シ ュ
･

シヤ
∴
ンTI) レ 1 2 3 6

バ ラク ナジ ･ ミ ハ -

イ 37 6

エ プ レシ ュ ケ ルト フ ェ
ー

ン ･ ガ - ボル 85

ホ ル
.
トバ

ー ジ 温 旅篭 ビ ハ リ ･ フ エ レ ンツ 190 4

表 3 - 3 . 葡萄酒買V ＼上げ実績 (17 40 年)
2 5

1 74 0 年

葡萄酒種 庭 山新簡 山古酒 実質人数 延べ人数

単価 ( フォリント/ チ ェ p i/I ,) 2 .5 3 .3 3 5

人数 12 9･ 363 1 8 3 1 8 5 10

買い上さヂ量 (チ ェ ベノL,) 3 0 2 7 .(氾■12173 .2 0 5 7 3 .8 0 15 7 7 4 .0 0

買い上古価額 ( フォリント) 7567 .5 0 4 0 5 7 3 .2 8 2 8 6 9 .(泊 51 u )9 .78

平均買い上げ萄チェ J < / Lj) 2 3 .4 7 3 3 .5 3 31 .8 8 4 9 .6 0

平均買いJ =8ヂ金喝フォリ ント) 5 8 .6 6 11 1 ,7 7 15 9 .3 9 1 6 0 .41

表 3 -

4 . 葡萄酒買い上げ実績 (1 781 - $2 年)
2 6

1 7 8 1 -

8 2 年

葡萄酒種 庭 山新潜 山古酒 山古酒 実党人数 延べ人数

単価 ( フ ォリント/ チ ェ べノt,) 1 .6 7 2 .5 2 .5 3 .3 3

■人数 436 83 8 3 2 12 7 9 12 79

買い上げ量 (チ ェ べノt ') 6 4 9 0 .4 0 1 02 71 .4 0 1 3 . α) 2 3 .6 0 1 6 7 9 8 .4 0

買い上古確額 ( フ ォリ ント) 10 81 6 .9 0 2 567 8 .5 0 3 2 .5 0 78 .66 3 66 0 6 .56

平均買い上げ量(チ ェ
バレLj) 1 4 .8 9 1 2 .2 6 4 .3 3 l l .8 0 1 3 .1 3

平均買い上iず戯硬フ ォリント) 24 .8 1 3 0 .64 1 0 .8 3 3 9 .3 3 2 8 ,62

1 1 7



表 3 - 5 . 葡萄酒買い上げ実凍 (182 9
-

S o 窄)
27

1 8 2 9 -

3 0 年

葡萄酒種 廃 庭 山新簡 山新廟 山新簡 山古酒 山古酒 実質人数 延 べ人数
単価 ( フ ォリント/ チ ェ ベノL ,) 1 .6 7 2 .22 2 .78 3 .3 3 3 .8 9 3 .8 9 4 .4 4

人数 52 3 77 3 4 36 2 52 6 1 1 0 4 6 0 9 93

買い上げ畳 ( チ ェ ペノL ,) 794 .2 0 3 792 .60 4 72 .8 0 5 94 3 .2 0 92 3 .0 0 6 7 .8 0 192 8 .6 0 1 3 9 2 2 .2 0

買い上古欄額 ( フ ォリ ント) 132 3 .6 6 84 2 7 .92 1 3 1 3 3 3 1 9 810 .47 35 89 .4 4 2 6 3 .67 8 5 71 .5 5 4 3 3(泊.0 4

平均買い上げ圏チ ェ ベノL)) ･ 15 .2 7 10 .0 6 13 ,91 1 6 A 2 17 .7 5 ll .3 0 17 .5 3 3 0 .2 7

平均買い上け協執フォリント) 25 .4 6 2 2 .3 6 3 S .6 3 5 4 .7 3 6 9
.
0 3 4 3 ,9 4 7 7 .92 94 .1 3

表 3 - 6
･ 庭葡萄酒生産乳 生産量と買い上げ対像者､ 繋い上げ畳 ( ^ トヴァ ン街区､ 1 $1 9 -

2 0 弔
2 S

生産者数 j軌 ＼
1
J =8 佃食者 181 9 年11月収穫効姦葡萄酒 (チ ェ ベノL ,) 182 0 年買い上げ畳

､
( チ ェ / ヤL,) 残り (チ ェ ベ/I,)

1 地区 49 4 5 2 0 8 6 .0 0 1 0 4 9 .60 1d 36 A O

2 地区 2 9 2 9 1 02 6 .0 0 7 2 6 .60 2 9 9 .4 0

3 地区 16 0 3 87 .0 0 0 3 87
.OO

4地区 15 0 3 0 4 .CK) 0 3 0 4 . α)

5 地区 2 3 0 . 6 5 0 .0 0 0 6 5 0 . α)

計 132 7 4 4 4 5 3 . 00 1 7 7 6 .2 0 2 6 7 6 .8 0

表 3 - 7 . か レドシ ュ ハ - ズの収入 ･ 支出 (176 0 年､ 1 79 5 / /
/
′

如 年)
2タ

17 6 0 * 179 5/9 6 年

収入 葡萄週売上 754 6 2 3 収入 ▲ 葡萄酒販売 140 2 9 .2 0

支出

葡萄酒仕入 51 75 .4 2

支出

葡萄酒仕入 103 7 7 .α)

滞出分 20 9 .4 8 葡萄酒澱引取り料 70 .6 3

･ 雑費 6 .75 雑費 8 .4 8

居酒屋主給与 1 37 .50 樽粒締修 14 .5 0

糊IJ 出費 28 3
.8 2 居酒屋主給与 135 .(氾

滞納金 18 .3 3

市庫納入金 173 3 .2 7 市麻納入金 340 5 .2 7

表 3 -

8 . 葡南海販売人 (1 84 1 年)
3 0

街区/
′

等級 第1等級 第2等級 第3等級 ■第4等級 第5等級 計

ピアツ街区 6 5 16 7 0 3 4

ツ ェ グレ ー ド街区 0 1 1 4 1 7 3 3 5

ヴァ ルガ街区 1 1 14 1 7 1 3 4

ハ トヴァ ン街区 0 5 1 3 1 0 0 2 8

チ ャ ボ
一

億区 I 4 1 3 9 0 2 7

ペ - テ ル フ ィア街区 0 6 1 3 1 3 0 3 2

計 8 2 2
1

8 3 7 3 4 1 9 0

1 1 8



地図1 . デブレツ ェ ンの通りと街区(1 糾0 * )
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地図3 . デブレツ ェ ン の庭衛鞄肝
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史料1 . 家属地対陣 ･ 質地耕地伺益に関する市法令 (1 77 4 年)
1

市民に分配される土地につ いて

我が市の市民 伽1g軸ai ) に､ 潮作あるいは叔革のための用益に供される土地は､ 以下の 2 種類であるo

l . 家属地耕地

2 . 市庫に年間
-

定額の賃料を支払う土地

土 地 三o 国王委員会によ っ て 1 7 74 年3 月 1 4 日に布告された規則性 ､ 以下のことを定めているo

l . 家属地耕地の分配は､ 恒常的かつ世賂的にならなければならない ｡ なぜなら､ 納税額[を基準に分

配した場合､ これ] は年々変動するものであり､ また､ 屋敷地の帽級､ 質 [に基づいた場合､ これ]

は､ 最多かつ最大の不平等を生じさせ ､ 恒常的な [分配基準と分配面積の] 均衡を保つ ことができ

ないからである｡ そ こで ､ 市内域の屋敷地の大きさの正確な測量に基づく平方エ ルの規模を､ 分配

の基準となすべきである｡ これは､ すべ ての観点から､ 最良の均衡をもたらすであろう｡ 屋敷地の

価値は ､ 第
一

にその広さによ っ て決定され､ また､ 税も平方エ ル単位で納めるからである｡ 屋敷地

に基づく分配基準は､ 平静性と公益に寄与するはずであり､ 不平等性は皆無か陸わずかであろう凸

2 . 家属地耕地は
一 体として分配されるべきことo 細分化されていたり､ 採草地､ 牧草地と離れている

･

勢合､ 障害をまねくことになるからであるo それゆえ､ 個々人の保有地は､ ひとまとまりとなるべ

きこと｡

3
. 分配 [された家属地] は､ 屋敷地の登録に記される｡

4
1

. 家属地耕地は､ 永続的にせよあるいは質権行使として にせよ､ 他の者に譲渡することはできない0

年単位での賃貸のみが可能であるo

5 . 家属地耕地は､ 世襲地 [屋敷地] と同様に､ 建造物を設けること､ 仔牛､ 豚を飼育することができ

るが､ 夏季に乳牛を飼育することは禁じられる｡

6 . とうもろこ し畑は､ これまでの既習に従い ､ 2 年ごとに再分酉己することo

馳 三

･

1 . 市民にのみに与えられること｡

2
. す べての者に同等に与えられるべきではなく､ 耕作､ 養鶏に従事し､ [市に対する] 過般役を行っ

ている者に限られる｡

3 .藻場さ頗に基づいて分配される

4 . これら質地耕地においては､ 恒常軸滴己は行われヂ､ 7 年ごとに改正し､ 再分配されるo

5 . こ こでも建築ば許されるが ､ 必要最小限の〃
,頗模なものに限られる｡

1 7 74 年3 月 16 日

上記に関し､ 参事会は以下の点を追加するo

1 . 住民には､ 質地耕地､ とうもろこし畑ともに与えられなし㌔

2 . 家属地耕地は､ 交換という形式であっ ても､ [分酉 ㈱ ゝら] 離すことはできなし㌔

1 7 74 年3 月 1 6 日 参事会および市会
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史料2 . 質地耕地割替え規定 (17 74 年)
2

霊 地 丑画

1 ･ 質地耕地は､ 屋敷地を有する市民のみに与えられるベきこと0

之･ 土地の分配の基準は､ 納税額､ 役牛による運搬役､ および乳牛､ 放触虫飼い肉牛､ または罵[ の

所有] とする｡

3
･ [基準としての] 納税額に関しては払下の ことを考慮に入れることo すなわち､ 10 フ ォリント

未満の納税者で､ 役牛を持たない場合は ､ 土地分配を受けることができない｡ 2 頭､ 3 頭あるい

は 4 頭の役牛を持つ場合は 1 ニ ラシ ュ のみ土地が与えられる｡ 6 頭を有し､ こ の範傭の税を納め

る者には､ 1 .5 ニ ラ シ ュ の土地が与えられる｡

4
･ 1 0 から15 フ ォリントの轟噛拷には､ 役牛を持たない場合､ 1 ニ ラ シ ュ の土地が与えられ､ 20 フ

ォリン トまでは 2 ､ 3 0 フォリントまでは 3 ､ 40 フォリントまでは 4 ､ 5 .0 フォリントまでは 5 と

し､ それ以上については純粋に薄根巨額に基づいては与えられなし㌔

5
･ 1 0 フ ォリン トから5 0 フォリントまでは､ 所有する役畜 6 対まで､ 1 対の役牛につき 1 ニ ラシ ュ

が与えられるo

6 .

7 .

放牧地飼い肉牛8 頭につき 1 ニ ラシ ュ ､ 放牧地飼い喝も 8 頭につき [ 1 ニ ラシ ュ] が割り当てら

れるが ､ 5 0 瓢 上の * ,罵に関してさ朝踊己されなv ㌔

軍陣 を1 ､ 2 ある いは3 頭有し､ さらに放牧地飼い肉取 馬を持たな一骨には､ [ こ叩こ基づいて]

質地耕地は与えられなレ㌔ しかし､ 乳牛とともに放牧地飼い牛､ 馬を有する場合には､ 乳牛1 頭

を放牧地飼い肉牛2 頭に換算し､ 肉牛に算入され､ それが 8 濁以上になる場合には 1 ニ ラシ ュ の

土地が与えられるが､ それ未満の蓉合妓何も与えられなしI o 馬に関しても同様に扱われ､ 8 頭単

位で 1 ニ ラシ ュ の土地が与えられる｡

デブ レツ ェ ン ､ 参事会および市会 17 74 年4 月 1 3 日

雌 短辺ま造

1 ･ 何者か､ 今回の割替えで土地を与えられた者 で 寡婦あるいはその他の相続者を残さず死亡 した

2 .

3 .

4
.

5 .

6
.

7 .

8 .

9 .

場合､ その者の土地は､ 残余地 血 n s f61d) として他の分配対象者に分配されるo

何者か ､ 恒久的に市から去る場合､ その土地も [再] 分配に供される0.

役牛に基づいて土地を与えられた場合､ 1 年間にわたっ て役牛を持たない､ あるいはそれをもっ

て運搬役を遂行しない場合､ 1 会計年度のみであっ ても､ 役牛に基づいて与えられた土地を失うo

質地坪地を､ 恒久的に売却するか､ 質に入れた鎗含も､ これまでの汝今に基づき､ 土地を失う｡

A ki p edig d e n a m d al , p ra es er er b r e m d i a d d ik a fold , h a ay Id e a s z e m t erd e d

何者か､ 浪費家ddl ad d at o r v aBy V eS Zt eg et O であることが広く知られており､ す べ ての財産を失っ

た者は､ 期間中であっ ても土地はその着から取り上げられる｡

この ように期間中に没収された土地は､ 参事会により､ 期間中に原則に照らしてすべ ての点でそ

れに催するとみなされた市民に対して､ い かなる優遇措置なしで､ 与えられるo

7 年目になり次第､ その年の 8 月に改正が開始され､ 9 月には実質的に終了すべきことo

その際にも､ 今回の基準に照らし合わせて [割替えが行われる べきことo たとえさil この間に牛

が明らかに増加あるいは減少した場合､ それに従い土地が増減されるべきこと｡

何者か､ 役牛､ あるい古瀬 蜘 司い肉牛､ あるいは放牧地軌 嘱 を7 年間所有しなか っ たが､ 最

1 2 4



終年あるいはその前年に入手し､ さらに､ 第 1 回の割替え[17 74 年] の際に牛に基づいて土地

が与えられなか った象臥 もし新たな経営者でない場合のみこの者には土地が与えられるべきで

ある ‥ 他の着から購入し､ 7 年間でより多くの牛を有するにいた っ た場合､ こ の者に与朝出の者

に優先して､ 土地が与えられるべきである｡

1 0 . 今回の割替えおよび次回の割替えにあた っ ても以下のことに留意すべきであるょ すなわち､ 今回

質地耕地が与えられなかっ たが､ タ ニ ヤ (sz5nA s) を有している場合､ できる限り各人タニ ヤを

維持し得る べきであり､ その [維持] 費用ほ適正に支払われるべきである｡ 質地耕地が与えられ

た者の場合､ 土地はひとまとまりで与えられ､ あぜ豊(d m 6 Q) をできるだI瀬臣持し､ イ暗も他

の者の 土地を通らないようにすること｡ [他の者の土地を通る者は] 2 フ ォリントの罰金に処せ

られ､ 半分は土地保有者に､ 半分は 牌捗也] 監督官に与えられる｡

ll . プスタが､ 金棒であれ部分であれ､ 期間中に市から買い戻された場合､ その時点で再勧替えが行

われるペ きこと｡

1 2 . 耕地税あるいは 1 0 分の 1 税換金 (d e zs m a v al ts ag) を､ 家属地排他からも質地耕地からにつ いて

も､ 聖ミ ハ -

イの 日までに全額を納めることo これまでに収めない場合杜､ 質地耕地をま没収され､

家属地耕地につ いては 10 分の 1 税換金が倍が倍とされるo これ杜､ 各人は事前に納入し､ 監督

官が市庫に収めるものと解される｡

13 . 何者か ､ [市の] 命令に基づき､ 干草の 過般役の順番になった着で ､ 正当な理由を示すことがで

きないままこの労役を行わない場合､ 役牛に基づいて与えられた土地は没収されるo

史料3 . 庭葡萄畑 (メシ ュ テル通り/j 職 遭瞥規則 (175 7 年)
3

メ シ ュ テ) H 畠り小声前葡衛畑の所有者に対する規則o よき秩序の維持のために記される｡ 1 75 7 年聖ジ ェ ルジ ュ

の月 23 日

1 . いかなる身分､ いかなる肩書きの看であれ､ この葡萄畑に所有権あるいほ相続権を有する貴族あるいは平民

の葡萄畑所有者 (6 h , is K 6 z6 n siB eS K ert es G a zd a) は､ 葡萄畑管理人 (K ert 伽 溢k) の指示があっ た蓉

合､ 生垣を整理 し､ 溝を凍り､ 清掃を行うことo これらを2 週間怠る者様､ 葡萄酒共同体によ って 24

クライツァ
ー

ソレ以下の罰金を課される｡

2 . 生垣を作らず､ また清を振らない怠慢な所有者を発見した際には､ 公共の蕃 (p Lb h k u m kar) を招かないた

め､ 葡萄畑管理人は､ これを行わせなければならないo さもなければ､ 畑番 (c s6 s z) によ っ て行わせ､

その費用および罰金は所有者が支払うこと｡

3 . 葡萄畑管理人の指示により所開襟会 如z6 n sig es g yalis) が召集された場合､ す べ ての葡萄畑所有者(r n h d e n

K ert es G azd a
,
i s G a zd a j b ny) は､ 定められた飾汎 時間に集まらなければならなし㌔ 欠席は1 4 ク

ライツァ
ー ル の罰金i=

!

降せられるo 出席するのは､ 所有者本人であるべきであるが ､ 正当な理由のあ

る蕩合は､ 下僕あるい壮他の者に委任することができる｡

4 . 葡萄畑管理人を除いて何者も､ 葡萄畑を私的 ( m 9 h os) か つ不必要も羊横切る者は､ 1 2 クライツ ァ
ー ルの罰

金を課される｡ また､ 他の者の畑地に許可なく出入りし､ そこを踏み固め､ 共同の道にして しまうこ

とも禁じられる｡ そのため､ す べ ての者は､ 自らの下僕を含め､ 自らの畑地を通ること｡ 畑番が､ こ

のような者を発見したら､ 罰金は畑番のもの となる｡ もし､ [非合法に侵入 した上] 他者の果実を寵

(k e w k e n o) ある いは何らかの入れ物に入れる者が いた場合､ 畑番払 葡衛佃管理人に報告すること.
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5 .

6
.

7 .

8 .

9
.

1 0 .

ll .

1 2 .

13 .

14 .

葡萄畑管理人は､ 上記の方法で果実を取っ て いた場合は､ その損害の度合いに従い ､ 罰しなければな

らない o しか し､ それ以上の場合は､ 判事は葡萄畑に直擁権限を及ぼし得ないため(a k erc sig b e m e Bir6

n e m ld l et) ､ 葡萄畑管理人は､ 適当な罰則がそこT4 亨われるために､ その ことを参事会に報告する義

務を負う｡

いかなる着であっ ても､ 接木用の,J 破あるいは赤枝(v ere ss v e ss z6) 払 1 フォリン トの罰金をもっ て禁じら

れる｡ また ､ 何者か､ とることができないものをもっていく意図で､ h r aj at 持ち出す者､ 生木を根元

から掘り出す着払 6 フォリントの罰金に処せられるo ただ､ これは参事会によ っ T 4亨われるo

葡鰍剛こは多くの戸が設けられているため､ す べての身分､ 人間は､ 自らの畑地に確実に錠をかけることが

できる戸や門を設けなければならなv ㌔ これは､ 各人の門や戸が不適切であることにより､ 公共の善
へ の侵犯 (k8 z6 n sig e s j 6 n ak m ed d r o sid sA m) - の接近可能性あるいはきっ かけを何者にも与えないた

めである｡ もし､ いずれかの所有者の葡萄畑に損害が生じた場合､ 粗末な門あるいは戸を持っ者は､

被春着に対して損害を賠償しなければならなv l o

何者か､ 共同の葡衛収穫 蜘 n 癖 S ztb d) の前に､ 許可なく葡萄畑の収穣をする者は､ 収穫物の 3 分の l

を礼拝堂 ( b tm y) に提供しなければならなし㌔

しばしば見られたことでは､
一

部の葡萄畑所有者あるい はその下僕が､ 正規の戸から入ることを怠け､ 生垣

の聞から出入りしている｡ このような行為は､ 盗人や転葡畑を持たない者に対して､ 生垣を通 っての

侵入と損昏- の道を開くものである｡ そのため､ 今後このようなことが行われた場合､ 1 回目は24 ク

ライツァ
ー

ソレ以下の､ 2 回目は 48 クライツァ ー ル以下の ､ 3 回目は1 フ ォリントの罰金に処せられるo

何者も､ 隣人や公共の害や陳争の原因となるため､ 〔自らの畑地の〕 嫌および 2 列目に､ 生木を構えてはな

らない｡ 隣の畑地から2 列をおいたうえで､ 自由にすぐに植えはじめることができる｡ も u 暗 かが､

こ の項目の規定に反 して今後木を植えた場合､ 最初警告を受け､ 2 週間の間に植え替えないならば､

葡萄畑管理人によ っ てこれを切らせる｡ 切られた木は､ 葡萄畑番に与えられること｡ しかし､ これ以

前に植えられていた木につ いては､ 既存の通り残されることo ただ､ 〔こa )場合も〕 隣の畑地に伸び

た枝は切られることができ､ また､ 隣の畑地に巻きつ いた枝から果実を取ることができる｡

何者か､ 葡萄の根や生木を､ あぜ道守歩道に囲いを竜削ナ刑こ放置することに･

よ っ て､ 隣の畑地を圧迫し､

自らの畑地あるいはあぜ道を拡大しようとした鯵合､ 刊 び ､れようとした土地の大きさの 2 倍の土地

を没収される｡

何者れ 意図的に葡鞄佃の共同の門を開けたまま放置した勢合36 クライツ ァ
ー ル の

､ 非意図的に占め忘れ

た勢合は 12 クライツァ ー

ヅレの罰金に処せられるD この ことによ って何らかの損害が発生した場合､

葡萄畑管理人は､ 被害の性格によ って ､ 加春着を罰しなければならない｡ もし､ 損害が多大であるな

ら､ 参事会に処置をゆだねなければならない｡

市参事会の命令により､ 葡萄畑管理人らが葡萄畑競売 (S z616 b 岱a) に出席した鯵合､ 彼らには 2 マ -

リア

- シ ュ
､ 葡萄畑が売却された時は3 マ -

リア
- シ ュ

､ 葡萄畑台帳に登記されたときに1 マ - リア - シ

ュ が支払われる｡

葡萄畑番の給与は､ 年 2 臥 すべての者が支払うことD この摩騨払いの者は､ 12 クライツァ
ー

リレの罰金に

処せられるo

葡萄畑番は､ すべ ての者に委ねられた下僕であり､ なんらかの過誤を見た場合､ 強く叱責してはならず､

c s e nd esふ 注意することo 手簡 札 参事会の前でなされる べきであり､ [葡萄畑所有者] 集会で罵倒す

る者は､ 軽微であればその場で 2 4 クライツ ァ
ー ル の罰金に処され､ 重大な名誉軸負であれ古£ 参事

会にひきたてること｡
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1 5 ･ もし､ 葡萄畑番が､ 葡萄の支柱あるいは k ar o h k を燃やし､ あるいは立ち木の枯れ枝を折った場合､ 被害

を受けた着からの給与を失う｡

1 6 . 監視台 (dn 6) は､ 合意に基づかない限り､ 移動させてはならないo

1 7 .
.
何者も､ あぜ道を狭くすることは罰ニされず､ その [あぜ道の幅を確許する] ため､. 門の幅と同じ長さの紐

をすべての畑地に備えておくこと｡ 参事会の許可の上で､ あぜ道に非合法に放置された生木および葡

衛の根は､ 切断の上､ 葡萄焚暗 に与えられること.

史料4 . 葡萄酒監酌酢馳u (1731 年)
4

葡衛酒監督官に対して

I , 葡萄酒監督官は､ 任期中､ 全ての居酒屋に属する備品に関して､ それぞれ記録し､ 管理することD また､ 任

期が終わり次第､ 後 牌 に引き継ぐこと｡

2 . 良質の葡萄酒を流通させることによ って市の利益を増大させるため､ 不適切で､ 臭く ､ 売り物にならない よ

うな葡萄酒は､ 誰のためであっ ても､ また､ 自分自身のものであっ ても､ 居酒屋に運び出してはなら

ない D 公共の正義 (始z ig assdg) に反して ､ 悪質の葡萄酒を､ 良質のものと浪ぜ､ あるいは良質のも

のと並べて､ 同 - 価格で売らせないこと｡

3 . 全て の葡萄酒には､ 葡萄酒買い上げ (払st olas) 時､ ただちに生産者の貯蔵庫で封印し､ 居酒屋主 - も､ 押印

の上で引き渡すこと｡ また､ 上級の居酒屋では 3 樽､ それ以外の居酒屋では 2 樽より多くの樽を店内

( 叩 It h 跡 地t) に置かない ことD

4 . 葡萄酒運び出しの際の浪乱を避けるため､ 葡萄酒監督官は､ 順序と手続きを十分に監督すること｡

5
. 葡萄酒監督官は､ 以下の ことを責務として厳格に実行しなければならない｡ 山葡萄酒､ 庭葡萄酒に関わらず､

本市在住の市民 (itt la k e s C 如 戒) ､ あるい はこれまで市郎日当特権を与えられ七いた者 (a kik eddig
Civi li s P ra e m v a 血 血al 蝕め 以外からは､ 買い上伊ヂ､ 居酒屋に運び出さない ことo 市郎日当特権を与

えられた者とは､ 説教師 (p r ae dik & or) ､ 故障､ 詠唱者 b tof) の ことであるo これら以外で+ もし

市に貢献する者があれ鑑 参事会にはか っ た上で､ これらに含むことが出来るo

6 . 他人の葡萄酒を自分のものと偽っ て葡 柵 監督官に買い上げさせる者があれば､ 買い上げられた葡萄酒は全

て粗放される｡

7 . 市内の市民のもとに葡萄酒がある限り､ 葡萄酒監督官は､ 外部から葡噺酉を購入してはならないD. もし､ 3 ､

4 人の市民のもとにわずかに凍り､ その他のもとからはなくなって しまうほどに､ 市内から葡萄漕が

なくなっ たばあい には､ 上記の原則に拘束されず､
′
市内在駐の非市民 (a Ⅵ m sb an h k 6 n e m C his政)

あるいは外部から､ 市の串リ益にかなうように､ 市象価格にて (cL m P reti 0) 購入する事が出来るo

8
. 上述の葡萄酒卸権を有する市民権保持者 (cihd b s z e m ilyd k) に対して､ 葡萄潜監督官による買い上げに際し

て ､ 山葡萄酒に手ま次の割り当てが厳格に適用される.

1
. 琴柿色および元職の首席判事および護民官に対しては､ 1 周回につき1 2 0 キ シ ュ ･ チ ェ ベ ル

2 . 参事 (ed di 8 Bi r6) 1 00

3 . 市会員 (C o m l m mi ta u h Egkih) 50

4
. 財務官 (Fis ca h s P rb k at or) および何桁鼓庫監督官 (s 紐) 2 5

5
. i ) レドシ ュ ･ ハ - ズ居酒屋主および和子舎居酒屋主 年間 4 0

6 . その他の居酒屋主 (マ 一 夕および マチも含む) 2 5

そ の他､ 納棚卸こ応じて 1 周回 (eg y k eI瓜6b e n) に つき
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9 .
.

10
.

ll .

12 .

1 3 .

1 4 .

1 5 .

1 6
.

17 .

1 8
.

19
.

7 ･ 説教師､ 教授のうちひとりから 3 0

8 ･ 詠唱者ひとり 10

9 ･ その他､ 納税義務市民 (C o n bib u e n s C M s ek) は､ l フ ォリントの納税噺こつき1 チ ェ ぺ′レ

上記の割り当ては､ 1 年間に葡萄酒繋い上げが行われるごと､ 転回適用されるo

以下の ことは､ 変更の余地なく行うこと｡ 葡萄酒買い上げ僅がもっ とも貧しい人々 の順番の時点で下落し

たとしても､ 順番を繰り上げることなく､ 前回買い上げが終了したところから再開することo また､

新任の葡萄酒監督官臥 その年に中断した略点から再開することo こ の ことは､ いかなる者に対して

も､ いかなる申し入れに対しても､ また､ いかなる贈物に対しても､ 度外視し得ないものとされる｡

庭葡萄酒に順になっ た時 (出荷可能になっ たとき) ､ ､ これらの庭葡衛衝が第 2 条で定められた条件に適合

するとみなされたなら低 音葡萄酒を有している2 つ の居酒屋鉄 塊則にしたがっ て､ 新庭鯨萄酒を

山葡萄酒とともに売ることが出来るo 庭葡街商の累い上げは､ 1 周回のみ行われるべきものとし､ そ
の後､ 山葡萄漕が買い上げられることとするo 庭蘇菊酒に関しては､ 以下の割り当てが適嗣されるo
l . 現職および元職の首席判事およ 僻 3 0

2 . 参事 20

3 . 市会員 15

4 . 励務官および市貯顧庫監督官 1 0

5
. 説教師､ 軸受のうちひとりから 1 0

6
. 詠唱者ひとり 3

7: 轟棚儀務市民は､ l フ ォリ ン トの藻場己額につき o .5

庭葡萄酒は上記の割当量まで買い上げさせることが出来るが､ 山葡萄酒を熱 止 げさせる勢合札 合
計で山葡萄酒の割当量までとなるo 例えば､ 首席判事閣下の場合､ 3 0 チ羊

J < / レの庭葡萄酒を買い _ i
･

げさせた場合､ 山葡萄酒9 0 チ ェ 叫 h 合計1 20 チ ェ J < / レとなるo その他の者に関しても同様である.

上述のチ ェ ベ/ 増憎量は､ 樽 の容量につき最大3 ､ 4 チ ェ J < J t , の誤差までとされる.

葡帝衝価格が上がるのを待つために､ 葡萄酒監督官の要請にもかかわらず葡萄酒を買い上をヂさせなレ堵か

らは､ 前周回に買い上げさせることを等閑にしたことをもっ て､ 次周回においても買い上げられなレ) a

これまで､ 葡萄酒生産者に対して､ 葡萄酒価格を 50 イ ッ ツ ェ [1 チ ェ J < }t ,] 単旺で支払うことになっ てい

たが､ 廟哲星主は l チ ェ , i/ レを澱を含めて 5 4 イ ッツ ェ で計算していたo 今後は､ 葡萄酒生産者に対
しても､ 5 4 イ ッ ツ ェ 単旺で支払うこと｡

もし､ 2 ボル トク
ー

ラで買い上げられた葡萄酉が､ 3 ボ ルトク ー ラで売ることが出来れ玖 これにしたが っ

て生産者にも支払われること｡ またその逆も同様であるo

こ の割当量は､ 轟年1 月 1 日から買い上げられる葡萄酒に適用され､ 計算される｡

葡萄酒監督官は､ 以下の ことを監視しなければならなv㌔ 山葡街商札 葡萄収穫後､ 新牢まで [市に] 持

ちこむ寧が出来なし㌔ またその後も､ 葡萄酒監督官に通知することなく､ 市に持ち込むことは認めら

れない｡ またその [持ちこみの] 際にも､ 自己の生産物であるとの証明を生産地から携えること｡

これ に対して ､ 当地に居住していない者､ また当地に屋敷を持たぬ外部者は､ 新牢後も､ それ以前の葡萄

収穫期にも､ その他の時期にも､ これまで の既習に従い､ 葡萄潜を市内にあるいは居酒屋に持ち込む

は禁止される｡ ただ､ 個人的消費のために､ 外部者から葡萄酒を持ち込むことを欲する者は､ 参事会

の許可と葡萄酒監督官による葡萄酒の封印の上で許可される｡

この公共の規則および特権に反して (e 犯 1 臨z re n d elis is P ri vu ed um en e n) ､ 市内観 あるいは市外域共有地

内で､ カンタ単位あるいはチ ェ ベ ル単位で純葡萄酒を樽から'J 境 しようとする者､ ならびにそうい っ
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た葡萄酒を飲む者に対して､ 葡萄酒監督官は監視し､ 参事会の定める罰則を課すこと｡
2 0 ･ 年末に 50 フ ォリント以上の [市庫 - の] 潮内金がある居酒屋主札 次年には任周されず､ 聯内金の完済も

義務付けられるo

21 ･ 葡萄酒監督官の宣誓文言は以下の通りであるo 取 こと ､
_
は､ 生ける神､ 父子精霊の聖三位

一

体に対し

て誓う｡ 葡萄酒監督官の職務期間中､ いかなる贈物､ 優遇､ 脅迫､ 憎悪を等閑に付し､ 上記の規則を､

私の能力の及ぶ限り､ また､ 居酒屋主とともに瀞亨し､ 職務を完劉
-

るために神よお助けくださいo +

この規則は､ 葡萄酒監督官の任期終了後､ 後任葡萄酒監督官の任期開脚寺に署名されることo

参事会および市会 1 73 1 年4 月 5 日

史料5 . 葡萄酒監野郎馳u (1 77 4 年)
5

週市監督官 (vis k B ird) ､ 葡萄酒監督官 伽 r 蜘 or)
'
ぉよび ど - ル監督官 (S CT h q x xi o r) には､ 以下の こ

とをが義務付けられる｡ すなわち､ 週両監督官は3 ケ月ごとに､ 葡萄酒監督官とビ ー ル監督官は庵過､ さらには

不定期に検品を行うことo ビ -

} レ醸造職人は､ 醸造された低品質ビ ー ル ､ 返品されたビ -

) 噛 よびその他不適切

とみなされたものは､ 廃棄処分に処される｡

葡萄酒欺売に関して 1 7 73 年6 月 2 3 日に国王委員によ っ て､ 葡萄酒の入織方法の基準として､ 各市民の頚慨餅
が適用されることが定められた｡

葡萄酒版売に関して 17 74 年 3 月 8 日に国王変員の命令によっ て以下のことが定められた｡ 参事会の禁令に反

してボ ー ル ドダフアル ヴァ居酒屋 - 通う者､ 意図的にそこから蒸留酒を大量に夜陰にまぎれて市内域に運び込む

者がいるが､ そうい っ た市民と住民拙赦しく督告されるo そして ､ こ の禁令 - の違反に関して､ 違反者にさま罰金

をもっ て臨み､ 没収にとどまらないということを住民に対して公示すること｡ 罰則規定に関しては､ 1 77 4 年
.

3

月 9 日､ 参事会および市会により､ 1 回目には12 フ ォリント､ 2 回目は 2 4 フ ォリ ン ト､ 3 回目は 40 日間の禁固

あるいは低階層の者 (d s6bb s or sd ak) には僻刊に､ 4 回目には市からの追放に処することが定められたo

葡萄棚反売に関して1 77 4 年3 月 1 5 日に閣下 [ 国王委員] により以下のように定められた｡

1 ･ 葡萄酒監督官は､ すべての居酒屋にあるすべての備品を記刊帳簿を作成し､ 居低量主は､ それらに関して葡

萄酒監督官に対して受領書を提出することo これらの備品の -

覧表は､ 葡萄酒首席監督官 (B o r F 6

b 野∝t Or) に提出されること｡ 葡萄酒首席監督官は､ 参事会が参事の聞から任命し､ 居酒屋に必要と

される備品を長期使周に耐えられる材料から製造させ､ 市の印章を捺印させることを義務とされる｡

居酒屋主の交付寺に欠落が明らかになっ た際は､ 居酒屋主は市にこれを弁済しなければならず､ また､

自身ではいかなるものも購入してはならず､ 修繕させることもならなし㌔

2 ･ 葡帝酒監督官は 2 名とされること｡ 1 轟は市会[市会員の間] から､ もう 1 名はその市会員を選出した街区

と反対側に位置する街区から選出され､ 任命されること｡ こ の際､ いかなる不正も生じさせないため､

街区長 (u ttz a K adtdI W) ､ 街区出身参事および市会員の臨席のもとで投票が行われること (a v ok s ok at

s z dj e 6 s z v e) o そ の上で､ 最多の票を得た者が選出されるo ただし､ 読み書き能力を有さない者札

選出されることができなv ㌔ 選出された者は参事会によって承認されるo [ 市会と街区からそれぞれ]

選出された 2 名の監督官は､ 忠誠をもって任務にあたること義務付けられ､ 毎年改選される｡ そのた

め､ 轟年末に会計報告を行い ､ 各居酒屋と葡萄酒食に置カれている葡萄酒の量に つ いて授与書と受領

書を作成することによ っ て､ 引継ぎを行うことo この他､ 誰が監督官職にあっ た時にその葡萄酒が買

い上げられたかを明確にするため､ 任期中に仕入れられた葡萄酒の樽の口を封印すること｡ また､ 生

産者の名も樽に記されること｡ 2 名の監督官は､ 参事会に対して報告書および会計報告書を提出する
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3 .

こ とを義務付けられる｡

摘 衛酒監督官は] 転年､ 首席監督官に対して ､ 販売した､ あるい 棚反売するために仕入れられた葡萄酒の
一

覧表を提出することo また､ 葡萄酒監督官は､ 葡萄酒買い上げの目的で訪問した市民の塙を記録す
ることo もし､ 何者か､ 葡帝蘭買い上げの順にあっ て ､ 葡萄酒を持たない ､ あるいは､ 低価格の時期

に順が巡っ てきたため葡萄酒を買い上げさせることを望まなし堵があった場合､ 直ちに 摘萄酒監督

官は] 首席監督官に報告することo [首席監督酌ま] 直ちにこのような市民に対して以下の ことを通

知することo すなわち､ 監督官がその着か ら葡萄酒を買い上げようとしたにもかかわらず､ 葡衛衝が

なく､ あるいは葡萄酒を買い上げさせることを望まなか ったため､ 次回葡萄酒買い上研慣が巡 っ てく

るまで､ そ の者から葡櫛酉を買い上げないということo それをこ加えて､ 葡癖酉を誰から買い上げなか
つ たかにつ いて､

一

覧表に記入することo

4 ･ 葡萄酒監督官は､ 葡衛簡買い上をヂの順序を厳守することを義務付けられるo これに違反した場合は､ 市民出

身監督官は市民権を剥観 市会出身監督官は市会から羅免される､ それに加えて 1 00 フ ォ ル トの罰

金を課される｡ 同様の罰則臥 即 止 げの順でなし背から即 止げることにも適用されるo また､ 監

督官､ 居酒屋主､ ならびに葡萄酒過般人 & or c s oly as) たちからは､ 葡萄酒を買い上げず､ む しろそれ

ら - の給与の増額をもっ てのぞむ ことo 監督官と副監督官に対しては 12 0 フォリント､ 2 軒の 一 級居

酒屋の主人にはこれまでも他の居酒屋主と別の給与が設けられていたため 150 フ ォ ル ト､ そ
.

n 他の

居酒屋主は1 2 0 フ ォリントの給与とされる｡

5 ･ もし､ 市民にも､ 納税住民にも熱 ､上げられべき葡萄酒がない歩合､ 寄掛こ参事会に報告の上､ 外部者から

市場価格T l foly6 畠m n) 葡萄酒を仕入れることができるo ただし､ 市民と納税者の葡萄酒の登録が

綬噺こ行われたために [観らの] 葡萄酒が枯滑したり､ あるいは外部者から高価格で絶入せざるを待

ないような事態に陥らな
.
いため､ 市すなわち監督官は､ 毎軍事牢度､ 市民および納税者の買い上げら

れるベき葡萄酒を登録し､ 十分な量が確保できると思われなレ場合に､ 外部者からの葡萄酒購入を考

慮すること｡

6 ･ 監督官は､ 葡萄酒の選択にあた って ､ 悪臭のする､ あるいは､ 腐敗 ･ 射ヒした葡荷酒を即 止 げない よう留

意すること｡ また今後､ 澱を市民に返却しないため､ 必要以上の澱入り葡萄酒を買い上げないよう留

意すること｡ 庭葡萄酒に関しては､ その間に大きな[品質の] 差が存在しないため､ もめごとを回避

するためにも､ その選択にあた っ ては､ [買い上古ず価格に関して卜
一

切の差を設けない ことD

7
･ 庭葡萄酒は長期の保存に耐え得ないため､ 監督官札 これらを3 月未までに完売させるよう努めることo た

だ し､ 庭葡萄酒を通常飲まなし堵 にも酒類が [居酒屋に] 備えられるべきであり､ とりわけ旅行者た

ちの大部分は白馬旅篭ならびにセ レシ ュ 旅篭に宿泊するため､ 良質の適切な葡軒酉にたしサ る需要が

あるo そのため､ これらの居酒屋 [上記 2 軒の旅観 では､ 庭葡 柵 だけでなく､ 山葡萄潜も､ 庭葡萄

酒に比 して 1 ボル トラ ー シ ュ [1 チ ェ ベ ル あたり 1 フ ォリン ト] 高い価格で販売されるべきこと｡ 庭

葡萄酒および山葡萄酒の価格は､ 生産量ならびに近隣地における相場を考慮して決定されることo

8 ･ 葡萄酒の買い上げにあた っては､ 以下のような基準が適用されるo すなわち､ 5 0 フ ォリン トまで 1 フ ォリ ン

トごとに葡萄酒 1 チ ェ ベ ルが買い上げられるo 羊れが完売した後､ 監督官は新たに買い上をヂを開始す

る｡ 葡萄酒監督官によ って遂行される買い上桝ま､ 以下のような方式に従うo

l ･ 庭帝萄酒は3 月末まで､ 山葡萄酒は 4 月から葡萄収穫終了まで販売すること｡ このため､ 冬の期間に葡

萄酒買い上げn J[贋番が巡 っ てきた市民につ いて は､ 庭葡萄酒および山葡萄酒ともにすべての割当量が

保留されるo 庭葡萄酒および山葡萄潜の 2 つ の循環すなわち買い 血ヂ新手うことo すなわち､ 以下の

ような秘事となるo もし､ 庭葡萄酒の買い上古効ミ3 月末までにすべての市民を
一

勝せず､ 例えば市の

13 0



半分しか回らなか っ た場合､ この ことをもっ て山葡萄酒の買い上げの順が他の者に移ることはなく､

その者に十分な葡萄酒があるなら¢£ 同じ着たちから同じ畳の山葡萄潜を軍靴 止 げることo もし葡萄

収穣が終了していないならば､ 山葡萄酒質い上げの順にある者から､ 葡萄収穣終了までその割り当て

に簸入して買い上げられること｡ また､ 葡萄収穫後､ 生産された庭葡萄酒から新たに割当量[ へ の算

入を開始する｡] 買い上げの脱字は ､ 庭葡衛酒も山葡萄潜も､ すべ ての市民が各自の納税楓こ即した

葡衛酒質い上げの利益を享受するまで ､ 常に停止 したところから開始され､ もしその年 卜巡せずに

終わっ た年の翌年] がそのまま経過したとしても､ 新たに [循環を] 開始することはできない ｡ また､

庭葡萄酒も山葡衛酒も市民からのみ買い上げられるのであるが､ もしいずれかの市民が麿蘇萄畑を持

たずに山葡衛畑を有してい る場合､ 山葡萄酒を買い上げられるために､ 庭葡萄酒を [他の市民から?]

購入しなければならなレ㌔

2 ･ 市民の間において [葡帝酒質い上げにあた っ て] 家の順序を遵守することにつ いて､ いかなる者に関し

てもその役職および財嘩を考慮に入れてはならない｡

3
･
こ の公典の益 触d u s z o n) を､ 市の他の部分にもより早く及ぼせ､ 幸福な時期の [収穫からくる] 利益

をひとつの街区が他の街区から奪うことのなきよう､ す べての街区は 一

回 の [買い上げの] 循環につ

き 1 地区のみ､ あるいは [街区の] 5 分の 1 のみが､ そ の後他の街区もそのうち 1 地区のみが利益に

あずかることができる｡ 葡萄酒監督官が 1 地区に関して葡萄酒買い上げを終了した場合､ 上地区の街

区から下地区の街区 へ移ることが繰り返される べきことD 葡萄酒監督官は､ 次にいずれ甲街区で葡萄

酒買い上げを/S 蹄巨するかについて､ 当該街区の街区長に確熟させ､ 確経書を書かせることo

4 . 庭葡萄酒を買い上古ヂさせなか っ た着からは､ 山葡萄酒を買い上げることはできない.

5
. 1 回 の循環にあた っ て､ 何者か､ 自身の葡萄酒買い _ t8二糟rJ当量全体あるいはその -

部を買い上げさせな

か っ た場合､ 次の循環の際に補完することはできない｡

6 . [*内税額] 1 フ ォリントあたり葡萄酒 1 チ ェ ベ ル の買い上研ま､ 以下のように厳格に遂行されるべきで

あるo 納税額に基づき 10 チ ェ ベ ル の買い上古樋 である場合､ 樽の大きさを理由として ､ 2 あるいは3

カンタ [o .4 から o ,6 チ ェ ～L ,] の超過まで許されるo これは以下の理由によるo すなわち､ 樽が 1I

あるいは1 2 チ ェ j < )レ入りであることから10 チ ェ J < ) レのところを1 ない し2 チ ェ p < ) レ余計に納入され

た勢合､ 1 0,(泊0 チ ェ
ノ< ) レの葡萄衝から 岬X) から 2 ,0 0 チ ェ ′ヤ レの超戯九入が生 じることになり､ 超

過分力 僻 する. その ことによっ て､ この利益が市民の間で享受されることが妨げられるからであるo

さらに､ こうした 1 ､ 2 チ ェ ベ ル の超過を認めることにより､ 買い上を二精EJ当量を上回る量で満杯の樽

によ って行うことができるより重大な不正の機会を広げることになるo そのため､ このような鎗合は､

市民はより小さな別の樽に移し替えることにより､ 秩序と平等を損じることを避けるべきである｡

7 . 糸蛸壬頗がフォリン ト単旺のほかにデ
ー

ナ
-

ソレ単位でもある場合は､ デ + ナ -

リレの額が半フォリントに満

たない際はないものと し､ 半フふリントを上回る際は､ 1 チ ェ ベ ルの葡萄漕を買い上げなければなら

なし㌔

[8 . の記載なし]

9 . 計量にあた っては､ 葡萄酒艶断割ま樽の 口から指を差し込まず､ ずべての樽に何チ ェ ベ ル何カンタ入れ

られてい るかは鉄計量棒を用いて ､ 目視で判断すること｡ 葡萄酒監督官は ､ 慣習で静められた正当な

すべ ての計量法を順守すること｡ もしこれに対 して正当な告発が寄せられた場合､ 1 回目は市庫に対

して 1 2 ? オリン トの制裁金支払い ､ 2 回削 解 任をもっ て罰せられるo その他､ 葡萄酒の計量および

品質判定にあたっ ては､ 居酒屋主は2 名のみが監督官に随行すること｡

10 . 葡萄酒買い上げにあた っ て いかなる不正も生じさせないために､ こ こに綴じこまれた表形式が､ 監督
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官ならびに市民に対して公表されるo

ll . 葡萄酒からすくいとられ分離された澱札 ひとつ の樽に集められ､ 入念に癒封した上で ､ 蒸留酒請負

人に売却される｡ 居酒屋主が ､ 澱の提出にあた っ て市に損害を与えないために､ 彼らにもすべての旧

チ ェ J < /t } あたり 11 イ ッツ ェ を引きうけさせることo この ことによ っ て ､ 彼らが引きうけるものでは

ない [葡萄酒の] 漏出分(wlt el & ) と同様に､ 彼らも澱の無遮性のゆえに審を与えさせないためであるD

上述した通り､ 彼らの給与が増額されたこともあり､ 今後は､ これまでと異なり､ 1 旧チ ェ ベ ルを1 08

ではなく1 0 5 イ ッツ ェ としてのみ計算すること｡ また､ [居簡屋主Qj:] 2 つ以上の樽を居簡屋の売り台

に置かず､ 残りは､ 監督官の封印をとかずに月滴すること｡ 樽を入れかえる際は､ 居酒屋童はそれま

でと同様の置き順で売り台に備えること｡

1 2 . 収穫から翌年まで､ 山から葡萄酒を市に持ち込まなか っ た市民は､ 翌年に参事会 - 報告の上 ､ [市内域

に] 持ちこむことができるo それをもっ て市が課税することはなし＼

1 3 . 市に家を持たない外部者札 参事会によ って葡萄酒の持ちこみが許可され､ その葡萄酒が監督官によ

つて捺印された場合の自家消費用以外､ 年間いかなる時期にも[ 市内域に] 持ちこむ ことができなv ㌔

1 4 . 市の特権を害し葡萄酒を販売する者は､ 4 0 フ ォリン トの罰金あるい柱4 0 日の禁固に処せられるo これ

まで行われてきたのと同様に､ 1 回目には前者あるいは後者どちらか､ 2 回目には両方とも (罰金も

禁固も) ､ 3 回目には違反者を市から追放するo
一 方､ 闇葡萄潜 (v aktx )r) を飲んだ者は､ 1 回目には

3 フォリン ト､ 2 回目はその 2 倍､ 3 回目にはその 3 倍の罰金に処せられる｡ 4 回この罪を犯した者は､

市から追放される｡ また ､ 参事会の禁令に反して ､ 市の外にある旅篭に葡萄酒を飲みに行っ た者は､

1 回目は
'
12 フォリ ン ト､ 2 回目ほ 24 フ ォリン トの罰金､ 3 回目は4 0 日の禁臥 4 回別 封‡からの追

放に処せられる｡ 闇葡萄酒を販売した者は､
′

それによっ て生 じた損害とそれによ っ て得られなか った

利益を弁償しなければならなし㌔

1 5 . 居酒屋主に任ぜられる者は､ [生 じ得る] 滞納金を弁済するに十分な土地をもつ か､ 持たない場合に保

証人を立てることができなければならず､ また保証人が立てられる｡ 葡萄酒監督官は､ 15 日ごとに居

酒屋主から会計報告を受け､ 彼らから売上金を受け取ること｡ もし､ 滞納金が見つ か っ た場合は､ 居

酒屋主自身あるいはその保証人に支払わせること｡ さもなければ､ 給与が差し押さえられる.｡ 売上金

の納入にあた っ ては､ 居酒屋主は葡萄潜監督官から受領書を受け取り､ さらに居酒屋主によ っ て支払

われた金額を居酒屋帳簿に記入させることo
一 方､ これら即葺屋主札 鮒 ミ過不足なく売上金を

受け取っ た旨の確羅書をつくることo

16 . 参事会お よび市会の構成員からも､ 例外なく他の市民と同様に轟臓額に従っ て､ 葡萄酒を買い上古ヂら

れるo こ のことに関して､ 監督官も居酒屋主も､ 他の事項と同様に不正が
-

卵子われないように､ 完

全なる奉仕と忠誠を示すべきであるo この ことに関して不正が発生した象合､ 監督官は不名誉を､ 居

酒屋主は市からの追放の罰を受けるo 特に､ 居酒屋主は､ 参事や監督官らとの談合が行われないため

に､ 昼食に彼らを招待することは許されなし' o また､ 参事会は､ この種の正当な不正が市民や納税者

から告発されるような事態が生じない ように [不正防止に] 努めること｡ さもなければ､ 参事からの

葡萄酒買い上古朔ミ禁じられることになるo

1 7 . 葡萄酒は保存がきかず､ また注出にあた って非常に分化するものであるため､ 市民から市居酒屋に納

入されたらすぐに彼らによ っ て満杯にさせるか､ 満杯の状態で納入させ ､ 居衛星主は 11 項の規定に

基づ いて注出すること｡

1 8 . 葡萄酒を [ 非合法に] 売ることによっ て市居酒屋に損害を与える者や､ 1 4 項に記されたように他の旅

篭から酒類を持ち込む者が多いため､ これを容易に把握し､ 罰することができるようにするため､ こ
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のような市の特権を害する案件を知らせる者には､ これによ って生じる べき罰金の 3 分の 1 が与えら

れる｡

1 9 . こ の法令は､ 転年度､ 葡萄酒監督官の前で参事会にて読み上げられることo 17 74 年3 月 15 日

1 7 74 年 4 月 1 8 日､ 以下の ことが国王委員によ っ て命じられフ㌔ 葡萄酒買い上げにあた っては､ 葡萄酒監督官が

その家長の家に葡萄酒を買い上げらこ行く1 日前に家長にその旨連絡されるべき土とo
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24
H B M L

. Ⅳ A IO ll九8 . k より作免
25
H B M L . Ⅳ A IO ll k . 2 . k . より作風

･
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28
H B M L

. Ⅳ A I O12 A) . ll . k; 1 2 . k より作風
29
H B M L . Ⅳ A I O12 血 11 . k より作免
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表 注

1
H B M L . Ⅳ A 1 011 k . 2 . k より作鼠
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伺上
3
同上
4
B al o 軌 M e z6g az d a * t e m lelis is a 紬 d al o m , p .29 9 . より作風
5
H B M L

･ Ⅳ 10 13/ a . 10
. k . pp . 266 -273 . よ り作風

6
m M L . Ⅳ A l ol l/ a . 30 .k . より作風
7
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H B M L
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cs . より作風

10
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. Ⅳ A I Oll k . 2 . k より作風
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19
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22
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デブ レツ ェ ンの 射直は H 臥瓜ノ. Ⅳ A 1 01 1/a . 2 6 . k . よりo
v a 'D S Ok g m m m D 血 M u

t

a Te r6 zia k o rdb m l
,
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2 4
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26
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27
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I 岱 M L . I V A I Oll 瓜 90 . d . 182 0/16
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29
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地図 注

I
K o m or6 c zy , A ,TjTo m k m

'

D e bf eC e n , 19 74 所収の地図をもとに作晩
2
B al od l, M e z6g a zd a * t er m eli s is a g i da rs ad al o m 所収の地図をもとに作晩
3
sapt A t elq )tugs fej16di s e , p . 73 所収の地図をもとに作免
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史料 注

I
I 想 M L

･ Ⅳ A lo ll/ n ･ 7 ･ k p p . 57 - 58 .

2
Ⅰ岱 M L ･ Ⅳ A lo ll/ n ･ 7 ･ k p p . 59 J l

.

3
D a nk 6 h n re , A d alik a d d )r e ce mi k ertsig ek iletih e z(A le 9 * bb d eb re c e d 由1s6gi sz dbdly 2 nt), A D eb eT C e ni D i n

･

M W z e u m
6 vk ai6 v e 1 9 74 ,.1 97 5 , p p . 3 76 -3 79 .

4
Ⅰ岱 M L

･ Ⅳ A 1 011/ m 2 ･ k pp ･ 94 6 ･ 952 .

5
H B M L ･ Ⅳ A I O11血 7 ･ 良p p . 8 ト86 .

6

旧チ ェ J < ) レ (6 reg cs et x r) - 2 チ ェ ベ ル
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史料 】 文献 一 覧

文書館史料: ハ イ ドゥ - - ビ ハ ル県文書館 ( ハ ン ガリ ー ･ デブ レ ツ ェ ン) H aj db
- Bih ar M eg y ei L e v iltAr

(以下 t B M L . と略記)

Ⅰ岱 M L . ⅠV A . 1 0 0 1
.
B d r6 V i c s ey J 6 z s ef K iralyi Bi zt o s ir at ai 1 7 70

- 17 7 2 .

( ヴ ェ -

チ ェ イ ･ ヨ
- ジ ェ フ 国王委員文書)

H B M L ･ I V ･ A . 1 0 0 2 . B a rd F or ga ch M ik16 s K i ralyi B i zt o s ir atai 1 7 7 3
･1 7 77 .

( フ ォ ルガ - チ ･ ミク ロ - シ ュ 国王委員文事)

H B M L . ⅠV A . 1 0 0 3 . G e 6t z F er e n c K iralyi B i zt o s ir at ai 1 7 9 4
･1 7 9 9 . ( ゲ ッ ツ ･ フ エ レ ン ツ国王委員文書)

Ⅰ岱 M L . ⅠV A .
1 0 0 4 . rb r h yi P a rk as K iralyi B i zt o s ir at ai 1 81 1

-1 81 5
,

( イプラ - ニ ･ フ ァ ル カシ ュ 国王委員文書)

trB M L ･ ⅠV A ･ 1 0 0 5 ･ M el c z e r L a s z16 B h alyi B i zt o s ir atai 1 8 1 6
･1 81 7; B e ck P al X 虹blyi B i zt o s ir at ai 1 81 7

-1 8 2 6

(メ ル ツ ェ ル ･ ラ
ー

ス ロ
ー 国王委員文書およびペ ッ ク ･ パ ー ル国王委員文書)

H B M L .
ⅠV A .
1 0 0 6 . S e m s ey Jab K irdlyi B izt os ir at ai 1 82 7

- 1 83 4
. ( シ ュ ム シ ェ イ ･ ヨ

-

プ国王委員文書)

H B M L . I V A . 1 0 0 7 . R 劇1 ay lst v a n E iralyi Bi zt o s ir at ai 1 83 5 - 1 83 8 .

( カ ー

ライ ･ イシ ュ トヴァ - ン国王委員文書)

H B M L , I V . A . 10 0 8 . D ett ri c h M ik16 s Ki ralyi B i zt o s ir at ai 1 8 4 4
-1 8 4 8 .

(デ
ー

トリ
.

ヒ ･ ミク ロ - シ ュ 国王委員文書)

m M L ･ ⅠV A . 1 0 1 0 ･ D eb r e c e n v a r o s V al as zt o tt B it es K 6 z 6 n sig i n .e k ir at ai 1 81 4 ･1 8 4 7 .

(デブ レツ ェ ン市会文事)

氾 M L ･ I V ･ A ･ 10 1 1 ･ D eb r e c e n s z ･ kit . va r o s t an a c 由n 血 i s v al as zt ott hil e s k 8 z 6 n sig i n ek i r at ai .

( デブ レ ツ ェ ン参事会串よび市会文書)

1 0 1I/ a . T an a c slisi 6 s a C o m m mi td s s al eg y6 tt t ar t ott k 6 z g y61isij e gy 2;6k 6 n y v e k 1 5 4 7 -1 8 48 .

(参事会お よび市会議事録)

1 0 1 1/ c . A M a gy a r E 3 rAlyi H elyt ar t6t ald c s r e n d el et ci 17 50
-1 8 4 8 .

r

( ハ ンガリ ー 縛督府通達)

1 0 1 1/d . A M ag y a r Ki rdlyi tJd v a ri K am a r a r e n d elst ei 1 7 2 1
-1 84 8 .

I( ハ ンガリ ー 財務局通達)

1 0 1 1/6 . A N a g y v a r adi K e rBl eti Bi zt os sag r e n d el et ei 1 78 5
･1 7 8 9 . (ナジグァ

-

ラ ド管区通達)

1 0 1 1 瓜 J el e n ti s e k 1 7 3 0 -1 84 8 . (参事会 - の各種報告書)

1 0 1 1/ m . F og al m a z v 血y o k 16 3 5
･1 8 4 8 .

(総督府 ･ 財務局等 - 提出された報告書類の写 し､ 草稿)

1 0 1 1/ n ･ P at e n s ek ,i n st ru cti6 k , st a b hT n O k 1 7 3 1
-1 8 4 8 ･ ( 市法令)

1 0 1 1/t . N 6p s由 m lala s o k ir at ai 1 6 9 3
･ 1 82 8 . ( 人 口統計)

1 0 1 1/ v . V a gy o n 6 s s z eira s 1 7 5 ト1 8 41 . (財産統計)

H B M L . I V A 1 0 1 2 . D eb r e c e n v d r o s s zd m v e v 6 s ig i n e k ir at ai . (市財政関係文書)

1 0 1 2/ a . H a zi p i n zta ri els 血 1 01a s ok 1 61 l
-1 8 4 S . (市 ∵ 般会計決算報告書)

1 0 1 2n ) . B3 ralyi ki s ebb h a s z oI Ⅳit el ek els za m ola s ai 1 6 7 5
-1 84 8 . ( 国王小特権関係決算報告書)

1
1
o 1 2/ c . U t c a k apit a nyi els z 血n ol丘s ai 1 6 7 8

･ 1 8 4 8 . (街区長決算報告書)

lb 1 2/ e . K 6 ny v n y o m d ai s zd m ola s o k 1 7 2 0 - 1 8 4 8 . (市印刷所決算報告書)

H B M L . I V A . 1 0 1 3 . D eb r e c e n h a dip i n ct a r s z 血1 01まs o k (軍税関係文書)
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萩山晋吾 ｢ 18 世紀中期 ハ ンガリ ー

にお ける都市および街区財政+ ､ 南塚信吾編 『近代 ヨ ー ロ ッ パ敦治文

化の研究』､ 千葉大学社会文化科学研究科､ 2 0 02 年､ 2 -4 8 斉

家田修 ｢農民経営と共同体 -
一

九 四五年土地改革に至 る ハ ンガリ ー 農村社会 - の - 接近 -

+ 『社会経済

史学』､ 第 4 7 巻､ 第5 号､ 1 98 2 年､ 92
-

1 2 5 頁D

家田修 ｢ ハ ンガリ ー ｢近代+ における ｢農業危機+ と農業政策 一

中小地主の農本主義と協同組合運動 -

+

『広島大学経済論叢』､ 1 0 (2) ､ 7 9 -

1 O 2 頁､ 1 0 (3) ､ 1 2 卜 1 52 頁､ 10 (4) ､ 1 23 - 1 4 7 頁､
■
11

(1) ､ 6 1 - 9 6 頁､ l l ( 2 ,3) ､ 2 0 9
-

2 4 0 貢､ 1 9 8 6 - 8 7 年｡

戸谷浩 『ハ ンガリ
ー の市湯町 羊を通 して眺めた近世の社会と文化』､ 彩流社 ､ 1 9 98 年o

南塚信吾 ｢ 中 ･

革欧にお ける ｢農場領主制+ の成立過程
一

研究史的覚え書き -

+ 『津田塾大学紀要』第

1 0 巻､ 1 97 8 年､ 2 11 - 23 2 頁D

南塚信吾 『東欧経済史の研究 一 世界資本主義と ハ ン ガリ ー ー

』､ ミネル ヴァ書房 ､ 1 9 7 9 年.

御園生最 卜 九世紀前半の ハ ブ ス プルク帝国にお ける 工業化と地域 一 綿工業を中心 と して -

+ 『社会経

済史学』
一

第6 4 巻 ､ 第 1 号 ､ 1 99 8 年､ 75 - 8 7 頁o

山田朋子 ｢ ポ ー

ラ ン ド近代社会の形成 - ブ ル ジ ョ ワジ ー

を中心 に -

+ 『歴史学研 究』､ 第 6 2 7 号､ 1 9 91

年､ 17 - 3 2 頁｡
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山田朋子 卜 八世紀末 -
一 九世紀初頭ポ ー

ラ ン ド人大貴族による都市建設と工業化
-

トマ シ ェ フ . 々ゾ

ヴィ ニ ッキをめぐっ て -

+ 『法政史学』､ 第 5 0 巻 ､ 1 9 98 年､ 73 .1 0 3 嵐

山之内克子 ｢オ ー

ス トリアにおける近代市民研究 一 研究プロ ジ ェ ク ト『ハ プ ス プルク帝国における近代
市民階層』 を中心に -

+ 『千葉大学 人文研究』､ 第2 8 骨､ 1 9 99 年､ 2 9 7 -

3 2 7 見

渡適昭子 ｢ ハ ン ガリ ー 史にお ける ｢ ジ エ ン トリ+ 一 二重王国期社会につ い ての 叙嘩をめぐっ て
-

+ 『一

橋論叢』第 1 1 9 巻､ 第 2 号 ､ 1 9 98 年 ､ 2 1 2 -2 2 9 瓦
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